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【26年度評価】総括-1 

 

様式１－１－１ 中期目標管理法人 年度評価 評価の概要 

 

１．評価対象に関する事項 

法人名 独立行政法人日本学術振興会 

評価対象事業年

度 

年度評価 平成 26 年度（第３期） 

中期目標期間 平成 25～29 年度 

 

２．評価の実施者に関する事項 

主務大臣 文部科学大臣 

 法人所管部局 研究振興局 担当課、責任者 振興企画課、松尾浩道 

 評価点検部局 大臣官房 担当課、責任者 政策課、柳孝 

 

３．評価の実施に関する事項 

平成 27 年 6 月 5 日 政策評価に関する有識者会議日本学術振興会ワーキングチーム（以下ワーキングチームという）の主査にワーキングチームの概要、本年度評価の方針等について説明し、意見を聴取し

た。 

平成 27 年 6 月 15 日 日本学術振興会企画情報課と打合せを行い、本年度評価の方針、自己評価の進捗状況等について確認した。 

平成 27 年 6 月 29 日 ワーキングチームの委員（公認会計士）へ財務状況について説明し、意見を聴取した。 

平成 27 年 7 月 2 日 ワーキングチーム第 1回会合を開催し、評価項目、評価指標、業務実績等の確認を得るとともに、自己評価結果について、日本学術振興会役員（理事、監事）及び職員（担当事業部長）

へのヒアリングを実施し、ワーキングチームの委員から意見を聴取した。 

平成 27 年 7 月 10 日～7月 21 日 本評価書（案）について、ワーキングチームの委員から書面にて意見を聴取した。 

平成 27 年 7 月 28 日 ワーキングチーム第 2回会合を開催し、ワーキングチームの委員から寄せられた意見を反映した本評価書（案）について、同委員の確認を得た。 

 

４．その他評価に関する重要事項 

独立行政法人日本学術振興会における自己評価に当たっては、同法人が外部評価委員会を設置し、外部有識者による評価を受けている。 

 

 

５．日本学術振興会ワーキングチーム 委員名簿 

主査：植田憲一 浜松ホトニクス株式会社顧問、電気通信大学企画調査室特任教授、大阪大学レーザーエネルギー学研究センター特任教授、公益財団法人豊田理化学研究所客員フェロー 

今野美智子 お茶の水女子大学名誉教授 

佐分晴夫 名古屋経済大学副学長・法学研究科教授、名古屋大学名誉教授 

瀬川至朗 早稲田大学政治経済学術院教授、大学院政治学研究科ジャーナリズムコースプログラム・マネージャー 

髙梨智弘 公認会計士（T&T PARTNERS 会長）、新潟大学大学院技術経営研究科特任教授、日本総合研究所フェロー 

（五十音順） 

 

  



 

【26年度評価】総括-2 

 

様式１－１－２ 中期目標管理法人 年度評価 総合評定 

 

１．全体の評定 

評定※１ 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ） 

Ａ：法人の活動により、全体として中期計画における所期の目標を上回る成果が得られて

いると認められる。 

 

（参考）本中期目標期間における過年度の総合評定の状況※２ 

 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

業務の質の向上 Ａ 

Ａ    業務運営の効率化 － 

財務内容の改善等 － 

評定に至った理由 項目別評定は全て標準のＢ以上かつ、重要度又は難易度の高い事業においてＳ又はＡを得ていることから、全体として中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認

められ、文部科学省所管の独立行政法人に関する評価の基準に基づきＡとした。 

 

 

２．法人全体に対する評価 

法人全体の評価 ○ 日本学術振興会においては、第３期中期目標に従い、研究者の自由な発想と研究意欲を源泉として新たな知を生み出す学術研究について、人文学、社会科学から自然科学まで、

学問領域を限定せず、分野の性格に応じた適切な支援方法により、幅広くバランスをとって振興すべく、学術研究を実際に行う研究者の意見を取り入れ、研究者コミュニティの信

頼を得つつ、事業を推進しており、我が国の学術研究を支えるファンディングエージェンシーとして、その役割を十分に果たしている。 

 

○ 学術システム研究センターにおいては、グローバル学術情報センターと連携し、センター研究員による調査・研究や、データ収集・分析などの結果（エビデンス）に基づいて事

業の改善を図るための体制を強化するとともに、特に科学研究費助成事業（科研費）の改革に向けた議論を深化すべく、外部有識者からのヒアリングや学問諸分野を横断的・統合

的に扱う国際シンポジウムなどの開催をとおして幅広い意見・情報の集約を図るとともに、科研費に係るタスクフォースを立ち上げて集中的な検討を行う体制を整備し、更には、

センター研究員の女性割合を増加させたことも含め、学術研究の多様性を確保した諸事業の運営に高く貢献している。こうした体制により、下記のような科研費の改革に関わる有

効な提案・助言等を実施しており、我が国学術研究の諸分野における第一線の研究者集団によって、学術研究の動向を踏まえた本会事業全般の的確な運営に貢献できているものと

認められ、高く評価できる。 

 

○ 科学研究費助成事業（科研費）については、学術システム研究センターの機能を活用した最新の研究動向調査を行い、一部の研究種目において、特設分野研究として融合的分野

や萌芽的分野などの新たな学問分野を設定したほか、書面審査及び合議審査を同一の審査員が実施する仕組みを導入した。これらは、平成３０年度公募からの分科細目の大括り化

を見据え、既存の学問分野にとらわれない新しい学術研究の芽を見いだすものとして期待され、高く評価できる。また、我が国の学術研究の存在感を向上させることを目的として、

国際共同研究及び海外ネットワーク形成を促進する「国際共同研究加速基金」の設置に向けた準備・検討を行ったことについては、学術研究の現代的要請の一つである国際性に応

えるための助成の在り方として期待され、高く評価できる。また、こうした学術研究を取り巻く大きな流れへの対応とともに、基金化した科研費の着実な配分や調整金制度の更な

る弾力化を図り、「科研費における研究費の使いやすさ」（科学技術・学術政策研究所調査）として、その指数が 4.9 から 5.3 に向上したことが示すとおり、研究現場の声をくみ取

ったきめの細かい対応も講じられているものと認められ、高く評価できる。 

 

○ 強固な国際協働ネットワークの構築に向けては、ノーベル財団との共催により、「ノーベル・プライズ・ダイアログ」をスウェーデン国外において世界で初めて開催し、国内外

のノーベル賞受賞者を含む世界トップレベルの研究者を招待して、研究者をはじめ多くの参加者との対話の機会を提供した。また、世界の学術振興機関の長による「グローバルリ

サーチカウンシル（ＧＲＣ）」の第４回年次会合（平成２７年度実施）主催機関として、全世界の地域会合や国際運営委員会へ出席し、年次会合の主要テーマの設定を主導した。

これらのことは、我が国研究者への国際的にハイレベルな研鑽機会の提供や、学術分野における我が国の国際的なプレゼンス向上に高く貢献している。 

 

全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項 

法人全体の信用を失墜させる事象等、全体の評定に大きな影響を与える特段の事項はなし。 

 

  



 

【26年度評価】総括-3 

 

 

３．項目別評価における主要な課題、改善事項など 

項目別評定で指摘した

課題、改善事項 

○ 研究費の不正使用及び研究活動における不正行為の防止について、科学技術・学術研究が社会に及ぼす影響は極めて大きなものになっているところ、研究者及び研究機関自らが

科学技術・学術研究の健全な発展に貢献すべく、「科学者の行動規範」に基づく研修プログラム作成協力者会議が編集した「科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得－」

に係る研修プログラムの e-learning 化等をとおして、研究倫理教育の高度化、定着化を進めることが期待される。また、この際、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平

成 25 年 12 月 25 日閣議決定）に基づき、国立研究開発法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）との連携を強化することが期待される。【項目別-1 及び項目別-13】 

 

○ 科学研究費助成事業（科研費）について、その使いやすさは研究者等から高く評価されており、「調整金」制度の改善等、研究計画の進捗状況等に応じた弾力的な運用に関する

不断の見直しが図られている。研究現場からの声を踏まえ、研究成果を最大化する観点から基金化についての更なる検討を進めることが期待される。【項目別-30】 

 

○ 課題設定による先導的人文・社会科学研究推進事業について、引き続き毎年度のフォローアップや研究最終年度の評価を適切に行うとともに、課題設定に当たっては、例えば、

学術システム研究センターの機能を更に活用したり、外部の意見を参考にしたりするなど、より適切な課題の設定に努め、一層実効性のある事業とすることが重要である。また、

今後は、積極的にその事業成果を社会に発信していくことも併せて求められる。【項目別-45】 

 

○ 研究者の養成について、女性研究者の比率を将来的に高められるよう、引き続き積極的に女性研究者からの申請を促進していくことが必要である。【項目別-86】 

 

○ 組織の編成及び運営、並びに業務・システムの合理化・効率化について、改正後の独立行政法人通則法や「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」（平成２

６年１１月２８日総務省行政管理局長通知）、「独立行政法人の監事の機能強化に伴う措置について」（平成２６年１１月２８日総務省行政管理局長通知）などの趣旨を踏まえ、内

部統制システムの整備及び監事機能の強化に係る取組が更に実行に移されることが期待される。【項目別-135】 

 

その他改善事項 
特になし。 

 

主務大臣による改善命

令を検討すべき事項 

特になし。 

 

 

４．その他事項 

監事等からの意見 日本学術振興会ワーキングチームにおいて、役員（理事、監事）等へのヒアリングを実施したほか、「財務諸表及び決算報告書に関する意見書」（監事作成）の提出を受け、監事によ

る重要会議への出席や各書類の閲覧をとおして、日本学術振興会の財政状態、運営状況等が適正なものと認められることを確認した。 

 

その他特記事項 特になし。 

 

※１ Ｓ：中期目標管理法人の活動により、全体として中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる。Ａ：中期目標管理法人の活動により、全体として中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる。 

Ｂ：全体としておおむね中期計画における所期の目標を達成していると認められる。Ｃ：全体として中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する。Ｄ：全体として中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める。 

※２ 平成 25 年度評価までは、文部科学省独立行政法人評価委員会において総合評定を付しておらず、項目別評価の大項目について段階別評定を行っていたため、この評定を過年度の評定として参考に記載することとする。



 

【26年度評価】総括-4 

 

様式１－１－３ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定総括表 

 

 

  

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

３．強固な国際協働ネットワークの構築

１．総合的事項 　　　国際的な共同研究等の促進

　　　学術の特性に配慮した制度運営 　　　　　諸外国との二国間交流の支援

　　　評議員会 　　　　　国際的な共同研究の推進

　　　学術顧問会議 　　　　　研究教育拠点の形成支援

　　　学術システム研究センター Ｓ Ａ○ 6 　　　国際研究支援ネットワークの形成

　　　自己点検及び外部評価の実施 　　　　　諸外国の学術振興機関との連携

　　　　　自己点検 　　　　　研究者ネットワークの強化

　　　　　外部評価 　　　　　海外研究連絡センターの戦略的展開

　　　公募事業における電子化の推進
　　　世界的頭脳循環の推進とグローバルに活躍する若手
　　　研究者の育成

　　　研究費の不正使用及び不正行為の防止 　　　　　若手研究者への国際的な研鑽機会の提供

２．世界レベルの多様な知の創造 　　　　　諸外国の優秀な研究者の招へい

　　　学術研究の助成 ４．次世代の人材育成と大学の教育研究機能の向上

　　　　　審査・評価の充実 Ｓ Ｓ○ 21 　　　研究者の養成

　　　　　助成業務の円滑な実施
　　　大学院博士（後期）課程学生や博士の学位を有する
　　　者等への支援

　　　　　助成の在り方に関する検討 　　　　　優れた若手研究者の顕彰

　　　　　研究成果の適切な把握及び社会還元･普及 　　　若手研究者の海外派遣

　　　　　学術研究助成基金の管理及び運用 　　　　　若手研究者の海外派遣（個人派遣）

　　　学術の応用に関する研究の実施 　　　　　若手研究者の組織的な海外派遣（組織派遣）

　　　　　課題設定による先導的人文･社会科学研究推進
　　　　　事業

　　　研究者海外派遣業務

　　　　　東日本大震災学術調査 　　　大学の教育研究機能の向上

　　　研究拠点の形成促進 Ａ Ａ○ 50 　　　　　グローバルCOEプログラム

　　　先端研究助成等 　　　　　博士課程教育リーディングプログラム

　　　　　先端研究助成業務 　　　　　卓越した大学院拠点形成支援補助金

　　　　　先端研究助成基金の管理及び運用
　　　　　大学の国際化のためのネットワーク形成推進事
　　　　　業

　　　　　先端研究助成基金による研究の内容を広く公開
　　　　　する活動

　　　　　大学の世界展開力強化事業

　　　　　最先端研究基盤事業 　　　　　グローバル人材育成推進事業

Ａ

Ａ

Ａ

Ｓ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｓ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

中期計画（中期目標）
※１

年度評価
※２

年度評価
※２

項目別
調書№

備考
項目別
調書№

備考

1

第一　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

中期計画（中期目標）
※１

13

Ｓ○ 30

Ａ○ 40

Ｂ○ 45

Ｂ○ 55

Ｂ○ 59

Ａ○ 68

Ａ○ 76

Ｂ○ 86

Ａ○ 97

Ａ○ 105



 

【26年度評価】総括-5 

 

 

※１ 重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付している。難易度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引いている。 

※２ 平成２５年度評価までは、「文部科学省所管独立行政法人の業務実績評価に係る基本方針」（平成１４年３月２２日文部科学省独立行政法人評価委員会）に基づく。 

また、平成２６年度評価以降の評定については、「文部科学省所管の独立行政法人の評価に関する基準」（平成２７年６月文部科学大臣決定）に基づく。詳細は下記の通り。 

平成２５年度評価までの評定 平成２６年度評価以降の評定 

Ｓ：特に優れた実績を上げている。（法人横断的基準は事前に設けず、法人の業務の特性に応じて評定を付す。） 

Ａ：中期計画通り、または中期計画を上回って履行し、中期目標に向かって順調に、または中期目標を上回るペースで実績を上げている。（当該年度に実施すべき中期計画

の達成度が１００％以上） 

Ｂ：中期計画通りに履行しているとは言えない面もあるが、工夫や努力によって、中期目標を達成し得ると判断される。（当該年度に実施すべき中期計画の達成度が７０％

以上１００％未満） 

Ｃ：中期計画の履行が遅れており、中期目標達成のためには業務の改善が必要である。（当該年度に実施すべき中期計画の達成度が７０％未満） 

Ｆ：評価委員会として業務運営の改善その他の勧告を行う必要がある。（客観的基準は事前に設けず、業務改善の勧告が必要と判断された場合に限りＦの評定を付す。） 

Ｓ：中期目標管理法人の活動により、中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又

は対年度計画値）の１２０％以上で、かつ質的に顕著な成果が得られていると認められる場合）。 

Ａ：中期目標管理法人の活動により、中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の

１２０％以上とする。）。 

Ｂ：中期計画における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の１００％以上１２０％未満）。 

Ｃ：中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の８０％以上１００％未満）。 

Ｄ：中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の８０％未満、又

は主務大臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合）。 

 

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

５．エビデンスに基づいた学術振興体制の構築と社会との
　　連携の推進

Ａ Ｂ 146

　　　調査･研究の実施 ― ― 157

　　　　　学術システム研究センター Ａ ― 158

　　　　　グローバル学術情報センター ― Ｂ 159

　　　広報と情報発信の強化及び成果の普及・活用

　　　　　広報と情報発信の強化 　施設･設備に関する計画 ― ― 160

　　　　　成果の社会還元・普及・活用 　人事に関する計画

　　　学術の社会的連携･協力の推進 　　　職員の研修計画

６．前各号に附帯する業務 　　　人事交流

　　　国際生物学賞にかかる業務 　　　人事評定

　　　学術関係国際会議開催にかかる募金事務 　中期目標期間を超える債務負担 ― ― 163

　積立金の処分に関する事項 ― ― 164

１．組織の編成及び運営 Ａ Ａ

２．一般管理費の効率化

３．人件費の効率化

４．業務･システムの合理化･効率化

　　　外部委託の促進

　　　随意契約の見直し

　　　情報インフラの整備

　　　業務運営の配慮事項

Ｂ 161

Ｂ 135

Ｂ 132

Ｂ 122

Ｂ 116

項目別
調書№

備考中期計画（中期目標）
※１

中期計画（中期目標）
※１

Ａ

Ａ

Ａ

項目別
調書№

備考

第二　業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置

Ａ

第三　予算、収支計画及び資金計画

第四　短期借入金の限度額

第五　重要な財産の処分等に関する計画

第六　剰余金の使途

年度評価
※２

年度評価
※２

全体の評定

Ａ

第七　その他主務省令で定める業務運営に関する事項



【26年度評価】項目別-1 

 

様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―１－１ 

1 総合的事項 

（1）学術の特性に配慮した制度運営 

（2）評議員会 

（3）学術顧問会議 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人日本学術振興会法第１５条 

第９号 

業務に関連する

政策・施策 

8 基礎研究の充実及び研究の推進のため

の環境整備 

8-1 学術研究の振興 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート 事業番号

0176（仮） 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

前中期目

標期間最

終年度値 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度  

 

 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

女性審査委員比

率 
－ － 13.3％ 16.1％    

 決算額（千円） 1,017,022 761,741    

 従事人員数 45 45    

注）決算額は支出額を記載。 



【26年度評価】項目別-2 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 (1) 学術研究及び

その振興を目的と

する振興会事業の

特性に配慮し、以

下の諸点に留意し

つつ事業を推進

し、研究者が最適

な環境の中で研究

に専念できるよう

支援することを基

本とする。  

① 学術研究の成

果は、人類社会共

通の知的資産とし

て文化的価値を形

成するものであ

り、人文・社会科

学から自然科学ま

で、学問領域を限

定せず、分野の性

格に応じた適切な

支援方法により、

幅広くバランスを

とって振興する必

要がある。そのた

め、学術研究を実

際に行う研究者の

意見を取り入れ、

研究者コミュニテ

ィの信頼を得つ

つ、事業を推進す

ることが不可欠で

ある。 

特に、実用化を

直接的に目指さな

い基礎的な研究へ

の支援や、将来の

学術研究を担う優

秀な研究者の養成

(1) 学術研究を推

進する研究者が最

適な環境の中で研

究に専念できるよ

う支援するため、

研究の手法や規

模、必要とする資

金など研究分野ご

とに異なる特性に

応じた支援方法、

長期的視点からの

配慮、研究者の意

見を取り入れる制

度運営等を勘案し

つつ、事業を進め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、各事業の

実施に当たって

は、関連する事業

を実施している機

関との適切な連

携・協力関係を構

築する。その際、

我が国の学術研究

の振興を図る観点

(1) 学術の特性に

配慮した制度運営 

 各事業を推進す

るに当たり、研究の

手法、規模、必要な

資金、期間など研究

分野等により異な

る学術研究の特性

に配慮した制度運

営を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各事業を実施する

際には、関連する事

業を実施している

機関との適切な連

携・協力を行う。そ

の際、我が国の学術

研究の振興を図る

観点から、大学等に

おいて実施される

＜主な定量的指標

＞ 

・審査員に占める

女性研究者の割合 

 

＜その他の指標＞ 

・着実かつ効率的

な運営により、中

期計画の項目（達

成すべき成果を除

く）に係る業務の

実績が得られてい

るか。 

 

＜評価の視点＞ 

・男女共同参画社

会を推進する観点

からも、女性研究

者の参画を促進す

るため、各審査事

業の委員等の選考

において、女性研

究者の比率を高め

るなど、効果的な

取り組みを進める

必要がある。【JSPS

部会 25 年度評価

（全体）】 

 

中期計画の項目について、中期計画通りに着実に

推進した。特に、以下の実績を上げた。 

 

【制度運営】 

・評議員会、学術顧問、学術システム研究センター

を活用し、学術研究の特性に配慮した制度運営を図

った。詳細については、下記ページに記載している。 

 評議員会、学術顧問：項目別-3頁、項目別-4頁 

 学術システム研究センター：項目別-5 頁～11頁 

 

【他機関との連携】 

・事業の実施にあたり、研究費の不合理な重複等を

避けるため、申請内容を適切に吟味することに加え、

特に、競争的資金制度を所管する 8 府省（内閣府・

総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経

済産業省・国土交通省・環境省）等とは、府省共通

研究開発管理システム（e-Rad）に審査結果等の提供

などにより連携を図った。 

 また、科研費では、「特別推進研究」及び「基盤研

究（S）」のヒアリング審査において、研究代表者の

競争的資金への応募･採択状況データをe-Radから抽

出し、冊子として準備するとともに、それ以外の研

究種目に係る審査会においても、審査委員からの申

し出があった際に e-Rad を利用して、競争的資金の

応募・採択状況の確認を行っている。 

更に、特別研究員事業においても、日本学生支援

機構の奨学金との重複受給を防止するため、採用者

の内定者情報を同機構に提供し重複チェックを行っ

た。 

 

・JST とは、科研費の「特別推進研究」、「基盤研究（S）」

及び「若手研究（S）」について行った研究進捗評価

並びに「特別推進研究」の研究成果の波及効果等を

検証する追跡評価の結果を提供するなど、支援事業

に係る情報共有を進めた。また、科研費の成果を JST

戦略的創造研究推進事業に円滑に繋げるため、JST が

構築している科研費の成果等を含むデータベースの

構築に協力して取り組んでいる。 

 

評定 Ｂ 評定 Ｂ 

＜根拠＞ 

・人文学・社会科学から自然科学まで幅

広い学問領域を適切に支援するべく、各

事業を推進するにあたり、評議員会、学

術顧問、学術システム研究センターの知

見を適宜事業に反映させることを可能

とする制度運営を図っている。また、学

術システム研究センターを活用し、第一

線で活躍する多様な研究領域の研究者

の専門的見地に基づく意見を適宜審査･

評価業務に反映しており、我が国の学術

研究の振興に必要な体制が適切に整え

られている。 

 

 

 

 

・国の政策を踏まえ、府省共通研究開発

管理システム（e-Rad）等を活用して審

査結果等を提供し、協力してデータベー

スの構築を進めるなど、関連する事業を

実施している機関との適切な連携・協力

を行っている。 

 

 

 

 

 

 

・JST とは、上記に加え、科研費の「特

別推進研究」において実施している研究

進捗評価結果等を提供するなど、より密

接な情報共有体制をとっている。 

 

 

 

 

 

＜評定に至った理由＞ 

 他機関との連携・協力について、「独立行政

法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25

年 12 月 25 日閣議決定）に基づく、科学技術

振興機構（JST）との連携強化に向け、科研費

の成果・効果に係る検証結果の共有等、JST

事業への橋渡しを円滑化するための具体的方

策を講じはじめたものと認められる。 

 また、評議員会や学術顧問から、科研費成

果の明示化や、研究不正防止の強化などにつ

いて意見を聴取し、それぞれ、グローバル学

術情報センターによる調査分析レポート（平

成8～22年の科研費成果を分析）のHP公開や、

研究倫理推進室の設置などにつながったこと

は、両機関による振興会業務の改善機能が発

揮されているものと認められる。 

 更に、日本の女性研究者割合を上回る女性

審査委員を選考（女性審査員割合 16.1%／日

本の女性研究者割合 14.6%）できていること

は、男女共同参画の観点のみならず、審査の

視点に係る多様性確保の意味からも効果が期

待されるものと認められる。 

 以上のことから、本項目は、中期計画にお

ける所期の目標を達成していると認められる

ため、評定をＢとする。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策

＞ 

 JST との連携強化を視野に入れた研究公正

に関する共同事業の展開等が期待される。 

 引き続き、日本の女性研究者割合を上回る

女性審査委員の選考に期待するとともに、分

野別割合の経年把握等により、研究者養成施

策の検討等に資するデータ構築が期待され

る。その一方、特定の女性研究者の負担が過

大となりつつあることに留意し、次世代女性

研究者育成への配慮が求められる。 

 



【26年度評価】項目別-3 

 

について十分配慮

する必要がある。 

② 世界と我が国

の学術研究の動向

を俯瞰し、融合的

な研究分野や先端

的・萌芽的な研究

分野など新たな分

野の研究を支援す

ることにより、学

術研究がその多様

性の中で自律的に

変化していくこと

を促進する。また、

我が国として途絶

えさせてはならな

い学問分野の継承

などに配慮するこ

とにより、学術研

究の多様性を確保

する。 

③ 学術研究の発

展性については無

限の可能性がある

ことから、長期的

視点を加えた継続

的かつ着実な支援

に努めるととも

に、このような視

点に立った評価を

行うことが必要で

ある。  

④ 事業の実施に

当たっては、関連

する事業を実施し

ている機関との適

切な連携・協力関

係を構築する。そ

の際、大学等にお

いて実施される学

術研究に密接に関

わる事業の特性に

から、大学等にお

いて実施される学

術研究に密接に関

わる事業の特性に

配慮しつつ、事業

を行う。 

男女共同参画を

進めるため、女性

研究者を審査委員

に委嘱するよう配

慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学術研究に密接に

関わる事業の特性

に配慮しつつ、事業

を実施する。また、

「独立行政法人改

革等に関する基本

的な方針」（平成 25

年12月24日閣議決

定）を踏まえ、独立

行政法人科学技術

振興機構（以下

「JST」という。）と

の連携を強化する。 

男女共同参画を進

めるため、女性研究

者を審査委員に委

嘱するよう配慮す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【男女共同参画の促進】 

・女性研究者の参画を促進するため、特別研究員等

審査会の委員等の選考の際には、分野等を勘案しつ

つ、女性研究者の割合にも配慮した総合的な判断を

行った。 

  H25 年度 H26 年度 

女性審査委員比率 13.3% 16.1% 

（内訳） 
  

特別研究員等審査委員会 15.9% 19.8% 

科研費審査委員会（※） 12.6% 15.1% 

※研究活動スタート支援を除く 

（参考） 

日本における女性研究者の割合 14.6％ 

総務省統計局科学技術研究調査 

（平成 26年 3月 31 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特別研究員等審査会委員等における女

性割合が増えるとともに、審査委員にお

ける女性研究者の割合が、日本全体の研

究者における女性の割合を上回る

16.1％となり、審査委員の選考において

女性研究者を積極的に登用する取り組

みがなされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 

 



【26年度評価】項目別-4 

 

十分配慮する。な

お、学術研究分野

における男女共同

参画に配慮する。 

 

(2) 業務運営上の

重要事項に関する

評議員会の審議及

び意見も踏まえ、

適切に事業を実施

する。また、学術

研究に対する高い

識見を持つ学識経

験者の意見を反映

させることによ

り、業務運営の改

善を図り、効果的

に成果が上がるよ

う事業を展開す

る。 

 

 

 

 

 

 

(2) 業務運営に関

する重要事項を諮

問するための評議

員会については、

各界・各層からの

学識経験者で構成

し、定期的に開催

する。事業実施に

当たっては、評議

員会等での幅広く

高い識見に基づく

審議及び意見を参

考とし、効果的に

成果が上がるよう

業務運営に反映さ

せる。 

 

 

 

 

 

 

(2) 評議員会 

各界・各層の学識経

験者で構成する評

議員会を開催する。

振興会の業務運営

に関する重要事項

については、幅広く

高い識見に基づく

審議及び意見を参

考に事業を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 学術顧問会議 

学術研究に対する

特に高い識見を有

 

 

 

中期計画の項目について、中期計画通りに着実に推

進した。特に、以下の実績を上げた。 

【評議員会】 

・平成 26年 6 月 4 日及び平成 27 年 3 月 25 日に評議

員会を開催し、独立行政法人改革に係る状況や平成

27 年度予算案を含む振興会の業務運営に関する重要

事項について、長期的な視点から幅広く高い識見に

基づく意見を聴取した。評議員会における意見を踏

まえ、例えば「エビデンスに基づいた学術振興体制

の構築にあたっては、科研費助成事業における支援

の成果の状況等のデータを公開すべきである」との

指摘に基づき、グローバル学術情報センターが、科

研費の助成を受けた研究成果の分析の結果をCGSIレ

ポートとして本会HPで公開するなど、対応を行った。 

 

●第 6期評議員名簿（平成 27年 3月現在） 

相原 博昭 東京大学大学院理学系研究科教

授、日本学術会議第三部長 

大西  隆 豊橋技術科学大学学長、日本学

術会議会長 

河田 悌一 日本私立学校振興・共済事業団 

理事長 

郷  通子 情報・システム研究機構理事 

小森田 秋夫 神奈川大学法学部教授、日本学

術会議第一部長 

榊原 定征 日本経済団体連合会会長 

長野 哲雄 独立行政法人医薬品医療機器総

合機構理事、日本学術会議第二

部長 

長谷川閑史 経済同友会代表幹事 

濱田 純一 東京大学総長 

原山 優子 総合科学技術会議議員 

日比谷潤子 国際基督教大学学長 

平野 眞一 上海交通大学講席教授・平野材

料創新研究所長 

松本  紘 京都大学前総長 

ﾊﾝｽ ﾕｰｹﾞﾝ･ﾏﾙｸｽ 学校法人南山学園理事長 

森  重文 京都大学数理解析研究所所長 

 

【学術顧問】 

・学術顧問会議は開催していないが、学術の振興に

係る諸課題について、理事長をはじめ役員が必要に

 

 

 

 

 

・理事長の諮問に応じ、学術界、産業界、

大学等を代表する学識経験者で構成す

る評議員会を開催し、そこで聴取した業

務運営の重要事項に対する幅広く高い

識見に基づく意見を参考に、適切な事業

運営を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・学術顧問会議を開催しなかったが、学

術研究の促進に必要な業務に係る専門

的見地からの助言を受けるられるよう、
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する学識経験者に

より構成される学

術顧問会議を開催

し、振興会の運営に

関し、専門的な見地

から幅広い助言を

求める。 

 

応じて各顧問と個別に意見交換を行い、幅広い助言

を聴取した。例えば、研究不正に係る資金配分機関

としての対応策等について行った意見交換を参考

に、研究不正の防止に関する取り組みを強化する研

究倫理推進室を設置した。 

●学術顧問名簿（平成 27年 3 月現在） 

石  弘光 一橋大学名誉教授 

江崎玲於奈 横浜薬科大学学長 

豊島久眞男 理化学研究所研究顧問 

長尾  真 京都大学名誉教授 

中原 恒雄 日本工学アカデミー名誉会長 

野依 良治 理化学研究所理事長 

星  元紀 放送大学客員教授 

吉川 弘之 （学術最高顧問）科学技術振興

機構研究開発戦略センター長 

 

理事長らが、学術研究に関して特に高い

識見を有する学術顧問と随時意見交換

できる体制を整えている。 

 

 

 

４．その他参考情報 

－ 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―１－２ 
1 総合的事項 

（4）学術システム研究センター 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人日本学術振興会法第１５条 

第６号 

業務に関連する

政策・施策 

8 基礎研究の充実及び研究の推進のため

の環境整備 

8-1 学術研究の振興 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート 事業番号

0176(仮)  

当該項目の重要度、

難易度 

重要度：「高」（学術の振興を目的とした本法人の実施する各事業の効果を最大限に発揮させるため、公平・公正で透明性の高い審査・評価システムの構築や研究現場の意見を反映し

た制度改善等に、学術システム研究センターが主要な役割を果たしているため） 

難易度：「高」（各事業の審査・評価システム機能の向上・制度改善等を図っていく際には、研究分野等により異なる学術研究の特性や研究現場の多様なニーズ等を踏まえつつ、各種

課題への対応を検討していく必要があり、困難が伴うため） 

参考 URL 学術システム研究センター http://www.jsps.go.jp/j-center/index.html  

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

前中期目

標期間最

終年度値 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度  

 

 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

研究員

内 訳

（カッ

コ内は

新規の

数） 

全体 
－ 

127 名  

（64 名） 

127 名 

（11 名） 

  128名

（50 名） 
    

 

決算額（千円） 1,017,022 761,741    

独法の

所属 
－ 

10 名    

（5 名） 

7 名   

（0 名） 

3 名   

（0 名） 
    

 

民間の

所属 
－ 

2 名    

（2 名） 

3 名   

（1 名） 

 4 名  

（2 名） 
    

 

女性 
－ 

12 名   

（6 名） 

14 名   

（2 名） 

20 名  

（12 名） 
    

 

実施回数（タスク

フォース） 
－ 11 回 5 回 11 回     

 

従事人員数 45 45    

実施回数（ワーキ

ンググループ） － 

9 回  

（2WG 毎） 
9 回  

（2WG 毎） 

9 回   

（2ＷＧ

毎） 

    

 

実施回数（運営委

員会） 
－ 3 回 2 回 2 回     

 

説明会開催数 

 
－ 

5 回 
7 回 11 回     

 

注）決算額は支出額を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 (3) 研究経験を有

する第一線級の研

究者を配置し、事

業の実施に必要な

調査・研究機能や

審査・評価業務に

係る機能を充実・

強化する。 

また、学術システ

ム研究センターが

行う審査・評価業

務については、業

務内容の透明性の

向上を図る観点か

ら、審査員の審査

結果に対する検証

等のプロセスにつ

いて国民に分かり

やすい形で明らか

にする。 

 

(3) 学術システム

研究センターに研

究経験を有する第

一線級の研究者を

配置する。センタ

ーは、学問領域の

専門的な知見に基

づく学術振興策や

学術動向に関する

調査・研究、事業

における審査・評

価業務、業務全般

に対する提案・助

言等を行う。 

 また、センター

の組織運営につい

て、外部有識者か

ら構成される運営

委員会における高

い識見に基づく審

議及び意見を参考

とすることによ

り、ガバナンスの

強化を図る。 

さらに、センター

の業務内容の透明

性の向上を図る観

点から、審査員の

審査結果に対する

検証等のプロセス

について国民に分

かりやすい形で明

らかにすることを

含めセンターの活

動について積極的

な情報発信を行

う。 

 

(4) 学術システム

研究センター 

研究経験を有する

第一線級の研究者

を任期付研究員と

して、所長、副所長、

相談役、主任研究員

及び専門研究員に

配置することによ

り、人文学、社会科

学から自然科学に

至る全ての学問領

域をカバーする体

制を整備する。その

際、独立行政法人や

民間の研究機関を

含む幅広い機関か

らの人材を研究員

として選任し、多様

な視点からの意見

を活かした業務を

実施する。 

重要でかつ継続

的に審議が必要な

課題に対し、ワーキ

ンググループやタ

スクフォースを設

置し、機動的に対応

する。 

これらにより、セ

ンターが行う学術

振興策や学術動向

に関する調査・研究

体制を整備し、振興

会事業における公

正で透明性の高い

審査・評価業務や振

興会業務全般に対

する有効な提案・助

＜主な定量的指標

＞ 

・研究員の所属機

関（独法・民間） 

 

・研究員の女性割

合 

 

・事業説明・意見

交換会の実施回数 

 

＜その他の指標＞ 

・着実かつ効率的

な運営により、中

期計画の項目（達

成すべき成果を除

く）に係る業務の

実績が得られてい

るか。 

 

＜評価の視点＞ 

・事業における審

査・評価のプロセ

ス等を含めセンタ

ーの活動について

積極的な情報発信

を行う。【勧告の方

向性】 

 

・センターが設立

されて10年が経過

した今、これまで

の活動をベース

に、その役割や今

後期待される機能

について、あるい

は参画する研究員

の任期と業務内容

の継続性といった

■学術システム研究センターの体制 

・9領域（人文学、社会科学、数物系科学、化学、工

学系科学、生物系科学、農学、医歯薬学、総合系）、

52 研究分野に研究員を配置し、すべての学問領域を

カバーしている。独立行政法人や民間の研究機関を

含む組織から人材を選任している。選考の際には前

任者と同一の機関からの選任を行わないようにする

とともに、国・公・私立大学及び大学共同利用機関、

産業界の研究機関等、組織形態のバランス、地域的

バランス、男女比バランスに配慮している。 

所長 1人 

副所長 3人（1名：グローバル学術情報センター所

長が兼務） 

相談役 1人 

主任研究員 19 人 

専門研究員 103 人 

計 127 人（うち、独法：5名、民間：2名） 

 

※平成 27 年度から就任する新規研究員 50 名の選考

にあたっては、所属機関の形態や地域的なバランス

に配慮しつつ、特に男女比のバランスを勘案し、平

成 27年度選考では、12名の女性研究者を選任した。

平成 27 年度は、女性研究員 20名、研究員全体で 16％

になり、前年度より女性研究員 6名増となった。（平

成 26年度は、女性研究員 14 名、研究員全体で 11％） 

 

※グローバル学術情報センターより、Scopus 収録論

文における科研費成果論文の分析や、主要国のファ

ンディングエージェンシーにおける審査システム等

の情報分析の内容について報告があり、例えば、各

国の審査体制や審査方法の分析内容については、

「系・分野・分科・細目表」の大幅見直しや、振興

会事業の審査方法の在り方の検討等に活用した。 

 

 

 

 

 

 

評定 Ａ 評定 Ａ 

＜根拠＞ 

・9領域、52 研究分野に第一線の研究者

を非常勤の任期付研究員として配置し、

すべての学問領域をカバーしている。 

 

・振興会の諸事業ならびに国内外の学術

に関する情報収集・蓄積した情報を分析

するグローバル学術情報センター所長

が副所長を兼務することにより、両セン

ターの連携のもと、エビデンスに基づい

た振興会諸事業の改善を図る体制を整

備した。また、海外のファンディンエー

ジェンシーの制度等について情報分析

した内容を共有することで、振興会の各

種事業の審査方法の在り方の検討等に

活用しており、高く評価できる。 

 

・独立行政法人や民間の研究機関を含む

幅広い人材を研究員として選任し、大学

での研究とは経歴や立場が異なる研究

員を配置することにより、学術研究にお

ける基礎研究や人材育成の在り方など

についての多様な視点からの意見を活

かし、事業改善の提言･助言や業務運営

を行っている。さらに、新規研究員の選

考にあたっては、男女比のバランス（前

年度から女性研究員 6 名増）、所属機関

の形態、地域的なバランス等、多様性の

確保に配慮し、透明性の強化に努めてい

ることは高く評価できる。 

 

・特に集中的に審議が必要な重要な課題

について検討を行うワーキンググルー

プを継続的に開催するとともに、特設分

野研究に関するタスクフォースを立ち

上げ、外部有識者のヒアリングなども行

い、学術動向を踏まえて、公募分野の検

討を行うとともに、新たな審査方式の導

＜評定に至った理由＞ 

 振興会業務への有効な提案・助言等につい

て、センター研究員の所属機関と委託契約を

締結し、各分野の学術動向調査研究を実施、

その報告等に基づき、特に科研費については、

新たな学術の芽を掘り起こすべく、「特設分野

研究」として、新たな分野設定、及び書面・

合議両審査の同一審査員化を進めている。 

 

新分野設定〔27 年度公募３分野（26 年度検

討）、26 年度公募３分野（25 年度検討）〕につ

いては、「主任研究員会議」、「専門調査班会

議」、及び「科学研究費事業改善のためのワー

キンググループ」において、揺籃期にある分

野及び学際・融合領域にある分野の研究動向

を、センター研究員による調査研究や外部有

識者からのヒアリングをとおして把握した

上、多面的な検討を集中的に行ったことで、

科研費改革の糧となる意義深い分野設定を行

ったと認められる。 

また、更に科研費改革を深化させるべく、

諸分野を横断的・統合的に扱う国際シンポジ

ウムを開催し、幅広い意見・情報の集約を図

るとともに、「特設分野研究の平成２８年度公

募に関するタスクフォース」を設置して活発

な検討に精力的に取り組んでいると認められ

る。 

更に、当該新分野に採択された研究代表者

等の研究発表会を定期的に開催し、研究内容

に係る意見交換を促すとともに、例えば、他

分野の全く異なる観点に基づいた分析手法の

導入が、当該分野の新たな研究への道筋を示

したことなど、センター研究員から諸分野に

おける最新研究動向や、人材育成活動を含め

た発展のための取組に係る好例を発信したこ

とで、継続的に研究の進捗等に係る情報交換

を行うための研究者間メーリングリストが立

ち上がるなど、既存の研究分野の枠組みを超
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言等を行うことを

可能とする。 

また、センターの

組織運営について、

民間企業等を含む

外部有識者から構

成される運営委員

会における高い識

見に基づく審議及

び意見を参考とす

ることにより、ガバ

ナンスの強化を図

る。 

さらに、事業にお

ける審査・評価等の

プロセス等を含め

センターの活動に

ついて積極的な情

報発信を行う。 

 

点等について点検

すべき時期にある

ように思われる。

【外部評価25年度

評価】 

 

・研究者の視点と

学術研究の特性に

配慮した制度運営

の観点から、ガバ

ナンスと併せて内

部統制の強化を行

うことが望まし

い。【JSPS 部会 25

年度評価】 

 

 

 

 

 

 

■会議開催実績 

・「学術研究の助成等」、「国際的な共同研究等の促進」

及び「研究者の養成」の各事業について提案・助言

等を行うとともに、各事業の審査・評価業務に専門

的な見地から関与した。 

主任研究員会議：19回（原則月 2回） 

専門調査班会議：12 回（月 1回・1専門調査班、9

班がそれぞれ実施） 

科学研究費事業改善のためのワーキンググルー

プ：9回 

・ 「系・分野・分科・細目表」の毎年度の見直

しにあたり、キーワード見直しや細目表の改

正作業にあたっても JSPS 外部からの意見を

受け付けることとし、ホームページ上に受付

窓口を設置。 

・ 「系・分野・分科細目表」の大幅な見直しに

あたり、複数の細目を集めた適切な規模の審

査可能区分の設定や、競争的な環境下で優れ

た研究課題の選定を行う方向で検討を実施。 

・ 基盤研究（B,C）特設分野研究の実施の仕組み

や審査方法などについて、特に融合領域、境

界領域、揺籃期にある研究動向など、最新の

学術動向を踏まえた応募分野を設定し、さら

に、書面審査と合議審査を同一の審査委員が

実施する仕組みを導入、実施した。 

 

細 目 見 直 し タ ス ク フ ォ ー ス ： ５ 回         

※「系・分野・分科・細目表」の見直しにおいては、

タスクフォースを経て、各専門調査班間で融合領域、

境界領域における議論が活発に行われた。 

 

特 別 推 進 研 究 タ ス ク フ ォ ー ス ： ２ 回      

※特別推進研究の在り方などについて、議論を行っ

た。 

 

特別研究員等審査システム改善のためのワーキン

ググループ：9回 

・特別研究員の審査方法の改善について、審査

体制の充実に向けて審査の手引、募集要項、

審査方針等の検討、見直しを行い、人権の保

入を図るなど、研究者の視点に立った制

度運営の実現に向けて積極的に活動し

ていることは高く評価できる。 

 

 

 

・「系・分野・分科・細目表」の見直し

のタスクフォースを立ち上げ、分科細目

表や審査区分とともに、審査方式の見直

しについて積極的に検討を進め、各専門

調査班間においても活発に議論が行わ

れたことは高く評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

えた研究者ネットワークの構築が図られたも

のと認められる。 

 

書面・合議両審査の同一審査員化について

は、平成 30年度公募からの分科細目表の大括

り化を見据え、既存の研究分野にとらわれな

い新しい学術の芽を見いだす効果が期待され

ているものであり、その手法を集中的に検討

することによって具体化し、一部分野で実行

に至らしめたと認められる。 

また、当該分野に係る審査の検証（平成 26

年 7 月実施）結果を踏まえ、審査方法改善の

ため、新たに研究計画調書の概要版作成を提

案した。当該概要版を審査過程において最大

限活用することにより、審査の質を維持しつ

つ、審査期間の短縮や審査委員負荷の軽減な

どが図られるものと見込まれる。（平成 27 年

度公募から実施。） 

 

これらの取組は、今後の科研費制度全体に

おける学際・融合分野の展開や審査システム

の改善・充実などにつながるものと期待され、

本センター業務が、我が国学術研究の諸分野

における第一線の研究者が集まり、学術研究

の動向を的確に踏まえつつ、エビデンスに基

づき、提案、助言を行うものとして、極めて

有効に機能しているものと認められる。 

 

 業務運営体制について、センター研究員の

女性割合を増加（H26：11％→H27：16％）さ

せるとともに、本センターが選考する各審査

委員会の女性割合が増加〔（科研費審査委員

会）H25：12.6%→H26：15.1%、（特別研究員等

審査委員会）H25：15.9%→H6：19.8%〕するな

ど、より多様な視点からの意見が反映できる

体制が構築されているものと認められる。 

 その他、新たに特設分野研究者や海外ファ

ンディングエージェンシーなどとの交流機会

を機動的に設定し、各代表研究者格の参画を

得てこれを実施していることは、国内外にお

ける更なる学術動向調査研究の円滑化と、情

報発信力の強化に資するものと認められる。 



【26年度評価】項目別-9 

 

護及び法令等の遵守を必要とする研究課題の

適切性の判定について、申請書記入欄や書面

審査の手引において新たに「侵襲性を伴う研

究」の例示を追加する等の改善を行った。 

・海外特別研究員の外国での研究遂行能力（語

学能力の確認）の審査のあり方について検討

し、申請書の当該能力に係る記載欄を改善し

た。 

 

特設分野研究の平成28年度公募に関するタスクフ

ォース：7回（外部有識者のヒアリング 3回含む） 

※特設分野研究の分野設定において、専門調査班会

議では、融合領域、境界領域、揺籃期にある学術研

究動向など、最新の学術動向を踏まえた学術動向調

査報告書の情報共有を図り、分野設定の検討に活か

した。 

 

「系・分野・分科・細目表見直し」タスクフォー

ス：6回 

※「系・分野・分科・細目表」の見直しにおいては、

タスクフォースを経て、各専門調査班間で融合領域、

境界領域における議論が活発に行われた。 

 

■研究発表等の実施 

・主任研究員会議・専門調査班会議において、各研

究分野における歴史的発展や最新研究動向、各分野

の基礎研究の現状や人材育成の状況等について情報

交換を行い、学術研究の現場の視点を踏まえた業務

改善に役立てるとの観点から、研究員による研究員

自身の研究内容とその意義について発表を実施し

た。 

 

■科研費特設分野研究代表者交流会の実施 

・特設分野研究に採択された研究代表者が、互いの

研究課題を知ることで、既存の分野を超えた新たな

ネットワークが構築され、新しい学術の芽が生まれ

てくることを期待し、平成 26年度に設定された 3分

野において研究代表者交流会を開催した。 

 

■海外のファンディングエージェンシーとの交流 

・英国王立化学会の日本事務局代表と、活動内容に

ついての情報交換やジャーナルの運用状況などにつ

いての意見交換を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・センター研究員の研究発表や海外のフ

ァンディングエージェンシー関係者と

の交流等を通じて、内外の最新の研究動

向や研究助成の現状について把握し、振

 

以上のことに加え、本項目は、重要度及び

難易度の高いものであることから、中期計画

における所期の目標を上回る成果が得られて

いると認められるため、評定をＡとする。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策

＞ 

 本センターによる提案・助言等の多様性確

保、及び男女共同参画の趣旨から、引き続き、

女性研究員割合の増加が期待される。 

 なお、本センターの活動を通じて、研究者

が自律的に研究支援の手法等に関する調査研

究を行うことの重要性を、研究者コミュニテ

ィへ伝えることが重要である。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 

 



【26年度評価】項目別-10 

 

・ＮＳＦの社会科学系のプログラムオフィサーと、

両国の審査制度の違いや、社会科学系のファンディ

ングの現状について意見交換を行った。 

・ＮＳＦバイオロジー部門長と両国の生物学に対す

るファンディングなどについて意見交換を行った。 

・ＮＩＨのプログラム・ディレクターによる、ＮＩ

Ｈの研究費配分制度改善および研究不正防止の取り

組みについての講演会及び意見交換会を開催した。 

 

■運営委員会の実施 

・平成 24 年度に運営委員会を外部有識者のみから構

成される諮問機能をもった組織として改組し、セン

ターの運営及び業務実施に関する方針等を策定する

にあたって、多様な視点からの意見を反映できるよ

うに審議を行った（平成 26 年度は 2回開催）。また、

今回運営委員に大学共同利用機関法人の機構長を新

たに迎えて、これまで以上に多様な視点から意見を

伺えるよう運営委員会の機能向上を図った。運営委

員会では、所長及び副所長役の人事、学術動向調査

のあり方、さらにはセンター業務の透明性について、

センターからの諮問に基づき、審議を行った。その

審議結果をもとに、業務の改善に取り組むとともに、

研究員の選考を含むセンター全体の体制整備にも反

映するなど、更なるガバナンスの強化をはかった。

さらに、改善を図った取り組み内容については、改

めて運営委員会による当該業務の適切性なども踏ま

えた評価を受けることで、更なる業務改善を行うた

め、内部統制の強化にも取り組んだ。 

 

●運営委員会名簿（平成 27 年 3 月現在） 

磯貝 彰 奈良先端科学技術大学院大学名誉

教授 

小倉 和夫 国際交流基金顧問 

榊 裕之 豊田工業大学学長 

佐々木 毅 

（委員長） 

公益社団法人国土緑化推進機構理

事長 

佐藤 勝彦 大学共同利用機関法人自然科学研

究機構機構長 

田井 一郎 日本精工株式会社 社外取締役 

高柳 雄一 多摩六都科学館館長・元 NHK 部外解

説委員 

八田 英二 同志社大学経済学部教授 

羽入 佐和

子 

お茶の水女子大学学長 

興会の業務改善に活用するための情報

交換等を積極的に行っていることは、高

く評価できる。 

 

・課題の枠組みをつくるだけでなく、研

究代表者間のネットワーク構築を促す

のは、新たな試みであり評価できる。 

 

 

・ガバナンスの強化を目的として、平成

24 年度から運営委員会を外部有識者の

みから構成される諮問会議に改組し、平

成 26 年度からは新たな委員を加えて機

能向上を図りつつ、その審議・意見を参

考に学術研究動向調査の充実化の検討

や、センター活動の積極的な情報発信の

実施など、さらなるガバナンスの強化に

取り組んでいることは評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【26年度評価】項目別-11 

 

吉野 彰 旭化成フェロー／旭化成株式会社

吉野研究室室長 

 

■説明会の実施 

・平成 27年 4 月就任の研究員に係る候補者の推薦を

大学等の関係各研究機関へ依頼するにあたり、東京

において説明会を実施した。 

・学術システム研究センターの活動について、研究

者等からの一層の理解と協力を得るため大学や学会

等で事業説明・意見交換会を実施した（平成 26 年度

11 回）。また、センター研究員には所属する研究機関

や、所属学会等で個別説明を行うよう依頼しており、

センターの活動に対する理解だけでなく、科学研究

助成事業、特別研究員事業などの振興会事業につい

ても広く周知を図るよう努めている。 

 

■リーフレットの配付 

・審査・評価業務に関するプロセス等センターの活

動をイメージしやすい言葉や視覚に訴え理解しやす

い図で示すとともに、主任・専門研究員経験者から

研究員としての現場の体験についてのコメントを掲

載するなど、活動内容を分かりやすくしたリーフレ

ットを配付した。 

 

■国際シンポジウム 

・平成 26年 11 月 18 日～19 日に、「地球の学際科学」

をテーマとして、地震、火山、津波、気象、環境、

防災、生命等を対象に、物理学、地球物理学、地球

化学、地質学、防災科学、環境科学、生命科学とい

った諸分野を横断的・統合的に扱う国際シンポジウ

ムを開催した。(参加者約 80人) 

 

■公開シンポジウム 

・平成 27 年 3 月 4 日に「分野横断型農学の新展開に

向けて－物理学・数理学の視点とその重要性－」と

題して、日本学術会議農学委員会・食料科学委員会

の協力を得て農学研究を分野横断的・包括的に行う

ための新たな方向性を探ることを目的としての、一

般公開シンポジウムを開催した。（参加者約 100 人） 

 

 

 

 

・センターの活動に関する事業説明等

（11 回）も着実に行われるとともに、

国際シンポジウムや公開シンポジウム

を開催するなど、研究者等からの一層の

理解と協力を得られるよう努めている。

また、審査・評価業務のプロセス等、セ

ンターの活動について、国民に分かりや

すい形で情報発信に努めていることは

評価できる。 

 

 

４．その他参考情報 



【26年度評価】項目別-12 

 

－ 

  



【26年度評価】項目別-13 

 

様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―１－３ 

1 総合的事項 

（5）自己点検及び外部評価の実施 

（6）公募事業における電子化の推進 

（7）研究費の不正使用及び研究活動における不正行為の防止 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人日本学術振興会法第１５条 

第９号 

業務に関連する

政策・施策 

8 基礎研究の充実及び研究の推進のため

の環境整備 

8-1 学術研究の振興 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート 事業番号

0176(仮) 

当該項目の重要度、

難易度 

重要度：「高」（学術の振興を目的とした本法人の実施する各事業の効果を最大限に発揮させるため、公平・公正で透明性の高い審査・評価システムの構築や研究現場の意見を反映し

た制度改善等に、学術システム研究センターが主要な役割を果たしているため） 

難易度：「高」（各事業の審査・評価システム機能の向上・制度改善等を図っていく際には、研究分野等により異なる学術研究の特性や研究現場の多様なニーズ等を踏まえつつ、各種

課題への対応を検討していく必要があり、困難が伴うため） 

参考 URL 不正使用・不正行為受付窓口 http://www.jsps.go.jp/j-press/mado_secchi.html 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

前中期目

標期間最

終年度値 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度  

 

 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

－ － － － － － － － 
  決算額（千円） 1,017,022 761,741    

  従事人員数 45 45    

注）決算額は支出額を記載。 



【26年度評価】項目別-14 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 (4) 自己点検や外

部評価を実施し、

その結果を踏まえ

て業務運営の改善

等を図り、振興会

に お け る PDCA

（Plan（計画）、Do

（実行）、Check（評

価）、Act（改善））

サイクルを構築す

る。 

また、振興会の

事業内容及び成果

について、達成す

べき内容や水準等

を可能な限り具体

的に示すととも

に、目標の到達度

について第三者が

検証可能なものと

なるよう努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 自己点検につ

いては、事業実施

に関係する研究者

等の意見を参考

に、毎年度事業ご

とに実施し、事業

の改善・見直し等

を行う。 

また、外部評価

として、複数の学

界や産業界などを

代表する有識者に

評価委員を依頼す

ることにより体制

を整備し、毎年度、

管理運営や各事業

の実施状況等につ

いて、効率及び効

果の両面から評価

を行う。その結果

をホームページ等

国民に判りやすい

形で公表するとと

もに、その指摘を

業務運営の改善等

に的確に反映し、

振興会における

PDCA（Plan（計画）、

Do（実行）、Check

（評価）、Act（改

善））サイクルを実

施する。 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 自己点検及び

外部評価の実施 

① 自己点検 

平成25年度事業

に係る自己点検に

ついては、「独立行

政法人日本学術振

興会自己点検評価

委員会規程」、「独

立行政法人日本学

術振興会平成26年

度自己点検評価実

施要領」及び「独

立行政法人日本学

術振興会平成25年

度事業の評価手法

について」に基づ

き、厳正に評価を

実施し、外部評価

委員会に提出する

とともにその結果

を公表する。 

 

② 外部評価 

学界及び産業界

を代表する有識者

により構成される

外部評価委員会に

おいて、「独立行政

法人日本学術振興

会外部評価委員会

規程」に基づき外

部評価を実施す

る。 

外部評価の結果

は、ホームページ

等において公表す

るとともに業務の

改善に役立て、振

＜主な定量的指標

＞ 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

・着実かつ効率的

な運営により、中

期計画の項目（達

成すべき成果を除

く）に係る業務の

実績が得られてい

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中期計画の項目について、中期計画通りに着実に推進

した。特に、以下の実績を上げた。 

 

■自己点検評価委員会開催実績 

開催日：平成 26 年 5 月 13 日 

各部に設置した作業部会において、平成 25 年度業務に

係る評価資料を作成後、自己点検評価委員会に提出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■外部評価委員会開催実績 

第 1回：平成 26 年 6 月 2日 

第 2 回：平成 26 年 6 月 23 日 

第 3 回：平成 26 年 7 月 3日 

 

・自己点検・外部評価結果の公表 

http://www.jsps.go.jp/j-outline/data/tenken_25.pdf 

 

 

・H25 外部評価の結果を受け H26 に実施した主な改善例： 

科研費等の広報及びアウトリーチ活動等の機能の強

化、研究不正の防止に関する取組をするため、企画調査

課及び研究倫理推進室を設置した。 

学術研究の有効性や重要性を示すための取組として、

広報映像の活用やホームページの改修など、積極的な広

報活動を行った。 

評定 Ｂ 評定 Ｂ 

＜根拠＞ 

 

・自己点検では、各部に設置した作業

部会による評価資料に基づき自己点検

評価委員会が自己点検評価報告書をま

とめ外部評価委員会に提出するととも

に、ホームページで公表し透明性の確

保の点から評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・外部評価では計 3 回の有識者による

委員会を開催し､外部評価報告書をと

りまとめた。その結果を受け、業務の

現状、課題の把握、分析、改善方策な

ど業務の改善や見直し、効率的な実施

に役立てておりPDCAサイクルを実施し

ている。 

 

・評価に関し、規程や実施要領と共に

評価指針を示した評価手法や、外部評

価委員名簿等をホームページで公表し

ている。 

 

 

 

＜評定に至った理由＞ 

 近年、研究不正行為が報道に取り上げられ

る中、振興会外部評価委員会の指摘も踏ま

え、研究不正防止に取り組む研究倫理推進室

を設置し、振興会の姿勢を明確化したこと

は、時宜を得たものと認められる。 

 また、その取組の一環として、「科学者の

行動規範」に基づく研修プログラム作成協力

者会議を設置し、研究不正の防止や公的研究

費の適正使用などを盛り込んだ研究倫理教

材を作成、出版、公表したことや、米国国立

科学財団（NSF）と研究倫理教育に係るワー

クショップを共催したことなど、その精力的

な活動は、今後、研究者の倫理観向上につな

がるものと期待される。 

 更に、電子申請システムの拡充について、

府省共通研究開発管理システム（e-Rad）と

のシングルサインオン連携（SSO：一度の処

理により、両システムのリソースを利用可能

とする認証連携）を構築したことは、両シス

テムの柔軟な活用を促進するものとして認

められる。 

以上のことから、本項目は、中期計画にお

ける所期の目標を達成していると認められ

るため、評定をＢとする。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策

＞ 

 今後、研究不正防止に係る研修プログラム

の e-learning 化等をとおし、研究倫理教育

の高度化、定着化を進めることが期待され

る。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 
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(5) 研究者の負担

の軽減等、業務運

営を適切に実施す

るために必要な情

報システムを整備

する。併せて、政

府の情報セキュリ

ティ対策における

方針を踏まえ、適

切な情報セキュリ

ティ対策を推進す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 公募事業につ

いては、応募や審

査に係る機密性の

高い情報を保護す

るため、情報セキ

ュリティを確保し

つつ、研究者、審

査委員及び大学等

研究機関の負担を

軽減し、業務を効

率的に実施するた

め、情報システム

を活用する。 

公募事業の応募

手続き及び審査業

務については、「電

子申請システム」

を整備し、完全電

子化に取り組む。

完全電子化に当た

っては、府省共通

研究開発管理シス

テムとの連携を図

りつつ、積極的に

推進する。 

なお、両システ

ムに共通する機能

については、業務

効率化の観点から

十分な検証を行

い、重複開発を行

わないように調整

を図る。ただし、

応募書類の簡素化

が困難である場合

興会における PDCA

［Plan（計画）、Do

（実行）、Check（評

価）、Act（改善）］

サイクルを実施す

る。 

 

(6) 公募事業にお

ける電子化の推進 

研究者へのサー

ビス向上等を図る

ため、募集要項・

応募様式等の書類

は、原則として全

ての公募事業にお

いてホームページ

から入手可能な状

態とする。 

研究者からの申

請書類を電子的に

受け付けるシステ

ムについては、本

格運用を開始して

いる公募事業を継

続して実施すると

ともに、制度的・

技術的課題を検討

しながら他の事業

への拡充を進め

る。 

なお、拡充に当

たっては、文部科

学省が開発・運用

を行っている府省

共通研究開発管理

システム（e-Rad）

の連携活用を模索

し、柔軟な実現方

法を検討する。 

また、システム

の設計・開発に当

たっては、情報セ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期計画の項目について、中期計画通りに着実に推進

した。特に、以下の実績を上げた。 

【公募事業における電子化の推進】 

・募集要項・応募様式等の書類については、原則として

すべての公募事業においてホームページからダウンロー

ド可能とした。 

 

 

 

 

 

・電子申請システムについては、実地検査等での機関担

当者からの要望や、コールセンターでの研究者からの問

い合わせ等を集約し、科研費（特別推進研究を除く）の

研究成果報告書作成、提出業務や海外特別研究員事業や

申請書類受付業務の電子化拡充を実施するとともに、各

種事業・種目対応の実現にむけて必要な機能追加及び改

修を実施した 

 

 

 

 

 

・e-Rad とのシングルサインオン(SSO)による認証連携を

平成 27 年 3 月に実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

・システムの設計・開発において、情報セキュリティポ

リシーなどの規則を踏まえた情報セキュリティ対策を実

施し、可能な限り脆弱性を保有しないように努めた。 

 

 

 

 

 

 

＜根拠＞ 

・募集要項・応募様式等については、

原則全ての公募事業においてホームペ

ージからダウンロード可能となってい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

・電子申請システムについては、全種

目対応の実現に向けて研究者や機関担

当者の要望等についても考慮した上で

改修を実施しており、より利用しやす

い環境の構築に向けた取組は評価でき

る。 

 

 

 

 

 

 

・e-Rad との SSO 連携を実現したことは

評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

・システムの設計・開発において、情

報セキュリティポリシーなどの規則を

踏まえた情報セキュリティ対策を滞り
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など、電子化によ

る費用対効果が見

込めない公募事業

については、電子

システムの最適化

に留意しつつ、柔

軟に対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キュリティポリシ

ー及び「政府機関

の情報セキュリテ

ィ対策のための統

一基準」を含む政

府機関における一

連の対策を踏まえ

た情報セキュリテ

ィ対策を実施す

る。 

 

(i) 科学研究費助

成事業 

応募手続・審査

業務・交付業務に

ついて電子申請シ

ステムを活用する

とともに、交付決

定後の一部の手続

について電子申請

システムを活用す

べく開発を行う。 

さらに、制度改

善に伴い電子申請

システムの見直し

が必要な場合は、

随時開発を行う。 

 

・応募手続 

特別推進研究、基

盤研究、挑戦的萌

芽研究、若手研究

及び研究活動スタ

ート支援の応募書

類の受付を電子シ

ステムにより行

う。 

 

・審査業務 

基盤研究、挑戦的

萌芽研究、若手研

究及び研究活動ス

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■科学研究費助成事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・応募手続 

特別推進研究、基盤研究、挑戦的萌芽研究、若手研究、

研究活動スタート支援及び特別研究員奨励費の応募書類

の受付を電子申請システムにより行った。平成 24年度か

らは、システム上の入力項目名に英語の併記を行い、平

成 26年度についても英語での応募に引き続き対応した。 

 

 

 

 

・審査業務 

特別推進研究の審査意見書並びに基盤研究、挑戦的萌

芽研究、若手研究、研究成果公開促進費、研究活動スタ

ート支援及び奨励研究の書面審査の結果の受付を電子シ

なく実施しており、セキュリティレベ

ルの向上に対する取組がなされ評価で

きる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・科研費の応募については、応募書類

の受付を電子申請システムにより行

い、応募者の利便性の向上を図るだけ

でなく、システム上の入力項目に英語

の併記を行い、外国人研究者の応募に

当たり利便性の向上を着実に図ってい

る。 

 

 

 

・科研費の審査については、書面審査

結果の受付や審査結果の開示を電子申

請システムで行っており、審査委員や
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タート支援の書面

審査並びに特別推

進研究の審査意見

書の結果の受付に

ついて、電子シス

テムにより行う。

また、基盤研究、

挑戦的萌芽研究、

若手研究及び研究

活動スタート支援

の第一段（書面）

審査結果の開示に

ついて、電子シス

テムにより行う。 

 

・交付業務 

特別推進研究、新

学術領域研究、基

盤研究、挑戦的萌

芽研究、若手研究

及び研究活動スタ

ート支援の交付申

請書の作成、実績

報告書・研究成果

報告書等の交付決

定後の提出書類の

作成を電子システ

ムにより行う。ま

た、研究者等の負

担を軽減するた

め、繰越申請書類

の作成についても

電子システムによ

り行う。 

なお、制度改善

に伴う見直しが必

要なものにあって

は、随時開発を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステムにより行った。 

また、①基盤研究、挑戦的萌芽研究、若手研究及び②

研究活動スタート支援の不採択となった応募者のうち希

望者に対し、総合評点、おおよその順位、評定要素毎の

平均点、不十分と評価された項目など第 1段審査の結果

について、電子申請システムを活用して開示した（①：4

月 25日、②：9月 12 日）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・交付業務 

補助金が交付されている新学術領域研究、基盤研究

（S・A）及び研究活動スタート支援、基金が交付されて

いる基盤研究（C）、挑戦的萌芽研究及び若手研究（B）の

交付申請手続き及び実績報告手続きについて電子申請シ

ステムにより行った。 

なお、平成 24 年度より研究費総額の 500 万円までを基

金で交付されることとなった基盤研究（B）及び若手研究

（A）（一部基金分）の交付申請手続き及び実績報告手続

きについては、電子申請システムにより行った。 

また、平成 25 年度から国庫債務負担行為に基づく補助

金が交付されている特別推進研究については、交付申請

書及び実績報告書の様式をホームページやメールを活用

して配付しており、業務の効率化を図っている。 

 

 

 

 

・改修事項 

平成 26 年度は、審査区分「特設分野研究」の審査の効

率化を図るべく、改修を実施した。 

また、特別研究促進費及び特別研究員奨励費の交付申

請手続き、実績報告手続き及び成果報告手続きについて、

平成27年4月から電子申請システムの活用を開始すべく

改修を行った。 

 

■特別研究員事業、海外特別研究員事業 

審査結果を確認したい研究者がどこか

らでもアクセスできるなど利便性の向

上を着実に図っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・科研費の交付等については、制度が

変更された特別推進研究を除き、交付

申請書及び実績報告書の作成等を電子

申請システムで行い、報告書の作成上

のミスが軽減されるなど利用者の負担

軽減にも繋がっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「特設分野研究」の審査方法の改善に

応じた改修を実施したほか、科研費（一

部基金分）の交付申請・実績報告手続

きや成果報告手続きの電子化に取り組

むなど、利用者の利便性の向上や業務

の効率化を図るために必要に応じた改

修を行っており評価できる。 
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(ii) 特別研究員

事業、海外特別研

究員事業 

特別研究員事業

では、応募受付、

審査業務を電子的

に実施できるシス

テムの導入を検討

する。 

 

海外特別研究員

事業では、応募受

付、審査業務を電

子的に実施できる

システムを活用す

るとともに、制度

改善に伴い電子申

請システムの見直

しが必要な場合

は、随時開発を行

うことにより、申

請者、審査委員の

利便性向上を図

る。 

 

(iii) 学術の国際

交流事業 

既に電子申請シス

テムを用いて応募

手続・審査業務を

行っている事業

は、当該システム

を活用する。 

但し、推薦書等

の第三者による認

証が必要な調書の

提出を伴う事業に

ついては、調書の

提出以外の申請手

続において電子申

請システムを活用

することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

・受益者負担の妥

当性・合理性はあ

るか。【総務省政独

委 24 年度二次評

価】 

 

 

・特別研究員事業 

内定者に向けた詳細な審査結果を公開する機能の拡充

や、特別研究員事業改正に対応したシステムの改修を行

った。この他に、電子申請システムを安定的に運用する

ためにサーバーの仮想化や冗長化も実施するとともに、

応募受付、審査業務等を電子的に実施できる完全電子化

のための改修を実施した。 

 

・海外特別研究員事業 

申請者の利便性を目的として、電子的に申請書類を受

け付けるシステムの充実を図った。従来は紙媒体で受け

付けていた申請書類について、申請書類の作成から提出

まで、システム上で完結する仕組みを平成 24年度までに

構築し、平成 25年度は運用に移した。これにより、申請

者が評価者及び受入研究者から、必要書類を取り寄せる

必要がなくなり利便性が向上するとともに、審査資料の

作成においても、電子データの活用により業務の効率化

を図った。 

 

 

 

 

 

 

■学術の国際交流事業 

・既に電子化を行っている事業については、平成 26 年度

も引き続き申請受付・審査業務を電子申請システムによ

り行った。 

・推薦書の添付が必要な「外国人特別研究員事業」、「外

国人研究者招へい事業」及び「論文博士号取得希望者に

対する支援事業」では、申請者情報等の提出に電子申請

システムを活用した。 

・半期毎に各事業の担当から、応募･審査業務の追加も含

めて電子申請システムの改修希望を聴取して取り纏め、

システム開発業者から見積を徴取した上で、費用対効果

を勘案して改修の是非を判断した。費用対効果が十分で

ないと判断した部分については、改修を見送った。 

 

■受益者負担の観点 

・振興会が行う評価業務は、国からの補助金等を財源と

 

 

 

・特別研究員事業については、制度改

正に対応したシステムの改修を行っ

た。この他に、電子申請システムを安

定的に運用するための改修も実施さ

れ、応募受付、審査業務等を電子的に

実施できる完全電子化のための改修を

実施しており評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国際交流事業においては、引き続き

電子申請システムを活用した応募・審

査業務を行うと共に、改修にあたって

は費用対効果を勘案して是非を判断し

ていることは評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【26年度評価】項目別-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 助成・支援事

業の実施において

は、研究費の不合

理な重複及び過度

の集中の排除並び

に研究費の不正使

用、不正受給及び

研究活動の不正行

為の防止策を強化

する。 

また、研究者が

所属する研究機関

が研究費を適切に

管理することなど

により、適正な執

行等が図られるよ

うにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 助成・支援事

業のマネジメント

の一環として、不

合理な重複及び過

度の集中の排除並

びに不正使用及び

不正受給の防止策

を強化する。 

このため、政府

等の方針を踏ま

え、研究費の不合

理な重複及び過度

の集中を排除する

ため、府省共通研

究開発管理システ

ムを活用するとと

もに、同システム

を通じ、審査結果

を他の競争的資金

の配分機関に対し

て迅速に提供す

る。 

また、研究費の

不正使用及び不正

受給を防止するた

め、文部科学省と

の適切な役割分担

のもと、同省の定

めるガイドライン

等に基づき、研究

新たに応募・審

査業務の電子化を

検討する際には、

申請数や公募を行

う回数等とシステ

ム開発に要する費

用を比較し、電子

化することの効率

性も勘案して導入

の是非を判断す

る。 

 

(7) 研究費の不正

使用及び研究活動

における不正行為

の防止 

文部科学省が定め

るガイドライン等

を踏まえ、研究費

の不正使用につい

ては、抽出した研

究機関に対する実

地検査を行い、機

関における不正防

止に対する取組の

状況等を把握し、

必要に応じて指導

を行うなど、研究

機関における研究

費の管理や監査や

公正な研究活動の

推進に向けた体制

整備を徹底させ

る。 

また、事業説明

会等を開催し、研

究費の不正使用及

び研究活動におけ

る不正行為の防止

策等について、研

究費の使用ルール

や実地検査で把握

して学術研究の助成等を行うに当たって公正な審査及び

評価等を行うものであり、受益者負担の観点は該当しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期計画の項目について、中期計画通りに着実に推進

した。特に、以下の実績を上げた。 

【研究費の不正使用及び研究活動における不正行為の防

止】 

■ 研究機関における研究費の管理や監査や公正な研究

活動の推進に向けた体制整備 

・「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドラ

イン（実施基準）」に基づく報告書を文部科学省に提出す

ることを応募要件化し、研究費の管理・監査を徹底した。 

・科研費では文部科学省と連携して実地検査（61機関）

を行い、チェックリストに基づき、各研究機関の不正防

止の取組状況や科研費管理体制の実態の把握に努めた。

また、管理体制の改善を要する点等についての検査記録

を研究機関に通知し、必要に応じてフォローアップを行

うこととした。 

 

■ 研究者を含む関係者の意識改革の促進 

・事業説明会等の場において、実地検査で把握した事例

の周知を通じて、研究者及び研究機関の事務担当者に対

して不正使用、不正行為の防止策について注意喚起、指

導等を実施した。 

 

■ 研究者の理解の明確化 

・科研費、特別研究員等、一部の資金配分事業では、研

究の不正等の防止について研究者の理解が必要な事項に

ついて、交付手続き等の際に、その内容を確認したこと

を研究者に明らかにさせるなど、研究者の意識改革の取

組を実施した。 

・募集要項において、研究費の不正使用及び研究活動の

不正行為があった場合は、厳しい措置で対応する旨周知

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜根拠＞ 

・研究費の管理・監査体制の整備及び

その実施状況等についての報告書を文

部科学省に提出することを各種公募事

業の募集段階で明記しており、各研究

者及び研究機関に対して周知できるよ

う工夫している。また、競争的資金等

に係る研究活動の不正行為及び研究費

の不正使用の告発受付窓口を設置した

ことを振興会のホームページ上で案内

している。さらに、事業説明会等で研

究者や事務担当者等に対し、注意喚起

や指導を行い、研究費の不正使用及び

研究活動の不正行為があった場合は、

ペナルティを課すこととしており、研

究費の不正使用及び研究活動の不正行

為の防止に実効性を持たせていること

は評価できる。 
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機関に提出を義務

付けている報告書

等により各研究機

関の不正防止に対

する取組の状況等

を的確に把握し、

必要に応じ、各事

業毎に適切な指導

を行うなど、研究

機関における研究

費の管理や監査を

徹底させる。 

さらに、事業説明

会等を開催し、研

究費の不正使用、

不正受給及び研究

活動の不正行為の

防止策について助

言、注意喚起等を

行い、研究者を含

む関係者の意識改

革を促進すること

に努める。 

 

した事例の周知等

を通じて注意喚

起・助言等を行い、

研究者を含む関係

者の意識改革を促

進する。 

さらに、研究費

の不正使用等の防

止に関して研究者

の理解が最低限必

要な事項につい

て、振興会が交付

する研究資金の交

付手続等の際に、

その内容について

確認したことを研

究者に明らかにさ

せることとする。 

 

した。 

 

■資金配分機関として実施する不正防止への取組 

・「科学者の行動規範」に基づく研修プログラム作成協力

者会議を設置し、平成 25 年度に 3 回、平成 26 年度に 3

回、計 6回開催した。その会議で編集した「科学の健全

な発展のために－誠実な科学者の心得－」を３月に出版

社より出版した。なお、テキスト版についてもホームペ

ージにおいて公表した。 

 

ﾃｷｽﾄ版 

https://www.jsps.go.jp/j-kousei/data/rinri.pdf 

 

・ホームページにおいて研究公正のページを立ち上げ、

情報の提供や注意喚起を行う体制を整備した。 

・学術フォーラム「研究倫理教育プログラム」を開催し、

研究者等からの意見を集約して、研修プログラムへ反映

した。 

・米国国立科学財団（NSF）との共催で「研究倫理教育ワ

ークショップ」を開催し、日米における研究倫理教育へ

の取組を紹介して、研究者等の理解を高めた。 

 

■ その他 

・研究費の不合理な重複及び過度の集中を排除するため、

府省共通研究開発管理システムを活用するとともに、同

システムを通じ、審査結果を他の競争的資金の配分機関

に対して迅速に提供した。 

・競争的資金等に係る研究活動の不正行為及び研究費の

不正使用の告発受付窓口の設置を行った。 

 

 

 

 

・「科学者の行動規範」に基づく研修プ

ログラム作成協力者会議を設置し、「科

学の健全な発展のために－誠実な科学

者の心得－」を編集・出版するととも

に、学術フォーラム「研究倫理教育プ

ログラム」や米国国立科学財団（NSF）

との共催で「研究倫理教育ワークショ

ップ」を開催したことは、研究活動に

おける不正行為や研究費の不正使用を

事前に防止するために適切な取組と考

えられ評価できる。 

 

 

４．その他参考情報 

－ 

  



【26年度評価】項目別-21 

 

様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―２－１（１） 

2 世界レベルの多様な知の創造 

（1） 学術研究の助成 

① 審査・評価の充実 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人日本学術振興会法第１５条 

第１号 

業務に関連する

政策・施策 

8 基礎研究の充実及び研究の推進のため

の環境整備 

8-1 学術研究の振興 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート 事業番号

0176(仮) 

当該項目の重要度、

難易度 

重要度：「高」（「科学技術基本計画」における「独創的で多様な基礎研究の強化」の達成に向け、本法人における当該科学研究費助成事業が主要な役割を果たしている。 

さらに、「日本再興戦略 改訂２０１４」において「イノベーション創出のためには、研究者の独創的で多様な研究やコア技術の研究開発を推進し、技術シーズ創出力を強化する必要

がある。若手や女性研究者が研究に挑戦する機会の拡大や、競争的な研究開発環境の整備のため、科学研究費助成事業をはじめとした研究資金制度の改革に着手する。」とされると

ともに、「科学技術イノベーション総合戦略２０１４」において「特に、我が国の代表的な競争的資金制度である科学研究費助成事業（科研費）については、より簡素で開かれた仕

組みの中で、「知」の創出に向けて、質の高い多様な学術研究を推進するとともに、各分野の優れた研究を基盤とした分野融合的な研究や国際共同研究、新しい学術領域の確立を推

進するための審査分野の大括り化や審査体制などに係る改革を目指す」とされるなど、我が国の科学技術政策や、学術研究の発展に非常に重要な役割を担っている。） 

難易度：「高」（科学研究費助成事業は我が国の学術研究の発展等のために必要な事業であるが、科研費の審査は、９万件以上の膨大な応募研究課題について、１１月から３月の５ヶ

月間という短期間で６,０００名以上にも及ぶ審査委員がピア・レビュー（専門家による審査）により優れた研究課題を選定するという非常に難易度の高い業務を実施する必要があ

る。） 

参考 URL 科学研究費助成事業 http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/index.html 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

前中期目

標期間最

終年度値 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度  

 

 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

科研費の新規採

択件数（当初内定

件数） 

－ 24,409 25,097 25,391    

 決算額（千円） 229,827,591 228,596,124    

 従事人員数 51 51    

注）決算額は支出額を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 学術研究を支援

する我が国唯一の

資金配分機関とし

て、研究者の自由

な発想と研究の多

様性、長期的視点

と継続性などの学

術研究の特性を踏

まえ、競争的研究

資金（主として科

学研究費助成事業

等）の審査・配分

を確実に果たすこ

とにより、世界レ

ベルの学術システ

ムの中で多様な知

を創造する研究を

推進する。 

 

(1) 学術研究の助

成 

① 世界レベルの

多様な知の創造に

向け、人文学、社

会科学、自然科学

の各学問分野の学

術研究に対する幅

広い助成を行うこ

とにより、我が国

の大学等の研究基

盤の充実及び創造

的で優れた学術研

究の格段の発展に

寄与する。 

また、独創的な

基礎的研究から将

来の学問及び社会

の発展に寄与する

可能性を秘める種

学術研究を支援

する我が国唯一の

資金配分機関とし

て、研究者の自由

な発想と研究の多

様性、長期的視点

と継続性などの学

術研究の特性を踏

まえ、競争的研究

資金（主として科

学研究費助成事業

等）の審査・配分

を確実に実施する

ことにより、世界

レベルの学術シス

テムの中で多様な

知を創造する研究

を推進する。 

 

(1) 学術研究の助

成 

学術研究に対す

る幅広い助成を行

うことにより、独

創的かつ多様な基

礎的研究を推進

し、人類の知的資

産の拡充、将来の

学問及び社会の発

展に寄与する。そ

の際、公正で透明

性のある審査・評

価を実施するとと

もに、研究者の研

究活動が円滑に実

施できるように業

務を行う。また、

研究成果の適切な

把握に努め、社会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 学術研究の助

成 

学術研究が効果

的に進展するよう、

学術システム研究

センターの機能を

活用して、公正で透

明性の高い審査・評

価を実施するとと

もに、業務の簡素化

と必要な拡充を図

りつつ、研究者の視

点に立った助成事

業を実施する。 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標

＞ 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

・着実かつ効率的

な運営により、中

期計画の項目（達

成すべき成果を除

く）に係る業務の

実績が得られてい

るか。 

 

・中期計画におけ

る「達成すべき成

果」に向けた取組

は適切か。 

外部評価におい

て 

＞審査・評価の公

正さ、透明性、信

頼性 

について質の高い

成果（内容）であ

るとの評価を得

る。 

 

＜評価の視点＞ 

・審査の検証に当

たっては、少数意

見の妥当性に係る

目配りを行うよう

努める。【JSPS 部会

25 年度評価】 

 

・科研費事業の審

査の公正性につい

ては、研究者の間

でも高い評価であ

 中期計画の項目（達成すべき成果を含む）につい

て、中期計画通りに着実に推進した。特に、以下の

実績を上げた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定 Ｓ 評定 Ｓ 

【総論】 

・科学研究費助成事業は、我が国の競争

的資金制度の 5割以上の予算を占め、ま

た、科学技術・学術政策研究所の調査に

よると、我が国の論文数に占める科研費

が関与した論文の割合は量、質ともに増

加（日本の論文に占める科研費が関与す

る論文について、件数が 1996 年から

1998 年と 2006 年から 2008 年を比較す

ると約 1.5 倍になり、割合が、1996 年

から 1998 年の平均と 2006 年から 2008

年の平均を比較すると 35.7 パーセント

から 47.3 パーセントに増加している。

また、同様に日本の TOP10％補正論文（被

引用回数が各年各分野で上位 10%に入る

論文の抽出後、実数で論文数の 1/10 と

なるように補正を加えた論文数を指す）

に占める科研費が関与する論文につい

て、件数が約 1.4 倍になるとともに、割

合が、53.1 パーセントから 62.4 パーセ

ントに増加している。）しており、我が

国の学術研究に大きな役割を担い、その

重要性は極めて高い。 

 

また、その責務を果たしている科研費

の審査は、9万件以上の膨大な応募研究

課題について、11 月から 3 月の約 5 ヶ

月という短期間で 6,000 名以上にも及

ぶ審査委員がピア・レビュー（専門家に

よる審査）により優れた研究課題を選定

している。 

 

なお、米国国立科学財団（NSF）では、

申請書の提出から採否の決定通知まで

を 6 ヶ月以内に実施した比率は 76 パー

セントとなっている一方、科研費では、

新規応募課題のうち、約 98 パーセント

の研究課題について、４月１日に交付内

＜評定に至った理由＞ 

科学研究費助成事業（以下、「科研費」とい

う。）の公募・審査業務においては、昨年度と

比較して応募研究課題数が 9 万件以上と約

3,000 件増加（H26：90,723 件→H27：93,497

件。3％増）するなか、約 6000 名の審査委員

を組織し、採択課題の約 98 パーセント（別途

ヒアリングが必要な課題等を除いた 100％）

について平成27年4月1日に交付内定を通知

するなど、国際的にみても極めて効率的かつ

円滑な募集業務・交付業務の実施が認められ

る。 

 

審査にあたって、審査委員候補者データベ

ースを充実させるとともに（H27：約 81,000

名。対前年度比 6.5％増）、学術システム研究

センターの機能を活用して前年度の審査の検

証を行った上で委員を選考しており、適切な

審査委員の選考がなされていると認められ

る。 

 

また、平成 27 年度科研費の審査より、書面

審査の結果を大きく覆す場合には、審査グル

ープから理由書を徴し、その判断が妥当なも

のであるかを小委員会全体で議論の上採否を

決定することとするなど、審査の公平性・公

正性を高めるための改善策が積極的に講じら

れていると認められる。 

 

さらには、審査結果の総括を行い、ホーム

ページ上で公開したほか、約 38万件にも及ぶ

審査の検証（H26.4～5）を行い、その結果に

基づいて有意義な審査意見を付した審査委員

の表彰（H26.10）や、審査委員への検証結果

の通知を行うなど、次年度以降の審査委員の

質の向上にも積極的に取り組んでいると認め

られる。 
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が芽吹くのを促

し、重厚な知的蓄

積が図られるよう

助成の在り方につ

いて不断の検討を

行う。 

 

② 学術研究の助

成は、科学研究費

補助金事業及び学

術研究助成基金事

業により行う。す

なわち科学研究費

補助金事業として

国から交付される

科学研究費補助金

を研究者に交付す

ることに加えて、

研究助成の一部に

要する費用に充て

るために国から別

途交付される補助

金により「学術研

究助成基金」を設

け、文部科学大臣

が財務大臣と協議

して定める基金運

用方針に基づき、

学術研究助成基金

事業を実施し、研

究者に、その研究

の進捗に応じ研究

費の交付を行う。 

これらの事業に

ついては、国の事

業としての一体性

を確保しつつ、適

正かつ効果的に、

確実に実施する。

その際、助成対象

となる研究者の側

にとってわかりや

への還元・普及活

動を行う。 

 

 

 

 

 

学術研究の助成

は、科学研究費補

助金事業（以下「補

助金事業」とい

う。）及び学術研究

助成基金事業（以

下「基金事業」と

いう。）により行

う。これらの事業

については、助成

対象となる研究者

の側にとって分か

りやすいものとな

るよう一体的な運

用が求められるこ

とから、科学研究

費助成事業（以下

「科研費事業」と

いう。）として実施

する。 

 

科研費事業は、

文部科学省が定め

る事業実施におけ

る基本的考え方・

役割分担に基づ

き、以下により、

滞りなく確実に実

施する。 

 

特に、学術研究

助成基金事業につ

いては、学術研究

助成基金を設け、

文部科学大臣が財

 

 

 

 

 

 

 

学術研究の助成

は、科学研究費補助

金事業（以下「補助

金事業」という。）

及び学術研究助成

基金事業（以下「基

金事業」という。）

により、科学研究費

助成事業（以下「科

研費事業」という。）

として実施する。 

科研費事業は、文部

科学省が定める事

業実施における基

本的考え方・役割分

担に基づき業務を

行う。 

平成 26 年度にお

いては、特別推進研

究、新学術領域研

究、基盤研究、挑戦

的萌芽研究、若手研

究、研究活動スター

ト支援、奨励研究、

特別研究促進費、研

究成果公開促進費、

特別研究員奨励費、

特定奨励費の交付

業務及び平成 27 年

度課題の公募・審査

業務（文部科学省が

公募・審査業務を行

う新学術領域研究、

特別研究促進費、特

定奨励費を除く。）

るが、制度改善に

繋げる方策を検討

するためにも、よ

り一層の研究者の

意見をくみ取る方

策の更なる検討が

求められる【JSPS

部会 25 年度評価

（全体）】 

 

・学術システム研

究センター等の機

能を活用して、人

員及びコストの増

大を極力抑制しつ

つ、評価機能を充

実させるための方

策 を 検 討 す る 。

【JSPS部会24年度

評価／勧告の方向

性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定を通知し（残りは特別推進研究などヒ

アリング等の実施が必要な研究課題）、

研究者が継続的に研究を実施できるよ

う、迅速な審査を毎年度着実に実施して

いる。 

 

さらに、審査結果の応募者への開示、

審査委員の任期終了後に審査委員名の

公開、審査終了後に約 38 万件にも及ぶ

審査結果の検証等を行うなど、公正で透

明性の高い仕組みとなっている。 

 

このように、膨大な応募研究課題を迅

速に審査する公正かつ適切な、他に類を

見ない審査制度を構築している。 

 

なお、近年応募研究課題数が増加（平

成27年度の科研費は平成26年度に比べ

約 2,500 件増加）しているが、例年どお

りに審査を実施している。 

 

さらに、このような状況下において

も、審査・評価、それぞれについて不断

の見直し等を行っている。 

 

審査では、例えば、平成 27 年度の科

研費の審査に当たり、前年度の審査委員

の意見等を踏まえ、合議審査において、

書面審査の結果を大幅に覆す場合には、

審査グループから理由書を徴し、その判

断が妥当なものであるかを小委員会全

体で議論の上、採否を決定するなど、よ

り公平で公正な審査の体制を積極的に

整えている。 

 

また、評価業務についても、「研究成

果公開促進費（国際情報発信強化）」に

ついても、平成 27 年度から中間評価を

行うための規程改正を実施してホーム

ページに公表し、評価業務を積極的に改

善している。 

 

加えて、「基盤研究（B・C）特設分野研究」

（平成 26 年度 73 件）において、分野ごとの

小委員会を設置し、書面審査と合議審査を同

じ審査委員が実施し、議論によって採択課題

を決定する審査方式を試行するなど、現下の

科研費改革における試行的取組を進めてい

る。 

 

審査の際には、e-rad を活用し、他の研究

費への応募・採択状況を確認することに加え、

科研費の審査結果を 6 月末に他の配分機関に

提供するなど、研究費の不合理な重複や過度

な集中を排除するための取組が積極的に行わ

れていると認められる。 

 

評価業務については、大型の研究課題に関

する追跡調査等を行うことと中期計画に記載

されていることを踏まえ、「特別推進研究」、

「基盤研究(S)」及び「若手研究(S)」につい

て研究進捗評価及び研究成果の検証を実施

し、その結果をホームページ上で広く公開す

るとともに、JST に情報提供している。 

さらに、関係規程を改正し、新たに「研究

成果公開促進費（国際情報発信強化）」につい

て中間評価を実施することとするなど、研究

成果の把握に積極的に取り組んでいると認め

られる。 

 

また、科学技術・学術審議会の示した「独

立行政法人日本学術振興会が行う科学研究費

助成事業の審査の基本的考え方」を踏まえ、

「科学研究費助成事業における審査及び評価

に関する規程」を改正しており、文部科学省

との適切な連携の下、科研費の審査・評価に

取り組んでいると認められる。 

 

なお、平成 26 年度までに実施された我が国

の論文産出構造の分析（1996 年～2008 年対

象）において、日本の論文に占める科研費が

関与する論文の割合や日本の TOP10％補正論

文に占める科研費が関与する論文の割合が増

加していることは、採択評価が正しく行われ
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すいものとなるよ

う、文部科学省で

行う科学研究費補

助金事業を含め一

体的に運用する必

要があるため「科

学研究費助成事業

（科研費事業）」と

して実施する。 

また、文部科学

省が直接業務を行

っている新学術領

域研究、特別研究

促進費及び研究成

果公開促進費につ

いては、業務の効

率化、利便性の向

上を図る観点か

ら、振興会への一

元化を進める。 

学術研究助成基

金事業について、

独立行政法人日本

学術振興会法（平

成十四年十二月十

三日法律第百五十

九号）第 18 条第１

項の文部科学大臣

が財務大臣と協議

して定めるもの

は、基金運用方針

に定める研究事業

とする。 

なお、学術研究

助成基金の運用開

始後 5 年以内に、

同基金の執行状況

及び成果等につい

て検討を加え、そ

の結果に基づいて

必要な見直しを行

う。 

務大臣と協議して

定める基金運用方

針に従って実施す

る。その際、科学

研究費補助金事業

との整合性に配慮

しつつ、基金の特

性を活かし、研究

資金の多年度にわ

たる柔軟な使用を

可能とするなど、

研究計画等の進捗

状況に応じて弾力

的に運用する。 

・ 科研費事業の配

分審査、研究評価

等を行うために、

学術研究に対する

高い識見を有する

者で構成する科学

研究費委員会を置

く。 

・ 科研費事業の交

付等の手続きに関

する業務は、文部

科学省が定めた規

程、通知に従って

行う。 

・ 科学研究費委員

会において、科研

費事業の毎年度の

審査方針等を、文

部科学省科学技

術・学術審議会が

示す審査の基本的

考え方を踏まえて

決定する。 

・ 文部科学省が直

接業務を行ってい

る新学術領域研

究、特別研究促進

費及び研究成果公

を行う。 

科学研究費委員

会において、科研費

事業の平成 27年度

の審査方針等を、文

部科学省科学技

術・学術審議会が示

す審査の基本的考

え方を踏まえて決

定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のとおり、科研費の審査・評価は、

膨大な応募研究課題を公正に審査する

とともに、それを迅速に行うという難易

度の高い業務を実施しつつ、不断の見直

しをしており、高く評価できると考え

る。 

 

【各業務に対する個別の評価】 

・応募課題本来の目的をくみ取れるよう

な審査方式等に鑑みて「科学研究費助成

事業における審査及び評価に関する規

程」の改正がなされている。 

 

・2 月から 5月にかけて配分審査のため

の小委員会を 104 回開催し、前年度から

応募研究課題が約 3,000 件増加してい

る中でも着実に実施し、前年度どおりの

スケジュールで交付内定通知を発出し

ている。 

 

・平成 27 年度科研費の審査より、合議

審査において、書面審査の結果を大幅に

覆す場合には、審査グループから理由書

を徴し、その判断が妥当なものであるか

を小委員会全体で議論の上、採否を決定

することとし、より公平で公正な審査の

体制を積極的に整えている。 

 

・審査委員候補者データベースの新規登

録者数を着実に充実するとともに（登録

者総数を 81,000 名（対前年度 6.5%

増））、前年度の審査を検証した上で、学

術システム研究センター研究員の参画

を得て、適切な審査委員を選考している 

 

・前年度の審査の検証を実施し、有意義

な審査意見を付した書面審査委員の選

考・表彰を行っている。また、検証の結

果見られた傾向を書面審査委員に対し

て通知することは審査の質や公正性の

向上に役立っている。 

 

ていることの証明であり、継続して審査・評

価の充実に積極的に取り組んでいる結果であ

り、平成 26 年度評価として、高く評価できる。 

 

以上のことに加え、本項目は、重要度及び

難易度の高いものであることから、中期計画

における所期の目標を量的及び質的に上回る

顕著な成果が得られていると認められるた

め、評定をＳとする。 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策

＞ 

 特になし。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 
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開促進費の振興会

への一元化の進展

に応じ、体制の整

備を図る。 

 

① 審査・評価の充

実 

学術システム研究

センター等の機能

を活用し、研究者

ニーズ及び諸外国

の状況等を踏まえ

て、公正な審査委

員の選考、透明性

の高い審査・評価

システムの構築を

行う。 

 

(i) 審査業務 

科学研究費委員会

を年３回程度開催

するとともに、配

分審査のための小

委員会を必要に応

じて開催する。 

審査の手引の作成

や審査の検証等を

通じ、審査の質的

充実を図るととも

に、毎年度、審査

結果を総括する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 審査・評価の充

実 

前年度までの経験

に基づき、学術シス

テム研究センター

等の機能を有効に

活用しながら制度

の改善を図り、公正

な審査委員の選考、

透明性の高い審

査・評価システムの

構築を行う。 

 

(i) 審査業務 

・科学研究費委員会

を開催して、文部科

学省科学技術・学術

審議会が示す「審査

の基本的考え方」を

踏まえ、必要に応じ

て「科学研究費助成

事業における審査

及び評価に関する

規程」を改正する。 

また、配分審査のた

めの小委員会を開

催し、応募された研

究課題の審査を行

う。 

・審査委員の選考に

ついて、審査委員候

補者データベース

を充実しつつ、専門

的見地から、より適

切な審査委員を選

考するため、学術シ

ステム研究センタ

 

 

 

 

 

【審査・評価の充実】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 審査業務 

（審査業務） 

・10 月 7 日に科学研究費委員会を開催し、文部科学

省科学技術・学術審議会が示す「独立行政法人日本

学術振興会が行う科学研究費助成事業の審査の基本

的考え方」を踏まえ、「科学研究費助成事業における

審査及び評価に関する規程」を改正した。また、2月

から5月にかけて配分審査のための小委員会を延べ1

04 回開催し、応募された研究課題の審査を行った。 

 

・平成 27年度の新規応募研究課題（基盤研究（A・B・

C）、挑戦的萌芽研究、若手研究（A・B）、奨励研究及

び研究成果公開促進費〔研究成果公開発表、学術図

書、データベース〕）約 93,000 件について、平成 26

年 12 月上旬から平成 27 年 3 月中旬にかけて書面審

査（審査委員約 5,500 名）及び合議審査（審査委員

約 770 名）の二段階によるピア・レビューを実施し、

約 25,000 件の採択を行った。なお、前年度から応募

研究課題が約 3,000 件増加する中においても、4月当

初から研究を開始することが可能となるよう審査を

行い、前年どおり平成 27年 4月 1 日に交付内定通知

を発出した。 

 

・また、平成 27年度科研費の審査より、合議審査に

・6 月及び 10 月に開催された科研費委

員会において、平成 26 年度科研費の審

査結果の総括を計画通り行っている。 

 

・研究費の不合理な重複及び過度の集中

を排除するために、研究計画調書に記載

された他の研究費への応募・採択状況を

確認するとともに、更に e-Rad を活用

し、研究者の応募・採択状況について確

認を行っている。 

 

また、e-Rad を通じて、科研費の審査

結果を他の競争的資金の配分機関に対

して迅速に提供している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【26年度評価】項目別-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ーの研究員の幅広

い参画を得て実施

する。 

・審査の手引の作成

や審査の検証を行

うとともに、審査結

果を総括する。 

・研究費の不合理な

重複及び過度の集

中を排除するため、

合議審査において、

研究計画調書に記

載された他の研究

費への応募・採択状

況を確認するとと

もに、府省共通研究

開発管理システム

（e-Rad）を活用す

る。 

・e-Rad を通じ、審

査結果を他の競争

的資金の配分機関

に対して迅速に提

供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おいて、書面審査の結果を大幅に覆す場合には、審

査グループから理由書を徴し、その判断が妥当なも

のであるかを小委員会全体で議論の上、採否を決定

することとし、より公平で公正な審査の体制を整え

た。 

 

（審査委員の選考） 

・審査委員の選考に当たっては、学術システム研究

センター研究員が審査委員候補者データベース（平

成 26年度において約 5,700名の新規登録者を加える

ことにより登録者数を約81,000名に充実）を活用し、

専門的見地から適切な審査委員を選考した。具体的

には、学術システム研究センターの研究員によって、

審査に問題があった審査委員の特定や有意義な審査

コメントを付した審査委員の選考を行うなど前年度

の審査を検証した上で選考した。 

 

（審査の手引の作成及び審査の検証） 

・審査を担当する審査委員の公平かつ公正な審査に

資するため、審査の手引を作成した。 

・学術システム研究センターにおいて行った審査の

検証の結果に基づき、第二段審査（合議審査）にと

って有意義な審査意見を付した第一段審査（書面審

査）の審査委員（170 名）を選考し表彰するととも

に、検証の結果の内容（利害関係にあると思われる

研究者の研究課題を審査していたケースや、具体性

がなく定型的、あるいは未記入（20名）であるなど、

総合評点を付した理由が分かりにくい審査意見の記

載も見受けられた旨）をすべての第一段審査委員に

対して通知し、該当者には次年度以降の審査の改善

を求めた。 

 また、審査に当たって第一段審査結果の評点が割

れている研究課題については、第二段審査において

慎重に審議するよう審査委員に依頼するなど、公正

な審査が行われるよう努めている。 

なお、6 月及び 10 月に開催された科学研究費委員

会において平成26年度科研費の審査結果の総括を行

い、文部科学省の審議会においても報告した後、ホ

ームページで公表した。また、審査委員名簿につい

ても、審査終了後にホームページ上で公表し、透明

性の高い審査システムの構築を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【26年度評価】項目別-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 審査・評価につ

いては、それぞれ

の研究種目に応じ

て、長期的観点や

国際的な観点も考

慮して適切に行

う。研究経験を有

する者をプログラ

ム管理者として配

置し、その知見を

活用しながら、審

査・評価の改善策

の検討、審査委員

の公正な選考、研

究者への情報提供

等を行う。 

応募書類の受理か

ら採否決定までの

審査は迅速に行

い、早期交付に努

めることとし、府

省共通研究開発管

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii) 評価業務 

評 価 に つ い て

は、人員及びコス

トの増大を極力抑

制しつつ、それぞ

れの研究種目に応

じて行うととも

に、評価機能を充

実させるための方

策を検討、実施す

る。大型の研究課

題については、追

跡調査等により成

果把握に取り組

む。その際、適切

な評価体制の整備

を図るとともに、

その結果について

は、ホームページ

において広く公開

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii) 評価業務 

・研究進捗評価の実

施 

特別推進研究、基

盤研究（S）及び若

手研究（S）につい

て、当該研究課題の

研究の進捗状況を

把握し、当該研究の

今後の発展に資す

るため、現地調査・

ヒアリング・書面・

合議により研究進

捗評価及び研究成

果の検証を行う。ま

た、その評価結果に

ついては、ホームペ

ージにおいて広く

公開するとともに、

JST に情報を提供

する。 

 

●「審査に係る総括」 

http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/01_seido/0

3_shinsa/data/h26/h26_shinsa_soukatsu.pdf 

 

●審査委員名簿 

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/14_kouho/

meibo.html 

 

（研究費の不合理な重複及び過度の集中を排除する

ための取組） 

・研究費の不合理な重複及び過度の集中を排除する

ため、合議審査において、研究計画調書に記載され

た他の研究費への応募・採択状況を審査委員が確認

するとともに、審査委員からの要請に基づき、e-Rad

を活用し、応募している研究者の他の研究費への応

募・採択状況について審査委員に情報提供を行った。 

・科研費の審査結果について、6月末に e-Rad に入力

した。これにより審査結果を他の競争的資金の配分

機関に対して迅速に提供した。 

 

■ 評価業務 

（研究進捗評価の実施） 

・科学研究費委員会において、「特別推進研究」、「基

盤研究（S）」及び、「若手研究（S）」については、こ

れまでの研究成果、研究組織の適切性、研究費の使

用、研究目的の達成見込みといった当該研究課題の

研究の進捗状況を把握し、当該研究の今後の発展に

資するため、現地調査・ヒアリング・書面・合議に

よる研究進捗評価（113 件）、及び研究成果の検証（125

件）を行った。 

なお、研究進捗評価及び研究成果の検証結果につい

ては、11 月 12 日にホームページに広く公開するとと

もに、他の競争的資金の配分機関（JST）に情報を提

供した。加えて、検証結果を平成 27 年度科研費の配

分審査に活用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜根拠＞ 

・「特別推進研究」、「基盤研究（S）」及

び、「若手研究（S）」、の研究進捗評価及

び研究成果の検証は適切に実施されて

おり、評価結果についても他の競争的資

金配分機関（JST）に提供するとともに

ホームページにおいて広く公開され、翌

年度の配分審査に活用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【26年度評価】項目別-28 

 

理システムを活用

し、審査結果を他

の競争的資金の配

分機関に対し迅速

に提供する。また、

評価結果について

は、国民に分かり

やすい形で公表す

るとともに、学術

研究に関する理解

増進活動を行う。 

また、評価におけ

る客観性の一層の

向上を図る観点か

ら、評価業務の効

率化を図り、人員

及びコストの増大

を極力抑制しつ

つ、評価機能を充

実させるための具

体的方策を検討

し、実施する。 

 

・追跡評価の実施 

特別推進研究につ

いて、研究終了後一

定期間経た後に、そ

の研究成果から生

み出された効果・効

用や波及効果を検

証するため、書面・

合議により追跡評

価を行う。また、そ

の評価結果につい

ては、ホームページ

において広く公開

するとともに、JST

に情報を提供する。 

 

（追跡評価の実施） 

・特別推進研究について、科学研究費委員会におい、

て研究終了後 5 年間経た後にその研究成果から生み

出された効果・効用や波及効果を検証するため、書

面・合議により追跡評価（18 件）を行った。また、

追跡評価の結果については、11月 12 日にホームペー

ジに広く公開するとともに、他の競争的資金の配分

機関（JST）に提供した。 

●研究進捗評価・追跡評価の実施状況 

部会名 研究種

目 

研究進捗評

価・追跡評価

の別の内容 

委員会

開催実

績 

実施

課題

数 

審査・

評価第

一部会 

特別推

進研究 

研究進捗評

価（現地調

査） 

H26 年 5

～9 月 
16件 

研究進捗評

価 

H26 年 9

月 
15件 

研究進捗評

価（検証） 

H26 年 9

月 
13件 

追跡評価 
H26 年 9

月 
18件 

審査・

評価第

二部会 

基盤研

究（S） 

研究進捗評

価 

H26 年 7

～9 月 

82

件 

基盤研

究（S） 

若手研

究（S） 

研究進捗評

価（検証） 

H26 年 7

～9 月 
90件 

研究進捗評

価（検証） 

H26 年 7

～9 月 
22件 

若手研

究（S） 

研究進捗評

価（検証） 

H26 年 7

～9 月 
22件 

計 256 件 

 

特別推進研究 

http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/ 

25_tokusui/hyouka_26.html 

 

・基盤研究（S） 

http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/ 

12_kiban/cg_hyouka26.html 

 

・若手研究（S） 

http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/ 

23_startup_s/hyouka26/shinchoku_hyou 

ka26.html 

 

（中間評価の実施） 

・研究成果公開促進費（国際情報発信強化）のうち、

 

・「特別推進研究」の追跡評価について

も、適切に実施されるとともに、評価結

果についても他の競争的資金配分機関

（JST）に提供するとともにホームペー

ジにおいて広く公開されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「研究成果公開促進費（国際情報発信



【26年度評価】項目別-29 

 

5 年間の内約を行った継続事業課題について、3年目

となる平成27年に実施する中間評価の評価方法等を

検討し、10 月に審査・評価規程を改正し、ホームペ

ージに掲載した。 

http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/ 

01_seido/03_shinsa/data/h26/shinsahy 

ouka261007.pdf 

 

（評価方策の検討） 

・科研費制度については、学術システム研究センタ

ーの機能を活用し、月に 1回開催される科研費 WG等

において審査、評価制度に対する審査委員からの意

見などを踏まえて柔軟に見直しを行っている。 

 

強化）」についても、3 年目となる平成

27 年度から中間評価を行うための規程

改正を実施してホームページに公表し、

評価業務を積極的に改善している。 

 

 

 

 

 

・評価機能を充実させるために研究種目

によって異なる審査方法や書面審査と

合議審査を同一の審査委員が実施する

審査方式についても検討している。 

 

 

４．その他参考情報 

 ○日本の論文に占める科研費が関与する論文の状況 

区 分 （1996 年-1998 年） （2001 年-2003 年） （2006 年-2008 年） 

日本の論文に占める科研費が関与する論文

（Wos-KAKEN 論文）の件数 
24,057 31,349 36,529 

日本の TOP10％補正論文に占める科研費が

関与する論文（Wos-KAKEN 論文）の件数 
2,798 3,351 3,922 

 

区 分 （1996 年-1998 年平均） （2001 年-2003 年平均） （2006 年-2008 年平均） 

日本の論文に占める科研費が関与する論文

（Wos-KAKEN 論文）の割合 
35.7％ 

 

40.8％ 

 

47.3％ 

 

日本の TOP10％補正論文に占める科研費が

関与する論文（Wos-KAKEN 論文）の割合 
53.1％ 56.8％ 62.4％ 

 

 

 

  

※出典：「論文データベース（Web of Science）と科学研究費助成事業データベース（KAKEN）の連結による我が国の論文産出構造の分析」（文部科学省科学技術・学術政策研究所） 



【26年度評価】項目別-30 

 

様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―２－１（２） 

2 世界レベルの多様な知の創造 

（1） 学術研究の助成 

② 助成業務の円滑な実施 

④ 助成の在り方に関する検討(i) (ⅱ) (ⅲ)  

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人日本学術振興会法第１５条 

第１号 

業務に関連する

政策・施策 

8 基礎研究の充実及び研究の推進のため

の環境整備 

8-1 学術研究の振興 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート 事業番号

0176(仮) 

当該項目の重要度、

難易度 

重要度：「高」（「科学技術基本計画」における「独創的で多様な基礎研究の強化」の達成に向け、本法人における当該科学研究費助成事業が主要な役割を果たしている。 

さらに、「日本再興戦略 改訂２０１４」において「イノベーション創出のためには、研究者の独創的で多様な研究やコア技術の研究開発を推進し、技術シーズ創出力を強化する必要

がある。若手や女性研究者が研究に挑戦する機会の拡大や、競争的な研究開発環境の整備のため、科学研究費助成事業をはじめとした研究資金制度の改革に着手する。」とされると

ともに、「科学技術イノベーション総合戦略２０１４」において「特に、我が国の代表的な競争的資金制度である科学研究費助成事業（科研費）については、より簡素で開かれた仕

組みの中で、「知」の創出に向けて、質の高い多様な学術研究を推進するとともに、各分野の優れた研究を基盤とした分野融合的な研究や国際共同研究、新しい学術領域の確立を推

進するための審査分野の大括り化や審査体制などに係る改革を目指す」とされるなど、我が国の科学技術政策や、学術研究の発展に非常に重要な役割を担っている。） 

難易度：「高」（科学研究費助成事業は現在、多様な学術研究を推進するとともに、新しい学術領域の確立を推進するため、昭和 43 年に形作られた基本的な科研費制度の抜本的な見

直しに着手しているところである。当該業務を、毎年度の助成業務を円滑に実施しながら進めており、非常に難易度の高い業務に従事している。） 

参考 URL 科学研究費補助金事業 http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/index.html 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

前中期目

標期間最

終年度値 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度  

 

 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

「科学研究費助

成事業における

研究費の使いや

すさ」に関する調

査結果（指数） 

 

前年同以上 4.9 5.2 5.3    

 

 

決算額（千円） 229,827,591 228,596,124    

「研究費の基金

化は研究開発を

効果的・効率的に

実施するのに役

立っているか」と

いう質問に対す

る調査結果（指

数） 

前年同以上 7.2 7.3 7.3    

 

 

従事人員数 51 51    

大学等の研究機

関等への事業説

明会開催数 

前年同以上 65 回 74 回 71 回     

 

注）決算額は支出額を記載。 

※出典：「科学技術の状況に係る総合的意識調査」（定点調査）（文部科学省科学技術・学術政策研究所） 

指数は、大学に所属する研究者に対し、科研費の使いやすさについて 6 段階評価で質問し、それを 0.0

～10.0 に指数化したもの。4.5 以上で「ほぼ問題はない」とされる。なお、当該調査が開始された平成

23 年度以降、最も指数のプラス変化が大きい項目である。 

※出典：「科学技術の状況に係る総合的意識調査」（定点調査）（文部科学省科学技術・学術政策研究所） 

指数は、大学に所属する研究者に対し、科研費の使いやすさ等について 6段階評価で質問し、それを 0.0

～10.0 に指数化したもの。5.5 以上で「状況に問題はない」とされる。なお、当該調査が開始された平

成 23 年度以降、常に一番指数が高い値の項目である。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ＜Ⅰ―２－１（１）

と共通＞ 

省略 

② 助成業務の円

滑な実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 助成業務の円滑

な実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標

＞ 

・科研費の使いや

すさに関する調査

結果（指数） 

・「研究費の基金化

は研究開発を効果

的・効率的に実施

するのに役立って

いるか」という質

問に対する調査結

果（指数） 

（※出典：「科学技

術の状況に係る総

合的意識調査」（定

点調査）） 

 

・大学等の研究機

関等への事業説明

会開催数 

 

＜その他の指標＞ 

・着実かつ効率的

な運営により、中

期計画の項目（達

成すべき成果を除

く）に係る業務の

実績が得られてい

るか。 

 

・中期計画におけ

る「達成すべき成

果」に向けた取組

は適切か。 

外部評価におい

て 

＞募集業務・交付

業務の円滑な実施 

＞国内外の学術研

中期計画の項目（達成すべき成果を含む）につい

て、中期計画通りに着実に推進した。特に、以下の

実績を上げた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定 Ｓ 評定 Ｓ 

＜根拠＞ 

【総論】 

・科学研究費助成事業は、継続課題を含

め、約７万件を支援しており、これまで

も、平成 23 年度から一部種目に基金化

を導入したほか、平成 24 年度には複数

の科研費による共同利用設備の購入も

可能とするなど、常に他の競争的資金制

度に先がけて制度改善を行い、多くの研

究活動の活性化や研究費の効率化、研究

者の負担軽減を図ってきた。 

 

その結果として、科学技術・学術政策

研究所の調査において、「科研費の使い

やすさ」が、調査が開始された平成 23

年度以降、最も指数のプラス変化が大き

い項目となり、また、「研究費の基金化」

が、調査が開始された平成 23年度以降、

常に群を抜いて一番指数が高い値の項

目となっている。このような評価はこれ

までの科研費制度が競争的資金として

有効に機能している証左であると言え

る。 

 

さらに、多様な学術研究を推進すると

ともに、新しい学術領域の確立を推進す

るため、昭和 43 年に形作られた基本的

な科研費制度の抜本的な見直しに着手

しているところである。 

 

特に、平成 26年度は、平成 30年度公

募から適用する分科細目表の大幅な見

直しについての検討を、細目の大括り化

にとどまらず、学術の振興という観点か

ら、適切な審査方式の在り方も含めて、

学術システム研究センターの各会議に

おいて数十回に渡り検討を行った。 

 

＜評定に至った理由＞ 

科学研究費助成事業（以下、「科研費」とい

う。）の募集事業においては、公募要領等（英

語版を含む。）をホームページ上で公開するこ

とにより、研究者等が迅速に情報を入手する

ことを可能とするとともに、外国人研究者等

の利便性を高める取組も引き続き実施してい

る。 

また、科学研究費委員会において決定した

審査方針等を、10 月 10 日にはホームページ

上で公表するなど、応募受付期限（11月上旬）

までに、研究者等が審査方針等を確認できる

ように取り組んでいる。 

 

交付業務においては、中期計画において 4

月上旬までに採否に関する通知を行うことと

されているところ、採択課題の約 98パーセン

トについて平成27年4月1日に交付内定を通

知するなど、募集業務・交付業務の円滑な実

施が認められる。 

特に、昨年度と比較して応募研究課題数が

約 3000 件増加（H26：90,723 件→H27：93,497

件）しているにもかかわらず、昨年度と同数

の従事人数によって、計画通りの交付内定を

通知したことは高く評価できる。 

また、審査結果の開示や科研費（基金分）

の継続課題に対する送金、額の確定等につい

ても、着実に実施された。 

 

平成 25 年度から導入された「調整金」制度

については、次年度使用配分額の上限の見直

し等によって対象課題を拡大するとともに、

申請手続きを簡素化するなど、研究計画等の

進捗に応じた弾力的かつ有効な活用に積極的

に取り組んでいると認められる。 

この点に関しては、科学技術・学術政策研

究所の調査において、「科学研究費助成事業

（科研費）における研究費の使いやすさ」に
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究動向を把握し事

業に反映 

＞融合的分野、萌

芽的分野など新し

い研究分野の創出

支援 

について質の高い

成果（内容）であ

るとの評価を得

る。 

 

＜評価の視点＞ 

・学術研究助成基

金を元に執行して

いる科研費（基金

分）の運用は、研

究者から高く評価

されており、基金

化されていない部

分への「調整金」

枠活用による弾力

化も高く評価でき

るが、基金化につ

いて、更なる検討

を進める。【JSPS 部

会 25年度評価】 

 

・事業遂行に関す

る文部科学省との

役割分担の見直し

や審査結果・進ち

ょく評価結果に関

する他機関との情

報提供を通じた事

業の効率的な遂行

を実現している

か。また、文部科

学省の科学技術・

学術審議会の検討

状況を踏まえ、大

括り化の検討を含

め、効果的、効率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、これらの検討に当たっては、平

成 26 年度より新たに設けられた審査区

分である「特設分野研究」の審査におい

て試行的な取組を行っており、その成果

等も踏まえた検討を行っている。 

 

さらに、大幅な見直しだけではなく、

平成 26 年度に配分した科研費の助成に

ついて、調整金の改善を図ったり、「実

績報告書（研究実績報告書）」で報告す

る科研費論文については、オープンアク

セス化の状況についても併せて報告す

ることとしたりするなど、助成業務の積

極的な改善を図っている。 

 

以上のとおり、科研費は、現時点にお

いても、学術研究の特性を踏まえた、非

常に効率的・効果的な助成制度となって

いるが、学術研究の更なる発展を図るべ

く不断の見直しを行っており、高く評価

できると考える。 

 

【各業務に対する個別の評価】 

・日本語版の公募要領等に加え、英語版

の公募要領等も作成し公表しており、日

本の研究機関に所属している外国人研

究者が応募する際の利便性の向上を着

実に図っている。 

 

・応募受付期限の約 1ヶ月前に科学研究

費委員会を開催し、審査方針を決定後、

研究者等が確認できるように速やかに

公表しており、透明性を確保している。 

 

・科学研究費委員会の審査結果に基づ

き、大部分の研究種目について、年度当

初の4月1日付で交付内定通知を発出し

ている。書面審査だけでなくヒアリング

審査も行っている研究種目についても、

交付業務を迅速に行っている。また、平

成 26 年度に継続した基金事業の課題に

ついて、計画通り、年度当初から研究費

ついての質問で、指数が前期中期目標最終年

度（H24）の 4.9 から 5.3 に向上しており、ま

た、その理由として「基金化により使い勝手

が改善した」、「年度間繰り越しが円滑に行わ

れるようになった」等が挙げられていること

から、所期を上回る成果が見られると認めら

れる。 

 

中期計画にある科研費事業説明会に加え、

公募要領説明会及び実務担当者向け説明会を

着実に実施しており、制度の理解促進に努め

ている。 

説明会の開催数は、前期中期目標最終年度

（H24）の 65回から 71 回に増加しており、地

域バランスへの考慮とともに、研究機関の要

望に対応した実施が認められる。 

 

中期計画にある助成の在り方については、

審査方式等を含めた科研費の在り方につい

て、学術システム研究センターの機能を活用

して検討し、改善に努めている。 

特に、「基盤研究（B・C）特設分野研究」に

おいて書面審査と合議審査を同じ審査委員が

実施し、議論によって採択課題を決定する審

査方式を試行するとともに、平成 27年度公募

において新たに 3 分野（紛争研究、遷移状態

制御、構成的システム生物学）を設定するな

ど、融合分野等の新しい研究分野の創出に取

り組んでおり、学術システム研究センターの

機能を生かした改善がなされていると認めら

れる。 

 

また、我が国の学術研究の存在感を向上さ

せることを目的とし、国際共同研究及び海外

ネットワーク形成を促進する「国際共同研究

加速基金」の設置に向けた準備・検討を行う

など、学術研究の現代的要請（挑戦性・総合

性・融合性・国際性）にも着目し、助成のあ

り方についての検討がなされたと認められ

る。 

さらに、平成 30年度公募から適用される分

科細目表の大幅な見直しについては、文科省
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(i) 募集業務（公

募） 

公募に関する情

報については、科

研費事業に関する

ホームページによ

り公表するととも

に、研究計画調書

の様式などの情報

を研究者等が迅速

に入手できるよう

にする。 

応募受付前に研究

者等が審査方針等

の内容を確認でき

るよう、科学研究

費委員会において

審査方針等を決定

し、10 月上旬まで

に公表する。 

 

 

 

 

(ii) 交付業務 

補助金事業及び

基金事業の特性に

配慮しつつ、科研

費が有効に活用さ

れるよう早期交付

に努める。特に、

次の期限を明確に

定めることによ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) 募集業務（公

募） 

平成 27 年度公募

に関する情報につ

いて、科研費事業の

ホームページによ

り公表し、研究計画

調書の様式などを

研究者等が迅速に

入手できるように

する（外国人研究者

の利便性向上を図

るための英語版の

公募要領等の作成

を含む）。 

また、応募受付前に

研究者等が審査方

針等の内容を確認

できるよう、科学研

究費委員会におい

て審査方針等を決

定後、速やかに公表

する。 

 

(ii) 交付業務 

科学研究費委員

会の審査結果及び

文部科学省からの

通知に基づき、平成

26 年度課題に係る

交付業務を迅速に

行う。また、平成

25 年度に補助事業

的な研究助成を実

施する観点から研

究種目を継続的に

見直しているか。

【事務・事業の見

直し／勧告の方向

性／JSPS 部会 2 期

評価】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【助成業務の円滑な実施】 

■ 募集業務（公募） 

・平成 27 年度公募に関する情報について、9 月作成

の日本語版の公募要領等に加え、英語版の公募要領

等も同時に作成し、併せてホームページで公表する

ことにより、研究計画調書の様式などの情報を研究

者等が迅速に入手できるようにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・11 月上旬の基盤研究等の応募受付期限前に研究者

等が審査方針等の内容を確認できるよう 10月 7日に

科学研究費委員会において審査方針等を決定後、10

月 10 日に速やかに公表した。 

 

 

 

 

 

■ 交付業務 

・平成 26 年度科学研究費助成事業について、科学研

究費委員会の審査結果及び文部科学省からの通知に

基づき、下記の研究種目の交付業務を迅速に行った。 

特別推進研究、新学術領域研究、基盤研究、挑戦

的萌芽研究、若手研究、研究活動スタート支援、奨

励研究、研究成果公開促進費（研究成果公開発表、

国際情報発信強化、学術定期刊行物、学術図書、デ

ータベース）、特別研究員奨励費、特別研究促進費、

を使用できるように 4 月 10 日に送金を

実施している。 

 

・大部分の研究種目について、計画通り、

4 月 25 日に電子申請システムを活用し

て速やかに審査結果を開示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

との適切な連携の下、学術の振興という観点

からの積極的な検討を行っている。 

 

加えて、世界的に拡大しているオープンア

クセス化に対応するため、「研究実績報告書」

において報告する科研費論文については、オ

ープンアクセス化の状況について併せて報告

することとするなど、国際的な学術動向を反

映した取組が実施されている。 

 

以上のことに加え、本項目は、重要度及び

難易度の高いものであることから、中期計画

における所期の目標を量的及び質的に上回る

顕著な成果が得られていると認められるた

め、評定をＳとする。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策

＞ 

・科研費の使いやすさは研究者等から高く評

価されており、「調整金」制度の改善等、研究

計画等の進捗状況に応じた弾力的な運用に関

する不断の見直しについては高く評価できる

一方で、基金化についての更なる検討を進め

ることが期待される。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 
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り、迅速かつ確実

に行う。 

・採否に関する通

知は、4月上旬まで

に行う。 

・ 応募者に対する

審査結果の開示

は、4月下旬までに

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期間が終了する課

題に係る実績報告

書の提出を受けて

額の確定を行う。平

成 26 年度に継続す

る基金事業の課題

については実施状

況報告書の提出を

受けて状況の確認

を行う。国庫債務負

担行為が導入され

た特別推進研究に

ついて、平成 26 年

度に継続する課題

については実績報

告書の提出を受け

て額の確認を行う。 

・採否に関する通知

は、4月上旬までに

行う。 

・応募者に対する審

査結果の開示は、電

子申請システムに

より、4月下旬まで

に行う。 

・平成 26年度に継

続する基金事業の

課題に対しては 4

月中に研究費を送

金する。 

また、科研費事業の

中に設けられた調

整金の枠を活用し

た研究費の前倒し

使用や次年度使用

について制度改善

により研究計画等

の進捗状況に応じ

た更なる弾力的な

運用を行う。 

・平成 26年度課題

に係る交付申請書

特定奨励費 

 

●交付内定通知の日程 

研究種目 交付内定

日 

・基盤研究（A・B・C）、挑戦的萌芽

研究、若手研究の新規研究課題及び

継続研究課題、新学術領域研究の継

続の研究領域に係る新規研究課題及

び継続研究課題 

・基盤研究（S）、研究活動スタート

支援、特別研究促進費及び特定奨励

費の継続研究課題 

・研究成果公開促進費（研究成果公

開発表、学術定期刊行物、学術図書、

データベース）の新規事業課題及び

継続事業課題 

・奨励研究の新規研究課題 

4 月 1日 

・研究成果公開促進費（国際情報発

信強化）の継続事業課題 

4 月 8日 

・研究成果公開促進費（国際情報発

信強化）の新規事業課題 

4 月 16 日 

特別推進研究の新規研究課題 4 月 22 日 

特別研究員奨励費の新規研究課題及

び継続研究課題 

4 月 25 日 

基盤研究（S）の新規研究課題 5 月 30 日 

新学術領域研究の新規の研究領域 6 月 27 日 

基盤研究（Ｂ・Ｃ）「特設分野研究」

の新規研究課題 

7 月 18 日 

特別研究員奨励費の新規研究課題 7 月 30 日 

研究活動スタート支援の新規研究課

題 

8 月 29 日 

 

特別研究員奨励費の新規研究課題 10 月 10 日 

特別研究員奨励費の新規研究課題 11 月 10 日 

 

・ヒアリングを実施するなど研究種目にふさわしい

審査を実施している特別推進研究や基盤研究（S）、

新しい審査方式の試行的な取組を行っている基盤研

究（B・C）（特設分野研究）、公募・審査の時期を別

途設定している研究活動スタート支援等を除き、基

盤研究、挑戦的萌芽研究、若手研究の不採択となっ

た応募者のうち希望者に対し、総合評点、おおよそ

の順位、評定要素毎の平均点、不十分と評価された

項目など第一段審査の結果について、平成 26年 4月

25 日に電子申請システムを活用して開示を行った。 

・平成 26年度に継続した科研費（基金分）の課題に

ついては、前期分について、4 月 10 日に送金を行っ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【26年度評価】項目別-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

及び平成 25 年度に

補助事業が終了し

た課題に係る実績

報告書については、

英文での提出も受

け付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た。 

 

・平成 26 年度課題に係る交付申請書及び平成 25 年

度に補助事業が終了した課題に係る実績報告書につ

いては、英文での提出も受け付けた。 

 

（実績報告書の提出、及び、額の確定及び状況の確

認） 

・平成 26 年度に提出された科学研究費助成事業に係

る実績報告書（約 33,000 件（うち基金分約 16,000

件））を 5 月 31 日までに提出を受け、8 月 29 日に額

の確定を行った。 

・平成 26年度に継続した科研費（基金分）の課題に

ついては、5 月 31 日までに実施状況報告書の提出を

受け、約 36,000 件（平成 23 年度採択分約 3,000 件、

平成 24 年度採択分約 14,000 件、平成 25年度採択分

約 19,000 件）について状況の確認を行った。 

 

・国庫債務負担行為が導入された特別推進研究の平

成 26年度に継続する課題については、5月 31日まで

に実績報告書の提出を受け、額の確認を行った。 

 

（制度改善による弾力的な運用） 

・平成 25年度から科学研究費補助金に「調整金」の

枠を設け、補助金分の対象研究種目において前倒し

使用や繰越事由に該当しない研究課題について次年

度使用を可能とする制度改革を行い、平成 26年度は

のべ 79 件の研究課題の前倒し使用、187 件の研究課

題の次年度使用の承認を行うなど、研究計画等の進

捗状況に応じて弾力的に運用した。 

・また、平成 26 年度には調整金制度の改善を図り、

①次年度使用配分額の上限を前年度未使用額の「９

割」から原則として「全額」に改善、②次年度使用

の対象となる未使用額の下限を１０万円以上から５

万円以上とし、対象課題を拡大、③申請手続きの簡

素化により調整金交付について次年度使用で約 2 ヶ

月、前倒し使用で約１ヶ月の早期化を行った。 

 

・特別推進研究においては、平成 25年度から国庫債

務負担行為が導入されたことにより、研究期間に応

じて 3～5年間の交付決定を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成 26 年度に継続した科研費（基金

分）の課題について、計画通り、5月 31

日までに実施状況報告書の提出を受け、

約 36,000 件について額の確認を行って

いる。 

 

 

 

 

 

・繰越事由に該当しない課題についても

研究者の研究計画等の進捗状況に応じ

て弾力的に研究費を使用できる調整金

の仕組みを構築、実施するのみでなく、

積極的な改善を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国庫債務負担行為の導入により、複数

年度で研究装置の製作を契約し、その製

作の進捗状況（出来高）に応じて年度ご

とに支出することや研究支援者を複数



【26年度評価】項目別-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(iii) 科研費事業

説明会の実施 

科研費事業に対す

る理解を促進し、

その支援効果を高

めるため、大学等

の研究機関への事

業説明を、文部科

学省との共同実

施、研究機関から

の要望に応じての

実施などにより、

全国各地で行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(iii) 科研費事業

説明会の実施 

大学等の研究機関

への事業説明を、文

部科学省との共同

実施、研究機関から

の要望に応じての

実施などにより、全

国各地で行い、制度

の改善等に係る正

しい理解の促進を

図る。その際、地域

バランスに配慮す

る。 

また、科研費に対す

る正しい理解の促

進を図るため、初め

て科研費に携わる

研究機関の事務職

員や研究活動をス

タートさせたばか

りの研究者を対象

として、全国各地で

 

 

 

・なお、科学技術・学術政策研究所が平成 23 年度か

ら毎年度実施している産学官の研究者・有識者を対

象に行っている定点調査において、「科学研究費助成

事業（科研費）における研究費の使いやすさ」につ

いての質問では、指数が前期中期目標最終年度（平

成 24 年度）の 4.9 から 5.3 に向上し、「研究費の基

金化は研究開発を効果的・効率的に実施するのに役

立っているか」という質問については 7.2 から 7.3

に向上した。 

 

■ 科研費事業説明会の実施 

・大学等の研究機関等への事業説明について、文部

科学省との共同実施（8 回）、振興会の単独実施（8

回）、研究機関等からの要望に応じての実施（55回）

により全国各地で実施し、基金化をはじめとする制

度の改善や公募の内容等に係る正しい理解の促進を

図った。その際、地域バランスに配慮するとともに、

過去に開催した際に寄せられた意見を踏まえ、事業

説明資料をより分かりやすいものに改善した。 

 

・平成 26 年度は科研費に対する正しい理解の促進を

図るため、初めて科研費に携わる研究機関の事務職

員や研究活動をスタートさせたばかりの研究者を対

象に 6 月から全国 8 カ所で実務担当者向け説明会を

開催した。 

 

【平成２６年度実務担当者向け説明会開催実績】 

開催場所 日時 

北海道・北海学園大学 ７月９日 

宮城県・東北学院大学 ６月２７日 

東京都・東洋大学 ６月２５日 

東京都・立教大学 ７月３日 

愛知県・名古屋大学 ７月２日 

京都府・京都大学 ７月１０日 

岡山県・岡山大学 ７月１１日 

福岡県・九州産業大学 ６月２６日 

 

 

 

年度にわたって安定的・継続的に雇用す

ることが可能となっている。 

 

・科学技術・学術政策研究所の調査にお

いて、「科研費の使いやすさ」や「研究

費の基金化は研究開発を効果的・効率的

に実施するのに役立っているか」という

質問に対する指数が向上している。 

 

 

 

 

 

 

・文部科学省と共同し、参加者の利便性

も考慮し、大学等の研究機関等に対する

科研費の事業説明会を全国で実施し、制

度の正しい理解の促進を図っている。 

 

・事業説明会や公募要領説明会のみに留

まらず、科研費に携わる研究機関の事務

職員や研究活動をスタートさせたばか

りの研究者を対象に、実務担当者向け説

明会を全国各地で開催し、制度の正しい

理解の促進を着実に図っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【26年度評価】項目別-37 

 

 

 

 

④ 助成の在り方

に関する検討（前

半） 

学術研究におけ

る様々な特性・ニ

ーズを踏まえた助

成の在り方につい

て、学術システム

研究センター等の

機能を活用しつつ

検討を行い、事業

の改善に反映させ

る。その際、世界

と我が国の学術研

究の動向を俯瞰

し、融合的な研究

分野や先端的・萌

芽的な研究分野な

ど新たな分野、及

び我が国として途

絶えさせてはなら

ない学問分野に配

慮することによ

り、学術研究の多

様性を確保する。 

 

初任者研修会を実

施する。 

 

④ 助成の在り方に

関する検討 

(i) 審査の検証 

科研費事業の審

査について、学術シ

ステム研究センタ

ー等の機能を活用

しつつ検証を行い、

事業の改善に反映

させる。 

 

 

 

 

(ii) 特設分野研究

の検証・改善 

新たな学術の芽

を掘り起こすため

に平成 26年度に創

設する「特設分野研

究」について、学術

システム研究セン

ター等の機能を活

用し、審査体制・方

法等を検証し改善

を図る。 

 

 

 

 

(iii) 「系・分野・

分科・細目表」等の

見直し及び時限付

き分科細目等改正

案の検討 

審査体制や審査

方法も含めた「系・

分野・分科・細目表」

の見直し及び平成

 

 

 

【助成の在り方に関する検討】 

■ 審査の検証 

・学術システム研究センター等において、文部科学

省からの依頼に応じて、「系・分野・分科・細目表」

等の見直し等を行い、文部科学省に報告等を行った

（詳細は後述）。 

・学術システム研究センター等の意見を踏まえ、平

成 27年度科研費の審査より、合議審査において、書

面審査の結果を大幅に覆す場合には、審査グループ

から理由書を徴し、その判断が妥当なものであるか

を小委員会全体で議論の上、採否を決定することと

し、より公平で公正な審査の体制を整えた。 

 

■ 特設分野研究の検証・改善 

・融合的分野、萌芽的分野など、新たな学術の芽を

掘り起こすための新たな仕組みとして、平成 26 年度

公募から設けられた基盤研究（B・C）（特設分野研究）

について、学術システム研究センターの専門調査班

会議や主任研究員会議において検討し、平成 27 年度

公募では、「紛争研究」、「遷移状態制御」、「構成的シ

ステム生物学」の 3 分野を新たに設定した。また、

書面審査と合議審査を同じ審査委員が実施し、議論

によって採択課題を決定する審査方式については、

審査期間の短縮を図るべく、審査方法の改善を行っ

た。 

なお、平成 26 年度、平成 27 年度に設定された 6

分野に加え、平成 28年度に新たに 3分野を設定する

予定としている。 

 

■ 「系・分野・分科・細目表」等の見直し及び時限

付き分科細目等改正案の検討 

・文部科学省から示された「平成 28年度科学研究費

助成事業において適用する「系・分野・分科細目表」、

「時限付き分科細目」及び「特設分野」の改正案の

作成について」に基づき、新たな「時限付き分科細

目」への提案等に係る対応について学術システム研

究センターの専門調査班・主任研究員会議において

検討した。 

 

 

 

 

 

 

・学術システム研究センターの機能を活

用し、平成 25 年度公募から適用した

「系・分野・分科・細目表」について、

見直し等を行うなど、積極的に審査の改

善を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

・新たな学術の芽を掘り起こすため、学

術システム研究センターの自律的な分

析、検討を踏まえて、平成 26 年度公募

から設けられた基盤研究（B・C）（特設

分野研究）においては、平成 27 年度公

募についても計画通り新たに 3 分野を

設定している。また、審査期間を短縮で

きるよう審査方法の改善に取り組んで

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・文部科学省から示された「時限付き分

科細目の設定に当たっての基本的考え

方」を踏まえ、学術システム研究センタ

ー等の学術動向の調査分析機能を活用

しつつ、時限付き分科細目や、平成 30

年度に適用される分科細目表の大幅な

見直しについて積極的に検討を行って

いる。 



【26年度評価】項目別-38 

 

28 年度課題の公募

において設定する

時限付き分科細目

並びに特設分野の

設定等について、文

部科学省から示さ

れる「基本的考え

方」を踏まえ、学術

システム研究セン

ター等の機能を活

用しつつ検討する。 

 

・学術システム研究センターの主任研究員・専門調

査班会議、あるいはワーキンググループ等で議論す

ることにより、センターの研究員から寄せられる国

内外の学術研究動向について、「特設分野研究の分野

の設定」や「審査方法の改善」等に反映させるなど、

センターの機能を活用した検討を行っている。 

また、特別推進研究の審査においては、海外の第一

線の研究者に応募研究課題についての審査意見を求

めるなど、審査においても国内外の学術研究動向を

反映した。 

 

・文部科学省科学技術・学術審議会の「基本的考え

方」を受け、平成 30年度公募から適用する分科細目

表の大幅な見直しについての検討を行った。それに

伴い、平成 25 年度に引き続き、細目の大括り化にと

どまらず学術の振興という観点から適切な審査方法

についての検討を行った（主任研究員会議：3回、科

研費ワーキンググループ：3回、細目見直しタスクフ

ォース：5回、分野別専門調査班会議：44 回）。その

際、創造的な研究を促すための丁寧な審査を導入す

る観点から研究種目の特性に応じた審査体制や審査

方法をとることや、書面審査と合議審査を同一の審

査委員が実施して採択課題を決定する審査方式を導

入することについても検討を行った（書面審査と合

議審査を同一の審査委員が行う審査方式は、基盤研

究（B・C）（特設分野研究）において平成 26 年度公

募から試行的に実施している）。 

 

・「我が国の学術研究の振興と科研費改革について

（第 7期研究費部会における審議の報告）（中間まと

め）」（平成 26 年 8 月 27 日）の策定に向けた文部科

学省の科学技術・学術審議会学術分科会の審議等に

おいて、随時、研究費部会や科学研究費補助金審査

部会へ検討状況を報告するなど、適切な連携を図っ

た。 

 

■ その他 

・「特別研究促進費」及び「特定奨励費」の交付業務

が移管され、科研費のすべての交付業務が振興会へ

一元化された。 

 

・特別推進研究、新学術領域研究、基盤研究、挑戦

 

・平成 26年度公募から基盤研究（B・C）

（特設分野研究）を設け、新しい審査方

式の検討を積極的に実施している。 

 

・国内外の学術研究動向を様々な形で事

業に反映させている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「特別研究促進費」及び「特定奨励費」

の交付業務が移管され、科研費業務の一

元化が着実に進んでいる。 

 

・他機関への情報提供の実施や分科細目
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４．その他参考情報 

－ 

  

的萌芽研究、若手研究、研究活動スタート支援）の

審査結果や一部研究種目（特別推進研究、基盤研究

（S）、若手研究（S））の評価結果について、審査・

評価後速やかに JST に情報提供を行った。 

 なお、科研費の成果を JST 戦略的創造研究推進事

業に円滑に繋ぎ、イノベーションの素を発掘し育て

る仕組みを強化するために、JST が構築している科研

費の成果等を含むデータベースの構築に協力して取

り組んでいるところである。 

 

・平成 26 年度公募から特別研究員について、研究従

事機関から科研費の応募資格を付与された場合に

は、科研費の一部研究種目へ応募が可能となるよう

制度改革を行った。それにより、特別研究員奨励費

以外の研究を実施することが可能となった（平成 25

年度公募までは、「特別研究員奨励費の研究課題に係

る研究活動時間が年間を通じて 6 割を下回らないこ

と」という制限を設けていたが、平成 26年度公募に

あたってはこの制限を撤廃した）。さらに、特別研究

員の受入研究機関が、受入れ研究環境を整備できる

よう、「特別研究員奨励費」に間接経費を措置した。 

 

・「研究成果の発信」に関し、現在、学術雑誌等では、

近年の ＩＣＴ（情報通信技術）の発展に伴い、イン

ターネットを通じて無料で自由に論文にアクセスで

きる「オープンアクセス」化の流れが 世界的に拡大

していることを踏まえ、「実績報告書（研究実績報告

書）」で報告する科研費論文については、オープンア

クセス化の状況についても併せて報告するよう研究

機関を通じて依頼した。 

 

表の大幅な見直しなど、効果的・効率的

な観点から絶えず事業の見直しを行っ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

・これまで特別研究員奨励費以外の応募

資格がなかった日本学術振興会特別研

究員について、一部研究種目への応募を

可能とし、さらに、特別研究員の受入研

究機関が、受入れ研究環境を整備できる

よう、「特別研究員奨励費」に間接経費

を措置するなど、若手研究者に自立を促

進する制度改革を行っている。 

 

 

 

 

・世界的に進んでいる「オープンアクセ

ス」化の動向を踏まえ、科研費として推

奨すべく取り組んでいる。 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―２－１（３） 

２ 世界レベルの多様な知の創造 

（1） 学術研究の助成 

④ 助成の在り方に関する検討 (ⅳ)  

⑤ 学術研究助成基金の管理及び運用 

③ 研究成果の適切な把握及び社会還元・普及 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人日本学術振興会法第１５条 

第１号 

業務に関連する

政策・施策 

8 基礎研究の充実及び研究の推進のため

の環境整備 

8-1 学術研究の振興 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート 事業番号

0176(仮) 

当該項目の重要度、

難易度 

重要度：「高」（「科学技術基本計画」における「独創的で多様な基礎研究の強化」の達成に向け、本法人における当該科学研究費助成事業が主要な役割を果たしている。 

さらに、「日本再興戦略 改訂２０１４」において「イノベーション創出のためには、研究者の独創的で多様な研究やコア技術の研究開発を推進し、技術シーズ創出力を強化する必要

がある。若手や女性研究者が研究に挑戦する機会の拡大や、競争的な研究開発環境の整備のため、科学研究費助成事業をはじめとした研究資金制度の改革に着手する。」とされると

ともに、「科学技術イノベーション総合戦略２０１４」において「特に、我が国の代表的な競争的資金制度である科学研究費助成事業（科研費）については、より簡素で開かれた仕

組みの中で、「知」の創出に向けて、質の高い多様な学術研究を推進するとともに、各分野の優れた研究を基盤とした分野融合的な研究や国際共同研究、新しい学術領域の確立を推

進するための審査分野の大括り化や審査体制などに係る改革を目指す」とされるなど、我が国の科学技術政策や、学術研究の発展に非常に重要な役割を担っている。） 

難易度：「高」（科学研究費助成事業は現在、多様な学術研究を推進するとともに、新しい学術領域の確立を推進するため、昭和 43 年に形作られた基本的な科研費制度の抜本的な見

直しに着手しているところである。当該業務を、毎年度の助成業務を円滑に実施しながら進めており、非常に難易度の高い業務に従事している。） 

参考 URL 科学研究費補助金事業 http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/index.html 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

前中期目

標期間最

終年度値 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度  

 

 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

「科学研究費助

成事業における

研究費の使いや

すさ」に関する調

査結果（指数） 

 

前年同以上 4.9 5.2 5.3    

 

 

決算額（千円） 229,827,591 228,596,124    

「研究費の基金

化は研究開発を

効果的・効率的に

実施するのに役

立っているか」と

いう質問に対す

る調査結果（指

数） 

前年同以上 7.2 7.3 7.3    

 

 

従事人員数 51 51    

「KAKEN」へのア

クセス回数 
前年同以上 

約 4,494

千回 

約 5,027

千回 
確認中     

 

注）決算額は支出額を記載。 

※出典：「科学技術の状況に係る総合的意識調査」（定点調査）（文部科学省科学技術・学術政策研究所） 

指数は、大学に所属する研究者に対し、科研費の使いやすさについて 6 段階評価で質問し、それを 0.0

～10.0 に指数化したもの。4.5 以上で「ほぼ問題はない」とされる。なお、当該調査が開始された平成

23 年度以降、最も指数のプラス変化が大きい項目である。 

※出典：「科学技術の状況に係る総合的意識調査」（定点調査）（文部科学省科学技術・学術政策研究所） 

指数は、大学に所属する研究者に対し、科研費の使いやすさ等について 6段階評価で質問し、それを 0.0

～10.0 に指数化したもの。5.5 以上で「状況に問題はない」とされる。なお、当該調査が開始された平

成 23 年度以降、常に一番指数が高い値の項目である。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ＜Ⅰ―２－１（１）

と共通＞ 

④ 助成の在り方

に関する検討（後

半） 

また、基金事業

の運用開始後 5 年

以内に、執行状況

及び成果等につい

て検討を加え、そ

の結果に基づいて

必要な見直しを行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 助成の在り方に

関する検討 

(iv) 基金事業の見

直し 

基金事業の執行

状況や成果等につ

いて検証を加えそ

の結果に基づいて

必要な見直しを行

うために、必要な体

制を検討・構築す

る。 

 

⑤ 学術研究助成基

金の管理及び運用 

基金管理委員会に

おいて定めた運用

方針に基づき、流動

性の確保と収益性

の向上に努めつつ、

安全かつ安定的な

基金の運用を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標

＞ 

・「科研費の使いや

すさ」に関する調

査結果（指数） 

 

・「研究費の基金化

は研究開発を効果

的・効率的に実施

するのに役立って

いるか」という質

問に対する調査結

果（指数） 

（※出典：「科学技

術の状況に係る総

合的意識調査」（定

点調査）） 

 

・「KAKEN」へのア

クセス回数 

 

＜その他の指標＞ 

・着実かつ効率的

な運営により、中

期計画の項目（達

成すべき成果を除

く）に係る業務の

実績が得られてい

るか。 

 

・中期計画におけ

る「達成すべき成

果」に向けた取組

は適切か。 

 

外部評価におい

て 

＞広く国民に向け

中期計画の項目（達成すべき成果を含む）につい

て、中期計画通りに着実に推進した。特に、以下の

実績を上げた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【助成の在り方に関する検討】 

■ 基金事業の見直し 

・基金事業の執行状況や成果等について検討を行う

ため、学術研究助成基金の管理から執行までを研究

事業部において一元的に把握できるように振興会内

の体制の見直しを行い、基金事業の成果等について

の検証を採択課題の研究期間終了後に実施できるよ

う検討している。 

評定 Ａ 評定 Ａ 

【総論】 

・基金事業については、科学技術・学術

政策研究所の調査において、「研究費の

基金化」が、調査が開始された平成 23

年度以降、常に一番指数が高い値の項目

となっており、非常に高い評価を受けて

いる。 

研究成果の適切な把握及び社会還

元・普及については、「KAKEN」へのアク

セス回数が、中期目標期間最終年度（平

成 24年度）の約 450 万件から平成 25 年

度は約 500 万件と約 50 万件増加してお

り、社会還元・普及が着実に行われてい

ると評価できる。 

さらに、新たに「実績報告書（研究実

績報告書）」で報告する科研費論文につ

いては、オープンアクセス化の状況につ

いても併せて報告することとし、研究成

果の積極的な把握に努めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【各業務に対する個別の評価】 

 

・基金の成果等について把握するために

振興会内の体制の見直しを行っている。 

 

 

 

 

＜評定に至った理由＞ 

学術研究助成基金の管理から執行までを一

つの部署で一元的に管理することとしてお

り、中期計画にある基金事業の運用開始後 5

年以内の検討・見直しに向けて、必要な体制

整備を行っていると認められる。 

基金事業に対する評価については、科学技

術・学術政策研究所の調査において、「研究費

の基金化は研究開発を効果的・効率的に実施

するのに役立っているか」という質問で指数

が前期中期目標最終年度（平成 24 年度）の

7.2 から 7.3 に向上している。当該質問の指

数は、当該調査における質問の中で最も高い

値となっており、基金事業が非常に重要な取

組であると認められるとともに、所期を上回

る成果が認められる。 

また、基金の管理及び運用にあたっては、

所要の取組により、流動性の確保・収益性と、

安定性・安全性の確保を両立させていると認

められる。 

 

研究成果の把握及び社会還元においては、

一部の例外を除いて全ての研究課題について

研究成果報告書の提出を受け、科学研究費助

成事業データベース（KAKEN）によって公開し

たり、世界的に拡大しているオープンアクセ

ス化に対応するため、「研究実績報告書」にお

いて報告する科研費論文については、オープ

ンアクセス化の状況について併せて報告する

こととしたりするなど、適切に研究成果を把

握し、その成果を広く社会に対して還元・普

及させるための取組を講じていると認められ

る。 

また、研究者から提出を受ける研究成果報

告書に加え、「科研費 NEWS」、「私と科研費」

及び「我が国における学術研究課題の最前線」

などの広報誌を作成し、情報発信・広報普及
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③ 研究成果の適

切な把握 

科研費事業の研

究課題の研究成果

について適切に把

握するとともに、

産業界や他の研究

機関等において活

用できるようホー

ムページ等におい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 研究成果の適切

な把握及び社会還

元・普及 

(i) 研究成果の把

握・公表 

 平成 25年度に終

了した研究課題の

研究実績の概要及

び平成 25年度に研

究期間が終了した

た研究成果の情報

発信 

について質の高い

成果（内容）であ

るとの評価を得

る。 

 

＜評価の視点＞ 

・基金事業の執行

状況及び成果等の

検討については研

究者ばかりでな

く、基金分と補助

金分画混在してい

る中で管理を担当

する事務担当者も

意見聴取が必要で

あろう。こうした

データに基づいた

有効性を基礎に、

他の研究種目へも

基金化を広げてい

くことが期待され

る。【外部評価 25

年度評価】 

 

 

・なお、文部科学省科学技術・学術政策研究所が平

成 23年度から毎年度実施している産学官の研究者・

有識者を対象に行っている定点調査において、「科学

研究費助成事業（科研費）における研究費の使いや

すさ」についての質問では、指数が前期中期目標最

終年度（平成 24 年度）の 4.9 から 5.3 に向上し、「研

究費の基金化は研究開発を効果的・効率的に実施す

るのに役立っているか」という質問については 7.2

から 7.3 に向上した。 

 

■ 学術研究助成基金の管理及び運用 

・学術研究助成基金については、「独立行政法人日本

学術振興会における学術研究助成基金の運用に関す

る取扱要項」（平成 21 年度制定、平成 26 年度改正）

に基づき、安全性の確保を最優先としつつ、流動性

の確保や収益性の向上に留意した管理及び運用を行

った。 

具体的には、助成金の交付時期及び交付額を考慮

した上で、運用期間、運用額及び金融商品を設定し

て流動性を確保するとともに、金融庁の指定する格

付け機関のうち、2社以上から高い格付けを受けた金

融機関を選定することにより、安全性を確保した。

また、これら複数の金融機関から引合いを行い、運

用利回りのより高い金融商品を選ぶことにより、競

争性の確保及び運用収益の向上に努めた。 

また、学術研究助成基金を基に執行している科研

費（基金分）については、前倒し使用（平成 26 年度

申請実績約 1,000 件）や次年度使用（科研費（基金

分）の次年度使用率は全体の 76%以上）等の年度にと

らわれない弾力的な運用を行った。 

 

【研究成果の適切な把握及び社会還元・普及】 

■ 研究成果の把握・公表 

・平成 25 年度に終了した研究課題の研究実績報告書

及び研究成果報告書については、科学研究費助成事

業データベース（「KAKEN」）により広く公開した。な

お、平成 25 年度において、KAKEN へのアクセス回数

は、前中期目標期間最終年度よりも、約 50 万件増加

した。 

 

・平成 26 年度より、KAKEN を通じて、研究課題の概

 

・科学技術・学術政策研究所の調査にお

いて、「科研費の使いやすさ」や「研究

費の基金化は研究開発を効果的・効率的

に実施するのに役立っているか」という

質問に対する指数が向上している。 

 

 

 

 

 

 

・学術研究助成基金については、安全性

の確保を最優先としつつ、運用期間、運

用額及び金融商品を設定して流動性を

確保するとともに、複数の金融機関から

引き合いを行い、収益性の向上に留意

し、管理及び運用を行っている。 

 

・学術研究助成基金を元にして執行して

いる科研費（基金分）については、研究

計画の進捗状況に応じ、弾力的に使用で

きる制度として運用しており、多くの研

究者、有識者から研究費の基金化は研究

開発を効果的・効率的に実施するのに役

立っているとの認識が示されるなど、基

金化の効果も一層浸透していると考え

られる。 

 

 

 

 

 

 

・「KAKEN」により広く研究成果を公開し、

また「KAKEN」へのアクセス回数も増加

している。 

 

 

 

 

 

活動に努めることにより、研究成果の普及や

科研費事業の理解促進に向けた取組を実施し

ている。 

 

以上のことに加え、本項目は、重要度の高

いものであることから、中期計画における所

期の目標上回る成果が得られていると認めら

れるため、評定をＡとする。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策

＞ 

 特になし。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 
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て広く公開する。 

 

研究課題の研究成

果報告書について、

科学研究費助成事

業データベース

（KAKEN）により広

く公開する。 

 

また、振興会が示

す期限までに研究

成果報告書が提出

されなかった場合

には、その理由を確

認し、特段の理由が

ない場合は速やか

な提出を促す。 

 

 

 

 

(ii) 広報誌等 

 「科研費 NEWS」

を年 4回発行し、科

研費による最近の

研究成果やトピッ

クスを分かりやす

く紹介するととも

に、エッセイ「私と

科研費」により、こ

れまで科研費によ

って研究を進めら

れてきた方などの

科研費に関する意

見や期待をホーム

ページに掲載し、科

研費の情報発信・広

報普及活動を行う。 

 また、特別推進研

究、新学術領域研

究、基盤研究（S）

の新規採択課題等

を紹介する「我が国

における学術研究

要、中間評価・事後評価・追跡評価の結果公開し、

各研究課代の成果の可視化をさらに進めた。 

 

・「研究成果の発信」に関し、現在、学術雑誌等では、

近年の ＩＣＴ（情報通信技術）の発展に伴い、イン

ターネットを通じて無料で自由に論文にアクセスで

きる「オープンアクセス」化の流れが 世界的に拡大

していることを踏まえ、「実績報告書（研究実績報告

書）」で報告する科研費論文については、オープンア

クセス化の状況についても併せて報告するよう研究

機関を通じて依頼した。 

 

・平成 26年 6 月末に各研究機関の研究成果報告書の

提出が予定されている課題の一覧を通知するなどに

より、適切な提出を求め、平成 27年 3月末時点で、

休職中など正当な理由がある課題を除き、約 20,000

件全てについて提出を受けた。 

 

■ 広報誌等 

・「科研費 NEWS」（四半期ごとに発行）について、学

術システム研究センターの専門調査班会議や主任研

究員会議において掲載候補者を選考した上で、科学

コミュニケーターを起用して作成した。また、配付

先の拡大に努めるとともに、紹介した研究成果につ

いては、科研費ホームページのトップページに写真

付きで目立つように表示し、注目度を上げるよう取

り組んだ。さらに、毎月 1 名、科研費による助成を

受けた研究者に、科研費に関する意見・期待等をエ

ッセイ「私と科研費」として執筆してもらい、科研

費ホームページに掲載するなど、科研費にかかる一

層の情報発信・広報普及活動を行った。 

 

●科研費 NEWS 

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/ 

22_letter/index.html 

 

●私と科研費 

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/ 

29_essay/index.html 

 

・特別推進研究、新学術領域研究、基盤研究（S）の

新規採択研究課題の研究概要を取りまとめた「我が

 

 

 

・世界的に進んでいる「オープンアクセ

ス」化の動向を踏まえ、科研費として推

奨すべく取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

・平成 25 年度に終了した研究課題の研

究成果報告書について、国民へ研究成果

を還元するという観点から、報告が可能

な全ての研究課題について提出を促し、

全て提出を完了している。 

 

 

・「科研費 NEWS」については、学術シス

テム研究センターの機能の活用や科学

コミュニケーターの起用により、研究成

果を分かりやすく紹介するとともに、ホ

ームページにおける公開方法を工夫し

ている。また、エッセイ「私と科研費」

については、毎月 1名、科研費による助

成を受けた研究者に執筆してもらいホ

ームページで公開するなど、科研費に関

する継続的な情報発信や広報普及活動

のに積極的に取り組んでいる。 
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４．その他参考情報 

－ 

  

課題の最前線」を作

成し、JST をはじめ

大学等関係機関に

配布するとともに、

ホームページで公

開する。 

 

国における学術研究課題の最前線」を平成 26 年 12

月に作成するとともに、KAKEN で公開した。 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―２－２ 

2 世界レベルの多様な知の創造 

（2） 学術の応用に関する研究の実施 

① 課題設定による先導的人文・社会科学研究推進事業 

② 東日本大震災学術調査 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人日本学術振興会法第１５条 

第４号 

業務に関連する

政策・施策 

8 基礎研究の充実及び研究の推進のため

の環境整備 

8-1 学術研究の振興 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート 事業番号

0176(仮) 

当該項目の重要度、

難易度 

重要度：「高」①課題設定による先導的人文・社会科学研究推進事業（科学技術・学術審議会学術分科会報告「リスク社会の克服と知的社会の成熟に向けた人文学及び社会科学の振

興について」における「諸学の密接な連携と総合性」、「学術への要請と社会的貢献」、「グローバル化と国際学術空間」の 3つの視点の達成に向け、本事業は本法人における主要な役

割を果たしている。） 

重要度：「高」②東日本大震災学術調査（「東日本大震災復興構想会議決定」における、「大震災の記録を永遠に残し、広く学術関係者により科学的に分析し、その教訓を次世代に伝

承し、国内外に発信する（復興構想７原則の１）」の達成に向け、本事業は本法人における主要な役割を果たしている。） 

参考 URL 課題設定による先導的人文・社会科学研究推進事業 http://www.jsps.go.jp/kadai/index.html 

東日本大震災学術調査 http://www.jsps.go.jp/j-gakujutsuchosa/index.html 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

前中期目

標期間最

終年度値 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度  

 

 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

①課題設定によ

る先導的人文・社

会科学研究推進

事業： 

実施プログラム

数 

－ － ２ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ３ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ     

 

決算額（千円） 383,093 325,277    

②東日本大震災

学術調査：調査研

究班数（平成 24

年度～平成 26 年

度） 

－ ８班 ８班 ８班     

 

従事人員数 51 51    

②東日本大震災

学術調査：シンポ

ジウム実施数（平

成 25 年度～平成

26 年度） 

－ － １回 １回     

 

注）決算額は支出額を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 (2) 学術の応用に

関する研究の実施 

様々な学術的・

社会的要請に応え

るとともに、我が

国の学術及び社会

の発展や社会的問

題の解決につなが

るような学術研究

を行う。 

 

(2) 学術の応用に

関する研究の実施 

様々な学術的・

社会的要請に応え

るために、国の審

議会等による報告

等を踏まえつつ、

学術の発展や社会

問題の解決につな

がるような学術研

究を行う。 

① 課題設定によ

る先導的人文・社

会科学研究推進事

業 

文部科学省科学

技術・学術審議会

学術分科会報告を

踏まえ、先導的な

人文・社会科学研

究を推進する。 

事業の実施に当

たっては、委員会

を設けて課題を設

定するとともに、

研究の進捗状況等

について評価す

る。課題の設定に

当たっては、学術

システム研究セン

ター等の機能を活

用する。また、ホ

ームページへの掲

載やセミナー・シ

ンポジウムの開催

等により、広く研

究成果を発信す

る。 

 

(2) 学術の応用に

関する研究の実施 

①課題設定による

先導的人文・社会科

学研究推進事業 

平成 24年 7 月の

文部科学省科学技

術・学術審議会学術

分科会報告「リスク

社会の克服と知的

社会の成熟に向け

た人文学及び社会

科学の振興につい

て」を踏まえ、以下

の先導的な人文・社

会科学研究を推進

する。 

・「領域開拓」を目

的とした諸学の密

接な連携を目指す

研究 

・「実社会対応」に

より社会的貢献を

目指す研究 

・「グローバル展開」

を目指す研究 

平成 26 年度は、

平成 25 年度に採択

された「実社会対応

プログラム」及び

「グローバル展開

プログラム」の研究

テーマのフォロー

アップを行うとと

もに、「領域開拓プ

ログラム」を新たに

実施する。プログラ

ムの実施に当たっ

ては、専門家による

＜主な定量的指標

＞ 

・①課題設定によ

る先導的人文・社

会科学研究推進事

業：実施プログラ

ム数 

②東日本大震災学

術調査：調査研究

班数（平成 24 年度

～平成 26 年度）・

②東日本大震災学

術調査：シンポジ

ウム実施数（平成

25年度～平成26年

度） 

 

＜その他の指標＞ 

・着実かつ効率的

な運営により、中

期計画の項目（達

成すべき成果を除

く）に係る業務の

実績が得られてい

るか。 

 

・中期計画におけ

る「達成すべき成

果」に向けた取組

は適切か。 

外部評価におい

て 

＞適切な課題設定

と研究の実施 

＞広く国民に向け

た研究成果の情報

発信 

について質の高い

成果（内容）であ

中期計画の項目（達成すべき成果を含む）について、

中期計画通りに着実に推進した。特に、以下の実績

を上げた。 

 

【課題設定による先導的人文・社会科学研究推進事

業】 

以下の３つのプログラムを実施した。 

■実社会対応プログラム 

・平成 25 年度に採択し、既に開始している 13 件の

研究テーマについては、委託業務実績報告書により

研究の進捗状況を確認するなどのフォローアップを

行い、社会的貢献に向けた共同研究を推進した。 

－課題設定型研究テーマ：2件 

－公募型研究テーマ：11件 

 

・平成 25年度採択分の「実社会対応プログラム」に

ついては、平成 27 年度に研究期間が最終年度となる

ことから、平成 26 年 9 月、11 月及び 27 年 3 月の事

業委員会で、研究評価の具体的な実施方法等につい

て検討した。研究評価結果により延長する場合があ

ることから、各プログラムの最終年度に新規公募を

行い、評価と新規公募を並行して実施するための方

法を決定した。 

事業委員会及び各部会において、得られた成果の

中には社会的な波及効果を及ぼすのに時間を要する

ことなど人文学・社会科学の特性を踏まえた評価を

実施することとした。 

 

・「実社会対応プログラム」の平成 27 年度新規公募

に向け、平成 26年 11 月及び 27 年 3 月の事業委員会

において課題（研究領域）の検討を行い、課題設定

型 2つ（「制度、文化、公共心と経済社会の相互連関」、

「疫病の文化形態と現代的意義の分析－社会システ

ムの構築の歴史的考察を踏まえてー」）、公募型 2 つ

（「制度、文化、公共心と経済社会の相互連関」（課

題設定型と共通）、「人口減少地域社会における安心

しうるケア・システムの構築と生活基盤の整備」）の

課題（研究領域）を決定した。 

 

評定 Ｂ 評定 Ｂ 

＜根拠＞ 

・科学技術・学術審議会学術分科会報告

を踏まえて平成 25 年度より開始された

事業である。平成 26 年度は実社会対応

プログラム及びグローバル展開プログ

ラムのフォローアップを行うとともに、

「領域開拓プログラム」の制度設計を行

い、審査体制を整備し、円滑に事業をス

タートさせ支援を始めており評価でき

る。 

 

・学術システム研究センター研究員が参

画した事業委員会及び各プログラム毎

の部会により、同センターの知見を取り

入れつつ公正な審査を実施するなど適

切かつ円滑な運営を図るとともに、透明

性・信頼性を確保するため公募要領等の

審査に係る基本的な情報の他、各プログ

ラムの採択研究テーマの研究概要及び

概要図についてもホームページで情報

を公開したことは評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定に至った理由＞ 

①課題設定による先導的人文・社会科学研究

推進事業 

・平成 26 年度は、新たに領域開拓プログラム

の支援を開始した。これにより平成 25 年度に

すでに実施されている 2 つのプログラム（実

社会対応プログラム、グローバル展開プログ

ラム）と合わせて、科学技術・学術審議会学

術分科会の報告にある、人文学及び社会科学

の振興に係る３つの視点にすべてに対応した

事業体制が計画通り整備されたことは評価で

きる。 

・平成 25 年度から継続の研究テーマについて

も、進捗確認を行うなどのフォローアップを

行うとともに、平成 27 年度に研究期間が最終

年度となるプログラムを控え、研究最終年度

の評価と新規公募を並行して実施する体制を

整えたことは評価できる。 

・プログラムの実施に当たっては、学術シス

テム研究センター研究員を含む専門家による

事業委員会及びプログラム毎の部会を設置

し、事業運営を行うとともに公正な審査体制

を整備している。また、事業全体や各プログ

ラムの概要及び審査情報等をホームページに

公開するなど、事業の透明性や信頼性の確保

に努めている。 

 

②東日本大震災学術調査 

・3 年間の調査研究期間の最終年度である平

成 26年度は、前年度に引き続き、8つの調査

研究班で東日本大震災がもたらした社会シス

テムへの被害・影響とその復旧過程を記録・

検証するとともに、調査研究の有機的な連携

に配慮しつつ、学術的に貴重な資料の収集を

行い、その成果である「東日本大震災学術調

査事業報告書」のとりまとめ及びホームペー

ジでの公表準備を行った。また、「震災に学ぶ

社会科学」と題したシンポジウムの開催、さ
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公正な審査体制を

整備し、透明性・信

頼性の確保及び適

切かつ円滑な運営

を図るとともに、情

報の公開に努める。

なお、課題設定に当

たっては、学術シス

テム研究センター

等の機能を活用す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るとの評価を得

る。 

 

＜評価の視点＞ 

・得られた成果の

中には、社会的な

波及効果を及ぼす

にはまだ時間を要

するものや、一つ

のマイルストーン

を実現したに過ぎ

ないものも少なく

ないことから、そ

の関係を丁寧に説

明していく取り組

みを粘り強く継続

していく必要があ

る。【外部評価 25

年度評価】 

 

・課題設定による

先導的人文・社会

科学研究推進事業

は人文学、社会科

学の振興を図る上

で極めて重要な取

組であり、長期的

な視点に基づき、

それぞれのプログ

ラムを相補的に発

展させることが期

待される。【JSPS 部

会 25年度評価（全

体）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ グローバル展開プログラム 

・平成 25 年度に採択し、既に開始している 5件の研

究テーマについては、委託業務実績報告書により研

究の進捗状況を確認するなどのフォローアップを行

い、人文学・社会科学の様々な分野を対象とした国

際共同研究を推進した。 

－課題設定型研究テーマ：2件 

－公募型研究テーマ：3件 

 

■ 領域開拓プログラム 

・平成 26 年 4 月実施の事業委員会において、課題設

定型 2つ（「行動・認知・神経科学の方法を用いた、

人文学・社会科学の新たな展開」、「メディアの発達

によるソーシャル・キャピタルの変質」）、公募型 4

つ（「規範理論と経験分析」、「情報メディア発展のも

とでの新しい地域研究」、「学術研究の変容とミスコ

ンダクトについての人文学・社会科学的研究」、「行

動・認知・神経科学の方法を用いた、人文学・社会

科学の新たな展開」（課題設定型と共通））の課題（研

究領域）を設定した。また、事業委員会の下に「領

域開拓部会」を設け、「研究テーマ審査要項」に基づ

き、専門家による公正な審査を経て、平成 26年 9月

の事業委員会で 12件の研究テーマを採択し、支援を

開始した。さらに、他の２プログラムと同様に、透

明性・信頼性の確保を図るため、採択決定後にはホ

ームページに領域開拓部会委員名簿を掲載した。 

－課題設定型研究テーマ：2件 

－公募型研究テーマ：10件 

 

また、３つのプログラムに共通して、以下の取組を

行った。 

 

・各プログラムの実施に当たっては、専門家による

公正な審査を実施するため事業委員会及び各プログ

ラム毎に部会を設置し、透明性・信頼性の確保及び

適切 

かつ円滑な運営を図るとともに、学術システム研

究センターの知見を活用するため、同センター研究

員を委員に任命している。 

 

・公募要領等の審査に係る基本的な情報の他、各プ

ログラムの採択研究テーマの研究概要及び概要図に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

らに、本事業の成果を海外に情報発信するた

め、英文による研究成果報告書作成のための

編集委員会を設置し、基本方針の決定や報告

書の構成の検討を始めるなど、調査結果の報

告や情報発信に努めた点が評価できる。 

 

 以上により、本項目は、自己評価のとおり、

全体としておおむね中期計画における所期の

目標を達成していると認められるため、評定

をＢとする。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策

＞ 

・課題設定による先導的人文・社会科学研究

推進事業については、引き続き毎年度のフォ

ローアップや研究最終年度の評価を適切に行

うとともに、課題設定に当たっては、たとえ

ば、学術システム研究センターの機能をより

活用したり、外部の意見を参考にしたりする

など、より適切な課題の設定に努め、一層実

効性のある事業とすることが重要である。ま

た、今後は、積極的にその事業成果を社会に

発信していくことも合わせて求められる。 

・東日本大震災学術調査については、平成 26

年度で成果のとりまとめの段階に至り、今後

は社会に対する事業の成果のさらなる発信が

求められる。とりわけ、本事業による成果は

世界的にも関心が高いと考えられ、本年度設

置された英文による研究成果報告作成に係る

編集委員会のもと、英文による報告書の作成

が遅滞なく行われることが期待される。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 

 



【26年度評価】項目別-48 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 東日本大震災

学術調査 

平成 23年 6月の

東日本大震災復興

構想会議決定「復

興構想 7 原則」を

踏まえ、東日本大

震災に関する国内

外の記録を学術関

係者により幅広く

科学的に分析し、

その教訓を次世代

に伝承し、発信す

るために、関係機

関の有機的連携に

配慮しつつ、人

文・社会科学を中

心として歴史の検

証に耐えうる学術

調査を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②東日本大震災学

術調査 

 東日本大震災が

もたらした社会シ

ステムへの被害・影

響とその復旧過程

を記録・検証し、災

害の基礎的な情報

を提供する。また、

調査研究の有機的

な連携に配慮しつ

つ、学術的に貴重な

資料を収集する。 

平成 26 年度は、東

日本大震災学術調

査委員会が決定し

た調査事項に基づ

いて調査を継続す

るとともに、シンポ

ジウムを開催し情

報発信や調査結果

の報告を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・東日本大震災学

術調査において、

今後はいかに研究

成果をとりまとめ

るかで事業の真価

が問われるであろ

う。調査研究班の

みならず、総合調

整班の総力を結集

し、総合的な視点

から研究成果をと

りまとめ、国民の

負託に応えてもら

いたい。また、大

規模災害からの復

興・復旧は、我が

国だけの課題では

なく、その成果は

諸外国にも大いに

参考となるため、

研究成果の国際的

な情報発信に関し

て何らかの諸施策

を講じられること

を 期 待 し た い 。

【JSPS部会25年度

評価】 

ついてもホームページで情報を公開した。 

 

・円滑な事業実施の観点から、複数年の委託契約を

締結し、研究費の年度間繰越を認め、研究の進捗状

況に応じて研究費を執行できる弾力的な経費執行の

促進に努めた。 

 

【東日本大震災学術調査】 

・平成 26 年度は、平成 25 年度に引き続き、関係機

関との有機的な連携に配慮しつつ、調査事項ごとに

それぞれ調査を行う 8 つの調査研究班及び各調査研

究班の進捗状況を把握・管理する総合調整班という

体制により、東日本大震災がもたらした社会システ

ムへの被害・影響とその復旧過程の記録・検証を行

うとともに、調査実施委員会の開催などを通じて相

互の情報共有を図りつつ調査研究を進めた。 

 

 

・具体的には、本事業の調査研究期間の最終年度で

あるため、学術的に貴重な資料の収集を行うととも

に、総合調整班を中心に「東日本大震災学術調査事

業報告書」のとりまとめ及び、各研究調査班におい

ては、平成 27 年度以降順次出版する原稿作成に取り

組んだ。 

 

・また、本事業による研究成果等を社会に広く発信

するため、平成 27 年 3 月 28 日・29 日に、東京大学

でシンポジウムを開催し、8つの調査研究班それぞれ

がこれまで行ってきた調査・研究について発表する

とともに、本事業に関わる研究者、一般参加者が対

話を行ったり、「東日本大震災学術調査事業報告書」

をホームページで公表するための準備を総合調整班

と調査研究班と有機的な連携のもとに行った。 

 

・大規模災害からの復興・復旧は、我が国だけの課

題ではなく、その成果は諸外国にも大いに参考とな

るため、平成 27年度にむけて英文による研究成果報

告書作成のための編集委員会を設置し、基本方針を

決定するとともに構成等の検討を開始した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜根拠＞ 

・平成 26 年度は、3 年間の調査研究期

間の最終年度であり、前年度に引き続き

8つの調査研究班が連携をとりながら精

力的な活動を展開して調査を推進して

おり、また、シンポジウムを開催して情

報発信し、得られた成果を、対話を通じ

て、被災者を含む国民の方々に広く情報

発信するなど、着実に事業を実施したこ

とは評価できる。 

 

・さらなる情報発信のため、８つの調査

研究班の研究成果報告書の出版準備及

び、本事業の成果の概要のホームページ

での公表準備を行ったことは評価でき

る。また、本事業の成果を諸外国に情報

発信するため、編集委員会を設置し、基

本方針を決定するとともに構成等の検

討を開始したことは評価できる。 

 

 

４．その他参考情報 



【26年度評価】項目別-49 

 

－ 

  



【26年度評価】項目別-50 

 

様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―２－３ 
2 世界レベルの多様な知の創造 

（3）研究拠点の形成促進 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人日本学術振興会法第１５条 

第８号 

業務に関連する

政策・施策 

7 科学技術・学術政策の総合的な推進 

7-3 科学技術システム改革の先導 

8 基礎研究の充実及び研究の推進のため

の環境整備 

8-1 学術研究の振興 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート 事業番号

0195（仮） 

平成 27 年度行政事業レビューシート 事業番号

0176（仮） 

当該項目の重要度、

難易度 

重要度：「高」（「第 4期科学技術基本計画」、「日本再興戦略 改訂２０１４」、「科学技術イノベーション総合戦略２０１４」、「J－ファイル２０１３」等における優れた研究環境、高

い研究水準を維持する世界トップレベルの拠点の形成、国際的なネットワークの強化、世界の頭脳の獲得等、これら事項の達成のため、本法人における世界トップレベル研究拠点プ

ログラム受託事業が主要な役割を果たしている。） 

難易度：「高」（世界トップレベル研究拠点プログラム事業は我が国が科学技術分野において世界をリードしていくために不可欠な事業であり、毎年度各９拠点の進捗状況評価のため

の現地視察、また大学の学長、学長経験者、ノーベル賞受賞者、産業界、そして著名外国人有識者を含む世界トップレベル研究拠点プログラム委員会においてのフォローアップ（進

捗状況の評価）を英語により調整、開催するという非常に困難な業務を実施する必要があるため。） 

参考 URL 世界トップレベル研究拠点プログラム http://www.jsps.go.jp/j-toplevel/index.html 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

前中期目

標期間最

終年度値 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度  

 

 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

プログラム委員

会 

外国委員／全委

員 

※( )は割合 

－ 
6/18 人 

(33.3％) 

6/17 人 

(35.3%) 

6/16 人 

(37.5%) 
    

 

決算額（千円） 142,693 153,498    

拠点作業部会 

外国委員／全委

員 

※( )は割合 

－ 
18/45 人 

(40.0％) 

27/67 人 

(40.3%) 

26/65 人 

(40.3%) 
    

 

従事人員数 51 51    

注）決算額は支出額を記載。 



【26年度評価】項目別-51 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 (3) 研究拠点の形

成促進 

学術の中心であ

る大学に対し、そ

れぞれの特徴とミ

ッションに対応し

た支援が適切に行

われ、大学の研究

力が向上するよ

う、国が示す大学

改革の方向性を踏

まえた取り組みを

行う。 

(3) 研究拠点の形

成促進 

国の助成事業の

うち研究拠点の形

成を目的とするも

のについて、振興

会の有する審査・

評価に関する知見

が活用できる場合

には、審査・評価

実施機関として選

定されるように努

める。審査・評価

の実施に当たって

は国の定めた制

度・方針に従うと

ともに、以下の取

組を行い、審査・

評価の公正さ、透

明性、信頼性を確

保する。 

・審査・評価を担

う委員会の設置 

・審査に関する情

報の公表 

・利益相反に配慮

した審査の実施 

・審査・評価終了

後の委員名の公表 

・評価結果等の公

表 

また、国の事業

実施期間に応じて

審査・評価業務を

実施することによ

り継続性を確保し

つつ、実効性のあ

る審査・評価を行

う。 

(3) 研究拠点の形

成促進 

高いレベルの研

究者を中核とした

研究拠点構想を集

中的に支援し、優れ

た研究環境と高い

研究水準を誇る「目

に見える拠点」の形

成を目的とした国

の助成事業である

「世界トップレベ

ル研究拠点プログ

ラム（WPI）」につい

て、委員会を開催

し、審査・評価・管

理業務を行う。な

お、業務の実施に当

たっては、国の定め

た制度・方針を踏ま

え、プログラムを担

当する PD及び拠点

ごとの PO を配置

し、専門的な観点か

らプログラムの進

捗状況を管理する。 

平成 26 年度は、

平成 19 年度に採択

された 5 拠点の実

施期間延長に係る

審査又はフォロー

アップ、及び平成

22 年度に採択され

た 1 拠点の中間評

価、並びに平成 24

年度に採択された

3 拠点のフォロー

アップを行い、その

結果はホームペー

＜主な定量的指標

＞ 

・プログラム委員

会の外国委員の参

画 

 

・拠点作業部会の

外国委員の参画 

 

＜その他の指標＞ 

・着実かつ効率的

な運営により、中

期計画の項目（達

成すべき成果を除

く）に係る業務の

実績が得られてい

るか。 

 

・中期計画におけ

る「達成すべき成

果」に向けた取組

は適切か。 

外部評価におい

て 

＞国の定めた制

度・方針に従った

評価 

＞評価の公正さ、

透明性、信頼性の

確保 

＞積極的な情報発

信 

について質の高い

成果（内容）であ

るとの評価を得

る。 

中期計画の項目（達成すべき成果を含む）につい

て、中期計画通りに着実に推進した。特に、以下の

実績を上げた。 

【研究拠点の形成促進】 

・国の定めた制度・方針を踏まえ、プログラムを担

当する PD 及び拠点ごとの PO を配置し、専門的な観

点からプログラムの進捗状況を管理するとともに、

世界トップレベル研究拠点プログラム委員会を 2 回

開催し、審査・評価・管理業務を行った。 

・各拠点のフォローアップは、プログラム委員会及

び各拠点作業部会において、いずれも構成メンバー

の 30％以上の外国委員の参画を得て、国際的な視点

で実施した。 

 

●世界トップレベル研究拠点プログラム委員名簿

（26年 8月現在） 

生駒 俊明 キヤノン株式会社代表取締役副

社長 

石田 寛人 金沢学院大学名誉学長 

井村 裕夫（委

員長） 

公益財団法人先端医療振興財団

理事長 

大垣 眞一郎 公益財団法人水道技術研究セン

ター理事長 

木村 孟 東京都教育委員会委員長 

黒川 清 政策研究大学院大学アカデミッ

クフェロー 

小林 誠 独）日本学術振興会学術システ

ム研究センター所長 

永井 良三 自治医科大学学長 

中村 道治 独）科学技術振興機構理事長 

野依 良治 独）理化学研究所理事長 

ロバート・エイ

マー 

フランス原子力庁上級顧問 

リタ・コールウ

ェル 

メリーランド大学教授 

リチャード・ダ

ッシャー 

スタンフォード大学教授 

イアン・ハリデ

イ 

エディンバラ大学名誉教授 

チュアン・ポ

ー・リム 

シンガポール科学技術研究庁長

官 

マシュー・メイ

ソン 

カーネギーメロン大学ロボティ

クス研究所長 

 

評定 Ｓ 評定 Ａ 

＜根拠＞ 

・国の定めた制度・方針を踏まえた PD・

PO 体制により、進捗状況管理及び審査・

評価・管理業務を外国人研究者の参画を

得て国際的な視点で着実に実施した。特

に、ノーベル賞受賞者を含む高いレベル

のプログラム委員会及び各拠点作業部

会のいずれも外国委員の構成比率を

30％以上で実施したことは量的な観点

からも高く評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定に至った理由＞ 

国の助成事業である「世界トップレベル研

究拠点プログラム（WPI）」について、各拠点

の現地視察の実施及び 2 回のプログラム委員

会の開催により、平成 19年度採択 5拠点の延

長審査、平成 22 年度採択 1拠点の中間評価、

平成24年度採択3拠点のフォローアップに係

る審査・評価業務に従事している。 

事業の実施に当たっては、国の定めた制

度・方針等を踏まえて、外国人有識者を含む

専門家による公正な審査・評価体制を整備し、

事業の透明性、信頼性、継続性を確保してい

るとともに、審査・評価結果等の速やかなホ

ームページ掲載、事業内容を紹介するパンフ

レットの作成など積極的な情報公開を行って

いることは評価できる。 

 

平成 26 年度は、定量的データの把握及び定

性的な評価の実施のため、論文データベース

を用いた論文分析の制度設計を行い、トムソ

ン・ロイターへの委託により各拠点の TOP1％

論文比率の分析や、各拠点の研究者・ポスド

クに関する情報分析を行うなど、当初委託内

容として想定されていた以上の業務を実施

し、信頼の高い評価を行ったことは高く評価

できる。 

また、分析結果をとりまとめ、プログラム

委員会及び文部科学省へ提供するなど、今後

の政策立案に活かせる取組を行ったことは特

に高く評価できる。 

さらに、評価の結果、その審査方法、審査

の基準も含めてフォローアップレポートにと

りまとめ、日本学術振興会ＨＰへ速やかに公

開するなど社会へ向けた情報発信を行ったこ

とは高く評価できる。 

 

また、9 拠点合同でのシンポジウムの開催

や、アメリカで開催された AAAS への出展な
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 ジで公表する。な

お、各拠点のフォロ

ーアップは外国人

研究者の参画を得

て国際的な視点で

実施する。 

 

＜平成 19 及び 22 年度採択拠点の審査・評価・フォ

ローアップ＞ 

・平成 19 年度採択 5拠点のフォローアップは“Worl

d Premier Status”に達しているかの評価及び補助

金延長拠点を決定する「延長審査」を実施した。平

成22年度採択拠点は補助事業期間後半へ向けた修正

点、改善するべき点を含めた「中間評価」を実施し

た。 

 

 

・平成19年度採択拠点については現地視察において、

PD、PD 代理及び各拠点担当の PO を中心とした拠点作

業部会により、専門的、学術的な定性的評価・審査

を実施した。現地視察実施前には PD、PD 代理、POに

よる各評価項目の評価基準、評価方法の検討と決定

のため、PD・PO 会議を開催した。その他、評価法に

ついてプログラム委員長と2回の打ち合わせを行い、

評価書、評価基準書を作成した。 

・さらに、評価項目のひとつとなる研究成果の定量

的評価のため、本会で論文データベースを用いた論

文分析の制度設計を行い、トムソン・ロイターに委

託した。これらの結果は研究成果の定量的評価の資

料として拠点作業部会、プログラム委員会に提供し

た。この他、研究者、ポスドクに関する情報分析も

行い評価資料として提供した。このように、当初委

託内容として想定されていた以上の業務運営を行う

ことにより、より信頼性の高い延長審査に資するこ

とができた。 

 

・平成 22 年度採択拠点についても現地視察において

拠点作業部会により同様の専門的、学術的な定性的

評価を行った。 

・現地視察における専門家の学術的な定性的評価結

果と、論文分析結果、その他の分析結果をプログラ

ム委員会に提出した。プログラム委員会ではこれら

の結果を踏まえ、慎重な議論がなされ、評価結果を

決定した。平成 19 年度採択 5拠点の評価では、全て

の拠点がWorld premier statusを達成していること

をプログラム委員会が認め、高く評価した。さらに

この高い WPI 基準を遙かに超えた成果を達成したと

して、Kavli IPMU を延長拠点として指名した。 

・これらの結果についてはホームページにて情報公

 

 

・平成 19 年度採択 5 拠点のフォローア

ップ実施に当たり、“World Premier 

Status”に達しているかの評価及び補助

金延長拠点を決定する「延長審査」を行

うための制度設計、定量的データの把

握、定性的な評価により信頼の高い評価

を行ったことは高く評価できる。 

 

・プログラム委員会において平成 19 年

度採択拠点について“World Premier 

Status”達成評価及び「延長審査」を行

った。ここでは WPI プログラムの 4つの

柱である 1）世界最高水準の科学、2）

融合研究、3）国際性、4）システム改革

を達成し World Premier Status といえ

るかどうかの評価を行った。その結果、

「5 拠点全ての TOP1％論文(拠点の全投

稿論文のうち、平成 26 年時点の被引用

回数が、各分野で上位 1%に入る論文)比

率は日本の標準を遙かに超えた 4.6%前

後であり、カリフォルニア工科大学、ハ

ーバード大学に匹敵する」、「数学-宇宙

物理、数学-材料科学、細胞生物学-メゾ

スケール化学など融合研究領域、ナノア

ーキテクトニクスなど新しい材料科学

領域の創生を成し遂げた」、「WPI 拠点の

外国人研究者比率は常に30%程度を維持

しており、ハーバード大学、ケンブリッ

ジ大学、UC バークレーなどのような海

外トップレベル研究機関と同等である。

また、これら拠点へのポスドク応募者の

90％は外国人である」、「これまで大学で

は実現が難しかった年俸制、メリットベ

ースの給与、クロスアポイント制などを

実現し、著名な外国人 PI のリクルート

を可能にした」など、WPI4 つの柱全て

において傑出した成果を上げていると

高く評価された。以上、5 拠点全てが

“World Premier Status”に達している

と評価されたことは、日本学術振興会が

ど、積極的なアウトリーチ活動を実施してお

り、WPI プログラムの国内外における認識を

高めた点も高く評価できる。 

 

以上のとおり、WPI プログラム全体に係る

評価の中、振興会の活動及び貢献について、

詳細な評価を行った結果、本項目は、中期計

画における所期の目標を上回る成果が得られ

ていると認められるため、評定をＡとする。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策

＞ 

 特になし。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 
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開した。 

http://www.jsps.go.jp/j-toplevel/08_followup.h

tml（日本語ページ） 

http://www.jsps.go.jp/english/e-toplevel/08_fo

llowup.html（英語ページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜平成 24年度採択 3拠点のフォローアップ＞ 

・「世界トップレベル研究拠点プログラム委員会規

定」に基づき、以下のとおり拠点構想進捗状況の把

握と適切な管理を実施した。 

対象：平成 24年度採択 3拠点 

＞PO を中心とした拠点作業部会による現地視察、及

びプログラム委員会等による進捗状況に関するヒア

リングを経て確認し、フォローアップ結果として、

各拠点の改善すべき点等をとりまとめた。 

＞改善すべき点等を各拠点に通知（対応状況につい

て次年度のフォローアップ時に評価し、その結果を

公表予定）。 

＞ホームページ等において評価基準を公表。 

英文版（正本） 

http://www.jsps.go.jp/j-toplevel/data/08_follo

wup/FY2014result_e.pdf 

和文版（仮訳） 

http://www.jsps.go.jp/j-toplevel/data/08_follo

wup/H26result_j.pdf 

 

（アウトリーチ） 

・総合科学技術会議（現・総合科学技術・イノベー

ション会議）の「『国民との科学・技術対話』の推進

について（基本的取組方針）」に基づき、拠点の広報

設置・運営する拠点作業部会による現地

視察、プログラム委員会及び PD・PO の

きめ細やかなフォローアップが大きく

寄与しており、きわめて高く評価でき

る。 

 

・プログラム委員会において平成 22 年

度採択拠点について中間評価を行った。

ここでは、1）研究水準 2）異分野融合

3) 国際化 4）システム改革 5) 今後の展

望について、審議を行い、A-と高く評価

した。この結果は、拠点がよりいっそう

の努力を続けることにより、初期の目標

を達成することが可能であろうことを

意味する。これも毎年度の拠点作業部会

による現地視察、プログラム委員会のき

め細やかなフォローアップが大きく寄

与しており、高く評価できる。 

 

・評価の結果、その審査方法、審査の基

準も含め、フォローアップレポートにま

とめ、ホームページで速やかに公表し

た。これは新聞等にも取材され、記事と

して掲載された。また、OIST で開催さ

れた「国際科学広報に関するワークショ

ップ 2015」へ参加し国際広報に関する

意見交換を行うことで、WPI 拠点だけで

なく、他の学術機関との連携を深めると

供に、積極的に広報活動ネットワークを

構築した。さらに、9拠点合同でのシン

ポジウムの開催や、アメリカで開催され

た AAAS への出展など、積極的なアウト

リーチ活動を実施したことにより、WPI

プログラムの国内外への広報に大きく

寄与しており、高く評価できる。 
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戦略を作成・実施する担当者によるアウトリーチ担

当者会議を設置した（平成 22年度）。平成 26年度は

2回の会合を開催して情報を共有するとともに、9拠

点合同でシンポジウムを開催するなど、アウトリー

チ活動の強化に努めた。毎夏開催されているスーパ

ーサイエンスハイスクール（SSH）年次大会への出展

を平成 27年度より合同行事化することを決定した。 

・また、先行の 6拠点しか掲載されていなかった WPI

成果集について、平成24年度採択 3拠点を追加した。

さらに、これまで日本語のみで作成されていたもの

を、国内外で広く使用するために英語版も追加した。

英語版の追加は当初想定されていなかった業務であ

るが、これにより、海外への充実した情報発信を、

より積極的に行うことができるようになった。 

・また、アメリカ科学振興協会（AAAS）年次大会へ

の出展、沖縄科学技術大学院大学（OIST）で開催さ

れた「国際科学広報に関するワークショップ 2015」

へ参加し、OIST とも国際広報に関する意見交換を行

った。 

 

 

４．その他参考情報 

－ 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―２－４ 

2 世界レベルの多様な知の創造 

（4） 先端研究助成等 

① 先端研究助成業務 

② 先端研究助成基金の残余の額の国庫納付 

③ 先端研究助成基金による研究の内容を広く公開する活動 

④ 最先端研究基盤事業 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人日本学術振興会法第１５条 

第１号 

業務に関連する

政策・施策 

8 基礎研究の充実及び研究の推進のため

の環境整備 

8-1 学術研究の振興 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート 事業番号

0176（仮） 

当該項目の重要度、

難易度 

重要度：「高」（先端的な研究を集中的に推進するために国から交付される補助金により造成された「先端研究助成基金」等を活用し、総合科学技術会議が決定した運用方針を踏まえ

た文部科学大臣が定める運用方針に基づき、我が国の先端的な研究の総合的かつ計画的な振興のために必要な助成・執行管理等を行うものであるため。） 

参考 URL http://www.jsps.go.jp/j-first/program_kasoku.html 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

前中期目

標期間最

終年度値 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度  

 

 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

－ － －      
  決算額（千円） 34,202,194 1,118,781    

  従事人員数 51 51    

注）決算額は支出額を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 (4) 先端研究助成

等 

（平成21年度補正

予算（第 1 号）等

に係る業務） 

将来における我

が国の経済社会の

発展の基盤となる

先端的な研究を集

中的に推進するた

め、国から交付さ

れる補助金により

造成された「先端

研究助成基金」を

活用し、総合科学

技術会議が決定し

た運用に係る方針

を踏まえた文部科

学大臣が定める基

金運用方針に基づ

き、我が国の先端

的な研究の総合的

かつ計画的な振興

のために必要な助

成・執行管理を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その際、研究資

金の多年度にわた

る柔軟な使用を可

能とする。また、

(4) 先端研究助成

等 

（平成21年度補正

予算（第 1 号）等

に係る業務） 

将来における我

が国の経済社会の

発展の基盤となる

先端的な研究を集

中的に推進するた

め、先端研究助成

基金を活用し、我

が国の先端的な研

究の総合的かつ計

画的な振興のため

に必要な助成・執

行管理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その際、研究資

金の多年度にわた

る柔軟な使用を可

能とするなど、研

(4) 先端研究助成

等 

（平成 21年度補正

予算（第 1号）等に

係る業務） 

① 先端研究助成業

務 

(i) 最先端研究開

発支援プログラム 

取扱要領等関係規

程を踏まえ、補助事

業者から提出され

る実施状況報告書

及び実績報告書の

確認や、必要に応じ

て行う現地調査等

により、助成金の執

行状況の適切な把

握・管理に努めると

ともに、額の確定を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii) 最先端・次世

代研究開発支援プ

ログラム 

取扱要領等関係

＜主な定量的指標

＞ 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

・着実かつ効率的

な運営により、中

期計画の項目（達

成すべき成果を除

く）に係る業務の

実績が得られてい

るか。 

 

・中期計画におけ

る「達成すべき成

果」に向けた取組

は適切か。 

外部評価におい

て 

＞先端研究助成業

務においては、確

実に額の確定を行

う。 

＞先端研究助成基

金による研究の加

速・強化に関する

業務においては、

確実に額の確定を

行う。 

＞最先端研究基盤

事業においては、

実地検査を経た額

の確定の実施と前

年度からの繰越が

あった場合の確実

な事務処理を行

う。 

について質の高い

成果（内容）であ

中期計画の項目（達成すべき成果を含む）につい

て、中期計画通りに着実に推進した。特に、以下の

実績を上げた。 

【先端研究助成業務】 

■ 最先端研究開発支援プログラム 

 

（執行業務） 

・補助事業者から提出された実施状況報告書に基づ

き平成21～25年度助成金の執行状況等を把握すると

ともに、独立行政法人日本学術振興会法附則第二条

の七第 1項の規定に基づき平成25年度先端研究助成

業務の報告書を文部科学大臣に提出した。 

また、現地調査により補助事業の実施状況や助成

金の執行状況を確認することで、交付すべき額の確

定を行った。 

 

●現地調査の実績 

機関数 課題

数 

実施機関 調査内容 

115 30 

H26 年 7

月 1 日～

H27 年 2

月 6 日 

･経理処理の体制 

･内部監査の実施状

況 

･助成金の執行状況 

等 

・交付すべき助成金

の額の確定 

 

・経費執行に疑義が生じている一部研究課題につい

て、研究支援担当機関及び関係機関に対し、調査の

進捗報告を求め、報告等に基づく実地での確認を行

うとともに、研究者の倫理向上のための取組などの

再発防止策を求めた。 

FIRST ホームページ 

http://www.jsps.go.jp/j-first/index.html 

Twitter ページ  

http://twitter.com/FIRST_Program 

 

■ 最先端・次世代研究開発支援プログラム 

（執行管理） 

・補助事業者から提出された実施状況報告書に基づ

き平成22～25年度助成金の執行状況等を把握すると

評定 Ｂ 評定 Ｂ 

＜評定と根拠＞ 

 

 

（最先端研究開発支援プログラム） 

・助成金の執行状況の把握･管理につい

て、資金配分機関としての責務を十分に

果たしていると考えられること、また、

全ての補助事業者に対して、現地調査を

実施し、額の確定を適切に行ったことは

評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（最先端・次世代研究開発支援プログラ

ム） 

・助成金の執行状況の把握･管理につい

て、資金配分機関としての責務を十分に

＜評定に至った理由＞ 

 平成 26年度は、すべての事業・プログラム

において、補助事業者から提出される各種報

告書の確認や、必要に応じた実地調査を行い、

額の確定業務を適切に行ったほか、前年度か

らの繰越が 1 事業あった最先端研究基盤事業

については、諸規程に基づき適切に補助金を

交付した。また、先端研究助成基金について

は、事業期間の終了に伴う基金の残余額を滞

りなく国庫に納付するなど、当業務全般とし

て、各種規程等に則り、適切に基金・事業の

管理及び実施を行ったと評価できる。 

 

 以上により、本項目は、自己評価のとおり、

全体としておおむね中期計画における所期の

目標を達成していると認められるため、評定

をＢとする。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策

＞ 

 特になし。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 

 



【26年度評価】項目別-57 

 

若手・女性研究者

の先端的な研究に

関する進捗管理を

適切に行う。 

併せて、先端的

研究の内容を広く

公開する活動に対

して必要な助成を

行うとともに、若

手・女性等研究者

が活躍しうる研究

基盤・研究環境の

充実・強化に係る

必要な手続きを行

う。 

 

究計画等の進捗状

況に即応して、機

動的・弾力的な経

費の支出を行うと

ともに、基金を廃

止する場合におけ

る、国庫への納付

等の手続きに関す

る業務を法令の定

めるところに従

い、確実に実施す

る。また、若手・

女性研究者の先端

的な研究に関する

進捗管理を適切に

行う。 

 

 

 

併せて、先端研

究助成基金による

研究の内容を広く

公開する活動に対

して必要な助成を

行うとともに、国

内外の若手・女性

等研究者が活躍し

うる最先端の研究

基盤・研究環境を

充実・強化するた

めに助成したもの

に係る額の確定等

を行う。 

 

規程を踏まえ、補助

事業者から提出さ

れる実施状況報告

書及び実績報告書

の確認や、必要に応

じて行う現地調査

等により、助成金の

執行状況の適切な

把握・管理に努める

とともに、額の確定

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 先端研究助成基

金の残余の額の国

庫納付 

 先端研究助成基

金の残余の額の国

庫納付を法令等の

定めるところに従

い適切に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 先端研究助成基

金による研究の内

るとの評価を得

る。 

 

ともに、独立行政法人日本学術振興会法附則第二条

の七第 1項の規定に基づき平成25年度先端研究助成

業務の報告書を文部科学大臣に提出した。 

また、現地調査により補助事業の実施状況や助成

金の執行状況を確認することで、交付すべき額の確

定を行った。 

 

●現地調査の実績 

機関数 課題

数 

実施機関 調査内容 

89 304 

H26 年 7 月

2 日～平成

27 年 2 月

12 日 

・助成金の執行状

況 

・設備備品の管理

状況 

・交付すべき助成

金の額の確定 

 

NEXT ホームページ 

http://www.jsps.go.jp/j-jisedai/index.html 

 

【先端研究助成基金の残余の額の国庫納付】 

先端研究助成業務勘定は独立行政法人日本学術振

興会法（平成 14 年法律第 159 号。）附則第 2 条の 2

第 1項の規定に基づき、平成 26 年 4 月 1 日付けで勘

定を廃止し、勘定廃止に伴う残余の額 2,365,301,353

円については、先端研究助成基金補助金交付要綱（平

成 21 年 11 月 25 日文部科学大臣）第 5条第 1 項第 7

号の規定に基づき一般勘定に承継し、同法附則第 2

条の 2 第 4 項の規定に基づき平成 26 年 7 月 10 日に

国庫に納付した。 

 

・先端研究助成基金について、基金管理委員会を以

下のとおり開催し、基金の管理運営に必要な事項の

審議、基金の運用状況の確認等を実施した。 

●基金管理委員会の開催実績 

開催日 議事内容 

H26年6月

27 日 

平成 25 年度先端研究助成業務及び研

究者海外派遣業務に関する報告につい

て 他 

H27年3月

27 日 
基金管理委員会規程の改正について 

 

【先端研究助成基金による研究の内容を広く公開す

る活動】 

果たしていると考えられること、また、

全ての補助事業者に対して、現地調査を

実施し、額の確定を適切に行ったことは

評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（先端研究助成基金の残余の額の国庫

納付） 

平成26年7月 10日に先端研究助成基

金の残余を国庫納付した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（先端研究助成基金による研究の内容

を広く公開する活動） 



【26年度評価】項目別-58 

 

容を広く公開する

活動 

取扱要領等関係

規程を踏まえ、補助

事業者から提出さ

れる実績報告書の

確認や、必要に応じ

て行う現地調査等

により、額の確定を

行う。 

 

④ 最先端研究基盤

事業 

取扱要領等関係

規程を踏まえ、補助

事業者から提出さ

れる実績報告書の

確認や、必要に応じ

て行う現地調査等

により、額の確定を

行う。 

また、前年度から

の繰越しがあった

場合には、取扱要領

等関係規程を踏ま

え、補助事業者に対

する交付業務を迅

速に行う。 

 

・平成 25 年度に完了した 5事業について、実績報告

書の提出を受け、交付した補助金の額の確定を行っ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【最先端研究基盤事業】 

・取扱要領等関係規程に基づき、補助事業が完了し

た補助事業者から提出された実績報告書の内容確認

及び現地調査を行い、補助事業者の交付決定の内容

及び交付条件に適合するかを確認し、交付した補助

金の額の確定を適切に行った。 

・前年度からの繰越があった 1 件の事業について、

取扱要領等関係規程に基づき 1,087,954 千円を交付

した。 

 

・平成 25 年度に完了した 5 事業の実績

報告書の提出を受け、諸規程に基づき、

補助金の額の確定業務を適切に実施し

たことは評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

（最先端研究基盤事業） 

・補助事業が完了した事業について、提

出された実績報告書の確認や現地調査

を通じて、補助金の額の確定業務を実施

しており着実な事業実施は評価できる。 

・前年度からの繰越があった 1件の事業

について、諸規程に基づき適切に補助金

を交付しており、円滑な事業実施は評価

できる。 

 

 

４．その他参考情報 

－ 

  



【26年度評価】項目別-59 

 

様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―３－１ 

3 強固な国際協働ネットワークの構築 

（1） 国際的な共同研究等の促進 

① 諸外国との二国間交流の支援 

② 国際的な共同研究の推進 

③ 研究教育拠点の形成支援 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人日本学術振興会法第１５条 

第３号 

業務に関連する

政策・施策 

8 基礎研究の充実及び研究の推進のため

の環境整備 

8-1 学術研究の振興 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート 事業番号

0176（仮） 

当該項目の重要度、

難易度 

重要度：「高」（政府の「日本再興戦略 改訂 2014」における「優秀な若手研究者の海外との間の戦略的な派遣・招へいや、国内外に研究拠点を構築すること等により国際的なネッ

トワークを強化する」及び「科学技術イノベーション総合戦略 2014」における「優秀な若手研究者の海外との間の戦略的な派遣・招聘による国際研究ネットワークの強化」の達成

に向けて、本法人における当該国際交流事業が主要な役割を果たすものであるため） 

参考 URL 二国間交流事業 http://www.jsps.go.jp/j-bilat/bilat.html 

国際共同研究事業 http://www.jsps.go.jp/j-bottom/index.html 

先端研究拠点事業 http://www.jsps.go.jp/j-core_to_core/index.html 

日独共同大学院プログラム http://www.jsps.go.jp/j-jg_externship/index.html 

研究拠点形成事業 http://www.jsps.go.jp/j-c2c/index.html 

アジア研究教育拠点事業 http://www.jsps.go.jp/j-acore/index.html 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

前中期目

標期間最

終年度値 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度  

 

 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

諸外国の学術振

興機関との覚書

の新規締結、改訂

数 

－ － 3 件 3 件     

 

決算額（千円） 7,622,879 7,681,227    
協定等に基づく

二国間交流事業

の交流国・機関数 

－ 
41 か国・ 

58 機関 

40 ヶ国・5

7 機関 

39 か国・

57 機関 
    

 

研究拠

点形成

事業で

の交流

国数 

A 型 

 

 

－ 15 ヶ国 21 ヶ国 27 ヶ国      

B 型 

 

 

－ 24 ヶ国 32 ヶ国 37 ヶ国     

 

従事人員数 28 29    先端研究拠点事

業の事後評価が B

以上(※)の課題

数 

－ 4/4 課題 4/4 課題 3/3 課題     

 



【26年度評価】項目別-60 

 

アジア研究教育

拠点事業の事後

評価がB以上(※)

の課題数 

－ 2/3 課題 4/5 課題 4/4 課題     

 

 ※４段階評価の上位二つ目まで 

注）決算額は支出額を記載。 



【26年度評価】項目別-61 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 我が国の学術研

究活動のグローバ

ル化や研究者の国

際流動性を一層促

進する観点から、

海外の学術振興機

関等と強固な国際

協働ネットワーク

を構築するととも

に、個々の大学に

おける様々な活動

に留まらない我が

国全体の学術研究

活動の発展に向け

た取組を行う。 

国際交流事業に

ついて、大学等研

究現場や海外協力

機関のニーズを踏

まえながら不断の

見直しを行い、大

括り化・整理合理

化を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際的な共同研

究を積極的に促進

するなど、我が国

の研究水準、国際

競争力の一層の向

上を目指し国内外

からの要請に応え

るべく、我が国を

代表する資金配分

機関として戦略的

に以下の取組を行

う。 

なお、公募事業

については、学術

システム研究セン

ターや国際事業委

員会の機能を有効

に活用し、審査の

透明性・公平性を

確保しつつ、競争

環境の中で厳正な

審査を行う。 

国際共同研究等

に係る基本的な戦

略について、学術

システム研究セン

ター等の機能を活

用し、地域や分野

の特性を踏まえな

がら策定する。 

その戦略に基づ

き、国際交流事業

については、大学

等研究機関や諸外

国の学術振興機関

のニーズを踏まえ

ながら不断の見直

しを行い、大括り

化・整理合理化を

我が国の研究水

準、国際競争力の

一層の向上を目指

し、学術における

国際交流を促進さ

せる事業を実施す

る。 

その際、公募事

業については、学

術システム研究セ

ンターや国際事業

委員会の機能を有

効に活用し、審査

の透明性・公平性

を確保しつつ、競

争的な環境の下、

厳正な審査を行

う。 

また、事業の成

果及び効果の把握

に努め、報告書及

び中間・終了時・

事後評価を行う事

業についてはその

結果を、ホームペ

ージ等を通じ広く

公開する。 

さらに、国際共

同研究等に係る基

本的な戦略につい

て、学術システム

研究センター等の

機能を活用し、地

域や分野の特性を

踏まえながら策定

するとともに、そ

の戦略に基づいた

国際交流事業の見

直しに着手する。 

＜主な定量的指標

＞ 

・諸外国の学術振

興機関との覚書の

新規締結、改訂数 

 

・協定等に基づく

二国間交流事業の

交流国・機関数 

 

・「研究教育拠点の

形成支援」におけ

る交流国数 

 

・「研究教育拠点の

形成支援」におけ

る事後評価が B 以

上の課題数 

 

 

＜その他の指標＞ 

・着実かつ効率的

な運営により、中

期計画の項目（達

成すべき成果を除

く）に係る業務の

実績が得られてい

るか。 

 

・中期計画におけ

る「達成すべき成

果」に向けた取組

は適切か。 

外部評価におい

て 

＞振興会の支援す

る国際共同研究等

による成果の状況 

＞審査・評価の公

中期計画の項目（達成すべき成果を含む）について、中期

計画通りに着実に推進した。特に、以下の実績を上げた。 

（審査業務） 

・公募事業は国際事業委員会等において利害関係者の取扱い

に厳正を期しつつ、書面審査及び合議審査（ヒアリング審査

を含む）を競争的な環境の下で行った。 

＞審査委員に審査の手引等を配布して、審査基準及び評価方

法等を明確に示し、併せて利害関係者の取り扱いについても

周知し、公平で公正な審査体制を維持した。 

＞書面審査員の名簿は任期終了後に、合議審査を行う国際事

業委員会委員の名簿は任期中にホームページで公開すると

ともに、審査方針や審査方法も公開し、審査の透明性確保に

努めた。 

＞研究課題の審査に当たり第一段審査結果の評点が割れて

いる研究課題については、第二段審査において慎重な審議を

審査委員に依頼するなど、公正な審査が行われるよう努め

た。 

＞審査の公正性の向上を一層図るべく、学術システム研究セ

ンターを活用して書面審査結果の分析・検証を行った。評点

分布において他の審査委員と乖離の見られる審査委員につ

いては、審査意見の妥当性を慎重に検討すると共に、有意義

な審査意見を付した審査委員は顕彰するなどして、その結果

を翌年度の書面審査員選考に反映させた。 

 

（評価業務） 

・事業の成果及び効果を把握するため、「日独共同大学院プ

ログラム」、「先端研究拠点事業」、「アジア研究教育拠点事

業」、「日中韓フォーサイト事業」、「国際化学研究協力事業（I

CC プログラム）」、「若手研究者インターナショナル・トレー

ニング・プログラム」の 6事業において、採用を終了した課

題に対する事後評価を実施した。 

また、事業開始から 3年目となる「研究拠点形成事業（A.

先端拠点形成型）」では採用 3年目の課題に対する中間評価

を開始した。「日中韓フォーサイト事業」では採用最終年度

（3年目）の課題に対して 2年間の延長の可否を判断する終

了時評価を実施してきたが、平成 24 年度採用課題分より採

用期間を当初から 5年間と変更したことに伴い、採用 3年目

の課題に対して実施することとなった中間評価を開始した。

いずれの結果も報告書とともにホームページに公開した（詳

評価 Ｂ 評価 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

平成 26 年度における中期計画の実

施状況については、中期計画通り履行

し、中期目標に向かって順調に実績を

上げていると言えることから、自己評

価に記載の内容で適切な評価が行わ

れていると認められ、評定をＢとす

る。 

「達成すべき成果」については、いず

れにおいても目標を達成しており、評

価できる。 

なお、特に評価できる点は以下の通

りである。 

 

・特に国際共同研究等においては、国

際連携をすることだけが目的になら

ないように学術システム研究センタ

ーの機能も活用して、地域や分野の特

性を踏まえた基本的な戦略を策定し

たことは評価できる。 

 

・本事業に含まれるそれぞれのプログ

ラムへの応募件数は採択件数の5倍以

上と高い。このことは国内外の多くの

研究者が本事業を国際的共同研究推

進の有効な手段と高く評価している

ことの証である。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改

善方策＞ 

研究者の招へいや国際共同研究に

より、国内の研究者の研究レベルやテ

ーマがどのように変化したのか、その

結果として、前述の基本的な戦略に基

づいて、研究領域の強化や国内研究者

の育成が実現できたのかのフォロー

アップが必要である。 

 

＜評定に至った理由＞ 

・学術システム研究センターを活用して書

面審査結果の分析・検証を行い、審査意見

の妥当性を検討したことは評価できる。 

 

・平成 25 年度に策定した JSPS 国際戦略に

基づき、外国人研究者招へいを目的とする

事業の統合メニュー化を進めたことは評価

できる。 

 

・国際競争力の強化を一層図るため、二国

間交流事業については、諸外国の学術振興

機関との協定等に基づく共同研究・セミナ

ーを 389 件、研究者交流を 115 人実施して

いる。また協定等に基づく二国間交流を実

施している国以外との交流も 123 件実施し

ており、事業を着実に推進している。 

 

・先端分野における世界的水準の研究拠点

の形成やアジア・アフリカ地域における諸

課題解決に資する中核的な研究拠点の形成

を推進するため、研究拠点形成事業を実施

しているが、先端拠点形成型は 11 機関 25

交流を米英独仏等の 27 か国との間で実施

するとともに、アジア・アフリカ学術基盤

形成型はアジア・アフリカの 37 か国との間

で実施しており、多国間交流の枠組みの構

築を着実に推進している。 

 

以上のことから中期計画通り履行し、中

期目標に向かって順調に実績を上げている

と言えることから評定をＢとする。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方

策＞ 

 戦略的に重要な諸外国との覚書に基づく

交流を、引き続き着実に実施していくこと。 
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(1) 国際的な共同

研究等の促進 

海外の学術振興

機関等と強固な国

際協働ネットワー

クを構築すること

により、我が国の

研究水準、国際競

争力の一層の強化

を進めるため、共

同研究、研究者交

流、セミナー・シ

ンポジウムの開催

等多様な国際交流

の支援を行う。 

 

進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 国際的な共同

研究等の促進 

我が国の研究水

準の向上、国際競

争力の強化を一層

進めるため、諸外

国の学術振興機関

との協定等に基づ

く、国際共同研究、

セミナー開催など

の事業を実施す

る。また、世界の

学術研究動向の変

化等を踏まえつ

つ、新興国等との

新たな国際共同研

究等のニーズに対

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 国際的な共同

研究等の促進 

① 諸外国との二

国間交流の支援 

諸外国の学術振

興機関との協定等

に基づき、共同研

究やセミナーの開

催、研究者交流を

支援する。その際、

各国の研究水準・

研究ニーズや外交

的観点等、学術に

関する国際交流の

必要性に配慮しつ

つ、円滑に実施す

る。加えて、多様

正さ、透明性、信

頼性 

について質の高い

成果（内容）であ

るとの評価を得

る。 

 

＜評価の視点＞ 

・書面審査結果の

分析・検証におい

ては、少数意見の

妥当性に係る目配

りが重要である。

【JSPS 部会 25 年

度評価】 

 

・大学等研究現場

や海外協力機関の

ニーズ等を踏まえ

ながら国際交流事

業の見直しに着手

する。【勧告の方向

性】 

 

・国際交流事業等

の成果を客観的に

評価する手法の開

発に引き続き努力

する必要がある。

【外部評価 25 年

度評価】 

 

・振興会と諸外国

の当該機関との間

での学術交流協定

の締結は、国際共

同研究推進のため

の最も強力な支援

であり、その新規

締結と見直しは常

に行っていくこと

が求められる。【外

細は下記項目別-64～ 67 頁、71 頁、103 頁を参照）。 

 

（国際共同研究等に係る基本的な戦略） 

平成 25 年度に策定した「日本学術振興会の学術国際活動に

関する基本的な戦略（JSPS 国際戦略）」に沿って、外国人研

究者の招へいを目的とする事業の統合・メニュー化を進め、

募集要項を一本化した（詳細は下記項目別-82～84 頁を参

照）。 

JSPS 国際戦略： 

http://www.jsps.go.jp/j-kokusai/data/ 

JSPS_kokusaisenryaku.pdf 

・JSPS 国際戦略の「地域別戦略」を受け、海外対応機関と

の連携のもと、戦略的に重要な特定の欧米諸国から優秀な若

手研究者を招へいする外国人特別研究員事業（戦略的プログ

ラム）において、米国国立科学財団（NSF）が推薦する 6名

及びスイスのチューリッヒ連邦工科大学（ETH Zurich）が推

薦する 7名の優秀な若手研究者を招へいして、日本側受入研

究者の指導の下、国際共同研究を行う機会を提供した。 

 

・JSPS 国際戦略を踏まえ、欧州４か国の主要な学術振興機

関との社会科学分野における国際共同研究プログラムに新

たに参加したほか、インドとの人文社会科学分野における研

究協力推進のための覚書を締結した 

（詳細は下記項目別-64 頁、82 頁を参照）。 

 

【諸外国との二国間交流の支援】 

■ 二国間交流事業 

・協定等に基づく共同研究・セミナー・研究者交流 

諸外国の学術振興機関との協定等に基づき実施される二

国間交流事業においては、39か国、57機関との協定等に基

づき、下記のとおり実施した。 

＞共同研究：348 件・セミナー：41 件 

派遣交流総数：1,448 人 

受入交流総人数：1,202 人 

＞研究者交流：115 人 

 

●申請・採択状況（平成 26 年度募集分） 

 申請 

件数 

採択数（予定

数含む） 
採択率 

共同研究・セ

ミナー 
891 件 196 件 22％ 

研究者交流

派遣 
62 件 29 人 46.8％ 

＜その他事項＞ 

 特になし。 

 



【26年度評価】項目別-63 

 

応する。 

先端研究分野にお

ける世界的水準の

研究教育拠点の形

成やアジア・アフ

リカ地域における

諸課題解決に資す

る中核的な研究教

育拠点の形成を推

進する。 

 

な国との交流ニー

ズに応えるため、

国交のある全ての

国・地域を対象と

したオープンパー

トナーシップ共同

研究・セミナーを

着実に実施する。 

また、大学院教

育の国際化及び博

士課程における若

手研究者の育成の

ため、ドイツ研究

振興協会（DFG）と

協力し、日独の大

学が大学院におけ

る教育研究を共同

で行う日独共同大

学院プログラムを

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部評価 25 年度評

価】 

 

●平成 26年度諸外国の学術振興機関との覚書の新規締結、

改訂実績 

協定名 
新規・ 

改訂 

協定の 

内容 

韓国研究財団

（NRF）との覚

書 

改訂 

日韓基礎科学

合同委員会に

よる審査協議

方法を廃止等 

インド歴史研

究評議会(ICH

R) 

新規 
共同研究・セミ

ナーの開始 

インド社会科

学研究評議会

(ICSSR) 

新規 
共同研究・セミ

ナーの開始 

 

・オープンパートナーシップ共同研究・セミナー 

協定等に基づく二国間交流事業を実施している国以外と

の交流に対するニーズにも幅広く応えるため、我が国と国交

のある全ての国（台湾及びパレスチナについてはこれに準じ

て取り扱う）を対象に、下記のとおり実施した。 

＞共同研究・セミナー：123 件（43か国・地域）（派遣交流

総数：516 人） 

 

●オープンパートナーシップ申請・採択実績（平成 26年度

募集分） 

 申請件数 採択数 採択率 

共同研究・セ

ミナー 
308 件 89 件 28.9％ 

昨年度に比べ採択率を上げた結果、実施件数及び交流国数

が増えた。また、上記採択数のうち、協定等に基づく二国間

交流事業を実施している国以外との交流は 24 か国・地域 68

件であり、多様な国との交流ニーズに幅広く対応出来た。 

 

●交流相手国・地域 

 共同研究 セミナー 

協定等に基づ

く事業を実施

していない国

(24 か国) 

スリランカ、フ

ィリピン、ブー

タン、マレーシ

ア、ミャンマ

ー、台湾、マダ

ガスカル、オー

ストラリア、ウ

クライナ、ウズ

ベキスタン、エ

ストニア、オラ

インドネシア

*、オーストラ

リア、スイス、

チリ、カナダ、

米国 
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② 国際的な共同

研究の推進 

 先進 8 か国学術

振興機関長会議

（G8-HORCs）の提

案を受けて開始し

た多国間国際研究

協力事業等、国際

的に取り組むべき

課題の解決に向

ンダ、スイス、

スペイン、デン

マーク、ノルウ

ェー、英国、ト

ルコ、パレスチ

ナ、チリ、メキ

シコ、カナダ、

米国 

協定等に基づ

く事業を実施

している国(14

か国) 

インドネシア

*、シンガポー

ル、タイ、ベト

ナム、韓国、中

国、ケニア、イ

タリア、ドイ

ツ、ハンガリ

ー、フィンラン

ド、フランス、

ロシア 

中国、ニュージ

ーランド、ドイ

ツ、フランス 

※インドネシアは対応機関と共同研究の募集を行っている

が、セミナーの募集は行っていないため、「協定等に基づく

二国間交流事業を実施していない国」に含める。 

 

■ インドとの協力 

・平成 27年 3月 16 日に東京において日印両国の有識者計 1

6 名によって構成される第 18 回日印合同科学評議会をイン

ド科学技術庁（DST）と共催し、平成 26 年度に実施した事業

の事後評価及び平成 27年度から実施する共同研究・セミナ

ーの採択候補を選定するとともに、両国間での学術交流の今

後の方向性について議論を行った。 

 

■ 日独共同大学院プログラム 

・平成 26年度実施件数：3件 

・5年間の事業が終了したプロジェクト 1件について事後評

価を実施し、「当初の目標は想定通り達成された」との評価

結果を得た。 

 

【国際的な共同研究の推進】 

■ 多国間国際研究協力事業（G8 Research Councils Initi

ative）】 

・カナダ自然科学工学研究会議（NSERC）、フランス国立研究

機構（ANR）、ドイツ研究振興協会（DFG）、ロシア基礎科学財

団（RFBR）、英国研究会議（RCUK）、米国国立科学財団（NSF）

と、優れた多国間共同研究を支援することを目的とする多国

間国際研究協力事業を実施した。（平成 26 年度支援件数：1

0 件） 



【26年度評価】項目別-65 

 

け、研究者からの

ボトムアップによ

る発意に基づく研

究を主要国学術振

興機関と共同で支

援する国際共同研

究事業を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 研究教育拠点

の形成支援 

先端的又は地域共

通課題の解決に資

する研究分野にお

いて、世界的水準

又は地域における

中核的な研究交流

拠点の構築ととも

に若手研究者の育

成を図る研究拠点

 

■欧州との社会科学分野における国際共同研究プログラム

（ORA プログラム） 

・欧州４か国の主要な学術振興機関である、フランス国立研

究機構（ANR）、ドイツ研究振興協会（DFG）、英国社会科学研

究会議（ESRC）、オランダ科学研究機構（NWO）が共同で実施

する、社会科学分野における多国間国際共同研究事業に、平

成 26年度から新たに参画し、公募を開始した。（平成 27年

度採択予定） 

 

■国際共同研究教育パートナーシッププログラム（PIRE プ

ログラム） 

・米国国立科学財団 NSF と連携して行う国際共同研究事業。

NSF と協議の上、公募を開始した。（平成 27年度採択予定、

平成 26 年度支援件数：1件） 

 

■ 国際化学研究協力事業（ICC プログラム）】 

・NSF と連携して行う国際共同研究事業。NSF と協議の上、

新規に 2課題を採択した。（平成 26年度支援件数：5件） 

・平成 22年度採択課題の終了を受けて、平成 26年度に初め

て事後評価を実施した。 

 

●事後評価の実施･公表実績 

実施課題数 評価結果 

2 A：1課題 

B：1課題 

 

■ 災害からの回復力強化等に関する領域横断的研究協力事

業 

・NSF と連携して行う国際共同研究事業。（平成 26年度支援

件数：2件） 

 
【研究教育拠点の形成支援】 

※研究拠点形成事業は、「独立行政法人の事務・事業の見直

しの基本方針」（平成 22年 12 月 7日閣議決定）での指摘を

受け、先端研究拠点事業、アジア研究教育拠点事業、アジア・

アフリカ学術基盤形成事業を統合・メニュー化し、平成 24

年度から開始している。 

 

■ 研究拠点形成事業 

（A. 先端拠点形成型） 

・11 機関 25 交流を米英独仏等の 27 か国との間で実施し、



【26年度評価】項目別-66 

 

形成事業及び先端

研究拠点事業（継

続分）、アジア研究

教育拠点事業（継

続分）を実施する。 

 

日本と複数の交流相手国との多国間交流の枠組みで共同研

究・セミナー・研究者交流を行った。 

・採用 3年目の課題に対する中間評価を実施した。支援期間

終了後には、事後評価を実施する予定である。 

 実施課題数 評価結果 

中間評価 9 B：8課題 

C：1課題 

評価結果： 

http://www.jsps.go.jp/j-c2c/hyouka_a.html 

 

●交流国数：27 か国（25年度：21か国） 

アメリカ、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、

オーストラリア、オランダ、カナダ、韓国、シンガポール、

スイス、スウェーデン、スペイン、タイ、台湾、中国、デ

ンマーク、ドイツ、フィンランド、フランス、ブラジル、

ベトナム、ベルギー、マレーシア、ノルウェー、ラオス、

ロシア 

（B. アジア・アフリカ学術基盤形成型） 

・19 機関 32 交流をアジア・アフリカの 37か国との間で実

施し、日本と複数の交流相手国との多国間交流の枠組みで共

同研究・セミナー・研究者交流を行った。 

・本事業に採択された研究交流課題については支援期間終了

後にアンケートを実施した結果、全ての拠点機関から申請時

の目標を達成でき、今後も相手国研究者との交流を継続・発

展するとの回答を得る等、我が国及び相手国の拠点形成に寄

与したことを確認した 。 

 

●交流国数： 37 か国（25 年度：32か国） 

インド、インドネシア、カザフスタン、韓国、カンボジア、

シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、中国、フィリピ

ン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオ

ス、アラブ首長国連邦、イエメン、レバノン、アルジェリ

ア、ウガンダ、エジプト、エチオピア、ガーナ、カメルー

ン、ギニア、ケニア、コートジボワール、コンゴ、ザンビ

ア、スーダン、タンザニア、ナイジェリア、ブルキナファ

ソ、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ 

 

■ 先端研究拠点事業 

・4機関 6交流を米英独仏等の 9か国との間で実施し、日本

と複数の交流相手国との多国間交流の枠組みで共同研究・セ

ミナー・研究者交流を行った。 

・本事業に採択された研究交流課題については、採用期間終

了時に事後評価を行った。 

 

●事後評価の実施･公表実績 
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 実施課題数 評価結果 

国際戦略型 3 A：1課題 

B：2課題 

※ 評価は A～Dの 4段階で実施 

評価結果： 

国際戦略型 

http://www.jsps.go.jp/j-core_to_core/kokusai_kyoten_s

huryo.html 

 

●交流国数：9か国（25年度：12か国） 

アメリカ、イギリス、イタリア、オランダ、スイス、スウ

ェーデン、スペイン、ドイツ、フランス 

 

■ アジア研究教育拠点事業 

・8機関 11 交流をアジア 10 か国との間で実施した。 

・採用期間を終了した課題について事後評価を実施した。 

 

●中間･事後評価の実施・公表実績 

 実施課題数 評価結果 

事後評価 4 A：1課題 

B：3課題 

※ 評価は A～Dの 4段階で実施 

評価結果： 

http://www.jsps.go.jp/j-acore/13_hyoka_acore_h18.html 

 

●交流国数： 10 か国（25 年度：10 か国） 

インド、インドネシア、韓国、シンガポール、タイ、台湾、

中国、フィリピン、ベトナム、マレーシア 

 

 

４．その他参考情報 

－ 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―３－２ 

３ 強固な国際協働ネットワークの構築 

（2） 国際研究支援ネットワークの形成 

① 諸外国の学術振興機関との連携 

② 研究者ネットワークの強化 

③ 海外研究連絡センターの戦略的展開 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人日本学術振興会法第１５条 

第３号 

業務に関連する

政策・施策 

8 基礎研究の充実及び研究の推進のため

の環境整備 

8-1 学術研究の振興 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート 事業番号

0176（仮） 

当該項目の重要度、

難易度 

重要度：「高」（政府の「日本再興戦略 改訂 2014」における「優秀な若手研究者の海外との間の戦略的な派遣・招へいや、国内外に研究拠点を構築すること等により国際的なネッ

トワークを強化する」及び「科学技術イノベーション総合戦略 2014」における「優秀な若手研究者の海外との間の戦略的な派遣・招聘による国際研究ネットワークの強化」の達成

に向けて、本法人における当該国際交流事業が主要な役割を果たすものであるため） 

難易度：「高」（国際研究ネットワークの強化を我が国主導で進めるため必要な事業であるが、先進国及び新興国の学術振興機関との機関間のネットワークと、世界の各国に存在する

研究者とのネットワークを構築するにあたり、多様な意見や利害の調整に困難を伴うため） 

参考 URL アジア学術振興機関長会議共同シンポジウム http://www.jsps.go.jp/english/asiahorcs/6th_asiahorcs.html 

アジア学術振興機関長会議 http://www.jsps.go.jp/english/asiahorcs/meetings/8th/index.html 

日中韓フォーサイト事業 http://www.jsps.go.jp/j-foresight/index.html 

招へい研究者への交流支援、研究者ネットワークの強化 http://www.jsps.go.jp/english/e-plaza/index.html 

外国人研究者再招へい事業（BRIDGE Fellowship Program） http://www.jsps.go.jp/j-plaza/bridge/index.html 

Life in Japan for Foreign Researchers 2014-2015 来日外国人研究者のための生活ガイドブック http://www.jsps.go.jp/english/e-plaza/data/life_in_japan_2014_web.pdf 

留日経験研究者データベース http://www.jsps.go.jp/j-affiliated/index.html 

海外研究連絡センターにおける調査・情報収集 http://www.jsps.go.jp/j-kaigai_center/overseas_news.html 

グロ－バルリサーチカウンシル(GRC) http://www.jsps.go.jp/j-grc/index.html 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

前中期目

標期間最

終年度値 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度  

 

 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

ASIAHORCs 共同シ

ンポジウム参加

国数・参加者数 

－ 
9 ヶ国 30

名 

8 ヶ国 56

名 

8 ヶ国 50

名 
    

 

決算額（千円） 7,622,879 7,681,227    

北東アジアシン

ポジウム参加者

数 

－ 26 名 37 名 58 名     

 

日中韓フォーサ

イト事業の事後

評価がB以上(※)

の課題数 

－ 1/2 課題 2/2 課題 1/2 課題     

 

JSPS 同窓会会員

数 
－ 3,997 名 4,635 名 5,825 名     

 
従事人員数 28 29    
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海外研究連絡セ

ンターによるシ

ンポジウム等の

開催数 

－ 24 件 35 件 33 件     

 

 ※４段階評価の上位二つ目まで 

注）決算額は支出額を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 (2) 国際研究支援

ネットワークの形

成 

多国間の学術振

興機関ネットワー

クの強化・発展、

振興会事業経験者

の活動への支援、

海外研究連絡セン

ターの活動を通し

て、国際研究支援

ネットワークを充

実させる。 

 

(2) 国際研究支援

ネットワークの形

成 

地球規模課題や

世界各国の学術振

興上の共通の課題

の解決に向けて議

論を行うための、

多国間の学術振興

機関ネットワーク

を強化・発展させ

る。 

また、我が国で

の研究滞在を終

え、母国に帰国し

た外国人研究者の

ネットワーク強化

を図るため、振興

会事業を経験した

研究者コミュニテ

ィの活動の支援を

行う。 

海外研究連絡セ

ンターにおいて

は、学術研究ネッ

トワーク形成支援

や我が国の大学等

の研究教育環境の

グローバル化のた

めの拠点としての

機能を果たす観点

から、世界の学術

振興機関との関係

構築、大学の海外

展開の支援、セミ

ナー、シンポジウ

ムの開催等を実施

する。 

 

(2) 国際研究支援

ネットワークの形

成 

① 諸外国の学術振

興機関との連携 

諸外国の学術振

興機関とのネット

ワークを強化・発展

させるべく、G8 メ

ンバー国の代表的

な学術振興機関の

長が全地球的諸問

題や科学技術政策

等の共通の関心事

について自由に討

論する先進 8 か国

学術振興機関長会

議（G8-HORCs）、ア

ジア 10 か国の学術

振興機関長がアジ

ア地域共通の課題

解決やネットワー

ク構築に向けた学

術振興と若手研究

者育成のために広

く意見交換を行う

アジア学術振興機

関 長 会 議

（ASIAHORCs）、ま

た、日中韓を中核と

したハイレベルな

研究活動促進に向

けた議論を行う日

中韓学術振興機関

長会議（A-HORCs）

を実施する。 

さらに、米国国立

科学財団（NSF）の

提唱で設立された

＜主な定量的指標

＞ 

・ASIAHORCs 共同シ

ンポジウム参加国

数・参加者数 

 

・北東アジアシン

ポジウム参加者数 

 

・日中韓フォーサ

イト事業終了時評

価、中間評価、事

後評価が B 以上の

課題数 

 

・JSPS 同窓会会員

数 

 

・海外研究連絡セ

ンターによるシン

ポジウム等の開催

数 

 

＜その他の指標＞ 

・着実かつ効率的

な運営により、中

期計画の項目（達

成すべき成果を除

く）に係る業務の

実績が得られてい

るか。 

 

・中期計画におけ

る「達成すべき成

果」に向けた取組

は適切か。 

外部評価におい

て 

＞諸外国の学術振

中期計画の項目（達成すべき成果を含む）につい

て、中期計画通りに着実に推進した。特に、以下の

実績を上げた。 

【諸外国の学術振興機関との連携】 

■ 先進 8か国学術振興機関長会議 

・平成 26 年度は、政治情勢の悪化のため、G8HORCs

自体の開催は見送られたが、GRC 年次会合時に、G8H

ORCs メンバーと個別に交流を図った。 

 

■ アジア学術振興機関長会議（ASIAHORCs） 

・平成 26 年度は、タイ学術研究会議（NRCT）主催に

より、8ヶ国（日本、中国、インド、インドネシア、

韓国、フィリピン、タイ、ベトナム）が参加しタイ

（バンコク）で開催された。「頭脳流出と頭脳循環、

各国の若手研究者招へい・育成方策」をテーマとし、

本会からは安西理事長が出席し、プレゼン及び意見

交換を行い、関係諸国との連携・協力強化に努めた。 

 

・ASIAHORCs の協同事業として、アジア地域の共通課

題となっている研究分野での若手研究者の参加に重

点を置き、相互ネットワークを深めることを目的と

する共同シンポジウムを開催し、8 ヶ国から 50 名が

参加した。第 6 回となる今回は「食料・健康に対す

る気候変動の影響」に関する各テーマについての報

告と活発な議論が行われた。 

 

■ 日中韓学術振興機関長会議（A-HORCs） 

・平成 26 年度は、韓国研究財団（NRF）主催により、

9 月 24 日～25 日に韓国（釜山）において第 12 回日

中韓学術振興機関会議が開催された。日中韓 3 か国

における「評価の質保証」をテーマとし、振興会か

らは安西理事長が出席し、プレゼン及び意見交換を

行い、関係諸国との連携・協力強化に努めた。  

・A-HORCs において重要と認められた課題に関して開

催する北東アジアシンポジウムでは、平成 26 年 12

月 18 日～21 日に韓国（釜山）において第 16 回シン

ポジウムを開催し、「オートファジー：分子から病態

まで」をテーマに3か国から 58名の研究者が参加し、

ネットワークの構築が図られた。今回より参加者を 4

評定 Ａ 評定 Ａ 

＜評定と根拠＞ 

・ASIAHORCs 及び第 6回共同シンポジウ

ム、A-HORCs に参加し、理事長がプレゼ

ンを行い我が国の取組を発信したこと

は、アジア地域における学術振興機関と

のネットワークを強化するとともに、ア

ジア地域における日本のプレゼンスを

高めるものと捉えられ評価できる。 

 

・ASIAHORCs の協同事業として開催され

た若手研究者育成を目的とするシンポ

ジウムを、関係諸国との協力のもと成功

裏に開催した。 

 

・A-HORCs において重要と認められた課

題について、主催国と協力して日中韓 3

か国から 58 名の参加者を集めて、第 16

回北東アジアシンポジウムを着実に実

施したことで、日中韓フォーサイト事業

につながる研究者ネットワーク形成の

機会を提供したことは評価できる。とく

に日本からは当該テーマの世界的権威

を含む著名研究者を多数派遣し、シンポ

ジウムの水準の向上に寄与しただけで

なく、日本の存在感も高めたことは高く

評価できる。さらに今年度はシンポジウ

ムの対象を若手研究者にも広げ、日中韓

3か国の若手研究者の育成・ネットワー

ク構築にも貢献した。 

 

・日中韓フォーサイト事業については、

北東アジアシンポジウムの実施分野に

おいて公募を行い、新規採択 2件を含む

11 件の交流支援を行うことにより、日

中韓 3 か国を中核としたアジアにおけ

る研究拠点の構築に寄与したことは評

価できる。 

 

＜評定に至った理由＞ 

・ASIAHORCs や A-HORCs 等、諸外国の学術振

興機関の会合において、JSPS 理事長がプレゼ

ンを行い、我が国の取組を発信するとともに、

議論・意見交換を通じ諸外国との協調を図っ

ている。また、我が国の若手研究者や著名な

研究者が諸外国の研究者と交流する機会を提

供しており、関係諸国とのネットワークを強

化・発展させるため積極的な取組を実施して

いる。 

 

・グローバルリサーチカウンシル（GRC）につ

いては、平成 27年に開催する第 4回年次会合

の主催機関として全世界の地域会合及び GRC

国際運営委員会（ISC）に出席し、第 4回年次

会合の討議テーマに沿った議論が行われるよ

う支援等を行っており、積極的な活動をして

いる。 

特に、振興会の提案により第 4 回年次会合

の討議テーマとして「科学上のブレークスル

ーに向けた研究費支援」「研究教育における能

力構築」が了承されたが、青色 LED の成果に

より 3 名の日本人がノーベル賞を受賞し、応

用研究に繋がる基礎研究支援を含む学術振興

の重要性が改めて認識されているところ、こ

のことに関するテーマを、世界の学術振興機

関の長が一堂に会し、世界の学術振興に共通

する課題を議論し、行動指針を提案する GRC

のテーマとして我が国主導で設定したこと

は、学術機関ネットワークの中で我が国が高

いプレゼンスを示したと言え、高く評価でき

る。 

 

・GRC アフリカ地域会合に併せてアフリカ学

術振興機関長会議及び学術シンポジウムをア

フリカの学術振興機関との共催により開催し

たことは、アフリカとの連携を強化する上で

評価できる。 
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Global Research 

Council において、

世界各国の学術振

興機関と各国共通

の課題に係る認識

を共有するととも

に、その課題解決に

向けた取組を進め

る。 

また、ASIAHORCs

の共同事業として

開催される若手研

究者育成を目的と

したシンポジウム、

A-HORCs 参加機関

間で実施される北

東アジアシンポジ

ウム及び日中韓フ

ォーサイト事業を

実施する。 

加えて、我が国と

アフリカ地域諸国

との学術交流コミ

ュニティを形成す

るため、同地域の学

術振興機関間のネ

ットワーク化の取

組を実施するとと

もに、大学間、研究

者間のネットワー

ク化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

興機関との連携・

協力強化の状況 

＞振興会事業経験

者、海外研究連絡

センターの活動を

通じた国際研究ネ

ットワークの拡

大・強化の状況 

＞積極的な情報発

信の状況 

について質の高い

成果（内容）であ

るとの評価を得

る。 

 

＜評価の視点＞ 

・多くの国々が参

加する学術振興機

関長会議で取り上

げられる地球的諸

問題の解決に向け

ての学術研究の役

割に係る議論にお

いて、特にアジ

ア・アフリカにお

ける課題に関連し

て、振興会には強

いリーダーシップ

を発揮し、課題の

克服に向けての我

が国の姿勢を示し

てもらいたい。【外

部評価委員指摘 25

年度評価】 

 

・世界各国で本務

を持つ日本人研究

者のデータベース

構築のより一層の

加速化を図り、こ

れらの人材を活用

した国際共同研究

0歳以下の若手研究者にも広げたほか、日本からは当

該分野の著名研究者を多数派遣した。 

 

■ 日中韓フォーサイト事業 

・北東アジアシンポジウムの実施分野において公募

を行い、新規採択 2件を含む 6機関 11交流を実施し、

日中韓の枠組みで共同研究・セミナー・研究者交流

を行った。 

・採用最終年度（3年目）の課題について 2年間の延

長の可否を判断する終了時評価を実施したととも

に、平成 24年度採用課題分より採用期間を当初から

5年間と変更したことに伴い、採用 3年目の課題につ

いて中間評価を行った。また、5年間の採用期間を終

了した課題について事後評価を実施した。 

 

●終了時･中間・事後評価の実施・公表実績 

 実施課題数 評価結果 

終了時評価 2 2 課題とも B 

中間評価 2 2 課題とも B 

事後評価 2 B：1課題 

C：1課題 

※ 評価は A～Dの 4段階で実施 

評価結果： 

http://www.jsps.go.jp/j-foresight/11_hyouka.ht

ml 

 

■ グローバルリサーチカウンシル（Global Researc

h Council: GRC） 

（年次会合） 

・平成 26 年 5 月 27～28 日に中国科学院（CAS）、中

国国家自然科学基金委員会（NSFC）及びカナダ自然

科学工学研究会議（NSERC）の共催にて中国（北京）

で開催され、活発な意見交換の結果、「人材育成の共

通原則・行動に関する宣言」が採択された。 

 

（アジア太平洋地域会合） 

・平成 26年 12 月 3～4 日にシンガポール国立研究財

団（NRF）主催にて、「科学上のブレークスルーに向

けた研究費支援」及び「研究教育における能力構築」

をテーマとし、シンガポールで開催され、次回年次

会合主催機関として、アジア太平洋地域における議

論をリードした。 

 

・グローバルリサーチカウンシルについ

ては、理事長が理事会メンバーとして運

営に貢献するとともに、年次会合、アジ

ア太平洋地域会合に出席し、国際研究支

援ネットワークの構築・強化に積極的に

取り組んでおり評価できる。また、年次

会合では「人材育成の共通原則・行動に

関する宣言」が採択される等、各国共通

の課題解決のため、各国の学術振興機関

と連携して会合の成功に貢献したほか、

本会合への振興会の積極的関与や多大

な貢献が評価され、同会合で日本が次の

年次会合の主催機関となることが正式

に決定されるなど、日本を代表する学術

振興機関として世界的な役割を果たし

ており評価できる。さらに、2015 年年

次会合主催機関として、全世界の地域会

合に出席し、次年度の開催のための議論

の支援を行ったこと、国際運営委員会

（ISC）の議論をリードしたことにより、

世界の主要学術振興機関に対する我が

国のプレゼンスを高めたことは高く評

価できる。 

 

・振興会、南アフリカ国立研究財団（NRF）

及びナミビア国家研究科学技術委員会 

（NCRST）との共催で南アフリカで初め

てアフリカサミットを開催し、アフリカ

地域の学術振興機関間及び我が国とア

フリカ地域の研究者間のネットワーク

化に取り組んだことは評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成 26 年度における JSPS 同窓会の会員数

の前年度からの伸び(1,190 名)は、前期中期

計画最終年度から平成 25 年度にかけての伸

び幅(638 名)を大きく上回るものである。こ

れは、海外研究連絡センター等が行う振興会

事業経験者による研究者コミュニティに対す

る支援や広報活動の成果と考えられ、外国人

研究者のネットワークが強化されていると言

え、高く評価できる。 

 

・各海外研究連絡センターにおいて、諸外国

の学術振興機関や大学等との共催でシンポジ

ウム等を開催しているが、平成 26 年度にノー

ベル賞を受賞した赤﨑勇名城大学教授や天野

浩名古屋大学教授をタイムリーに海外に派遣

し我が国の最先端の研究成果等を世界に向け

て発信したことは、国際研究コミュニティに

おける我が国のプレゼンスを高め、大学等の

研究環境のグローバル化に大きく貢献するも

のであり高く評価できる。また、各国におい

てこれまでセンターが培った協力関係を活用

し、センターを訪問する日本の大学関係者の

意見等を聴取しつつ、現地の大学・対応機関

や研究者等の関係者へのヒアリングなどを行

い、日本の大学にとって有益となる現地の学

術事情や動向について調査した「カントリー

レポート」を初めて作成する等、各センター

が海外において収集した情報を新たに構築し

たポータルサイトを通じ、大学関係者等に広

く発信し、大学の海外展開や研究交流の促進

に寄与する活動をしたことは評価できる。 

 

以上のことに加え、本項目は、重要度及び

難易度の高いものであることから、中期計画

を上回って履行し、中期目標を上回るペース

で実績を上げていること言えるため、評定を

Ａとする。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策

＞ 

・国際会議においては我が国の取組等を効果



【26年度評価】項目別-72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 研究者ネットワ

事業の推進を誘導

するなど、世界レ

ベルの研究開発へ

の関心を喚起する

ことは、進学率が

著しく減少してい

る我が国の博士後

期課程への進学率

向上のための一つ

の手段として有効

である。このよう

な取り組みの強化

について、振興会

において検討の上

で早急に実施して

もらいたい。【外部

評価委員指摘 25年

度評価】 

 

（平成 27年 GRC 年次会合） 

・振興会はこれまでの理事会メンバーとしての GRC

への積極的な関与が評価され、平成 26 年 2 月の理事

会にて、振興会主催（共催：南アフリカ国立研究財

団（NRF）、協力機関：科学技術振興機構（JST）及び

南アフリカ科学技術省（DST））で平成 27 年 5 月に日

本（東京）にて開催されることが決定し、開催に向

けて準備を進めた。また、平成 27 年 GRC 年次会合の

討議テーマとして”””Research Funding for Scient

ific Breakthrough (科学上のブレークスルーに向

けた研究費支援)”と”Building Research and Educ

ation Capacity(研究教育における能力構築)”を振

興会が提案し、平成 26 年 5 月の GRC 年次会合で了承

された。 

・振興会は平成 27年 GRC 年次会合主催機関として、

アジア太平洋地域のみならず、全世界の地域会合（計

5地域）に出席し、来年度の討議テーマに沿った議論

が行われるよう支援をしつつ、各地域における意見

を聴取した。また、各地域の意見を集約し次回年次

会合の議論の方向性や運営方法について決定する GR

C 国際運営委員会（ISC）に出席し、主催機関として

議論を主導し、次回 GRC 年次会合で議論するための

準備を整えた。 

 

■アフリカ学術振興機関長会議（Africa-HORCs） 

我が国とアフリカ諸国との学術交流コミュニティ

を形成することを目的として、日本・アフリカ間学

術交流の活性化を図るため平成 25年度から開始。平

成 26年度は、GRC アフリカ地域会合を南アフリカ（ス

テレンボッシュ）で開催する機会に併せて、アフリ

カ学術振興機関長会議（アフリカ諸国から 17 名の学

術振興機関長が出席）及び「感染症」「食糧及び農業」

をテーマとした日本とアフリカの研究者間のネット

ワーク化を目的とした学術シンポジウムを、振興会、

南アフリカ国立研究財団（NRF）及びナミビア国家研

究科学技術委員会 （NCRST）の共催にて開催し、多

国間でのアフリカの研究支援のための学術振興機関

間の連携を深めた上、日アフリカ間の研究交流の活

性化を図った（GRC アフリカサミット。全体の出席者

は 115 名程度）。 

 

【研究者ネットワークの強化】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

的に発信する等戦略性をもって参加するよう

努めること。 

・JSPS 事業を経験した外国人研究者の同窓会

は我が国の国際研究ネットワークの基盤とな

るものであり、引き続き維持・強化に努める

こと。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 

 



【26年度評価】項目別-73 

 

ークの強化 

振興会事業を終

えて帰国した研究

者のネットワーク

強化を図るため、世

界 14 か国において

形成された研究者

コミュニティによ

る活動を支援する。

また、海外研究連絡

センター等の協力

を得ながら、新たに

体制が整った研究

者コミュニティの

活動を支援する。 

また、日本への滞

在経験を持つ諸外

国の研究者や、諸外

国との研究協力に

関心を持つ海外在

住者を含む日本人

研究者等の情報を

集めたデータベー

スを運用し、登録者

間のネットワーク

強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 海外研究連絡セ

ンターの戦略的展

開 

我が国の研究者

や大学等研究機関

の国際的なネット

ワーク形成を支援

する拠点としての

・振興会事業経験者による研究者コミュニティ（JSPS

同窓会）については、既存の 14 か国のコミュニティ

が行う諸活動（シンポジウム・年次総会の開催、Web

やニューズレターを通じた広報など）の支援を行っ

た。同窓会会員数は、5,825 名（平成 27 年 3 月末現

在、前年度 3 月末 4,635 名）であり、会員に対して

は振興会の英文ニューズレター（JSPS Quarterly）

を送付して情報提供に努めている。 

 

・海外研究連絡センター等の協力を得ながら、各国

の研究者コミュニティに所属する研究者に対し、再

度来日して日本人研究者との研究協力関係を形成・

維持・強化する機会を提供することを目的に、外国

人研究者再招へい事業（BRIDGE Fellowship Program）

を実施し、35名の研究者を招へいした。 

 

・日本への留学・滞在経験を有する海外の研究者と

の国際的な研究協力に関心を持つ日本人研究者が情

報を登録する留日経験研究者データベース

（Japan-Affiliated Research Community Network: 

JARC-Net）において約 1,793 名（平成 27年 3 月末現

在、前年度 3月末 1,510 名）の登録を得るとともに、

登録者に対して各種国際交流事業や会議開催案内な

どの情報提供を行い、交流機会の拡大に努めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【海外研究連絡センターの戦略的展開】 

・諸外国の学術振興機関や大学等との共催でシンポ

ジウム等を開催し、赤崎勇名城大学教授や天野浩名

古屋大学教授をはじめとする日本の優れた研究者に

よる最先端の研究成果等を世界に向けて発信した。 

海外センター名 開催件数 

ワシントン 4 件 

サンフランシスコ 3 件 

・JSPS 同窓会の積極的な広報活動を通

じて会員数が昨年より 1,000 名以上増

加したことは、日本に好意的な海外研究

者ネットワークを強化するものであり、

評価できる。 

 

・既存の 14 か国の研究者コミュニティ

が行うシンポジウム等の諸活動を支援

するのみならず、顕著に増加している同

窓会会員に対して継続的に情報提供を

行うことで、帰国した研究者のネットワ

ークを維持・強化しているものと考えら

れ、評価できる。 

 

・外国人研究者招へい事業において、35

名の研究者の再招へいを実施し、振興会

事業を終えて帰国した研究者及び日本

人研究者のネットワークの維持・強化に

資する取組を計画通り行っており、評価

できる。 

 

・JARC-Net において、前年度に比べ 283

名増の 1,793 名の登録者を得ており、過

去の交流により培われたネットワーク

の維持・強化が順調に進んでいる。さら

に、登録者に対して各種国際交流事業や

会議開催案内等の情報提供を行うこと

により、新たな交流に結びつけ、ネット

ワーク強化を図る環境の整備を進めて

いることは評価できる。また、研究者ネ

ットワークの強化は、研究者が国際共同

学術研究を進める上で有益な支援環境

となりつつあるという点でも評価でき

る。 

 

・海外研究連絡センターにおいて現地の

学術振興機関や大学等と共催でシンポ

ジウム等を開催し、日本の最新の学術情

報を発信することで、センター設置国を

中心に新たな研究者ネットワークの構

築を着実に促進している。 

 



【26年度評価】項目別-74 

 

機能を果たす観点

から、学術振興機関

との関係構築、セミ

ナー・シンポジウム

の開催、我が国の大

学の海外展開の支

援を行う。海外の学

術動向や高等教育

に関する情報収

集・調査について

は、センター所在

国・地域及び周辺国

における体系的な

情報収集及び国内

への情報発信の充

実を図る。 

我が国の大学の

海外展開支援にお

いては、海外の学術

動向や高等教育に

係る情報を大学関

係者に提供するこ

とに加え、将来的な

大学の国際交流を

担当する職員の育

成を目的として若

手職員を対象に「国

際協力員」として海

外実地研修を行う

機会を提供する。 

 

ボン 2 件 

ロンドン 5 件 

ストックホルム 7 件 

ストラスブール 2 件 

バンコク 3 件 

北京 3 件 

カイロ（※） 2 件 

ナイロビ 2 件 

計 33 件 

 

・大学等の海外活動展開協力・支援事業として、12

大学が 4研究連絡センター（サンフランシスコ、ロ

ンドン、北京及びカイロ）を海外事務所として利用

し海外拠点活動を展開した。 

・海外の学術動向や高等教育に関する情報収集・調

査を行い、収集した情報は、本会ホームページを通

じて国内の大学関係者等に広く提供した。 

https://www.jsps.go.jp/j-kaigai_center/ 

higher_education.html 

調査は、センター所在国に留まらず、我が国との

学術交流の相手先となり得る周辺国も対象としてお

り、例えば以下のような活動を実施して、情報の充

実を図った。 

海外センター名 所在国以外での情報収集活動 

サンフランシスコ ブラジル、メキシコ、アルゼ

ンチンの対応機関、大学等を

訪問し、情報収集。 

ボン ロシアの対応機関等を訪問

し、情報収集。 

北京 モンゴルの関係機関、大学等

を訪問し、情報収集。 

バンコク ミャンマーを訪れ、現地有識

者へのインタビュー調査等を

通じ、情報収集。 

 さらに、平成 26 年度には、各センターにおいて所

在国や周辺地域の学術の実情や動向について調査し

た「カントリーレポート」を初めて作成し、本会が

今後の我が国との学術交流や大学等の国際展開の方

向性を判断する重要なデータとした。作成に当たっ

ては、各国においてこれまでセンターが培った協力

関係を活用し、大学・対応機関や研究者等の関係者

へのヒアリングなどを行った。 

「カントリーレポート」を含め、以上のとおり各

センターが収集した情報を大学関係者等に対しより

広く発信し、大学の海外展開や研究交流の促進に寄

・大学等海外活動展開協力・支援事業と

して、計 12 の大学に 4 箇所の海外研究

連絡センターの利用機会を提供し、海外

展開を支援していることは評価できる。 

 

・海外の学術動向や高等教育に関する情

報収集・調査を、センター所在国に留ま

らず、我が国との学術交流の相手先とな

り得る周辺国までも対象として活発に

活動し、その結果をホームページにて国

内に広く発信していることは評価でき

る。とりわけ、平成 26 年度初めての取

組として各センターがまとめた「カント

リーレポート」は、所在国ないしは周辺

国の学術・高等教育の動向等の情報が詳

細にまとめられており、本会及び我が国

の大学等研究機関の今後の国際展開に

資するものとして高く評価できる。利便

性を備えたポータルサイトの開設準備

を進め、各センターが集めた情報の国内

への発信力充実を着実に進めている。 

 

・各センターにおいて「国際学術交流研

修」により将来大学の国際交流を担う若

手大学等職員に実地研修を行い、大学の

海外展開を着実に支援している。 

 



【26年度評価】項目別-75 

 

与するため、利便性を備えたポータルサイトの平成

27 年度中の開設に向けて準備を行った。 

 

・「国際学術交流研修」として国公私立大学の職員 15

名を海外研究連絡センターで 1年間受け入れ、セン

ター業務に従事させることにより、国際交流に関す

る幅広い見識と高度な実務能力を有する事務系職員

の養成を図った。 

 

 

４．その他参考情報 

－ 

  



【26年度評価】項目別-76 

 

様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―３－３ 

3 強固な国際協働ネットワークの構築 

（3） 世界的頭脳循環の推進とグローバルに活躍する若手研究者の育成 

① ノーベル賞受賞者と若手研究者との対話の場の提供 

② 若手研究者への国際的な研鑽機会の提供 

③ 諸外国の優秀な研究者の招へい 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人日本学術振興会法第１５条 

第３号 

業務に関連する

政策・施策 

8 基礎研究の充実及び研究の推進のため

の環境整備 

8-1 学術研究の振興 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート 事業番号

0176（仮） 

当該項目の重要度、

難易度 

重要度：「高」（政府の「日本再興戦略 改訂 2014」における「優秀な若手研究者の海外との間の戦略的な派遣・招へいや、国内外に研究拠点を構築すること等により国際的なネッ

トワークを強化する」及び「科学技術イノベーション総合戦略 2014」における「優秀な若手研究者の海外との間の戦略的な派遣・招聘による国際研究ネットワークの強化」、「世界

トップレベルの大学等と競争する十分なポテンシャルを持つ大学及び研究開発法人の研究拠点等において外国人研究者の割合を 2020 年までに 20％、2030 年までに 30％」の達成に

向けて、本法人における当該国際交流事業が主要な役割を果たすものであるため） 

難易度：「高」（我が国の大学や公的研究機関等に、多様な人材が互いに切磋琢磨する国際的な研究環境をつくるため必要な事業であるが、言語の壁や生活環境の違いなどから、優秀

な外国人研究者の招へいや定着には困難を伴うため） 

参考 URL HOPE ミーティング http://www.jsps.go.jp/hope/gaiyou7.html 

ノーベル・プライズ・ダイアログ http://www.nobelprizedialogue.org/tokyo2015/jp/ 

リンダウ・ノーベル賞受賞者会議派遣事業 http://www.jsps.go.jp/j-lindau/index.html 

先端科学シンポジウム http://www.jsps.go.jp/j-bilat/fos/index.html 

若手研究者のための学術セミナー・ワークショップ http://www.jsps.go.jp/j-asia_seminar/index.html 

外国人特別研究員事業 http://www.jsps.go.jp/j-fellow/index.html 

外国人招へい研究者事業 http://www.jsps.go.jp/j-inv/index.html 

論文博士号取得希望者に対する支援事業 http://www.jsps.go.jp/j-ronpaku/index.html 

サイエンス・ダイアログ http://www.jsps.go.jp/j-sdialogue/index.html 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

前中期目

標期間最

終年度値 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度  

 

 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

HOPE ミーティン

グ参加者による

満足度調査によ

る肯定的な回答

割合 

－ 100％ 98.9％ 100％     

 

決算額（千円） 7,622,879 7,681,227    リンダウ会議に

対する満足度調

査による肯定的

な回答割合 

－ 100％ 100％ 100％     

 

先端科学シンポ

ジウム事業に対
－ 94％ 91％ 93％     
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する満足度調査

による肯定的な

回答割合 

サイエンス・ダイ

アログ実施回数

（延べ数） 

－ 125 回 160 回 196 回     

 

従事人員数 28 29    外国人特別研究

員事業（一般）招

へい人数（延べ

数） 

－ 907 854 824     

 

注）決算額は支出額を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 (3) 世界的な頭脳

循環の推進とグロ

ーバルに活躍する

若手研究者の育成 

世界的な頭脳循

環の推進とグロー

バルに活躍する人

材を育成するた

め、若手研究者の

海外派遣など国際

的な研鑽を積む機

会の提供や様々な

キャリアステージ

にある優秀な外国

人研究者の招へい

などの取組を行

う。 

外国人研究者の

招へいを目的とす

る、外国人著名研

究者招へい事業、

外国人招へい研究

者事業（長期・短

期）、外国人特別研

究員事業（一般、

欧米短期、サマ

ー・プログラム）

については、業務

の効率化を図る観

点から統合・メニ

ュー化する。 

(2) 世界的な頭脳

循環の推進とグロ

ーバルに活躍する

若手研究者の育成 

頭脳循環により

国際研究ネットワ

ークの核となる優

れた研究者の育成

を図るため、若手

研究者が海外にお

いて世界水準の国

際共同研究に携わ

るなどの国際的な

研鑽機会を提供す

る大学等研究機関

を支援する。 

また、我が国と

先進諸国やアジ

ア・アフリカ諸国

等の幅広い若手研

究者の育成及び相

互のネットワーク

形成を促すため、

若手研究者の集中

的な討議の機会を

提供するためのシ

ンポジウム・セミ

ナー等の取組を実

施する。 

さらに、内外の

研究者が我が国の

大学等研究機関で

切磋琢磨する研究

環境を創出し、若

手研究者の育成等

に資するため、優

秀な若手研究者や

世界的研究業績を

有する著名研究者

(3) 世界的頭脳循

環の推進とグロー

バルに活躍する若

手研究者の育成 

① ノーベル賞受

賞者と若手研究者

との対話の場の提

供 

(i) HOPE ミーティ

ング 

ノーベル賞受賞

者等の著名研究者

とアジア太平洋ア

フリカ地域の大学

院博士課程学生等

が参加する合宿形

式の会議を開催

し、若手研究者に

国際的環境でのリ

ーダーシップを身

につけさせること

を目的として、将

来の研究リーダー

同士のネットワー

クを作る機会を提

供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標

＞ 

・HOPE ミーティン

グ参加国・地域数、

参加者数 

 

・HOPE ミーティン

グに対する満足度

調査による肯定的

な回答割合 

 

・ノーベル・プラ

イズ・ダイアログ

参加者数 

 

・ノーベル・プラ

イズ・ダイアログ

参加者に対する満

足度調査における

肯定的な回答割合 

 

・リンダウ会議に

対する満足度調査

による肯定的な回

答割合 

 

・先端科学シンポ

ジウム事業に対す

る満足度調査によ

る肯定的な回答割

合 

 

・オリエンテーシ

ョン参加人数（延

べ数） 

 

・サイエンス・ダ

イアログ実施回数

（延べ数） 

中期計画の項目（達成すべき成果を含む）について、中

期計画通りに着実に推進した。特に、以下の実績を上げた。 

【ノーベル賞受賞者と若手研究者との対話の場の提供】 

■ HOPE ミーティング 

・第 7回 HOPE ミーティングは、物理学、化学、生理学・医

学及び関連分野を対象分野に開催した。小林誠運営委員長

を始めとする 6名のノーベル賞受賞者及び 1名のアルバー

ト・ラスカー基礎医学研究賞受賞者等、計 8名の著名研究

者と、97名の参加者による講演・討議、参加者によるポス

ター発表やチームごとの発表等が行われ、活発な質疑応

答・意見交換がなされた。また、会期初日には参加者全員

がノーベル・プライズ・ダイアログ・東京 2015 に出席し、

積極的に質疑応答に加わった。さらに、サイドイベントと

して小中学生を対象に「HOPE ミーティング Jr. 」を開催し

た。 

 

参加者アンケート結果（抜粋） 

ミーティングに対する満足度 

「すばらしい」「良い」 

100% 

ノーベル賞受賞者から大いに刺激を

受けた 

98% 

同年代の研究者とのネットワークを

構築できた 

95% 

 

・日本側参加者は公募により選考し、HOPE ミーティング運

営委員会にて書面審査及び最終的な参加者を決定した。 

●第 7回 HOPE ミーティング 

期間 平成 27 年 3 月 1 日～5日 

開催場所 東京都港区 

講演者 

小林誠、白川英樹、根岸英一、ヨハネス・ゲ

オルグ・ベドノルツ、ダグラス・ディーン・

オシェロフ、ダン・シェヒトマン、森和俊 他 

参加国・

数 

日本、オーストラリア、バングラデシュ、中

国、エジプト、インド、インドネシア、イス

ラエル、韓国、マレーシア、ニュージーラン

ド、フィリピン、シンガポール、台湾、タイ、

トルコ（初参加）、ベトナム 

（17か国・地域から 97名参加） 

 

 

 

評定 Ａ 評定 Ａ 

＜評定と根拠＞ 

・HOPE ミーティングでは、6 名のノー

ベル賞受賞者及び 1 名のアルバート・

ラスカー基礎医学研究賞受賞者等計 8

名の著名研究者の参加を実現し、初参

加のトルコ2名を含む97名の若手研究

者の参加を得て、合宿形式により研究

者間の交流の深化を図ったことは、振

興会の持つネットワークならではのも

のと考えられ、高く評価できる。 

 

・HOPE ミーティング参加者全員がノー

ベル・プライズ・ダイアログ・東京 2015

に参加したことは、幅広い分野の講演

や討議に触れる機会を提供しただけで

なく、科学と社会のつながりを若手研

究者に深く意識させることに貢献した

と考えられ、評価できる。 

 

・HOPE ミーティング Jr.の開催により、

小中学生にも科学に対する関心を高め

させる機会を提供したことは、高く評

価できる。 

 

・HOPE ミーティング参加者に対するア

ンケート調査において、回答者全員が

ミーティングを「すばらしい」あるい

は「良い」と回答している。これは、

ノーベル賞受賞者と若手研究者が 5 日

間寝食を共にして語り合うという、他

のプログラムには見られない実施形態

の工夫の結果であると考えられ、合宿

形式により昼夜を問わず研究者間の交

流の深化が図られたことを示してい

る。また、95％もの参加者が同年代の

研究者とのネットワークが構築できた

と回答していることは、HOPE ミーティ

ングの特徴の一つでもある国籍・性

＜評定に至った理由＞ 

・第７回 HOPE ミーティングでは、ノーべル

賞受賞者である小林誠運営委員長を始めと

して 6 名のノーベル賞受賞者及び 1 名のア

ルバート・ラスカー基礎医学研究賞受賞者

等、計 8 名の著名研究者を招き、若手研究

者にレベルの高い研鑽機会を提供してい

る。参加者アンケートの結果において、若

手研究者から肯定的な回答割合は非常に高

く、本取組は高く評価できる。 

 

・ノーベル・プライズ・ダイアログ東京 2015

を、スウェーデン国外では世界で初めて我

が国で開催し、開催にあたっては、山中伸

弥教授や天野浩教授など我が国が誇る世界

トップレベルの研究者を招くのみならず、

共催者であるノーベル財団と連携し、国外

のノーベル賞受賞者を 4 名招待し、講演や

パネルディスカッションを実現させたこと

は、我が国の研究者に国際的にハイレベル

な研鑽機会を提供する観点から非常に高く

評価できる。 

また、HOPE ミーティングに参加した国外

の研究者をダイアログにも参加させHOPEミ

ーティングの事業効果を高めたこと、広く

一般に公開されたシンポジウムとして開催

され、本事業がノーベル賞受賞者等の著名

研究者と社会との対話を通じた一般市民へ

の学術への理解増進において高い効果を上

げたことは高く評価できる。 

 

・優秀な諸外国の若手研究者を我が国の大

学等研究機関に招へいし、我が国の研究者

との共同研究を行う機会を提供すること

で、我が国の学術研究の推進及び国際化の

進展を図るため、外国人特別研究員事業を

実施している。JSPS 国際戦略に基づき新た

にスイスを外国人特別研究員（戦略的プロ
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等、様々なキャリ

アステージにある

優れた外国人研究

者招へいのための

取組を推進する。

また、外国人著名

研究者招へい事

業、外国人招へい

研究者事業（長

期・短期）、外国人

特別研究員事業

（一般、欧米短期、

サマー・プログラ

ム）については、

業務の効率化を図

る観点から統合・

メニュー化を行

う。 

加えて、招へい

した外国人研究者

の協力を得て、我

が国の将来を担う

高校生に科学や国

際社会への関心を

深める機会を提供

する。 

 

 

 

 

ii) ノーベル・プ

ライズ・ダイアロ

グ 

ノーベル賞受賞

者等の著名研究者

と社会との対話を

目指し、ノーベル

財団との共催によ

り、若手研究者を

中心とした一般市

民向けの講演会で

あるノーベル・プ

ライズ・ダイアロ

グを実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・外国人特別研究

員事業（一般）招

へい人数 

 

・外国人特別研究

員事業（一般）に

おける満足度調査

による肯定的な回

答及び採用期間終

了後の共同研究の

継続に対する意欲

的な回答の割合 

 

＜その他の指標＞ 

・着実かつ効率的

な運営により、中

期計画の項目（達

成すべき成果を除

く）に係る業務の

実績が得られてい

るか。 

 

・中期計画におけ

る「達成すべき成

果」に向けた取組

は適切か。 

外部評価におい

て 

＞若手研究者に対

する国際的な研鑽

機会の提供の状況 

＞外国人研究者の

招へいのための事

業の統合・メニュ

ー化の状況 

＞審査・評価の公

正さ、透明性、信

頼性 

について質の高い

成果（内容）であ

るとの評価を得

 

 

 

 

ノーベル・プライズ・ダイアログ東京 2015 

・2012 年よりスウェーデンにおいて毎年ノーベル賞授賞式

の時期に開催している一般向け公開シンポジウム Nobel 

Week Dialogue を、ノーベル財団との共催によりスウェー

デン国外では世界で初めて開催した。 

・本ダイアログでは国内外のノーベル賞受賞者 7名を含む、

26 名の著名研究者・専門家と、若手研究者を中心とした約

800 名の一般市民とが、「生命科学が拓く未来」をテーマに

活発な対話を行った。 

・また、山中伸弥京都大学教授による iPS 細胞をテーマと

した講演や、天野浩名古屋大学教授による青色 LED をテー

マとした特別講演など、著名研究者による講演も多数行わ

れ、多くの聴衆を惹き付けた。 

・開催に当たっては、社会からの関心を高めるため報道発

表等を通じて事前の広報に努めた。 

・更に、専用ウェブサイトを制作して講演者・プログラム

の案内や参加申し込み、更には当日の模様をライブ配信す

るなど、より多くの一般市民が参加・視聴の機会を得られ

るように配慮した。 

（http://www.nobelprizedialogue.org/tokyo2015/jp/） 

ウェブサイトでの申し込みは受付開始から数日で定員に達

するほど一般からの関心は高く、イベント終了後、参加者

を対象としたアンケートでは非常に高い満足度が示され

た。 

・当日イベント終了後のレセプションには天皇皇后両陛下

のご臨席を仰ぎ、両陛下はノーベル賞受賞者や国内外の若

手研究者とご歓談された。 

・開催にあたっては企業等から協賛金を募って開催費用の

一部に充てたほか、数多くの学術団体からの後援を得るな

ど、産業界や学術団体等との連携にも努めた。 

 

●ノーベル・プライズ・ダイアログ東京 2015 

期間 平成 27 年 3 月 1 日〈日〉 

開催場所 東京国際フォーラム 

講演者 

ノーベル賞受賞者 7 名（天野浩、アンド

リュー・ファイアー、ティム・ハント、

リチャード・ロバーツ、田中耕一、クル

ト・ヴュートリッヒ、山中伸弥）、他講演

者 18名 

参加国・数 日本、アジア、オセアニア、アフリカ、

別・分野を横断した若手研究者チーム

による発表が、ネットワーキングに大

きく貢献していると捉えられ、高く評

価できる。 

 

・ノーベル・プライズ・ダイアログ東

京 2015 については、ノーベル財団との

密接、良好な関係のもと、多数のノー

ベル賞受賞者を招き、数多くの一般参

加者を得て、スウェーデン国外では世

界で初めて同イベントを成功裏に開催

したことは、日本では過去に例のない

画期的な科学コミュニケーション活動

といえ、高く評価できる。 

 

・イベント当日は、ウェブサイトを通

じて、会議の様子をライブ映像で配信

し、海外を含む、当日会場へ来場でき

ない方へも視聴システムを提供し、イ

ベント終了後も専用ウェブサイトから

全講演の様子を見ることが可能するな

ど会場参加者のみならず、国内外に広

くイベントの内容を発信し、学術への

関心を高めたことは、評価できる。 

 

・当日参加者へのアンケートに対して、

ダイアログを楽しめたとの回答と、次

回開催時への参加希望の割合が共に

99%を示したであったことは、一般市民

が学術を身近に感じ、関心を高める上

で、当イベントが非常に高い効果を持

つ手段であることを示している。 

 

・当日の様子が多くのメディアに取り

上げられたことからは、同イベントが

専門分野の人々に留まらない広い社会

的反響を呼んだことが分かる。講演者

からも普段接する機会の少ない一般参

加者や若手研究者、学生と幅広く交流

できたことは刺激的であったとの反応

が寄せられており、ノーベル賞受賞者

等の著名研究者と社会との対話を通じ

グラム）の対象国に加え、共同研究の機会

の拡大を図るとともに、事業メニューを統

合し募集要項の統合等により業務の効率化

を図っている。外国人特別研究員（一般）

の採用終了者を対象としたアンケート調査

において、約 83％が日本の受入研究者との

共同研究継続を希望している。以上より、

取組は着実に実施されており、評価できる。

また、招へいした外国人研究者によるサイ

エンス・ダイアログの実施件数が前年度か

ら増加していることも評価できる。 

 

以上のことに加え、本項目は、重要度及

び難易度の高いものであることから、中期

計画を上回って履行し、中期目標を上回る

ペースで実績を上げていると言えるため、

評定をＡとする。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方

策＞ 

 特になし。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 
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(iii) 国際的な会

議等への若手研究

者の参加支援 

国際経験を培う

べく、ノーベル賞

受賞者との討議等

を行うリンダウ・

ノーベル賞受賞者

会議など、国際的

な会議等への若手

研究者の参加を支

援する。 

 

 

る。 

 

＜評価の視点＞ 

・（諸外国の優秀な

研究者の招へい）

今後は、受け入れ

大学等に対しさら

なる活用を促進す

るなど本事業の需

要を喚起するよう

努 め て ほ し い 。

【JSPS 部会 25 年

度評価】 

 

・（諸外国の優秀な

研究者の招へい）

我が国の大学等に

おける国際的な研

究環境の創出、ま

た、申請者へのイ

ンセンティブの付

与の観点から、採

択率の向上が望ま

れる。【JSPS 部会

25 年度評価】 

ヨーロッパ、南北アメリカ（44 カ国 795

名参加） 

 

参加者内訳（日本 62％、外国籍 38％ ）

の国際的なイベントとなった。 

参加者総数 795 名 

参加者属性 
学生 36％、研究者専門家 22％、特別招待

者 25％、その他 17％ 

 

●参加者の声「満足度」 

開催終了直後に参加者よりメール回答(273 名) 

99%が楽しめたと回答。 

ノーベル・プライズ・ダイアログを楽

しめましたか？ 
回答 

非常に楽しんだ 90％ 

まあまあ楽しめた 9％ 

あまり楽しめなかった 1% 

全く楽しめなかった 0％ 

 

●参加者の声「次回への期待」 

99%が次回参加を希望。 

また、ノーベル・プライズに参加した

いですか？ 
回答 

はい 99％ 

いいえ  １％ 

 

●メディアでの広報 

イベント当日は、11 社 29 名のメディア関係者（新聞社、

出版社、テレビ放送）が参加。新聞記事掲載、テレビ報道

で大きく取り上げられた。 

 

■ 国際的な会議等への若手研究者の参加支援 

＞リンダウ・ノーベル賞受賞者会議派遣事業 

・日本人参加者候補の選考については、国際事業委員会で

審査を行った。日本人若手研究者 15 名に対し、同会議に参

加する経費支援を行った。 

参加者アンケート（抜粋） 回答数・率 

学術的な視野が広がった 12/15 (80%) 

国際的な場での研究活動について意欲

が増した 

15/15 

(100％) 

他の日本人若手研究者にも参加を勧め

たい 

15/15 

(100％) 

会議名：リンダウ・ノーベル賞受賞者会議 

開催期日：第 64 回（生理学・医学）平成 26 年 6 月 29

日～7月 4日 

た学術への理解増進という所期の目的

は、高い水準で達成されたと言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・リンダウ・ノーベル賞受賞者会議派

遣事業について、アンケート調査にお

いて参加者 15 名全員が国際的な場で

の研究への意欲が増したと回答したこ

とからも、国際経験に富み学術の将来

を担う優秀な若手研究者の育成に一定

の貢献をしていると考えられ評価でき

る。 
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② 若手研究者へ

の国際的な研鑽機

会の提供 

(i) 先端科学シン

ポジウム事業  

次世代を担う研

究者の育成等のた

め、諸外国の学術

振興機関と連携

し、学際的な観点

から先端的な研究

課題について集中

的に議論を行う先

端科学シンポジウ

ム事業を実施す

る。 

(ii) 国際ワーク

ショップ及びセミ

ナーの実施 

若手研究者のた

めの国際ワークシ

ョップ及びセミナ

ーを開催し、専門

性の向上とネット

ワーク形成の機会

を提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5 回（経済学）平成 26年 8月 19 日～23 日 

開催場所：ドイツ（リンダウ） 

 

【若手研究者への国際的な研鑽機会の提供】 

■ 先端科学シンポジウム事業  

・NAS（アメリカ）、AvH（ドイツ）、CNRS 等（フランス）と

の共催で、自然科学から人文学・社会科学にわたる異分野

間で先端科学について討議を行うシンポジウムを 3件実施

し、200 名程の若手研究者が参加した。 

・シンポジウム実施にあたり、セッショントピックやチェ

ア・スピーカーの選定を含むセッションの構成を参加者で

ある企画委員（PGM）が自ら企画するなど、主体的に運営に

携わった。 

・先端科学シンポジウム事業委員会を 4回開催し、事業の

運営についての検討や公募による候補者も含めた参加者の

選考等を行った。さらに、本委員会委員がシンポジウムに

出席して実施状況を確認し、シンポジウムの質の向上を図

った。 

 

26 年度参加者アンケート（抜粋） 回答数・率 

学術的な視野が広がった 172/176 (98%) 

今後の研究につながる新たなアイデア

を得た 

117/131 (89%) 

今後の研究推進に資する新たな出会い

があった 

162/176 (92%) 

同種のシンポジウムにもう一度参加し

たい 

164/176 (93%) 

 

○日独先端科学（JGFoS）シンポジウム 

日程：平成 26年 10 月 31 日～11 月 2 日 

開催場所：ドイツ（ブレーメン） 

参加者数：日本 29名、ドイツ 27 名（計 56 名） 

○日米先端科学（JAFoS）シンポジウム 

日程：平成 26年 12 月 5日～7日 

開催場所：東京 

参加者数：日本 39名、アメリカ 39名（計 78名） 

○日仏先端科学（JFFoS）シンポジウム 

日程：平成 27年 1月 23 日～25 日 

開催場所：京都 

参加者数：日本 35名、フランス 35名（計 70名） 

 

・過去参加者全体を対象としたアンケート調査 

過去参加者アンケート（抜粋） 回答数・率 

 

 

 

 

 

・アンケート調査における満足度の高

さは、参加者自身がシンポジウムを作

り上げ、多様な分野の研究者と議論す

るという、他のプログラムには見られ

ない実施形態の工夫と考えられる。ま

た、若手研究者が、自身の専門領域に

留まらず、学術研究全体を俯瞰する視

野の広さを得る機会を提供し、参加者

間のより広いネットワーク形成にも貢

献しているものと捉えられ高く評価で

きる。 

 

・シンポジウム本番に本委員会委員が

出席し実施状況を確認したことは、シ

ンポジウムの質の向上のみならず、透

明性、信頼性の確保につながるものと

考えられ評価できる。 

 

・過去参加者全体を対象としたアンケ

ート調査でも、非常に多くの研究者が

シンポジウムへの参加が研究者自身の

研究やキャリアにプラスの効果をもた

らしたと回答し、また、シンポジウム

で得た着想を元にした成果を、既に

100 名近い研究者が発表していること

から、シンポジウムでの異分野を含め

た最先端の研究にかかる議論によっ

て、若手研究者が新たなアイデア等を

得て、着実に実績を伸ばしていること

が窺え、高く評価できる。 

 

・過去参加者アンケートで、約半数の

参加者が訪問・招へいや共同研究・セ

ミナーといった国際交流へ発展した、

あるいは計画中であると回答した点

は、分野横断的なシンポジウムで同一

分野の研究者が一堂に会するわけでは
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③ 諸外国の優秀

な研究者の招へい 

(i) 外国人特別研

究員事業、外国人

招へい研究者事業 

様々なキャリア

ステージにある優

れた外国人研究者

を招へいするため

の事業を実施す

る。 

外国人特別研究

員事業では、多様

な国からの研究者

の招へいを着実に

図る。とりわけ、

戦略的に重要な欧

米諸国からの若手

研究者の招へいに

ついては、対象国

を拡大するととも

に、招へい期間を

柔軟に設定し、海

外対応機関との連

携並びに海外研究

連絡センターを通

自身の研究にプラスの効果があった 

うち、成果として発表した 

451/464 (97%) 

97/464 (21%) 

研究者としてのキャリアにプラスの効

果があった 

370/464 (80%) 

FoS を契機として訪問・招へいを行った

（計画中を含む） 

234/464 (50%) 

FoS を契機として共同研究を行った（計

画中を含む） 

211/464 (45%) 

 

■ 国際ワークショップ及びセミナーの実施  

・ブラジルサンパウロ州立研究財団、インド科学技術庁と

の覚書に基づき、3 件のワークショップ・セミナーを実施

し、160 名程の若手研究者が参加した。 

・若手研究者は、実施機関が幅広く周知・選考し、質の確

保に努めた。 

 

【諸外国の優秀な研究者の招へい】 

■ 外国人特別研究員事業、外国人招へい研究者事業 

（審査・評価業務等） 

・国内公募分の選考にあたっては、外国人特別研究員事業

（一般）では、各研究分野から高い見識をもつ研究者で構

成される特別研究員等審査会において、専門的見地から書

面審査及び合議審査による二段階審査を行った。また、欧

米短期、定着促進では、特別研究員等審査会による書面審

査の結果をもとに、国際事業委員会にて採用者を決定した。 

・審査員に対し、審査基準、審査方針等の他、利害関係者

の排除、秘密保持と研究者倫理の遵守等について、明記し

た審査手引等を配布した。また、書面審査で評定が分かれ

た申請については、合議審査において書面審査の妥当性に

ついて確認することを合議審査の指針に取り入れた。 

・審査基準、特別研究員等審査会委員及び任期を終了した

専門委員名簿について、ホームページ上で公開した

（https://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_houhou.html）。なお、

採 用 者 一 覧 も ホ ー ム ペ ー ジ 上 で 公 開 し て い る

（http://www.jsps.go.jp/j-fellow/saiyo/index.html）。 

・事業の改善を目的とし、事業終了後、採用者に対してア

ンケート調査や研究報告書の提出により実績等の把握に努

めている。平成 26 年度中に採用終了した外国人特別研究員

（一般）採用者のアンケート調査においては、約 83％が日

本の受入研究者との共同研究を続けたいと回答している。 

 

●平成 26年度外国人研究者招致採用実績（単位：人） 

ないことを鑑みると、極めて多いと言

え、評価できる。 

 

・実施機関が若手研究者を幅広く周

知・選考したことは、ワークショップ・

セミナーの質の向上のみならず、透明

性、信頼性の確保につながるものと考

えられ評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国内公募分の選考にあたっては、特

別研究員等審査会において適正、公正

な審査に努め、採用結果の情報をホー

ムページにて公開したことは、透明

性・信頼性の確保に資するものと考え

られ評価できる。 

 

・外国人特別研究員事業において、多

様な国（75 ヶ国）から、様々なキャリ

アステージの外国人研究者を我が国の

多様な受入機関（141 の大学等）に招

へいする事業として、外国人特別研究

員事業を実施し、多様な招へい方法に

より、大学等のニーズに即した効果的

な研究者養成を図っていることは評価

できる。また、採用終了者を対象とし

たアンケート調査において、約 83％が

日本の受入研究者との共同研究を続け

たいと回答したことから、事業の効果

が窺え、評価に値する。 

 

・海外対応機関との連携のもと、戦略

的に重要な特定の欧米諸国から優秀な
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じた積極的な広報

活動等を通じて、

優秀な若手研究者

の確保に努める。

また、外国人研究

者を我が国の大学

等で常勤職として

採用することを促

す取組を実施す

る。 

外国人招へい研

究者事業では、優

れた研究業績を有

する外国人研究者

を招へいし、討議

や意見交換、講演

等の機会を与え

る。 

両事業について

は、平成 27 年度採

用分より、外国人

研究者の招へいの

ための事業として

統合・メニュー化

した募集を行い、

効率化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請・採用状況 受入実績 

国内公募 

海

外 

推

薦 

新

規

来

日

実

績

数 

総

滞

在

者

数*1 

申請

数 

採

用

数 

採用

率 

外国人特別

研究員（一

般） 

2,386 240 10.1% 105 294 824 

外国人特別

研究員（定着

促進） 

38 20 52.6% - 20 37 

外国人特別

研究員（欧米

短期） 

241 62 25.7% 87 129 229 

外国人特別

研究員（戦略

的ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ） 

- - - 13 13 13 

外国人特別

研究員（ｻﾏｰ

･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ） 

- - - 115 115 115 

外国人招へ

い研究者（長

期） 

223 70 31.4% 11 73 104 

外国人招へ

い研究者（短

期） 

691 205 29.7% 57 253 277 

外国人招へ

い研究者（短

期 S） 

11 5 45.5% - 4 4 

著名研究者

招へい 
- - -% - 1*2 1 

*1 総滞在者数：前年度からの継続滞在者を含む。著名研

究者については延べ人数 

*2 著名研究者来日実績のうち、1名は平成 24 年度採用者 

 

（外国人特別研究員事業（一般／定着促進／欧米短期／戦

略的プログラム／サマー・プログラム）） 

・計 75の国・地域から、計 1,218 名の外国人研究者を招へ

いした。 

 

●地域別受入実績 

地域 受入実績（人） 割合（％） 

アジア 477 39 

オセアニア 37 3 

アフリカ 45 4 

若手研究者を招へいする 外国人特別

研究員事業（戦略的プログラム）を平

成 25 年度から開始し、平成 26 年度に

ついては米国国立科学財団（NSF）が推

薦する 6 名に加えスイスのチューリッ

ヒ連邦工科大学（ETH Zurich）が推薦

する 7 名の優秀な若手研究者を招へい

したことは、JSPS 国際戦略に沿った相

手国・地域の戦略的な重点化の例とし

て挙げられ高く評価できる。 

 

・外国人特別研究員事業（定着促進）

を平成 25 年度から開始し、平成 26 年

度についても、事業終了後も引き続き

受入研究機関で常勤として研究、教育

に従事することを希望する 20 名の研

究者を招へいしたことは評価できる。 

 

・外国人特別研究員事業（サマー・プ

ログラム）において、平成 25年度以前

の米国、英国、フランス、ドイツ、カ

ナダに加えスウェーデンからも推薦を

受け付けることとした。スウェーデン

も国際戦略において継続的に学術国際

交流を推進すべき相手国であるので、

高く評価できる。 

 

・多様な国・地域から優れた研究業績

を有する外国人研究者を招へいし、国

内大学との交流機会を提供しているこ

とは我が国の学術研究の推進及び国際

化に寄与したものと考えられ評価でき

る。 

 

・外国人研究者の招へいを目的とする

事業の統合・メニューに向けた取組と

して募集要項の統合を行い、事業の効

率化を図っていることは評価できる。 

 

・平成 26年度採用分より諸手続の手引

を統合したことにより、提出様式が最

低限必要な種類に集約されたことは、
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(ii) 論文博士号

取得希望者への支

援事業 

論文提出により

我が国の博士号取

得を希望するアジ

ア・アフリカの若

手研究者を支援す

る事業を実施す

る。 

 

(iii) 招へい研究

者への交流支援 

長期に来日する

ヨーロッパ 482 40 

ロシア＆NIS 15 1 

北米 146 12 

中南米 16 1 

合  計 1,218 100 

・海外対応機関との連携のもと、戦略的に重要な特定の欧

米諸国から優秀な若手研究者を招へいする外国人特別研究

員事業（戦略的プログラム）を開始し、欧米諸国からの若

手研究者確保により一層努めた。 

・外国人研究員・教員の我が国の大学等への定着を促す外

国人特別研究員事業（定着促進）を実施した。 

 

（外国人招へい研究者事業） 

・優れた研究業績を有する外国人研究者を計 48の国・地域

から 330 人招へいし、我が国の大学等研究機関に対し、討

議や意見交換、講演等の機会を提供した。 

 

（統合・メニュー化等による事業の改善） 

・平成 27 年度採用分より外国人特別研究員（一般、欧米短

期、定着促進）と外国人招へい研究者（長期、短期、短期

S）の募集要項を統合し、申請の効率化と事業実施に際する

利便性の向上を図った。 

 

・平成 26年度採用分より諸手続の手引も統合し、外国人特

別研究員（一般、欧米短期、定着促進、戦略的プログラム）

と外国人招へい研究者（長期、短期、短期 S）及び外国人

研究者再招へい事業の 2種類の手引に纏めたことで、事業

実施に際する利便性の向上を図った。 

 

■ 論文博士号取得希望者への支援事業 

・アジア・アフリカ諸国等の論文博士号取得希望者 124 人

に対して学位取得のための研究に必要な支援を着実に実施

した。 

申請者数 83 人 

新規採用者数 25 人 
計 124 人 

継続者数 99 人 

学位取得状況 

5 年前（平成 22年度）に新規採択さ

れた者のうち、70％以上が平成 26

年度までに博士号を取得。 

 

 

【招へい研究者への交流支援】 

・研究者国際交流センターにおいて、来日直後の研究者に

対し、年 5回にわたりオリエンテーションを実施するとと

採用者や受入機関の事務担当者にとっ

ての利便性向上につながるものとして

評価できる。 

 

・アジア・アフリカ諸国等の論文博士

号取得希望者 124 人に対して学位取

得のための研究に必要な支援を着実に

実施していることは評価できる。 

 

・来日直後の外国人研究者に対するオ

リエンテーションの複数回実施や、生

活ガイドブックの作成・配布及び、日

本語研修の支援は、日本での円滑な研

究生活の開始に資するものであり評価

できる。 

 

・招へいした外国人研究者が、高等学

校等において、研究活動や母国につい

て英語で講義を行うサイエンス・ダイ

アログを、延べ 196 回（対前年度 36

回増加）実施し、次世代を担う生徒の

科学や国際社会への関心を深めること

に貢献するものと考えられ高く評価で

きる。 

 



【26年度評価】項目別-85 

 

研究員に対して

は、研究者国際交

流センターにおい

て、我が国での研

究生活を円滑に開

始するためのオリ

エンテーションを

来日直後に実施

し、日本語研修支

援等を行い、日常

生活面においても

支援する。 

さらに、我が国

の将来を担う高校

生等を対象に、科

学や国際社会への

関心を深めさせる

ことを目的とし、

外国人研究者が高

等学校等におい

て、自身の研究活

動や母国について

英語で講義を行う

サイエンス・ダイ

アログ事業を実施

する。 

 

もに、生活ガイドブックを配布して日常生活に必要な情報

を提供することや、日本語研修支援として日常生活で必要

となる日本語技能を向上する機会を提供することにより、

日本での円滑な研究生活を支援した。 

 

●オリエンテーションの実施日と参加人数実績 

実施日 参加人数 

H26 年 7 月 28 日～30 日 27 人 

H 26 年 9 月 8日～10 日 30 人 

H 26 年 11 月 25 日～27日 28 人 

H 27 年 1月 13 日～15 日 31 人 

H 27 年 2月 23 日～25 日 14 人 

延べ参加者数 130 人 

 

■ サイエンス・ダイアログ 

・招へいした外国人研究者によるサイエンス・ダイアログ

を延べ 196 回実施した。 

 

 

４．その他参考情報 

－ 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―４－１ 

4 次世代の人材育成と大学の教育研究機能の向上 

（1）研究者の養成 

① 大学院博士（後期）課程学生や博士の学位を有する者等への支援 

② 優れた若手研究者の顕彰 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人日本学術振興会法第１５条 

第２号 

業務に関連する

政策・施策 

8 基礎研究の充実及び研究の推進のため

の環境整備 

8-1 学術研究の振興 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート 事業番号

0176（仮） 

当該項目の重要度、

難易度 

重要度：「高」（政府の第 4期科学技術基本計画において「国は、競争的に選考された優れた若手研究者が、自ら希望する場で自立して研究に専念できる環境を構築するため、フェロ

ーシップや研究費等の支援を大幅に強化する。」とされている。また、「国は、優秀な学生が安心して大学院を、目指すことができるよう、フェローシップ、（中略）など給付型の経

済支援の充実を図る。 これらの取組によって、「博士課程（後期）在籍者の 2割程度が生活費相当額程度を受給できることを目指す」という第 3期基本計画における目標の早期達成

に努める。」とされており、これらの達成に向けて、本法人における当該人材育成事業が主要な役割を果たすものであるため） 

参考 URL 特別研究員事業 http://www.jsps.go.jp/j-pd/index.html 

日本学術振興会賞 http://www.jsps.go.jp/jsps-prize/index.html 

日本学術振興会 育志賞 http://www.jsps.go.jp/j-ikushi-prize/index.html 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

前中期目

標期間最

終年度値 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度  

 

 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

特別研究員新規

採用者数 
－ 2,525 人 2,605 人 2,460 人     

 

決算額（千円） 21,452,840 20,760,316    

採用終

了後の

常勤の

研究職

就職率 

上段：

PD 

下段：

DC 

1 年経

過 後

（DC は

ﾎﾟｽﾄﾞｸ

ﾌｪﾛｰを

含む） 

－ 
77.1% 

－ 

74.3% 

80.1% 

76.8％ 

75.9％ 
    

 

5 年経

過後 
－ 

92.5% 

－ 

88.7% 

82.9% 

89.8％ 

80.0％ 
    

 

10 年経

過後 
－ 

96.0% 

－ 

94.0% 

89.1% 

90.8％ 

88.9％ 
    

 

従事人員数 32 34    

PD、SPD の研究室

移動の割合 
－ 99.8% 99.8% 100.0％     

 

出産・

育児に

伴う対

応 

中断・延

長者数 
－ 74 人 84 人 97 人     

 

研究再開

準備支援

取得者数 

－ 15 人 22 人 37 人     

 

注）決算額は支出額を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 我が国の学術研

究を担う優秀な人

材を育成するた

め、そのキャリア

パスの確保に留意

しつつ、若手研究

者に対する支援を

充実する。 

また、我が国の

大学の改革への取

組を支援し、その

教育研究機能の向

上やグローバル化

に積極的に取り組

む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 研究者の養成 

次世代の人材の

育成のため、自立

して研究を行い得

る段階に達し、研

究能力が高まる時

期にある若手研究

者に対して、目的

や対象者層等に応

じた多様な方法に

より、研究を奨励

するための資金を

支給する支援事業

我が国の学術研

究を担う優秀な人

材を育成するた

め、優れた若手研

究者に対する経済

的支援や海外で研

鑽を積むことがで

きる環境の整備等

に取り組む。 

また、我が国の

大学の改革への取

組を支援し、その

教育研究機能の向

上やグローバル化

に積極的に取り組

む。 

これらの事業を

実施するに当たっ

ては、第一線で活

躍する若手研究者

も含む人材育成企

画委員会（仮称）

を置き、人材育成

に係る諸課題につ

いて検討を行う。 

 

(1) 研究者の養成 

大学院博士課程

（後期）学生や博

士の学位を有する

者等のうち優れた

研究能力を有する

若手研究者に一定

期間資金を支給

し、自由な発想の

もとに主体的に研

究課題等を選びな

がら生活の不安な

く研究に専念でき

我が国の学術研

究を担う優秀な人

材を育成するため、

優れた若手研究者

に対する経済的支

援や海外で研鑽を

積むことができる

環境の整備を行う

とともに、我が国の

大学の改革への取

組を支援し、その教

育研究機能の向上

やグローバル化に

積極的に取り組む

諸事業を実施する。

実施に当たっては、

第一線で活躍する

若手研究者も含む

人材育成企画委員

会における人材育

成に係る諸課題に

ついての検討を踏

まえ、より効果的・

効率的な実施に努

める。 

 

(1) 研究者の養成 

大学院博士課程（後

期）学生や博士の学

位を有する者等の

うち優れた研究能

力を有する若手研

究者に一定期間研

究奨励金を支給し、

自由な発想の下に

主体的に研究課題

等を選びながら生

活の不安なく研究

に専念できる環境

＜主な定量的指標

＞ 

・出産・育児に伴

う中断及び延長の

取扱数 

 

・採用終了後の常

勤の研究職への就

職率 

 

・審査委員表彰数 

 

・PD、SPD の研究室

移動の割合 

 

＜その他の指標＞ 

・着実かつ効率的

な運営により、中

期計画の項目（達

成すべき成果を除

く）に係る業務の

実績が得られてい

るか。 

 

・中期計画におけ

る「達成すべき成

果」に向けた取組

は適切か。 

外部評価におい

て 

＞審査・評価の公

正さ、透明性、信

頼性 

＞特別研究員の進

路状況 

＞博士課程在学時

以外の場所で研究

する特別研究員の

状況 

中期計画の項目（達成すべき成果を含む）につい

て、中期計画通りに着実に推進した。特に、以下の

実績を上げた。 

 

・平成 26 年度においては、人材育成企画委員会を 1

回開催し、人材育成事業の今後の在り方として、特

別研究員に対する支援策や国際性を持った若手研究

者の育成のための海外渡航促進策について検討し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【研究者の養成（特別研究員事業）】 

■ 大学院博士（後期）課程学生や博士の学位を有す

る者等への支援 

・下表のとおり特別研究員を採用し、若手研究者の

育成・支援を行った。また、出産・育児により研究

を中断した研究者に対して、研究復帰を支援するた

め、RPD として採用し、研究奨励金を支給した。 

 

●特別研究員の採用状況（単位：人） 

資
格 

平成
25年
度か
らの
継続
者数 

平成
26年
度新
規採
用者
数 

中
途
採
用
者
数 

中
途
辞
退
者
数 

資
格
変
更
者
数 

採用
期間
満了
者数 

次年
度へ
の継
続者
数 

SPD 21 14 0 9 － 5 21 

PD 
1,08

0 
369 0 

25
5 

137 613 718 

評定 Ｂ 評定 Ｂ 

＜根拠＞ 

 

 

・人材育成企画委員会における人材育成

に係る諸課題、特に特別研究員に対する

支援策や国際性を持った若手研究者の

育成のための海外渡航促進策について

検討したことは評価できる。 

 

・優秀な研究者を養成するため、12,280

人（対前年度 1.2％増）の申請に対する

選考・審査業務とともに、新規採用と継

続採用を合わせて 5,905 人（対前年度

0.5％減）の支援対象者に対する資金支

給業務を計画的・継続的に実施している

ことは評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定に至った理由＞ 

採用期間終了後の常勤の研究職への就職率

は、例年通り高く、事業の効果を確認するこ

とができる。 

出産・育児に伴う採用の中断及び延長の取扱

いも着実に実施している点も評価できる。 

 審査手順を明確化するなど、公正な審査体

制維持を図っており評価できる。 

ワーキンググループにおいて、若手研究者の

主体性を重視する本事業の趣旨を踏まえて検

討・見直しを行っている点は評価できる。 

 

以上のような点から、本項目は、自己評価

のとおり、中期目標の達成に向け、中期計画

に沿って着実に事業を実施していると認めら

れるため、評定をＢとする。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策

＞ 

 女性研究者の比率を将来的に高められるよ

う、引き続き積極的に女性研究者からの申請

を促進していくことが必要である。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 
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を実施することに

より、優秀な学術

の研究者を養成す

る。 

各種事業の実施

に当たっては、研

究者の自立性向上

を図るとともに、

一定の競争環境を

維持しつつ、分野

の特性を踏まえ、

計画的・継続的に

優れた研究者を養

成・確保し、研究

者としてのキャリ

アパスの確立に努

める。その際、研

究者養成の重要な

時期である大学院

博士課程（後期）

へ優秀な人材が経

済的不安なく進学

できるようにする

ための博士課程

（後期）学生への

支援、女性研究者

が研究と出産・育

児を両立するため

の支援、若手研究

者の海外での長期

研究の奨励、研鑽

の機会の充実に配

慮する。 

また、各種事業

における支援対象

者の選考審査に関

し、審査の独立性、

透明性、公正性を

確保し、目的や対

象者層等に応じた

優れた研究者等を

的確に見極め、厳

る環境を整備する

ため、特別研究員

事業を計画的・継

続的に実施する。 

また、研究者養

成の観点から、創

造性に富み優れた

研究能力を有する

若手研究者や大学

院博士課程学生に

対する顕彰事業を

計画的・継続的に

実施する。 

なお、学術研究

分野における男女

共同参画を進める

ため、出産・育児

に配慮した取組を

推進する。 

 

① 大学院博士（後

期）課程学生や博

士の学位を有する

者等への支援 

大学院博士課程

（後期）学生及び

博士の学位を有す

る者等で優れた研

究能力を有し、我

が国の大学その他

の研究機関で研究

に専念する若手研

究者を「特別研究

員」として採用し、

研究奨励金を支給

する。 

博士の学位を有

する者等で特に優

れた研究能力を有

する者等について

は、若手研究者の

世界レベルでの活

を整備するため、特

別研究員事業を、計

画的・継続的に実施

する。 

また、研究者養成

の観点から、創造性

に富み優れた研究

能力を有する若手

研究者や大学院博

士課程学生に対す

る顕彰事業を計画

的・継続的に実施す

る。 

なお、学術研究分

野における男女共

同参画を進めるた

め、出産・育児に配

慮した取組を推進

する。 

 

① 大学院博士（後

期）課程学生や博士

の学位を有する者

等への支援 

我が国の大学等の

研究機関で研究に

専念する優れた若

手研究者を支援す

る特別研究員事業

を円滑に実施する。 

大学院博士課程（後

期）学生及び博士の

学位を有する者等

で優れた研究能力

を有し、我が国の大

学その他の研究機

関で研究に専念す

る若手研究者を「特

別研究員-DC」「特別

研究員-PD」として

採用し、研究奨励金

を支給する。また、

について質の高い

成果（内容）であ

るとの評価を得

る。 

 

＜評価の視点＞ 

・進路調査につい

ては、現在の大学

等の雇用形態が複

雑化してきてお

り、常勤／非常勤

という分類では正

確な評価ができな

いものと思われる

ため工夫が必要で

ある。【外部評価委

員指摘 25 年度評

価】 

 

・予算の確保に努

め、少なくとも、

年度毎の新規採用

数が大きく変わら

ないよう、採用数

について長期計画

に基づく制度設計

がなされることを

期待したい。【外部

評価委員指摘 25年

度評価】 

 

・大学で常勤の教

授や准教授に昇進

する女性研究者の

増加につながる女

性研究者育成の取

り組みが実施され

ることを期待した

い。【外部評価委員

指摘 25 年度評価】 

 

・特に自然科学系

DC1 
1,45

0 
805 0 84 

▲
40 

598 
1,53

3 

DC2 779 
1,22

9 
0 

17
5 

▲
97 

682 
1,05

4 

RPD 104 43 
1
1 

17 － 39 102 

合
計 

3,43
4 

2,46
0 

1
1 

54
0 

137
※ 

1,93
7 

3,42
8 

－SPD：PD 申請者のうち、特に優れた者 

－PD：博士の学位取得者等 

－DC1：博士課程（後期）第 1年次に在籍する者等 

－DC2：博士課程（後期）第 2年次以上に在籍する者

等 

－RPD：出産・育児により研究活動を中断した者 

－資格変更者数欄は、DCから PD への資格変更者数 

（※合計欄は実変更者数） 

－中途辞退者数は、平成 27 年 3 月 31 日現在の数 

－PD、DC2 には育志賞受賞による採用者を含む 

 

●特別研究員の平成 27年度採用分申請者数（単位：

人） 

 PD DC1 DC2 RPD 合計 

申請

者数 

3,237 3,430 5,355 258 12,280 

 

（男女共同参画を進めるための取組） 

・特別研究員事業において、出産・育児の際に採用

を中断しその期間分延長できる制度や、研究再開準

備支援として採用中断期間中に短時間の研究を継続

できるよう、研究奨励金の半額を支給する制度を実

施した。これらの取組により、女性研究者の活躍促

進を図った。 

 

●出産・育児に伴う中断及び延長の取扱数 

資格等 中断・延長者数 
うち研究再開準備

支援※取得者数 

SPD,PD,DC 72 人 26 人 

RPD 25 人 11 人 

合計 97 人 37 人 

※中断期間中に研究奨励金の半額を支給 

・平成 26 年度を含む過去 5 年間の特別研究員の申

請・採用状況について、男女別の人数をホームペー

ジで公表し、女性研究者の申請・採用実績を領域別

に明確に示すことにより、女性研究者が積極的に申

請できるようにした。 

・女性研究者（特に自然科学系）の比率を将来的に

高められるよう、大学等で開催し申請希望者向け説

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・出産・育児に伴う中断及び延長を 97

人、うち研究再開準備支援を 37 人に対

して実施しており、男女共同参画に資す

る取組であり高く評価できる。 
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正に選考を行う。 躍を期して、能力

に応じた処遇を確

保する。 

大学院（博士課

程）の状況や研究

者のキャリアパス

の状況を勘案しつ

つ、第４期科学技

術基本計画等に十

分配慮した上で、

本事業を推進す

る。 

対象者に応じた

多様な採用区分を

設け、分野の特性

等を踏まえた採用

計画を毎年度整備

し、幅広い研究分

野における優れた

若手研究者を計画

的・継続的に採用

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) 審査の適切な

実施 

特別研究員の選

考に当たっては、

我が国の第一線の

研究者を審査委員

とする特別研究員

等審査会を設置

世界最高水準の研

究能力を有する若

手研究者を養成・確

保するため、PD 採

用者のうち、特に優

れた者を「特別研究

員-SPD」として採用

し、研究奨励金を支

給する。 

学術研究分野に

おける男女共同参

画を推進する観点

も踏まえ、出産・育

児により研究を中

断し、研究現場復帰

を希望する優れた

若手研究者を「特別

研究員-RPD」として

採用し、研究奨励金

を支給する。 

特別研究員の出

産・育児に伴う採用

の中断及び延長の

取扱いを実施する。

また、出産育児によ

る中断期間中も短

時間の研究を行う

ことで、中断後の研

究の再開が円滑に

図れるよう、中断期

間中に研究奨励金

の半額を支給する

取扱いを実施する。 

 

(i) 審査の適切な

実施 

審査の独立性を

確保する観点から、

我が国の第一線の

研究者を審査委員

とする「特別研究員

等審査会」を設置

の女性研究者の比

率を将来的に高く

するため、更なる

女性研究者の申請

者の増加を促すよ

うな取組等につい

て 検 討 し た か 。

【JSPS部会24年度

／第 2期評価】 

明会において、学術研究分野における男女共同参画

を進める観点から、女性研究者の申請を奨励してい

る旨を説明し、RPD の趣旨や実施状況を周知するとと

もに、PD、DC も含む各資格・領域別の女性研究者の

申請・採用状況、特別研究員採用中の出産･育児に伴

う中断･延長の取扱等について紹介した。 

 

（海外渡航を促進するための取組） 

・スイス政府と協力して、特別研究員を対象として

スイスの大学等研究機関の研究者と共同研究する機

会を提供する「日本－スイス若手研究者交流事業」

を開始し、平成 26年度は選考を経て、11 名の特別研

究員がスイスに渡航した。（本事業は、平成 26 年が

日本－スイス国交樹立150周年にあたることに伴い、

その記念の一環として平成 26 年度から平成 28 年度

までの実施を予定している。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 審査の適切な実施 

・平成 27 年度採用分の特別研究員等の選考について

は、「特別研究員等審査会」を 3 回（計 14 日間）開

催し、審査の独立性を確保した。また、審査方針に

基づき、書面審査、合議審査及び面接審査を効果的

に活用して審査を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・スイス政府と特別研究員の海外渡航促

進のための協力枠組みを設け、選考を経

て 11 名の特別研究員がスイスの大学等

学術研究機関の研究者と共同研究のた

め渡航したことは若手研究者の海外で

の研鑽機会充実の観点から高く評価で

きる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「特別研究員等審査会」の審査におい

ては、学術システム研究センターに設置

したワーキンググループにおける審議

を踏まえ、人権の保護及び法令等の遵守

を必要とする研究課題の適切性の判定
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し、公正に審査を

実施する。 

若手研究者の主

体性を重視し、目

的や対象者層に応

じた審査方針を整

備するとともに審

査方針等をホーム

ページ等で公開す

る。 

審査委員は、学

術システム研究セ

ンターからの推薦

に基づき、特別研

究員等審査会委員

等選考会において

選考する。 

審査結果を申請

者に適切に開示す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

し、審査方針に基づ

き、書面審査に加え

面接審査を効果的

に活用して審査を

実施する。 

公平で公正な審

査体制を維持する

ため、書面審査の基

準及び評価方法の

書面審査委員への

周知、面接終了後の

合議審査により、精

度の高い審査を実

施する。 

学術システム研

究センターの機能

を活用し、若手研究

者の主体性を重視

し、目的や対象者層

に応じた審査方針

等を検討するとと

もに、審査の透明性

を確保する観点か

ら、審査方針等をホ

ームページ等で公

開する。 

審査委員の選考

について、専門的見

地から、より適切な

審査委員を選考す

るため、学術システ

ム研究センターが

作成した候補者名

簿案に基づき、「特

別研究員等審査会

委員等選考会」にお

いて選考する。その

際、女性の登用に配

慮する。 

書面審査の不採

択者に対し、その詳

細な評価結果を開

・学術システム研究センターに設置したワーキング

グループにおける審議を踏まえ、人権の保護及び法

令等の遵守を必要とする研究課題の適切性の判定に

ついて、申請書記入欄や書面審査の手引において、

新たに「侵襲性を伴う研究」の例示を追加した。 

 

・書面審査委員に対して、審査の手引等を配布して

書面審査の基準や利害関係者の取扱いについて明記

して周知した。また、面接審査の手引においては、

研究室移動要件に係る審査の手順や面接終了後の合

議の手順を明確化する等、精度の高い審査を実施し

た。 

 

・PD の選考に際しては、研究者の流動性の向上のた

め、採用後の所属研究室は博士課程在学時から積極

的に移動することを求めており、審査委員にもその

確認を慎重に行うように周知した（採用時に特別研

究員が研究を実施する場所（受入研究室）を把握）。 

●博士の学位を取得した研究室以外の場で研究する

者 

資格 
新規採用

者数 

博士の学位を取得した所

属研究室以外の場で研究

する者の数 

割合 

SPD 14 人 14 人 100.0％ 

PD 362 人 362 人 100.0％ 

合計 376 人 376 人 100.0％ 

 

・学術システム研究センターに設置したワーキング

グループにおいて、特別研究員の募集要項や審査方

針等について検討を行った。また、審査方針や審査

方法、書面審査セット等をホームページ上で公開し

た。 

 

・審査方針や審査方法をホームページ上で公開

（ https://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_saiyoichiran.

html）し、審査の透明性の確保に努めた。選考結果

については、第１次選考（書類選考）の不採択者に、

特別研究員等審査会における各審査項目の評価及び

当該領域におけるおおよその順位を通知している。

なお、採用者については振興会のホームページ上で

氏名を公開している。 

 

・「特別研究員等審査会」の委員（55 名）、専門委員

について、書面審査の手引等において、

新たに「侵襲性を伴う研究」の例示を追

加するなど、着実に改善を行っている。 

また、審査手順を明確化するなど、公正

な審査体制維持を図っており評価でき

る。 

 

 

 

 

 

 

 

・平成 26年度の PD採用者については、

博士の学位を取得した所属研究室以外

の場で研究する割合が 100.0％となって

おり、研究室移動の推進を図っており着

実に事業を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・審査方針等のホームページ上での公開

や、書面審査で不採用となった申請者本

人への順位等の開示など、情報の開示に

努めており評価できる。 

 

 

 

 

 

・「特別研究員等審査会」の審査委員に
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(ii) 事業の評価

と改善 

採用期間終了後

の進路状況調査や

学術システム研究

センター等の機能

を活用しつつ、事

業の実施状況や支

給の効果等につい

て評価・検証を行

う。 

また、人材育成

企画委員会（仮称）

等の検討を踏ま

え、特別研究員事

業に関し、事業趣

旨に留意しなが

ら、必要に応じて

事業内容の検討・

見直しを行う。 

 

(iii) 募集・採用

業務の円滑な実施 

研究奨励金につ

いては、独立行政

法人日本学生支援

機構の奨学金との

示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii) 事業の評価と

改善 

特別研究員採用期

間終了後の進路状

況調査を行い、研究

奨励金支給の効果

等について確認す

る。また、調査結果

をホームページ等

で国民に判りやす

い形で公表する。 

特別研究員等審査

会の審査結果につ

いて、学術システム

研究センターの機

能を活用しつつ検

証を行い、審査委員

の選考や審査体制

等の改善に反映さ

せる。 

「特別研究員-SPD」

については、研究の

進捗状況等につい

て評価を行い、その

結果を本人に通知

する。 

事業趣旨に留意し

（約 1,800 名）については、学術システム研究セン

ター研究員が審査委員候補者データベースを活用し

て作成した候補者名簿案を踏まえ、「特別研究員等審

査会委員等選考会」において選考した。 

なお、センターの推薦の段階から、選考基準にあ

るとおり、選考の過程においては、各分野の申請状

況や候補者の所属機関のバランスに配慮し、適切な

人材を選定すること等を前提としながら、女性研究

者の登用にも配慮した。その結果、前年度に比べ平

成 26年度の女性委員比率が高くなった。（平成 25年

度審査委員女性比率：15.9％、平成 26年度審査委員

女性比率：19.8%） 

・第１次選考（書類選考）で不採択となった申請者

に対して、個別審査項目の評価、総合評価の T スコ

アや不採用者の中のおおよその順位を開示した。 

 

■ 事業の評価と改善 

（進路状況調査等） 

・採用期間終了後の進路状況調査を実施し、事業の

効果を確認した。PD 採用終了 1 年経過後で 7 割を超

える者が、DC 採用終了 5 年経過後で 8 割の者が常勤

の研究職に就職した。また、進路状況調査の結果は、

ホームページ等で国民に判りやすい形で公表した。

（http://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_syusyoku.html） 

 

●PD、DC の常勤の研究職への就職状況 

 PD DC 

1 年経過後 （平成 24年度

終了者） 
76.8％ 

75.9

％※ 

5 年経過後 （平成 20 年度

終了者） 
89.8％ 

80.0％ 

10 年経過後（平成 15 年終

了者） 
90.8％ 

88.9％ 

※ポスドクフェローを含む 

 

・平成 26 年度若手研究者を対象とした賞に以下のと

おり特別研究員採用経験者が受賞した。 

 

●特別研究員採用経験者の受賞実績 

賞の名称 

特別研究員採用経験者

の受賞者数（全受賞者

数） 

平成 26年度文部科学大臣表

彰若手科学者賞 
60 人（96人） 

ついては、女性研究者の登用にも配慮し

た選考を行っており評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・採用期間終了後の進路状況調査の結果

として、PD 採用終了 1 年経過後で 7 割

を超える者が、DC 採用終了 5 年経過後

で 8 割の者が常勤の研究職に就いてお

り、一定の支援の効果があったことが認

められる。また、進路状況調査の結果に

ついては、ホームページで分かりやすく

公表しており高く評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成 26 年度文部科学大臣表彰若手科

学者賞を特別研究員採用経験者 60 人が

受賞するとの実績が認められる。 
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重複受給を防止す

るための取組を引

き続き行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ながら、必要に応じ

て事業内容の検

討・見直しを行う。

改善・見直し内容に

ついては十分な周

知期間、経過措置を

講じた上で、募集要

項等に反映させ、ホ

ームページへの掲

載、説明会の開催等

を行い、広く周知す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 11回日本学士院学術奨励

賞 
4 人（6人） 

第 11 回日本学術振興会賞 17 人（25人） 

第 5 回日本学術振興会育志

賞 
15 人（18人） 

※育志賞受賞者のうち、14 人は平成 26年度特別研究

員採用中の者 

 

（審査結果の検証） 

・特別研究員等審査会の審査結果について、学術シ

ステム研究センターにおいて評点分布や審査意見の

適切性等について分析・検証、合議を行い、問題の

あった審査委員は翌年度に継続して委嘱しない等、

翌年度の審査委員候補者の選考に反映させた。 

また、分科細目毎の申請数の状況を確認し、審査

委員の配置や審査委員数の調整を行う等の審査体制

の改善を行い、かつ、より適切な書面合議審査コメ

ントを記載する参考となるよう、審査コメントの例

を書面審査の手引に掲載するとともに、有意義な審

査コメントを残した審査委員 83 名を選考し表彰し

た。 

 

（特別研究員 SPD の評価） 

・特別研究員-SPD については、学術システム研究セ

ンターにおいて、中間評価（1 年目終了後：研究発

表会を開催し、評価を担当するセンター研究員との

質疑応答を踏まえて研究状況等を検証、2 年目終了

後：SPD 本人の自己評価及び受入研究者が作成した

評価書を基に研究状況等を検証）、事後評価（採用終

了後：SPD 本人の自己評価及び受入研究者が作成し

た評価書を基に採用期間全体の研究状況等を検証）

を行い、その評価結果について、本人に対して通知

した。 

 

（事業内容の検討・見直し） 

・学術システム研究センターに設置したワーキング

グループにおいて、特別研究員事業の趣旨に留意し

ながら、募集要項や審査方法等について検討・見直

しを行った。また、申請資格の変更等の改善事項に

ついては十分な周知期間、経過措置を講じた上で募

集要項に反映させた。 

具体的な対応は下記のとおりである。 

＞PD の申請資格について、大学院博士課程在学当時

 

 

 

 

 

 

 

 

・適切な審査コメントの例を書面審査の

手引に掲載するなど、審査体制等の改善

に分析・検証結果を反映しており評価で

きる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・SPD の研究の進捗状況等について、学

術システム研究センターにおいて、評価

を行い、その結果を本人に通知したこと

は評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・学識経験者等により構成される学術シ

ステム研究センターに設置したワーキ

ンググループにおいて、若手研究者の主

体性を重視する本事業の趣旨を踏まえ

て検討・見直しを行い、PD の研究機関

移動の要件化など、制度の改善・充実に

積極的に取組むとともに、申請資格の変

更等の改善事項については十分な周知
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の所属研究機関以外の研究機関を受入研究機関とし

て選定すること（研究機関移動）を要件化。 

 

●特別研究員等審査システム改善のためのワーキン

ググループの開催実績 

開催日 議事内容 

H26年 5

月 16 日 

・平成 26年度の検討課題について 

・特別研究員等書面審査の手引について 

・特別研究員等合議審査の手引について 

・平成 25 年度審査に係る検証結果の通

知について 

・特別研究員書面審査結果の Tスコアに

ついて 

・人材育成企画委員会における審議状況

について 

H26年 6

月 20 日 

・平成 27 年度採用分特別研究員等の申

請状況について 

・特別研究員に係る女性研究者への対応

について 

H26年 7

月 18 日 

・平成 26 年度特別研究員等審査会につ

いて 

・特別研究員等面接審査の手引について 

・平成 28 年度採用分海外特別研究員の

審査方針について 

・長期履修制度利用者における特別研究

員への申請について 

H26年 9

月 19 日 

・平成 27 年度採用分特別研究員面接審

査の手引について 

・平成 26 年度特別研究員等審査の検証

及び平成 27 年度審査委員の選考につ

いて 

・長期履修制度利用者に対する特別研究

員への申請対応案について 

・平成 28 年度採用分海外特別研究員の

審査方針について 

H26 年

11 月 21

日 

・海外特別研究員 平成 28年度採用分募

集要項について 

・特別研究員 平成 28 年度採用分募集

要項について 

・特別研究員の面接審査について 

H26 年

12 月 19

日 

・特別研究員 平成 28 年度採用分募集

要項について 

・平成 28 年度採用分海外特別研究員 

「外国での研究遂行能力について（語

学能力の確認）」の審査について 

・特別研究員の面接審査について 

・特別研究員等審査会の意見について 

H27年 1

月 16 日 

・特別研究員－SPD 評価について 

・特別研究員の審査の改善について 

期間、経過措置を講じることとして募集

要項に反映し、ホームページに掲載して

おり透明性･公平性の観点から評価でき

る。 
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(iii) 募集・採用業

務の円滑な実施 

応募受付、審査業

務を電子的に実施

できるシステムの

導入を検討する。 

研究奨励金につ

いては、独立行政法

人日本学生支援機

構の奨学金との重

複受給を防止する

ため、募集要項等に

重複受給を禁ずる

旨を掲載するとと

もに、採用内定者情

報を同機構に提供

し、重複チェック等

を行う。 

特別研究員事業

等についての説明

会を開催し、事業内

容等の周知を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

H27年 2

月 20 日 

・平成 26年度 特別研究員等の審査の検

証について 

・平成 27 年度特別研究員事業等予算案

の概要 

・海外特別研究員年齢要件廃止後の採用

状況について 

・海外特別研究員事業について 

・特別研究員-SPD について 

・特別研究員の審査の改善について 

 

H27年 3

月 6 日 

・特別研究員等審査会委員・専門委員/

国際事業書面審査員選考会について 

・平成 26 年度のまとめと次年度継続課

題について 

 

■ 募集・採用業務の円滑な実施 

・特別研究員に支給する研究奨励金については、「独

立行政法人日本学術振興会の主要な事務及び事業の

改廃に関する勧告の方向性」における指摘事項を踏

まえた見直し案（平成 18年 12 月 15 日文部科学省）

に基づき、日本学生支援機構の奨学金との重複受給

を防止するため、平成 19年度に整えた同機構とのチ

ェック体制に従い、平成 20 年度から採用内定者情報

を同機構に提供し重複チェックを行っている。本取

組は平成 26 年度においても引き続き実施した。 

 

・制度について広く周知を図るための説明会や、平

成28年度採用分の募集に係る申請書作成について各

機関の事務担当者に注意点を広く周知するための説

明会を実施した。なお、平成 28 年度採用分の募集に

おいては、申請の完全電子化のため、特にその点を

踏まえた留意点について詳しく説明を行った。 

 

●平成 26年度の説明会開催実績：6回 

開催大学等 

北海道大学、九州大学、名古屋大学、一橋講堂、豊

橋技術科学大学、神戸大学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特別研究員に支給する研究奨励金につ

いては、（独）日本学生支援機構の奨学

金との重複受給を防止するため、引き続

き平成 26 年度においても適切にチェッ

クを行っており評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特別研究員事業等についての説明会を

平成 26 年度は 6 回、各地で開催し、事

業内容等の周知や申請書作成について

の説明を行っており、申請の完全電子化

に伴う留意点についても詳しく説明を

実施するなど、評価できる。 

＜課題と対応＞ 

・昨年度の業務実績評価を踏まえ、女性

研究者からの申請を促進するための取

組を着実に実施しているが、引き続き、

女性研究者の申請状況を確認しながら、
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② 優れた若手研

究者の顕彰 

我が国の学術研

究の発展への寄与

が期待される研究

者の養成に資する

ため、優れた若手

研究者を顕彰する

「日本学術振興会

賞」及び大学院博

士課程学生を顕彰

する「日本学術振

興会育志賞」を実

施する。 

 

 

 

② 優れた若手研究

者の顕彰 

(i) 日本学術振興

会賞 

我が国の学術研究

の水準を世界のト

ップレベルにおい

て発展させるため、

創造性豊かな優れ

た研究を進めてい

る若手研究者を見

いだし、早い段階か

ら顕彰してその研

究意欲を高め、独創

的、先駆的な研究を

支援する日本学術

振興会賞の募集、選

考、授賞に係る業務

を円滑に実施する。 

 

(ii) 日本学術振興

会育志賞 

我が国の学術研究

の発展への寄与が

期待される若手研

究者の養成に資す

るため、優秀な大学

院博士課程学生を

顕彰する育志賞の

募集、選考、授賞に

係る業務を円滑に

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【優れた若手研究者の顕彰】 

■日本学術振興会賞 

・人文学、社会科学及び自然科学の全分野において、

45 歳未満で博士又は博士と同等以上の学術研究能力

を有する者のうち、論文等の研究業績により学術上

特に優れた成果をあげている研究者を対象に第11回

日本学術振興会賞受賞候補者の推薦について、我が

国の学術研究機関及び学協会に対し依頼した。 

・被推薦者について、学術システム研究センターに

おける予備審査を経て、平成 26 年 10 月 29 日開催の

本賞審査会（委員長：野依良治 （独）理化学研究所

理事長、他 12名で構成）における選考結果に基づき、

受賞者を決定した。 

・授賞式を平成 27 年 2 月 24 日に秋篠宮同妃両殿下

にご臨席いただき、日本学士院において行った。 

●第 11 回 日本学術振興会賞の推薦・受賞状況 

推薦要項発送

数 

候補者数 受賞者数 割合 

3,596 機関 339 人 25 人 7.4％ 

 

 

■日本学術振興会育志賞 

・人文学、社会科学及び自然科学の全分野において、

34 歳未満で大学院における学業成績が優秀であり、

豊かな人間性を備え、意欲的かつ主体的に勉学及び

研究活動に取り組んでいる大学院博士後期課程学生

を対象に第 5 回日本学術振興会育志賞候補者の推薦

について、我が国の大学及び学協会に対し候補者の

推薦を依頼した。 

・被推薦者について、学術システム研究センターに

おける予備選考を経て、平成 27 年 1 月 6 日開催の本

賞選考委員会（委員長：佐々木 毅 国土緑化推進機

構理事長、他 8 名で構成）における選考結果に基づ

き、受賞者を決定した。 

・授賞式を平成 27 年 3 月 4 日に天皇皇后両陛下にご

臨席いただき、日本学士院において行った。 

 

●第 5回 日本学術振興会 育志賞の推薦・受賞状況 

推薦要項発送

数 

候補者数 受賞者数 割合 

2,706 機関 157 人 18 人 11.5％ 
 

取組を進める必要がある。 

 

＜根拠＞ 

・第 11 回日本学術振興会賞及び第 5 回

日本学術振興会育志賞の募集、選考、授

賞に係る業務を通して、創造性に富み優

れた若手研究者の顕彰を円滑に実施し

ており評価できる。 
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４．その他参考情報 

－ 

  



【26年度評価】項目別-97 

 

様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―４－２ 

4 次世代の人材育成と大学の教育研究機能の向上 

（2）若手研究者の海外派遣 

① 若手研究者の海外派遣（個人支援） 

② 若手研究者の組織的な海外派遣（組織支援） 

（3）研究者海外派遣業務（平成 21 年度補正予算（第 1号）に係る業務） 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人日本学術振興会法第１５条 

第２号及び第３号 

業務に関連する

政策・施策 

8 基礎研究の充実及び研究の推進のため

の環境整備 

8-1 学術研究の振興 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート 事業番号

0176（仮） 

当該項目の重要度、

難易度 

重要度：「高」（政府の「日本再興戦略 改訂 2014」、「科学技術イノベーション総合戦略 2014」等に謳われている優秀な若手研究者の海外との間の戦略的な派遣・招へい等による国際

的なネットワーク強化及びグローバル化等に対応する人材力の育成強化する事、また、「第 4 期科学技術基本計画」に謳われている優れた資質を持つ若手研究者や学生が海外で積極

的に研鑽を積むことができるよう、海外の派遣や留学促進のための支援を充実する事に向けて、本法人における当該人材育成事業が重要な役割を果たすものであるため。） 

難易度：「高」（上記課題を解決するため必要な事業であるが、事業の信頼性確保の観点から、公正かつ透明性が高く、信頼性ある選考・審査体制を構築し、継続して行うことが重要

であり、「頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進プログラム」については事業趣旨等が改められたことに伴い、見直した審査方針、方法等に沿って、研究面について

のレビューを新たに実施したことは初めての取組みであり、困難を伴うため。海外特別研究員事業についても、本事業の成果をより強く確認するため、進路状況等の追跡調査を実施

したことは、初めての取組みであり、困難を伴うため。） 

参考 URL 海外特別研究員事業 http://www.jsps.go.jp/j-ab/index.html 

頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進プログラム http://www.jsps.go.jp/j-zunoujunkan3/index.html 

若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム http://www.jsps.go.jp/j-itp/index.html 

組織的な若手研究者等海外派遣プログラム http://www.jsps.go.jp/j-daikokai/ 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

前中期目

標期間最

終年度値 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度  

 

 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

海外特別研究員

新規採用者数 
－ 178 人 192 人 204 人     

 

決算額（千円） 21,452,840 20,760,316    
採用終了

後の常勤

の研究職

就職率 

終了直

後 
－ 56％ 63.8％ 49.7％     

 

１年経

過後 
－ － － 83.2％     

 

10 年経

過後 
－ － － 96.2％     

 

従事人員数 32 34    
「頭脳循環事業」

の事後評価にお

いて総合評価が 3

以上 

－ － 
60／68 

課題 

20/28 

課題 
    

 

注）決算額は支出額を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 (2) 若手研究者の

海外派遣 

国際舞台で活躍

できる世界レベル

の研究者を育成す

るため、若手研究

者個人の海外派遣

とともに、研究機

関の国際研究戦略

に沿った組織的な

研究者海外派遣な

ど、若手研究者を

海外に派遣する取

組を計画的・継続

的に実施する。 

また、各種事業

における支援対象

の選考審査に関

し、審査の独立性、

透明性、公正性を

確保し、目的や対

象者層等に応じた

優れた研究者等を

的確に見極め、厳

正に選考を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 若手研究者の

海外派遣 

国際舞台で活躍

できる世界レベル

の研究者を育成す

るため、若手研究

者個人の海外派遣

とともに、研究機

関の国際研究戦略

に沿った組織的な

研究者海外派遣な

ど、若手研究者を

海外に派遣する取

組を計画的・継続

的に実施する。 

各種事業における

選考審査は、特別

研究員等審査会及

び国際事業委員会

において厳正に実

施する。 

 

① 若手研究者の

海外派遣（個人支

援） 

我が国の大学等

学術研究機関に所

属する常勤の研究

者や博士の学位を

有する者等の中か

ら優れた若手研究

者を「海外特別研

究員」として採用

し、海外の特定の

大学等研究機関に

おいて長期間研究

に専念させるた

め、滞在費等を支

給する。 

(2) 若手研究者の

海外派遣 

国際舞台で活躍

できる世界レベル

の研究者を育成す

るため、若手研究者

個人の海外派遣と

ともに、研究機関の

国際研究戦略に沿

った組織的な研究

者海外派遣など、若

手研究者を海外に

派遣する取組を計

画的・継続的に実施

する。 

各種事業におけ

る選考審査は、特別

研究員等審査会及

び国際事業委員会

において厳正に実

施する。 

 

① 若手研究者の海

外派遣（個人支援） 

海外の大学等研

究機関に優れた若

手研究者を派遣す

る海外特別研究員

事業に係る募集・審

査・採用業務を円滑

に実施する。 

審査は、特別研究員

事業とともに「特別

研究員等審査会」に

て行う。 

募集に関する情

報をホームページ

において分かりや

すく公表するとと

＜主な定量的指標

＞ 

・海外特別研究員

新規採用者数 

 

・「海外特別研究員

事業」の採用終了

後の常勤の研究職

就職率 

 

・「頭脳循環事業」

の事後評価におい

て総合評価が 3 以

上 

 

＜その他の指標＞ 

・着実かつ効率的

な運営により、中

期計画の項目（達

成すべき成果を除

く）に係る業務の

実績が得られてい

るか。 

 

・中期計画におけ

る「達成すべき成

果」に向けた取組

は適切か。 

外部評価におい

て 

＞審査・評価の公

正さ、透明性、信

頼性 

＞海外特別研究員

の進路状況 

について質の高い

成果（内容）であ

るとの評価を得

る。 

中期計画の項目（達成すべき成果を含む）につい

て、中期計画通りに着実に推進した。特に、以下の

実績を上げた。 

【若手研究者の海外派遣（個人支援）】 

■ 海外特別研究員事業 

・平成 26年度は、新規採用の選考・審査業務を行い、

継続採用と合わせて合計 456 名に対する資金支給業

務を適切かつ効率的に実施した。 

 平成 25 年度 平成 26 年度 

申請者数 824 人 974 人 

採用数 441 人 456 人 

うち新規 192 人 204 人 

・平成 26 年度は、平成 25 年度に引き続き採用者数

の拡充を図った（平成 25年度に対し 15名増。うち、

新規は 12名増）。 

 

・希望者に対して、出産・育児に伴う採用の中断及

び延長の取扱いの手続きを行った。（平成 26 年度実

績 8名） 

 

・振興会が支給する滞在費の中から保険料を差し引

き、まとめて海外旅行傷害保険に加入することによ

り、海外特別研究員が安価で保険に加入できる手続

きを引き続き行った。 

 

（審査業務） 

・特別研究員等審査会（委員 55名、専門委員約 1,800

名）を設け、専門的見地から書面審査、合議審査及

び面接審査により選考を行った。 

 

・審査の公正性・透明性を確保するため、審査会委

員の選考については、学術システム研究センターが

作成する審査員候補者データベース等を活用して、

各分野の申請状況、候補者の所属機関のバランス及

び女性研究者の登用等に配慮しつつ適切に行った。 

（平成 25 年度審査委員女性比率：15.9％、平成 26

年度審査委員女性比率：19.8%） 

 

また、書面審査、面接審査における審査の基準や、

評定 Ａ 評定 Ａ 

 

 

 

 

・海外特別研究員に対して、新規採用、

継続採用合わせて 456 名の支援対象者

への資金供給を適切かつ効率的に実施

し、国際舞台で活躍できる世界レベルの

研究者の育成に寄与していると考えら

れる。また、採用者数の増員を図ったこ

とは、近年若手研究者の長期海外渡航が

ピーク時の 7 割以下にまで減少してい

る中、優れた若手研究者が積極的に海外

で研鑽する機会を推進する取組と考え

られ評価できる。 

・希望者に対する出産・育児に伴う採用

の中断及び延長の取扱いの手続き等、採

用者の円滑な派遣のための取組を着実

に実施している。 

・まとめて海外旅行傷害保険に加入する

ことにより、海外特別研究員が安価で保

険に加入できるように手続きを引き続

き行ったことは、海外特別研究員が安心

して長期間研究に専念できる環境を整

備する取組として評価できる。 

 

 

 

・特別研究員等審査会の下に設置された

領域別の審査部会により公正かつ透明

性が高く、信頼性ある選考・審査体制を

構築し、審査を行っているといえ評価で

きる。 

 

 

 

 

 

・海外特別研究員事業では、平成 26年度にお

いて昨年度より15名多い456名に対する資金

支給を行っており、事業の着実な実施が認め

られる。 

 年齢要件廃止などの制度改善を継続的に行

うとともに、海外特別研究員事業の制度や申

請書の作成方法などについて広く周知を図る

ために説明会を実施することにより、昨今、

日本人研究者の内向き指向が強くなりつつあ

る現状においても、申請者数を 25 年度に引き

続いて更に伸ばすことに成功している。 

また、1 年経過後には 83.2％、5 年経過後

では 96.2％の者が常勤の研究職に就いてお

り、これは、これまでワーキンググループに

おいて、継続的に制度及び審査方法の改善・

充実に自主的・積極的に取り組んできたこと

が、より優秀な若手研究者を採用することに

つながっていること、また、本事業での経験

がその後の研究生活に生かされていると考え

られ、人材育成の観点からも事業の効果とし

て高く評価できる。 

更に、中期計画上、「採用期間終了後の進路

状況調査や学術システム研究センター等の機

能を活用しつつ、事業の実施状況や支給の効

果等について評価・検証を行う。」こととして

いるが、本事業ではこれまで採用期間終了後

の進路状況調査は終了時の調査のみであった

ものを、平成 26年度は新たに採用期間終了後

1 年及び 5 年経過した者を対象とした追跡調

査を実施した。これは事業効果をより長期的

に把握するものであり、高く評価できる。 

 

平成 28 年度採用分より新たに、どのような

専門分野の審査員に審査されるのかを明らか

にした書面審査セットを公表することで審査

の透明性を向上させたことは高く評価でき

る。 

なお、ワーキンググループにおいて制度の
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その際、第 4 期

科学技術基本計画

等における世界レ

ベルの若手研究者

養成のための国際

研鑽機会の充実に

十分配慮した上

で、本事業を推進

する。 

また、採用期間

終了後の進路状況

調査や学術システ

ム研究センター等

の機能を活用しつ

つ、事業の実施状

況や支給の効果等

について評価・検

証を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もに、申請書の様式

等を申請者が迅速

に入手できるよう

にする。 

海外特別研究員

採用期間終了後の

進路状況調査を行

い、支給の効果等に

ついて確認する。ま

た、調査結果をホー

ムページ等で国民

に判りやすい形で

公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

・海外特別研究員

終了後の進路につ

いても、特別研究

員と同様、5年後、

10 年後の状況をフ

ォローアップして

いくと、本制度の

有効性をより一層

性格に検証できる

のではないだろう

か。【外部評価委員

指摘 25 年度評価】 

 

・事業の見直しは

必要であるが、総

事業費の拡大が望

まれる。【JSPS 部会

25 年度評価】 

利害関係者の取扱いについて明記した手引きを委員

に対して配布し、厳格を期した。 

 

なお、学術システム研究センターに設置されたワ

ーキンググループでの検討を踏まえ、書面、合議、

面接の各段階での審査方法の見直し等を図ることに

より、公正で透明性の高い選考・審査体制の整備に

継続的に取り組んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 選考結果については、第一次選考の不合格者に、

特別研究員等審査会における各審査項目の評価及び

当該領域におけるおおよその順位を通知した。なお、

採用者については、振興会のホームページ上で氏名

等を公開した。 

 

採用者一覧 

https://www.jsps.go.jp/j-ab/ab_list.html 

 

・特別研究員等審査会の審査結果について、学術シ

ステム研究センターの研究員が分析・検証を行い、

翌年度の審査委員候補者の選考に反映させた。また、

書面合議審査に役立つ審査コメントの例を書面審査

の手引に掲載するとともに、書面合議審査に役立つ

有意義な審査コメントを残した審査員を選考し表彰

した。 

 

（募集業務） 

・募集要項、申請書、審査方針、申請・採用状況、

 

 

 

・学術システム研究センターが審査員候

補者データベース等を活用し、各分野の

申請状況、候補者の所属機関バランス、

及び女性研究者の登用等、公正性、信頼

性に配慮し審査委員の選考を行ってお

り評価できる。 

 

・審査基準・手順を明確化するなど公正

な審査体制維持を着実に図っており評

価できる。 

 

・学術システム研究センターに設置され

たワーキンググループでの検討を踏ま

え、書面、合議、面接の各段階での審査

方法の見直し等を図ることにより、公正

で透明性の高い選考・審査体制の整備に

継続的に取り組んでいることは評価で

きる。 

 

 

・選考結果については、不合格者への通

知、採用者のホームページ上での公表を

行っており、審査の透明性確保の取組と

して評価できる。 

 

 

 

 

 

・適切な審査コメントの例を書面審査の

手引に掲載するなど、審査体制等の改善

に分析・検証結果を反映しており評価で

きる。 

 

 

 

 

 

・申請に必要な項目について、振興会ホ

改善・充実に自主的・積極的に取り組んでい

ること及びワーキングでの審査の公平性の観

点からの検討結果を受け、申請書様式の改変

等を行ったことは高く評価できる。 

 

・頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネット

ワーク推進プログラムでは、平成 26年度から

の事業趣旨等変更に伴い、見直した審査方針、

審査方法に基づき、より一層プログラムの趣

旨に合致した公平性・透明性の高い審査とす

べく、新たな審査過程として研究面について

のレビューを追加導入した。公募受付後の限

られた期間内に迅速にレビューアーを選定

し、滞りなくレビューを実施しており、振興

会として能動的に研究面の審査体制を強化す

る取組を行ったことは高く評価できる。 

既存の情報共有システム上での公開の見直

しを行い、新規採択課題の決定後、ホームペ

ージ上で滞りなく事業概要を公開できるよう

改善が図られた。その結果、これまで情報公

開に採択後半年程度かかっていたところを１

ヶ月程度まで短縮し、より迅速な情報公開を

可能としたことは高く評価できる。 

 

以上のことに加え、本項目は、重要度及び

難易度の高いものであることから、中期計画

を上回って履行し、中期目標を上回るペース

で実績を上げていると言えるため、評定をＡ

とする。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策

＞ 

 特になし。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 
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採用者一覧及び特別研究員等審査会委員の氏名・所

属等について、振興会ホームページを通じて、広く

一般に公開し、申請者が迅速に入手できるようにし

ている。 

申請者に対し、どのような専門分野の審査員に審査

されるのかを明確にした「書面審査セット」を平成

28 年度採用分より、新たに公表し、審査の透明性を

向上させた。 

 

募集要項 

https://www.jsps.go.jp/j-ab/ab_sin.html 

選考方法（審査方針等）・審査会委員の氏名等 

https://www.jsps.go.jp/j-ab/ab_houhou.html 

申請・採択状況 

https://www.jsps.go.jp/j-ab/ab_shinsei.html 

採用者一覧 

https://www.jsps.go.jp/j-ab/ab_list.html 

書面審査セット 

https://www.jsps.go.jp/j-ab/ab_sinsa-set.html 

 

・特別研究員事業と併せて海外特別研究員事業の制

度について広く周知を図るための説明や平成28年度

採用分の募集に係る申請書作成について各機関の事

務担当者に注意点を広く周知するための説明会を実

施した。 

 

●特別研究員事業等説明会実績：6回（平成 26 年度） 

開催大学等 

北海道大学、九州大学、名古屋大学、一橋講堂、

豊橋技術科学大学、神戸大学 

 

（進路状況調査） 

・平成 26 年度に海外特別研究員（平成 23 年度採用

者）の採用終了後の進路状況調査を実施した。調査

結果は、ホームページで公表している。 

●平成 23年度採用者の採用期間終了後の就職状況 

区分 人数 割合 

常勤の研究職 94 人 49.7％ 

非常勤の研究

職 

6 人 3.2％ 

ポスドクフェ

ロー（海外） 

59 人 31.2％ 

ームページから確認できるよう広く一

般に公開し、必要な書類はダウンロード

できることから申請者が迅速に入手で

きるようにしており評価できる。 

・平成 28 年度採用分より書面審査セッ

トを自主的に公表したことは、申請者に

対し、どのような専門の審査員に審査さ

れるのかを明確に示したことにより、審

査の透明性をより図った取組として高

く評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特別研究員事業等についての説明会を

各地で開催し、事業内容等の周知や申請

書作成についての説明を実施している

ことは、制度の普及、申請者及び事務担

当者の理解を深める取組として評価で

きる。 

 

 

 

 

 

 

・採用終了後の就職状況調査では約

49.7％が「常勤の研究職」に、93.1％が

非常勤も含めた研究職に従事している

ことは人材育成の観点から評価できる。

なお、この調査結果はホームページに国

民に分かりやすい形で公表しており評

価できる。 
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② 若手研究者の

組織的な海外派遣

（組織支援） 

頭脳循環により

国際研究ネットワ

ークの核となる優

れた研究者の育成

を図るため、研究

機関の国際研究戦

略に沿って、若手

研究者を海外へ派

遣し、派遣先の研

究機関と行う世界

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 若手研究者の組

織的な海外派遣（組

織支援） 

(i) 頭脳循環を加

速する戦略的国際

研究ネットワーク

推進プログラム 

平成 25 年度まで

の採択事業につい

ては、頭脳循環によ

り国際研究ネット

ワークの核となる

優れた研究者の育

ポスドクフェ

ロー（国内） 

17 人 9.0％ 

その他 13 人 6.9％ 

計 189 人 － 

 

・平成 26 年度より新たに採用期間終了後 1 年及び 5

年経過した者を対象とした進路状況等の追跡調査を

実施し、事業の効果を確認した。また、調査結果を

ホームページ上で公表する準備を行った。 

 

●海外特別研究員の常勤の研究職への就職状況 

区分 割合 

1 年経過後（平成 22 年度採用者） 83.2％ 

5 年経過後（平成 18 年度採用者） 96.2％ 

 

 

 

（事業内容の検討・見直し） 

・学術システム研究センターにワーキンググループ

を設置し、制度改善・充実についての検討を自主的・

積極的に行った結果、審査の公平性の観点から申請

書様式の改変等を行った。 

・平成 25 年度に申請書の作成から提出まで完結させ

るシステムを運用に移し、平成 26 年度はさらに、申

請者及び事務担当者の利便性を考慮し、使いやすい

よう改修を行った。 

・併せて、電子申請システムの操作手引きや専用の

コールセンターを引き続き設置し、申請者が円滑に

申請できるよう図った。 

 

【若手研究者の組織的な海外派遣（組織支援）】 

■ 頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワー

ク推進プログラム 

（審査・評価業務） 

・平成 26 年度採択分について、平成 26 年度より事

業趣旨等が改められ、「頭脳循環を加速する戦略的国

際研究ネットワーク推進プログラム」として公募し

たことに伴い、見直した審査方針、審査方法等に沿

ってより一層プログラムの趣旨に合致した公平性・

透明性の高い審査とするべく、具体的かつ主体的な

検討を行い、研究面についてのレビューを新たに実

施した。レビューにあたっては、公募受付後に、学

 

 

 

 

 

・平成 26 年度より新たに採用期間終了

後1年及び5年経過した者を対象とした

進路状況等の追跡調査を実施し、事業の

効果を確認したことは、中期計画を上回

っており、評価できる。なお、追跡調査

の結果、常勤の研究職への就職率が、採

用終了後は 49.7％であったのに対し、1

年経過後には 83.2％、5 年経過後では

96.2％に上がっており、本事業採用者の

常勤の研究職への就職率が着実に増え

ていることが分かり、人材育成の観点か

ら本事業の効果は高く評価できる。 

 

・学識経験者等により構成される学術研

究センターに設置したワーキンググル

ープにおいて、制度の改善・充実に自主

的・積極的に取り組んでおり高く評価で

きる。 

 

・申請者の利便性向上のため、電子的に

申請書類を受け付けるシステムをより

充実化を図るとともに、コールセンター

の設置等円滑な実施に取り組んでおり

評価できる。 

 

＜根拠＞ 

（頭脳循環を加速する戦略的国際研究

ネットワーク推進プログラム） 

・80 件を計画的・継続的に支援するこ

とにより、将来性のある多様な研究人材

の育成・確保に努め、若手研究者の海外

派遣を促進しているほか、26 年度から

は、相手側からの研究者招へいも併せて

支援することで双方向の人的交流を促

進していることは評価できる。 

 

・新規事業の審査については、公募受付
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水準の国際共同研

究に携わり、様々

な課題に挑戦する

機会を提供する大

学等研究機関の支

援等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成を図るため、研究

機関の国際研究戦

略に沿って、若手研

究者を海外へ派遣

し、派遣先の研究機

関と行う世界水準

の国際共同研究に

携わり、様々な課題

に挑戦する機会を

提供する大学等研

究機関を支援する。

また、終了した事業

について事後評価

を行う。 

助成事業者から

提出される実績報

告書の審査等によ

り、助成金の額の確

定を行う。 

平成 26 年度の新

規公募に関しては、

高いポテンシャル

を有する我が国の

研究グループが、頭

脳循環により国際

研究ネットワーク

を戦略的に形成し、

その中核となるこ

とを図るため、専門

家による公正な審

査体制を整備し、海

外のトップクラス

の研究機関と世界

水準の国際共同研

究を行うことを通

じて、相手側への若

手研究者の長期派

遣と相手側からの

研究者招へいの双

方向の人的交流を

展開する取組を行

う大学等研究機関

術システム研究センターにおいて国際事業委員会書

面審査員（約 1800 名）の中から、応募のあった課題

の細目ごとに、レビューアー計 196 名を迅速に選定

した。その上で、レビュー結果を一つの指標として

国際事業委員会の下に設置した領域別の審査・評価

部会（人社系、理工系、生物系、総合系（計約 70 名））

において、公募要領に記載した審査方針に則して書

面審査、面接審査による選考を行った。その結果、

各部会で採択候補となった事業について、国際事業

委員会において 24件の事業を採択し、継続課題とあ

わせて計 80 件に対して、円滑に補助金を交付した。 

 

●応募、採択等の状況 

 
応募 

件数 

採択 

件数 
採択率 

平成 26 年度 

（平成26年度事業開始） 
91 24 26.4％ 

平成 25 年度 

（平成25年度事業開始） 
103 28 27.2％ 

平成 24 年度 

（平成24年度事業開始） 
99 28 28.3％ 

平成 23 年度 

（平成23年度事業開始） 
95 28 29.5％ 

平成 22 年度 

（平成22年度事業開始） 
212 68 32.1％ 

※平成22、23年度事業開始分についてはそれぞれ24、

25 年度にて事業終了。 

 

・上記部会において、平成 23年度に「頭脳循環を加

速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」で採

択された 28 事業についての事後評価を実施し、総合

評価として 4 段階評価で 6 事業が「4」（高く評価で

きる）、14事業が「3」（概ね高く評価できる）を得た。 

・平成 27 年度の公募に向けては、東京にて公募説明

会（2回）を開催し、事業の趣旨等について周知した。 

 

（額の確定） 

・平成 23～25 年度に採択された各 28 件（計 84 件）

について、実績報告書等の内容を踏まえ、必要に応

じて大学等研究機関への現地調査を行い、実施状況

や助成金の執行状況を確認することにより、交付し

た助成金の額の確定を実施した。 

 

（情報共有システム） 

後からの限られた期間内で、レビューア

ーの選定を迅速に行い、滞りなくレビュ

ーを実施できているほか、国際事業委員

会の下に設置した領域別の審査・評価部

会において、利害関係に配慮するなど、

新たな事業趣旨に沿った、適切かつ公

正・厳正な審査を実施できていることは

高く評価できる。終了した事業に対する

事後評価についても、評価の方法、手順

等を整え、審査と同様に評価を実施し、

採択事業、事後評価結果、審査・評価部

会委員名簿の公表、また、事後評価につ

いての意見申し立ての機会を設けるこ

とにより、透明性、信頼性確保を図って

おり評価できる。 

 

・終了した 28 事業については、計画通

り、事後評価を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・必要に応じて現地調査を行う等、額の

確定を適切に行っている。 
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 (3) 研究者海外

派遣業務 

（平成21年度補正

予算（第 1 号）に

係る業務） 

将来における我

が国の経済社会の

発展の基盤となる

有為な研究者の海

外への派遣を集中

的に推進するた

め、国から交付さ

れた補助金により

造成された「研究

者海外派遣基金」

により実施された

各事業の収支を確

定させ、定められ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 研究者海外

派遣業務 

（平成21年度補正

予算（第 1 号）に

係る業務） 

我が国の大学等

研究機関の国際化

を図るとともに、

我が国の競争力強

化の源となる人材

の育成を行うた

め、研究者海外派

遣基金を用いて若

手研究者を海外に

派遣した各事業の

収支を確定させ、

定められた期日ま

でに同基金を廃止

を支援する。 

また、他機関の国

際研究ネットワー

クの形成に資する

よう、事業を通じて

得られる有益な情

報を的確に把握・共

有できるシステム

を運用する。 

 

 

 (ii) 若手研究者

インターナショナ

ル・トレーニング・

プログラム 

我が国の若手研究

者が海外で活躍・研

さんする機会の充

実・強化を図ること

を目的とした当該

プログラムについ

て、終了した事業の

事後評価を行う。 

 

 (3) 研究者海外派

遣業務 

（平成 21年度補正

予算（第 1号）に係

る業務） 

研究者海外派遣

基金の残余の額の

国庫納付を法令等

の定めるところに

従い適切に行う。 

・情報共有システムについては、継続課題の大学等

研究機関の協力を得ながら、引き続き運用している。 

・26 年度新規課題からは、事業趣旨等が改められた

ことに伴い、既存の情報共有システムの見直しを行

い、ホームページ上で事業概要、実績報告書、事後

評価結果等を逐次公開するよう変更し、新規採択課

題の決定後、滞りなく事業概要を公開した。これに

より、情報公開までの期間を採択後半年程度かかっ

ていたところを１ヶ月程度まで短縮することができ

た。 

 

■ 若手研究者インターナショナル・トレーニング・

プログラム 

・平成 25 年度を以て本事業を終了し、平成 26 年度

は、平成 21 年度に採択された 10 事業について、事

後評価の方法、手順等に基づき、事後評価を実施し

た。結果、10 事業のうち総合評価として 1 事業が 4

段階評価で「4」（高く評価できる）、9事業が「3」（概

ね高く評価できる）を得た。 

評価結果を大学等研究機関へ通知するとともに、振

興会のホームページで公表した。 

http://www.jsps.go.jp/j-itp/11_sjisshi.html#h2

1 

 

【研究者海外派遣業務】 

■ 組織的な若手研究者等海外派遣プログラム 

・平成 26年度は、法令の定めるところに従い平成 26

年 6 月に基金の残余を国庫に返納した。 

 

・情報共有システムについて、継続課題

の大学等研究機関の協力も得ながら継

続的な運用を行っている。また、26 年

度新規課題からは、事業趣旨等の変更に

伴い、情報公開までの期間を採択後半年

程度かかっていたところを１ヶ月程度

まで大幅に短縮することにより、より適

切かつ迅速に情報を公開できるよう変

更されたことは高く評価できる。 

 

 

（若手研究者インターナショナル・トレ

ーニング・プログラム） 

 

 

・平成 21 年度採択分の事後評価 10課題

について、国際事業委員会における書面

評価及び合議評価を利害関係に配慮す

るなど公正・厳正な評価を実施し、事後

評価結果、評価者名簿の公表、また、事

後評価についての意見申し立ての機会

を設けることにより、透明性、信頼性の

確保に努めていることは評価できる。 

 

＜根拠＞ 

・基金の残余の額について、滞りなく国

庫納付を行っている。 
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た期日までに同基

金を廃止する。 

 

する。その際、基

金に残余があると

きは、国庫への納

付等の手続きに関

する業務を法令の

定めるところに従

い、確実に実施す

る。 

 

 

４．その他参考情報 

－ 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―４－３ 

4 次世代の人材育成と大学の教育研究機能の向上 

（4）大学の教育研究機能の向上やグローバル化支援 

① グローバル COE プログラム 

② 博士課程教育リーディングプログラム 

③ 大学教育再生加速プログラム 

④ 大学間連携共同教育推進事業 

⑤ 大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業 

⑥ 大学の世界展開力強化事業 

⑦ スーパーグローバル大学等事業 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人日本学術振興会法第１５条 

第８号 

業務に関連する

政策・施策 

4 個性が輝く高等教育の振興 

4-1 大学などにおける教育研究の質の向

上 

8 基礎研究の充実及び研究の推進のため

の環境整備 

8-1 学術研究の振興 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート 事業番号 

0131（仮）、0132（仮）、0138（仮）、0146（仮）、

0147（仮） 

平成 27 年度行政事業レビューシート 事業番号

0176（仮） 

当該項目の重要度、

難易度 

重要度：「高」（政府の「教育再生実行会議」提言、日本再興戦略、中央教育審議会の答申等で提言されている大学の教育研究機能の向上やグローバル化に資する文部科学省所管事業

を実施するに当たっての審査・評価の公正さ、透明性、信頼性を確保するものであるため） 

難易度：「高」（文部科学省所管事業を実施するために必要な業務であり、国が定めた制度・方針に従うとともに、審査・評価の公正さ、透明性、信頼性を確保する必要があることか

ら、そのための外部有識者による委員会の設置・運営・フォローアップにおいては、委員、文部科学省及び各採択大学・プログラム間との調整に困難を伴うため。特に、新規事業及

び新たに中間評価・事後評価を行う事業については、文部科学省の施策の意図を踏まえた委員会を設置あるいは整備するとともに、各委員及び各大学に対し、その意図を正確に周知

し、適切な対応を求めることになる。） 

参考 URL グローバル COE プログラム http://www.jsps.go.jp/j-globalcoe/index.html 

博士課程教育リーディングプログラム http://www.jsps.go.jp/j-hakasekatei/index.html 

大学教育再生加速プログラム http://www.jsps.go.jp/j-ap/index.html 

大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業 http://www.jsps.go.jp/j-kokusaika/index.html 

大学の世界展開力強化事業 http://www.jsps.go.jp/j-tenkairyoku/index.html 

スーパーグローバル大学等事業 http://www.jsps.go.jp/j-sgu_ggj/index.html 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

前中期目

標期間最

終年度値 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度  

 

 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

委員会等開催実

績 
－ 57 44 69     

 

決算額（千円） 21,452,840 20,760,316    
申請件数 － 347 136 390      

採択・選定件数 － 80 29 92      

中間評価・事後評

価実施件数 
－ 98 93 98     

 

従事人員数 32 34    

フォローアップ － 33 113 94      
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実施件数 

注）決算額は支出額を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 (4) 大学の教育研

究機能の向上やグ

ローバル化の支援 

次世代の人材育

成のため、大学に

おいて行われる教

育研究機能の向上

やグローバル化へ

の取組を国が示す

大学改革の方向性

を踏まえ、学術振

興の観点から支援

する。 

 

(4) 大学の教育研

究機能の向上やグ

ローバル化の支援 

大学の教育研究

機能の向上やグロ

ーバル化に関わる

助成事業につい

て、審査・評価業

務を実施する。ま

た、審査・評価実

施機関の公募が行

われ、振興会の有

する審査・評価に

関する知見が活用

できる場合には、

当該事業への応募

及び実施機関とし

て選定されるよう

努める。審査・評

価の実施に当たっ

ては国の定めた制

度・方針に従うと

ともに、以下の取

組を行い、審査・

評価の公正さ、透

明性、信頼性を確

保する。 

・審査・評価を担

う委員会の設置 

・審査要項、審査

基準等、審査に関

する情報の公表 

・利益相反に配慮

した審査の実施 

・審査・評価終了

後の委員名の公表 

・評価結果等の公

表 

また、国の事業

(4) 大学の教育研

究機能の向上やグ

ローバル化支援 

大学改革、人材育

成など、国の助成事

業について、その審

査・評価業務を実施

する。事業実施に当

たっては、国の定め

た制度・方針を踏ま

え、専門家による公

正な評価体制を整

備し、透明性、信頼

性、継続性を確保

し、適切かつ円滑な

運営を図りつつ、情

報公開に努める。 

平成 26 年度は、

以下の事業に係る

審査・評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① グローバル COE

＜主な定量的指標

＞ 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

・着実かつ効率的

な運営により、中

期計画の項目（達

成すべき成果を除

く）に係る業務の

実績が得られてい

るか。 

 

・中期計画におけ

る「達成すべき成

果」に向けた取組

は適切か。 

外部評価におい

て 

＞国の定めた制

度・方針に従った

審査・評価 

＞審査・評価の公

正さ、透明性、信

頼性の確保 

＞積極的な情報発

信 

について質の高い

成果（内容）であ

るとの評価を得

る。 

 

＜評価の視点＞ 

・大学への支援制

度について審査・

評価機関として一

定の議論をした上

で、その議論を政

策に活かせるよう

中期計画の項目（達成すべき成果を含む）について、

中期計画通りに着実に推進した。特に、以下の実績

を上げた。 

・事業ごとに振興会において定めた委員会規程に基

づき、大学の学長・教員並びに学識経験を有する者

などからなる委員会等を組織し審査・評価業務を実

施。 

 

●委員会等開催実績 

グローバル COE プログラム委員会 1 回 

同 分野別審査・評価部会 1 回 

博士課程教育リーディングプログラム委

員会  

1 回 

同 類型別審査・評価部会 27 回 

 同 PO 会議 1 回 

大学教育再生加速プログラム委員会 5 回 

大学間連携共同教育推進事業評価委員会 1 回 

大学の世界展開力強化事業プログラム委

員会 

3 回 

同 審査部会 3 回 

同 評価部会 4 回 

大学の国際化のためのネットワーク形成

推進事業委員会 

2 回 

同 評価部会 4 回 

スーパーグローバル大学創成支援プログ

ラム委員会 

3 回 

同 審査部会 6 回 

経済社会の発展を牽引するグローバル人

材育成支援プログラム委員会 

3 回 

同 評価部会 4 回 

 

・上記審査・評価にあたっては、国の定めた制度・

方針等を踏まえ、事業ごとに専門家によるプログラ

ム委員会等の公正な審査・評価体制を整備している

ほか、審査・評価要項の改訂内容や審議・評価結果

の速やかなホームページ掲載など、積極的な情報公

開に努めた。 

 

 

 

 

■ グローバル COE プログラム 

評定 Ａ 評定 Ａ 

＜根拠＞ 

・大学改革や人材育成などの国の助成事

業について、事業ごとに委員会や部会等

を合計 69 回開催し、審査・評価業務に

従事している。事業の実施に当たって

は、事業ごとにそれぞれ国の定めた制

度・方針等を踏まえて、専門家による公

正な審査・評価体制を整備し、事業の透

明性、信頼性、継続性を確保していると

ともに、審査・評価結果等の速やかなホ

ームページ掲載、事業内容を紹介するパ

ンフレットの作成など積極的な情報公

開を着実に実施している。 

・平成 26 年度においては、新たに「大

学教育再生加速プログラム」「スーパー

グローバル大学創成支援」について審査

業務を行うとともに、「大学間連携共同

教育推進事業」について中間評価業務を

行った。 

・「博士課程教育リーディングプログラ

ム」「経済社会の発展を牽引するグロー

バル人材育成支援」で初めての中間評価

を、「大学の国際化のためのネットワー

ク形成推進事業」で初めての事後評価を

行った。 

・なお、「博士課程教育リーディングプ

ログラム」においては大学院教育に関連

する文部科学省のプログラムとしては

初の試みとして、学生及びプログラム担

当者に対するアンケートを実施した。 

・委員会等において、委員の事業全般に

係る意見や中間評価アンケート調査結

果の概要の文部科学省への提供や、文部

科学省も交えた議論を行っており、今後

の政策に活かせるものと高く評価でき

る。 

 

（グローバル COE プログラム） 

＜評定に至った理由＞ 

 大学改革、大学の国際化などの国の助成事

業について、平成 26年度新たに３つの事業が

追加された結果、事業ごとの委員会や部会等

を合計 69 回開催(42 回：H25 実績)し、審査・

評価業務に従事している。 

事業の実施に当たっては、事業ごとにそれ

ぞれ国の定めた制度・方針等を踏まえて、専

門家による公正な審査・評価体制を整備する

とともに、審査・評価結果等の速やかなホー

ムページ掲載、事業内容を紹介するパンフレ

ットの作成など積極的な情報公開を行ってい

ることは、事業の透明性、信頼性、継続性の

確保に貢献するものとして評価できる。 

 

博士課程教育リーディングプログラムにお

いては、初めての中間評価を実施する中で、

大学院教育関連プログラムとしては初の試み

となる学生及びプログラム担当者アンケート

を行い、評価のための参考資料として取りま

とめたほか、各プログラムに結果をフィード

バックし、プログラム内で、他のプログラム

や全体平均と比較して実施率や学生の満足度

が低い項目については強化が図られるように

するなど、事業の改善や発展に資する取組を

行えている。 

また、アンケートの分析結果や評価委員の

事業全般に係る意見等をとりまとめ文部科学

省へ提供し、中央教育審議会大学院部会にお

ける審議まとめの中で、リーディングプログ

ラムの効果や課題を検証する際に引用される

など、今後の政策立案に活かせる取組を行え

ている。 

更に、大学間連携共同教育推進事業におい

ては、当初の予定になかった評価業務を実施

することとなったにもかかわらず、迅速に評

価体制を整え、中間評価を実施できている。 

大学の国際化のためのネットワーク形成推
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実施期間に応じて

審査・評価業務を

実施することによ

り継続性を確保し

つつ、実効性のあ

る審査・評価を行

う。 

 

プログラム 

我が国の大学院

の教育研究機能を

一層充実・強化し、

国際的に卓越した

研究基盤の下で世

界をリードする創

造的な人材育成を

図るため、国際的に

卓越した教育研究

拠点の形成を重点

的に支援し、もっ

て、国際競争力のあ

る大学づくりを推

進することを目的

とした国の助成事

業である「グローバ

ル COE プログラム」

について、委員会を

開催し、評価業務を

行う。 

平成 26 年度は、

平成 21 年度に採択

されたプログラム

の事後評価を行う。 

 

 

 

 

 

② 博士課程教育リ

ーディングプログ

ラム 

俯瞰力と独創力

を備え、広く産学官

にわたりグローバ

ルに活躍するリー

ダーを養成するた

め、国内外の第一級

の教員・学生を結集

し、産学官の参画を

得つつ、専門分野の

努力することが重

要である。【外部評

価委員指摘25年度

評価】 

 

・平成 21年度に採択された「学際、複合、新領域」

分野の計 9 件の教育研究拠点について、事後評価を

実施した。 

・分野別審査・評価部会（学際、複合、新領域）を

１回開催し、各拠点から提出された事業結果報告書

に基づき、書面評価及び合議評価を行い評価結果案

をとりまとめた。 

・とりまとめた評価結果案は、平成 27 年 2 月のグロ

ーバル COE プログラム委員会において報告され、事

後評価結果が決定した。評価結果は、9件のうち 5件

が 4 段階評価で「設定された目的は十分達成され

た。」、4 件が「設定された目的は概ね達成された。」

であった。 

・事後評価結果は事後評価結果報告書（冊子）とし

て作成するとともに、ホームページにおいて、拠点

形成計画等の概要、事後評価結果、委員名簿等含め

て公開したほか、毎年度作成しているパンフレット

にも掲載した。 

URL 

http://www.jsps.go.jp/j-globalcoe/08_kekka.htm

l 

（拠点形成計画等の概要、事後評価結果、委員名簿） 

http://www.jsps.go.jp/j-globalcoe/data/H26_pha

nphlet.pdf 

（パンフレット） 

・また、各プログラムの取組や課題に加え、プログ

ラム委員等からの事業全体に係る意見をとりまとめ

今後の政策に活かせるよう文部科学省へ提供を行っ

た。 

 

■ 博士課程教育リーディングプログラム 

・平成 26年 2 月の博士課程教育リーディングプログ

ラム委員会（以下「委員会」という）において決定

された評価要項等に基づき、平成 23年度に採択され

た 20件のプログラムについて中間評価を実施した。 

・類型別審査・評価部会（以下「部会」という）を

計 27 回（うち、3 回は後述のフォローアップについ

てのみ審議）実施し、全 20 採択プログラムに対して

書面評価、現地調査、ヒアリングを実施し、中間評

価結果案を取りまとめた。なお、書面評価の参考と

するため、対象プログラムの全学生（平成 25年度末

までに入学し、在籍している学生）959 名、およびプ

・委員会における評価要項に基づき、平

成 21 年度に採択された 9 件の教育研究

拠点について、分野別審査・評価部会（学

際、複合、新領域）を中心に、拠点形成

計画の達成状況や留意事項への対応状

況等の多様な評価項目に沿って事後評

価を実施し、補助事業終了後の教育研究

活動の持続的展開・発展等に資するため

の助言を含めた評価結果をとりまとめ

ており、適切かつ効果的な事後評価を行

ったと評価できる。また、事後評価結果

の積極的な情報提供も実施しており、評

価の透明性、信頼性の確保が認められ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（博士課程教育リーディングプログラ

ム） 

・委員会における評価要項に基づき、類

型別審査・評価部会において公正な評

価、その後の委員会における決定など、

迅速かつ適切な評価を行っている。ま

た、全学生やプログラム担当者を対象と

したアンケートを実施し評価に活用し

ていることは大学院教育に関連する文

部科学省のプログラムとしては初の試

みであり、また、多様な視点からの評価

を可能とし、事業へのフィードバックに

進事業においては、事後評価を実施するとと

もに、当初の予定になかった海外の参加学生

へのアンケートを実施し、学生の視点を加味

した評価を併せて行った。アンケートの分析

結果は、文部科学省の大学の国際化に関する

事業の実施において参考にされるとともに、

日本学術振興会ＨＰで公開され、全国の大学

において留学生受入れの参考資料となってい

る。 

 これらのことは、振興会の基本業務である

審査・評価及び情報公開に加え、各プログラ

ム等の実施者及び受益者から、その意見等を

直接くみ取るために実施された新たな試みで

あり、効果・課題を検証し、各プログラム等

の PDCA サイクルをより効果的なものとする

にとどまらず、今後の新たな施策立案にも活

用できるエビデンスとなるなど、波及的な効

果も大きいことから、高く評価できる。 

 

以上のことに加え、本項目は、重要度及び

難易度の高いものであることから、中期計画

における所期の目標を上回る成果が得られて

いると認められるため、評定をＡとする。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策

＞ 

 特になし。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 
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枠を超えて博士課

程前期・後期一貫し

た学位プログラム

を構築・展開する大

学院教育の抜本的

改革を支援するこ

とを目的とした国

の助成事業である

「博士課程教育リ

ーディングプログ

ラム」について、委

員会を開催し、評価

業務を行う。 

平成 26 年度は、

平成 23 年度に採択

した 20 件のプログ

ラムの中間評価を

行うとともに、平成

23 年度から平成 25

年度に採択した 62

件のプログラムの

フォローアップを

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ログラム担当者 264 名（無作為に抽出した約 3 割の

担当者）に対してウェブによりアンケート調査を実

施したほか、各採択プログラムに配置されているプ

ログラムオフィサー（PO）が、現地訪問の際に評価

項目を踏まえて確認した取組状況を各部会へ報告し

た。部会はそれらの結果や報告を評価に活用した。 

・とりまとめた中間評価結果案は平成 27 年 3 月の委

員会において報告され、中間評価結果が決定した。

評価結果は、20 件のうち 3件が 5段階評価で「S」（計

画を超えた取組であり、現行の努力を継続すること

によって本事業の目的を十分に達成することが期待

できる）、9 件が「A」（計画どおりの取組であり、現

行の努力を継続することによって本事業の目的を達

成することが期待できる。）、8件が「B」（一部で計画

と同等又はそれ以上の取組もみられるものの、計画

を下回る取組であり、本事業の目的を達成するには、

助言等を考慮し、一層の努力が必要である。）であっ

た。 

・中間評価結果は、中間評価結果報告（冊子）を作

成するとともに、ホームページを通じて、プログラ

ムの概要、中間評価結果、優れた取組や課題の概要、

アンケート調査結果の概要、委員名簿等を含め、積

極的な関係情報の提供を行った。 

URL 

http://www.jsps.go.jp/j-hakasekatei/chukan_hyo

ka_kekka.html 

（プログラムの概要、中間評価結果、優れた取組や

課題の概要、アンケート調査結果の概要、委員名簿） 

・平成 27 年 3 月の委員会において、平成 24 年度採

択プログラムの中間評価に係る評価要項やアンケー

ト調査票等について決定した。 

・平成 23 年～25 年度採択の全 62 プログラムについ

てフォローアップを行った。 

・平成 25 年度採択の 18 プログラムに対するフォロ

ーアップ担当委員による現地視察及び平成26年度か

ら新たに委嘱した 7 名を含む計 45 名の PO による現

地訪問の実施により採択プログラムのフォローアッ

プを実施した。フォローアップにおいては各採択プ

ログラムの進捗状況及び審査意見として付した留意

事項等への対応状況を確認するとともに、部会にお

いて現地視察報告書及びPOフォローアップ報告書を

決定し、各大学に通知することにより、同報告書に

活用できる新たな取組として高く評価

できる。さらに、評価終了後はホームペ

ージを通じて中間評価結果や、優れた取

組や課題等、関係情報の提供について積

極的に実施しており、評価の透明性、信

頼性の確保が認められる。 

・本事業における初めての中間評価を実

施するに当たり、文部科学省との調整や

部会運営等を円滑に行ったことは高く

評価できる。 

・プログラムの着実な実施に向けて専門

的な観点からプログラムの進捗状況を

管理するため、延べ 80 件のフォローア

ップ担当委員による現地視察及びプロ

グラムオフィサーによる現地訪問を着

実に実施している。さらにフォローアッ

プ担当委員の意見・要望を踏まえた現地

視察の実施や、プログラムオフィサー会

議の開催などによるプログラムオフィ

サーへの積極的な情報提供など、フォロ

ーアップ体制の充実・強化に努めたこと

は高く評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【26年度評価】項目別-110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 大学教育再生加

速プログラム 

これまでの大学

教育改革の成果を

ベースとして、教育

再生実行会議等で

示された新たな方

向性（アクティブ・

ラーニング、学修成

果・指標モデル、入

試改革・高大接続

等）に合致した先進

記載されている改善を要する点等への対応を求め

た。 

・ホームページを通じて、各プログラムから提出さ

れた実施状況報告書及び現地視察報告書について公

開した。 

URL 

http://www.jsps.go.jp/j-hakasekatei/followup_2

5.html 

（フォローアップ） 

フォローアップ実施件数：延べ 80 件（平成 23 年

度採択 20×1 回、平成 24年度採択 24×1回、平成 25

年度採択 18×2回） 

・中間評価及びフォローアップに先立ち、平成 26年

4 月にプログラムオフィサー会議（PO 会議）を開催

し、文部科学省や委員会からの情報提供や意見交換

を行った。 

・本プログラムを社会にわかりやすく周知するため、

各プログラムの取組内容や成果などを平易に説明し

たパンフレットを作成し、広く配布するとともに、

ホームページにおいて公開した。 

URL 

http://www.jsps.go.jp/j-hakasekatei/data/downl

oad/h26hakaseR-program.pdf 

（パンフレット） 

・文部科学省における今後の施策の参考となるよう、

各部会における事業全般に係る意見や中間評価アン

ケート調査結果の概要を同省へ提供したほか、PO 会

議や委員会においては、文部科学省も交えて事業全

体について議論を行った。 

 

■ 大学教育再生加速プログラム 

・平成 26年 5 月に大学教育再生加速プログラム委員

会（以下、「委員会」）を開催し、審査要項等を決定

した。 

・平成 26 年 5 月に 2日間にわたって、ペーパーレフ

ェリー（70 名）を対象とした書面審査に係る説明会

を開催した。 

・平成 26年 5 月に 254 の国公私立大学より 250 件の

申請を受け付け、ペーパーレフェリーによる書面審

査、委員会委員による面接審査を実施し、平成 26年

8 月に開催した委員会において選定候補を決定し文

部科学省に報告した（その後、文部科学省において

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（大学教育再生加速プログラム） 

・平成 26 年度新規の本事業を実施する

に当たり、委員会での公募要領、審査要

項等の決定、254 大学・250 件の申請に

係るペーパーレフェリー（70 名）によ

る書面審査及び委員会委員による面接

審査、その後の委員会における選定候補

の決定などに対応するため、迅速に事務

体制を整えるとともに、適切な審査を行

ったことは高く評価できる。 

・また、大学関係者のみならず一般国民

からの関心も高かった教育再生実行会



【26年度評価】項目別-111 

 

的な取組を実施す

る大学等を支援す

ることを目的とし

た国の助成事業で

ある「大学教育再生

加速プログラム」に

ついて、委員会を開

催し、審査・評価業

務を行う。 

平成 26 年度は、

新たに公募するプ

ログラムの審査を

行う。 

 

④ 大学間連携共同

教育推進事業 

国公私立の設置

形態を超え、地域や

分野に応じて大学

間が相互に連携し、

社会の要請に応え

る共同の教育・質保

証システムの構築

を行う取組の中か

ら、優れた取組を選

定し、重点的な財政

支援を行うことに

より、教育の質の保

証と向上、強みを活

かした機能別分化

を推進することを

目的とした国の助

成事業である「大学

間連携共同教育推

進事業」について、

委員会を開催し、評

価業務を行う。 

平成 26 年度は、

平成 24 年度に採択

された事業の中間

評価を行う。 

 

46 件の選定を決定・発表）。 

・審査終了後は、ホームページを通じて、選定結果、

委員長所見、委員名簿、ペーパーレフェリー名簿に

ついて積極的な関係情報の提供を行い、審査の透明

性に配慮した。 

URL 

http://www.jsps.go.jp/j-ap/data/ap-sentei-kekk

a.pdf  

（選定結果、委員長所見） 

http://www.jsps.go.jp/j-ap/iinkai.html  

（委員名簿、ペーパーレフェリー名簿） 

・平成 27 年 3 月に委員会を開催し、平成 27 年度の

公募要領、審査要項等を決定した。 

 

■ 大学間連携共同教育推進事業 

・平成 27年 1 月に新設した大学間連携共同教育推進

事業委員会規程及び平成27年 2月の大学間連携共同

教育推進事業評価委員会において決定された評価要

項等に基づき、平成 24 年度に選定された 49 件（参

加大学等は 291 校）の取組について中間評価を開始

した。 

・平成 27 年 2 月に、全 49 件の取組より進捗状況報

告書を受け付け、平成 27年 3 月にペーパーレフェリ

ー（25 名）による書面評価を実施してその結果を取

りまとめるとともに、面接評価の実施に向けた準備

を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議等で示された、新たな方向性に係る本

事業について、公正さ、透明性、信頼性

を確保しつつ混乱なく審査を行ったこ

とも高く評価できる。 

・ホームページ等を通じて、当該選定結

果関係情報の積極的な提供に努め、公正

さ、透明性、信頼性の確保が認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

（大学間連携共同教育推進事業） 

・平成 27 年 1 月から本事業の評価業務

を実施することとなり、評価要項等の決

定などに対応するため、迅速に事務体制

を整えるとともに、適切な評価を行った

ことは高く評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【26年度評価】項目別-112 

 

⑤ 大学の国際化の

ためのネットワー

ク形成推進事業 

国際化の拠点と

しての総合的な体

制整備を図るとと

もに、産業界との連

携、拠点大学間のネ

ットワーク化を通

じて、教育資源や成

果の共有化を図り、

質の高い外国人学

生の戦略的受入を

推進することを目

的とした国の助成

事業である「大学の

国際化のためのネ

ットワーク形成推

進事業」について、

委員会を開催し、評

価業務を行う。 

平成 26 年度は、

平成 21 年度に採択

された 13大学の事

後評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 大学の世界展開

力強化事業 

大学教育のグロ

ーバル展開力の強

化を図るため、アジ

ア・米国・欧州等、

我が国にとって戦

■ 大学の国際化のためのネットワーク形成推進事

業 

・平成 21 年度に採択された 13 大学の 5 年間の取組

について事後評価を行った。 

・平成 26年 7 月に大学の国際化のためのネットワー

ク形成推進事業プログラム委員会（以下、「委員会」）

を開催の上、事後評価要項を決定した。その後、委

員会の下に設置した有識者からなる評価部会を計 4

回開催し、これまでの取組状況や成果、目標の達成

状況及び補助事業期間終了後の展開等について、ま

た、中間評価結果における留意事項への対応状況も

踏まえ、各大学から提出のあった事後評価調書に基

づく書面評価及びヒアリング調査を実施した。評価

部会においてとりまとめた事後評価結果案は平成 27

年 3 月の委員会へ報告され、事後評価結果が決定し

た。評価結果は、13 件のうち 2件が 5段階評価で「S」

（目的は十分に実現された）、10件が「A」（目的は概

ね実現された）、1 件が「B」（目的はある程度実現さ

れた）であった。 

・事後評価結果は、事後評価結果報告（冊子）を作

成するとともに、ホームページを通じて、事後評価

要項、ヒアリング調査実施要領、委員名簿等を含め、

積極的な関係情報の提供を行い、評価の透明性に配

慮した。 

URL 

http://www.jsps.go.jp/j-kokusaika/jigo_kekka.h

tml 

（事後評価結果） 

http://www.jsps.go.jp/j-kokusaika/jigo_yoshiki

.html 

（事後評価要項、ヒアリング調査実施要領） 

http://www.jsps.go.jp/j-kokusaika/meibo_siryou

.html 

（委員名簿） 

 

■ 大学の世界展開力強化事業 

・平成 26 年 4 月に大学の世界展開力強化事業プロ

グラム委員会（以下「委員会」）を開催し、審査要項

等を決定の上、平成 26 年 6 月に国公私立大学から、

29 大学 31 件の申請を受け付け、審査部会による客

観的で公正な審査を書面審査、ヒアリング審査によ

り行い、平成 26 年 9 月に開催した委員会において、

（大学の国際化のためのネットワーク

形成推進事業） 

・平成 21年度に採択された 13大学の 5

年間の取組について、委員会での事後評

価要項の決定、計 4回開催した評価部会

における書面評価及びヒアリング調査、

その後の委員会における事後評価結果

の決定など、迅速かつ適切な評価を行っ

ている。また、ホームページ等を通じて、

当該評価結果関係情報の積極的な提供

に努めており、公正さ、透明性、信頼性

の確保が認められる。 

・本事業における初めての事後評価を実

施するに当たり、文部科学省との調整や

評価部会の設置、運営等を円滑に行った

ことは高く評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（大学の世界展開力強化事業） 

・国の定めた公募要領と審査要項に従っ

て審査基準等を策定し、審査を行ってい

る。審査に当たっては、第三者による書

面審査及びヒアリング審査を行うとと

もに、採択結果、構想調書及び審査部会

委員名簿をホームページで公開するこ



【26年度評価】項目別-113 

 

略的に重要な国・地

域との間で、質の保

証を伴った日本人

学生の海外留学と

外国人学生の受入

を推進する国際教

育連携の取組の推

進を目的とした国

の助成事業である

「大学の世界展開

力強化事業」につい

て、委員会を開催

し、審査・評価業務

を行う。 

平成 26 年度は、

新たに公募するプ

ログラムの審査を

行う。また、平成

24 年度に採択した

14 件のプログラム

の中間評価を行う

とともに、平成 23

年度に採択した 25

件及び平成 25年度

に採択した 7 件の

プログラムのフォ

ローアップを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 大学 9 件の事業を選定した。 

・採択結果、構想調書及び審査部会委員氏名をホー

ムページで公開した。 

URL 

http://www.jsps.go.jp/j-tenkairyoku/kekka.html 

（採択結果、構想調書） 

http://www.jsps.go.jp/j-tenkairyoku/iinkai.htm

l 

（委員名簿） 

・本事業として新たに平成 24 年度に採択された 14

件の事業について、平成 26年 4月に委員会を開催し、

中間評価要項等を決定の上評価部会による客観的で

公正な評価を書面評価、ヒアリング調査、また、必

要に応じて現地調査により行い、平成 27年 3 月に開

催した委員会において、中間評価結果を決定した。

評価結果は、14 件のうち 5件が 5段階評価で「S」（優

れた取組状況であり、事業目的の達成が見込まれ

る）、6 件が「A」（これまでの取り組みを継続するこ

とによって、事業目的を達成することが可能と判断

される）、3 件が「B」（当初目的を達成するには助言

等を考慮し、より一層の改善と努力が必要と判断さ

れる）であった。 

・中間評価結果及び評価部会委員名簿をホームペー

ジで公開した。 

URL 

http://www.jsps.go.jp/j-tenkairyoku/chukan_hyo

ka_kekka.html 

（中間評価結果） 

http://www.jsps.go.jp/j-tenkairyoku/iinkai.htm

l 

（委員名簿） 

・平成 23 年度採択の 25 件及び平成 25 年度採択の 7

件の事業から提出されたフォローアップ調査票に基

づき、事業全体の進捗状況及び各採択プログラムの

優れた取組、特筆すべき成果及び課題等をとりまと

め、その結果を平成 27 年 3 月に開催した委員会に報

告するとともに、社会に向けた情報発信を行った。 

URL 

http://www.jsps.go.jp/j-tenkairyoku/followup.h

tml 

（フォローアップ） 

 

とにより、積極的な情報発信に努めてお

り、公正さ、透明性、信頼性の確保が認

められる。 

 

・国の定めた中間評価要項に従って、評

価の進め方を策定し、評価を実施してい

る。評価に当たっては、第三者による書

面評価、ヒアリング調査及び必要に応じ

て現地調査を行うとともに、中間評価結

果及び評価部会委員名簿をホームペー

ジで公開することにより、積極的な情報

発信に努めており、公正さ、透明性、信

頼性の確保が認められる。 

・フォローアップの結果をホームページ

に掲載し公開することで、採択大学以外

の国内大学に対しても、事業全体の進捗

状況及び各採択プログラムの優れた取

組、特筆すべき成果及び課題等の情報発

信を積極的に行っており高く評価でき

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【26年度評価】項目別-114 

 

⑦ スーパーグロー

バル大学等事業 

世界トップレベ

ルの大学との交

流・連携を実現、加

速するための人

事・教務システムの

改革や、学生のグロ

ーバル対応力育成

のための体制強化

など、国際化を徹底

して進める大学を

重点支援し、我が国

の高等教育の国際

競争力の向上及び

グローバル人材の

育成を目的とした

国の助成事業であ

る「スーパーグロー

バル大学等事業」に

ついて、委員会を開

催し、審査・評価業

務を行う。 

平成 26 年度は、

新たに公募する「ス

ーパーグローバル

大学創成支援」のプ

ログラムの審査を

行う。また、平成

24 年度に採択した

「経済社会の発展

を牽引するグロー

バル人材育成支援」

の 42 件のプログラ

ムの中間評価を行

う。 

 

■ スーパーグローバル大学等事業 

【スーパーグローバル大学創成支援】 

・平成 26年 4 月にスーパーグローバル大学創成支援

プログラム委員会（以下、「委員会」）を開催し、公

募要領、審査要項等を決定した。公募の結果、申請

のあった構想（104 の国公私立大学より 109 件）につ

いて、類型別審査部会（タイプ A（トップ型）及びタ

イプ B（グローバル化牽引型））による書面審査、ヒ

アリング審査を実施した。同部会において、各大学

から申請のあった、「大学改革」と「国際化」を断行

し、国際通用性、ひいては国際競争力の強化に取り

組む大学の教育環境整備に関する構想について、教

育研究活動の実績を踏まえた計画の実現性、発展性、

継続性を客観的かつ公正に審査した上で、平成 26年

9 月に開催した委員会において採択候補を決定した

後、文部科学省より 37大学の採択が発表された。 

・審査終了後は、審査結果報告（冊子）を作成する

とともに、ホームページを通じて、構想調書、個別

審査結果、委員名簿等を含め、積極的な関係情報の

提供を行い、審査の透明性に配慮した。 

URL 

http://www.jsps.go.jp/j-sgu/kekka.html 

（審査結果、採択大学の構想調書及び個別審査結果） 

http://www.jsps.go.jp/j-sgu/iinkai.html 

（委員名簿） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【経済社会の発展を牽引するグローバル人材育成支

援】 

・平成 24 年度に採択された 42大学の平成 24、25 年

度の取組状況に加え、平成26年度の取組状況のうち、

各大学が積極的に記載する事項については調書提出

時までのものを対象として、中間評価を行った。 

（スーパーグローバル大学等事業） 

【スーパーグローバル大学創成支援】 

・平成 26 年度新規の本事業を実施する

に当たり、委員会での公募要領、審査要

項等の決定、104 大学・109 件の申請に

係る類型別審査部における書面審査及

びヒアリング審査、その後の委員会にお

ける採択候補の決定などに対応するた

め、迅速に事務体制を整えるとともに、

適切な審査を行ったことは高く評価で

きる。 

・また、マスコミに取り上げられるなど、

大学関係者のみならず一般国民からの

関心も高かった本事業について、公正

さ、透明性、信頼性を確保しつつ混乱な

く審査を行ったことも高く評価できる。 

・ホームページ等を通じて、当該審査関

係情報の積極的な提供に努めており、公

正さ、透明性、信頼性の確保が認められ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【経済社会の発展を牽引するグローバ

ル人材育成支援】 

・平成 24 年度に採択された 42大学の取

組について、委員会での中間評価要項の

決定、計 4回開催した評価部会における

書面審査及びヒアリング調査、現地調
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・平成 26年 4 月に経済社会の発展を牽引するグロー

バル人材育成支援プログラム委員会（以下、「委員

会」）を開催の上、中間評価要項を決定した。その後、

委員会の下に設置した有識者からなる評価部会を計

4回開催し、これまでの取組状況等や成果または発展

への課題、目標の達成状況について、各大学から提

出のあった中間評価調書に基づく書面評価及びヒア

リング調査、また、必要に応じて現地調査を実施し

た。評価部会においてとりまとめた中間評価結果案

は平成 27年 3月の委員会へ報告され、中間評価結果

が決定した。評価結果は、42 件のうち 5 件が 5 段階

評価で「S」（優れた取組状況であり、事業目的の達

成が見込まれる）、24件が「A」（これまでの取り組み

を継続することによって、事業目的を達成すること

が可能と判断される）、13件が「B」（当初目的を達成

するには助言等を考慮し、より一層の改善と努力が

必要と判断される）であった。 

・中間評価結果は、中間評価結果報告（冊子）を作

成するとともに、ホームページを通じて、中間評価

要項、ヒアリング調査実施要領、現地調査実施要領、

委員名簿等を含め、積極的な関係情報の提供を行い、

評価の透明性に配慮した。 

URL 

http://www.jsps.go.jp/j-gjinzai/chukan_hyoka_k

ekka.html 

（中間評価結果） 

http://www.jsps.go.jp/j-gjinzai/chukan_hyoka_y

oshiki.html 

（中間評価要項、ヒアリング調査実施要領、現地調

査実施要領） 

http://www.jsps.go.jp/j-gjinzai/iinkai.html 

（委員名簿） 

 

査、その後の委員会における中間評価結

果の決定など、迅速かつ適切な評価を行

っている。また、ホームページ等を通じ

て、当該評価結果関係情報の積極的な提

供に努めており、公正さ、透明性、信頼

性の確保が認められる。 

・本事業における初めての中間評価を実

施するに当たり、文部科学省との調整や

評価部会の設置、運営等を円滑に行った

ことは高く評価できる。 

 

 

４．その他参考情報 

－ 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―５－１ 

5 エビデンスに基づいた学術振興体制の構築と社会との連携の推進 

（1）調査・研究の実施 

① 学術システム研究センター 

② グローバル学術情報センター 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人日本学術振興会法第１５条 

第６号 

業務に関連する

政策・施策 

8 基礎研究の充実及び研究の推進のため

の環境整備 

8-1 学術研究の振興 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート 事業番号

0176（仮） 

参考 URL 学術システム研究センター（調査報告等） http://www.jsps.go.jp/j-center/chousa_houkoku.html 

グローバル学術情報センター http://www.jsps.go.jp/j-cgsi/index.html 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

前中期目

標期間最

終年度値 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度  

 

 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

グローバル学術

情報センターの

データベースの

レコード数 

－ － 0 件 
約 576 万

件 
    

 

決算額（千円） 802,174 1,176,783    

グローバル学術

情報センターに

おける CGSI レポ

ート作成数 

－ － 0 報 2 報     

 

従事人員数 36 38    

グローバル学術

情報センター分

析・調査レポート

（検討資料）作成

数 

－ － 2 報 2 報     

 

注）決算額は支出額を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 世界的に学術研

究の進展が速まっ

ている傾向のもと

で、情報が学術研

究を制するという

世界の動向に対応

し、学術研究や人

材育成に関わる情

報を収集・蓄積・

分析し、それらの

エビデンスに基づ

いた事業を展開す

るための体制を構

築する。 

また、広く国民

に向け情報発信を

強化するととも

に、大学等関係団

体や経済界等との

コミュニケーショ

ンを強化し、社会

との連携を一層推

進する。 

 

(1) 調査・研究の

実施 

学術の振興を図

るための各種事業

を長期的観点に立

って効果的に展開

するため、研究経

歴を有する職員等

により、振興会諸

事業に関する分析

を行うとともに、

国内外における学

術振興施策の現状

や学術研究の動向

等の調査・研究を

世界的に学術研

究の進展が速まっ

ている傾向のもと

で、情報が学術研

究を制するという

世界の動向に対応

し、学術研究や人

材育成に関わる情

報を収集・蓄積・

分析し、それらの

エビデンスに基づ

いた事業を展開す

るための体制を構

築する。 

また、広く国民

に向け情報発信を

強化するととも

に、大学等関係団

体や経済界等との

コミュニケーショ

ンを強化し、社会

との連携を一層推

進する。 

 

(1) 調査・研究の

実施 

①学術システム研

究センター 

学術システム研

究センターは、学

問領域の専門的な

知見に基づき、諸

外国における学術

振興施策の状況、

国内外の学術研究

の動向等、振興会

の業務運営に関し

て必要な調査・研

究を実施する。諸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 調査・研究の実

施 

①学術システム研

究センター 

学術システム研

究センターにおい

ては、海外研究連絡

センターとの連携

による諸外国にお

ける学術振興施策

の状況調査及び国

内外の学術研究動

向、研究者動向等の

調査・研究を実施

し、結果を取りまと

＜主な定量的指標

＞ 

・グローバル学術

情報センターのデ

ータベースのレコ

ード数 

 

・グローバル学術

情報センターにお

ける CGSIレポート

作成数 

 

・グローバル学術

情報センター分

析・調査レポート

（検討資料）作成

数 

 

＜その他の指標＞ 

・着実かつ効率的

な運営により、中

期計画の項目（達

成すべき成果を除

く）に係る業務の

実績が得られてい

るか。 

 

・中期計画におけ

る「達成すべき成

果」に向けた取組

は適切か。 

外部評価におい

て 

＞調査・研究の事

業への活用 

について質の高い

成果（内容）であ

るとの評価を得る 

 

中期計画の項目（達成すべき成果を含む）について、

中期計画通りに着実に推進した。特に、以下の実績

を上げた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学術システム研究センター】 

・海外研究連絡センターのサポートにより、センタ

ー研究員の学術動向調査について、学術研究機関へ

の調査協力を受けることができた。さらにはバンコ

ク研究連絡センター主催のシンポジウムにおける講

演者をセンター研究員が推薦することで学術の国際

交流の強化が図られた。 

・海外研究連絡センターが取りまとめた海外の学術

動向等をセンター研究員にも情報提供し、国内外の

学術研究動向や研究者動向等の調査･研究に活用し

た。 

http://www.jsps.go.jp/j-kaigai_center/overseas

_news.html 

評定 Ｂ 評定 Ｂ 

（根拠） 

・海外での調査に当たっては、必要に応

じ海外研究連絡センターと連携し、学術

動向について調査等を実施、さらには、

海外研究連絡センター協力してシンポ

ジウムを開催したことは積極的な活動

であるので高く評価できる。 

 

・研究員を研究担当者として、振興会と

センター研究員が所属する研究機関と

の間で、「学術動向等の調査研究」のた

めの委託契約を締結し、各研究員の専門

領域にとどまらない、全般的な学術の振

興を見据えた学術動向等に関する調査

研究を行っている。これらの成果は、科

学研究費助成事業の分科細目表の見直

しのほか、審査員選考方法をはじめとす

る審査システム、評定基準・評価方法な

どの様々な面での業務の改善等に活用

しており評価できる。 

 

・学術動向を踏まえつつ、研究者の視点

に立った制度運営の実現に向けて積極

的に活動しており高く評価できる。 

 

・『調査研究実績報告書』が報告のみに

とどまらず、新たな事業である特設分野

研究の検討に活用していることは評価

できる。 

 

・学術研究動向調査研究費は、内部だけ

でなく外部有識者で構成されている運

営委員会でも審議されており評価でき

る。 

 

 

 

 

＜評定に至った理由＞ 

 グローバル学術情報センターについて、分

析調査員を 1 名増員の上、振興会諸事業のデ

ータを一元管理するデータベースを構築、当

該データベース及び分析ツールの利用を開始

し、データ収集・分析環境の向上が図られて

いる。また、科研費の情報分野及び生物分野

に係るデータのテキストマイニングを試行的

に実施し、その結果が、学術システム研究セ

ンターの検討に活用されるなど、効果的に機

能しているものと認められる。 

 また、グローバル学術情報センターによる

収集データ・分析結果等を掲載した CGSI レポ

ートの刊行を開始したことや、「研究評価に関

する G8 ワーキンググループ」（米国ワシント

ン DC）において、同センター分析研究員より、

テキストマイニングによる成果発表等を実施

したことなどは、今後、国内外の大学等学術

研究機関、他国のファンディングエージェン

シー等に対し、データ提供に係る連携強化や

分析成果の発進力向上などを図る上で効果的

に機能するものと期待される。 

 以上のことから、本項目は、中期計画にお

ける所期の目標を達成していると認められる

ため、評定をＢとする。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策

＞ 

 振興会業務のみならず、我が国学術振興に

とって有意義なデータの収集・分析が、今後

継続的に実施されること、並びに、今後、そ

の成果の活用状況が明確化されることを期待

する。 

 グローバル学術情報センターにおいて、引

き続き、アジア地域を含む諸国の研究動向等

に係る情報収集・分析を実施し、その結果を

学術システム研究センターへ提供することが

期待される。 



【26年度評価】項目別-118 

 

行い、公表する。 

また、その結果に

ついては、事業実

施や新たな事業の

企画・立案に活か

す。 

なお、振興会諸

事業に関する情報

の収集・蓄積を行

う体制を構築し、

分析機能の強化を

図る。 

 

外国の学術振興施

策については、欧

米主要国等におけ

る学術振興に関す

る基本的政策、研

究助成システム、

研究者養成に対す

る考え方、国際交

流の戦略等につい

て、関係機関のホ

ームページや文

献、現地調査、海

外研究連絡センタ

ーにおける収集情

報などにより、調

査を適宜実施し、

情報の収集、分析

を継続的に行う。 

学術研究の動向

については、研究

者の動向を含め、

各種報告書、学術

ジャーナル、国内

外のシンポジウム

への出席、関連研

究者との意見交換

等により、調査を

適宜実施し、情報

の収集、分析を継

続的に行う。特に、

学術システム研究

センターの研究員

全員に専門分野に

ついての学術動向

研究を依頼し、毎

年度報告を受ける

とともに、結果を

とりまとめ、事業

に活かす。また、

最新の学術動向等

の調査・研究を通

じて、我が国が今

め、今後の振興会事

業に反映させるこ

ととする。 

学術研究動向に

ついては、学術シス

テム研究センター

研究員全員が専門

分野に係る最新の

学術の動向を調査

し、その成果をより

適切な審査委員の

選考や評価システ

ムの整備等に反映

させ、振興会が行う

審査・評価業務等の

向上に役立てる。 

特に、異分野の融

合、境界領域や揺籃

期にある学術研究

の動向調査に留意

し、科研費「特設分

野研究」の分野設定

等に活かす。 

また、これらの成

果については、報告

書に取りまとめホ

ームページ等にお

いて公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

（学術システム研

究センター） 

・調査・研究の実

施に当たり、研究

員がカバーできる

学術分野には自ず

と限りがあり、特

に異分野の融合、

境界領域や揺籃期

にある学術研究の

動向に留意した

か。【JSPS 部会（24

年度／第 2期評価】 

 

（グローバル学術

情報センター） 

・今後データベー

スの拡充のほか解

析・評価機能の強

化が求められてい

るところである

が、現状の人員数

では全く不十分で

ある。一層の充実

を図るため、早急

な整備が強く望ま

れる。【外部評価委

員指摘 25 年度評

価】 

 

・事業によっては、

研究成果が得られ

るまでにタイムラ

グがあったり、因

果関係が複雑な内

容もあることか

ら、検証を継続的

に行うことは重要

である。特に、振

興会の主たる使命

である基盤研究領

 

・センター研究員を研究担当者として振興会と研究

員が所属する研究機関（平成 26 年度は 50 研究機関

（121 課題））が委託契約を締結し、各分野等におけ

る学術動向等に関する調査研究を実施した。 

・平成25年度の委託契約に基づく調査研究成果が『調

査研究実績報告書』として提出され、それらを取り

まとめ、未発表の研究情報や個人情報が含まれる場

合には公開について個別に検討を行い、ホームペー

ジで公開した。 

http://www.jsps.go.jp/j-center/chousa_houkoku.

html 

・学術動向等に関する調査研究は、揺籃期にある学

術分野または横断的学問分野等の派生した分野等の

最新動向、さらにはこれまでの学術分野の動向（そ

の分野が抱える課題）も含む学問全般に係る学術の

動向調査であり、下記のような振興会の審査･評価業

務の向上や、事業全般に対する提案・助言等に活用

した。 

基盤研究（B.C）における特設分野研究の応募分野

の設定 

「ネオ･ジェロントロジー」「連携探索型数理科学」

「食料循環研究」「紛争研究」「遷移状態制御」「構成

的システム生物学」 

また、新たに平成 28年度公募向けた応募分野おいて

も領域を超えた分野設定を検討している。 

科研費における「系・分野・分科・細目・キーワ

ード表」の見直し：学術動向を踏まえつつ公募の応

募動向をキーワード毎に分析し、キーワード分割に

ついて見直しを行うとともに、複数細目にまたがっ

ているものや細目表以外のキーワードについての動

向分析を実施。また、見直しの進め方についても検

討し、時限付き分科細目だけでなく、毎年度のキー

ワード見直しや細目表の改正作業にあたっても外部

からの意見を受け付けることとし、受付窓口を設置。 

科研費における審査システム業務改善：学術動向

を踏まえつつ、審査委員の選考や公募要領、審査の

手引き等の見直しを実施。国際情報発信強化では審

査に必要な情報を検証した上で、国際情報発信の現

状や必要情報項目の記載欄を追加するなど計画調書

を改訂。 

特別研究員事業における審査システム業務：学術

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 

 



【26年度評価】項目別-119 

 

後国際的に先導し

ていくべき研究を

発掘し、事業の企

画・立案に反映さ

せる。これらの成

果については、必

要に応じ報告書等

にとりまとめホー

ムページ等におい

て公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② グローバル学

術情報センター 

グローバル学術

情報センターは、

振興会の諸事業に

関する情報の収

集・蓄積、国内外

の学術振興機関の

事業の実施状況に

関する情報の収

集・蓄積を行う。 

また、これら収

集・蓄積した情報

を分析し、その結

果を学術システム

研究センターに提

供するとともに、

振興会の諸事業へ

提案し、事業改善

に活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② グローバル学術

情報センター 

 グローバル学術

情報センターにお

いては、科学研究費

助成事業、研究者養

成事業、学術国際交

流事業等の各種デ

ータの一元管理（収

集・蓄積・管理）を

行う。また、収集・

蓄積した情報を分

析し、その結果を学

術システム研究セ

ンターに提供する

とともに、振興会の

諸事業へ提案し、事

業改善に活用する。 

 

域においては、具

体的な成果の指標

として何が適当な

のか、長期的にそ

の指標がどのよう

に推移しているの

かを示す取組みを

検討されたい。【外

部評価委員指摘 25

年度評価】 

 

動向を踏まえつつ、審査委員の選考や分野毎の書面

審査セットの見直しを行うととともに、審査の手引

き、募集要項、審査方針等の見直し、応募数の多い

細目の分割審査における T スコアの妥当性の検証な

どを実施。 

審査委員等の候補者案の作成及び審査結果の検証 

日本学術振興会賞及び日本学術振興会 育志賞の

予備的審査 

 

・学術研究動向調査等研究に係る経費については、

経費の使途を明確にし、実施計画書を精査した上で、

研究費を委託することとしている。さらに運営委員

会での議論を踏まえ、研究費を委託することとして

いる。平成 25 年度契約分からは、総額を抑制しなが

ら、間接経費を 10％から 30％に変更することで、所

属機関に対して研究員を輩出する負担への理解を示

すと共に、研究員の研究活動維持及び研究員業務と

本務業務との両立等への支援を促した。 

 

【グローバル学術情報センター】 

・大学教授として長年の研究経験を有する者を所長

とし、データ解析に優れた分析研究員 3 名（大学の

教授職を前職とする者 2 名、大学共同利用機関法人

研究所の教授職と兼務する者 1 名）を配置した。ま

た、データ分析の経験のある分析調査員を 1名から 2

名に増員し、分析機能の向上を図った。 

・振興会内に理事を座長とし、センター、総務企画

部、研究事業部の構成員をメンバーとする「データ

ベースプロジェクト」検討会を設置し検討を行った。 

 

・振興会諸事業のデータの一元管理（収集・蓄積・

管理）にかかる業務の一環として、前年度に設置し

たサーバー上にデータベースを構築し、科研費の応

募、審査、採択課題、報告書に関する諸データを格

納した（データベースのレコード数は計約576万件）。

また、Elsevier 社が提供する文献データベース

Scopus 及び分析ツール SciVal の利用を開始した。こ

れらにより、分析を行う環境を向上させた。 

 

・収集、蓄積した情報を分析し、その結果を振興会

事業の改善に活用するため、センター所長が学術シ

ステム研究センター副所長を兼務する体制とし、両

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・センターの業務を遂行するために十分

な研究経験のある所長、分析研究員と、

専門性に優れた分析調査員を配置する

とともに、各種データの一元管理（収

集・蓄積・管理）を行うために必要なシ

ステムを構築している。 

 

・収集・蓄積したデータにより、データ

ベースが構築され、分析を行うために必

要な基盤が着実に整備された。 

 

・学術システム研究センター及び振興会

の各事業の担当との間で緊密に連携す

るなど、収集・蓄積した情報を分析し、

その結果を同センターに提供し、また、

振興会の諸事業の改善に活用する体制

が整えられている。 

 

・科研費の申請情報のテキストマイニン

グに基づく分析等の成果は、学術システ

ム研究センターの業務の参考とされて

おり、十分に評価できる。 



【26年度評価】項目別-120 

 

センター間の連携を高めている。その連携の一環と

して、科研費の情報学分野及び生物学分野の申請情

報のテキストマイニングに基づくクラスター分析を

試行的に実施し、結果を学術システム研究センター

における検討の参考として提供した。 

 

・センターで収集した情報や分析の結果を大学等学

術研究機関へ提供することを目的として、CGSI レポ

ート（「CGSI」はグローバル学術情報センターの英文

名称「Center for Global Science Information」の

略称）を 2報刊行した。 

号 発行日 名称 

第 1号 平成 26

年10月

31 日 

Scopus 収録論文における科研

費成果論文の分析結果 

第 2号 平成 27

年 2 月

25 日 

米独英のファンディングエー

ジェンシーの審査システム  

 

・センターで行った分析及び調査業務の成果を、振

興会の業務の改善に役立てることを目的として、分

析・調査レポート（検討資料）を作成した。諸外国

の学術研究の動向及び学術振興機関の事業の実施状

況に関する情報を収集し、以下のレポートとして学

術システム研究センター及び各部局に提供した。 

分析・調査レポート（検討資料）の名称 

「米英独のファンディングエージェンシーの審査

システム」報告書 

「米欧の主要国における学術・科学技術に関する

主要文書（平成 26 年度版）」ライブラリ及び要旨

集 

 

・特別研究員事業の審査員の評点データを入手し、

書面審査員の評点の分布に関する分析を試行的に実

施した。 

・振興会の諸事業への提案の一環として、科研費に

よる成果物の情報の収集と改善のため、研究者から

提出される実績報告書の記載項目の改訂等につい

て、継続的に提案を行うとともに、担当の部局との

間で具体的な書式等の検討を行った。 

 

・振興会事業全体にかかる「基礎データ集」を作成

 

・CGSI レポートの刊行は、センターの

成果が、広く大学等学術研究機関におい

ても有効に利用されるようになるもの

として評価できる。 

 

・分析・調査レポート（検討資料）の作

成は、振興会の諸事業実施の参考として

十分に活用されている。 

 



【26年度評価】項目別-121 

 

し、科研費以外の事業についても基礎的なデータの

収集・蓄積を行うとともに、振興会内で情報を共有

した。 

 

・平成 27 年 3 月にワシントン DC で開催された「研

究評価に関する G8ワーキンググループ会合」に分析

研究員が参加し、テキストマイニングに基づくクラ

スター分析等の成果を発表するとともに、他の参加

ファンディングエージェンシーの取り組みに関する

情報を入手した。 

 

 

４．その他参考情報 

－ 

  



【26年度評価】項目別-122 

 

様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―５－２ 

5 エビデンスに基づいた学術振興体制の構築と社会との連携の推進 

（2） 広報と情報発信の強化及び成果の普及・活用 

① 広報と情報発信の強化 

② 成果の社会還元・普及・活用 

（3）学術の社会的連携・協力の推進 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人日本学術振興会法第１５条 

第５号及び第７号 

業務に関連する

政策・施策 

8 基礎研究の充実及び研究の推進のため

の環境整備 

8-1 学術研究の振興 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート 事業番号

0176（仮） 

参考 URL 振興会ホームページ 和：http://www.jsps.go.jp/index.html、英：http://www.jsps.go.jp/english/index.html 

メールマガジン（バックナンバー） http://www.jsps.go.jp/j-mailmagazine/backnumber/14_back.html 

ひらめき☆ときめきサイエンス事業 http://www.jsps.go.jp/hirameki/index.html 

卓越研究成果公開事業 http://www.jsps.go.jp/j-takuetsu/index.html 

学術の社会的連携･協力の推進事業 http://www.jsps.go.jp/renkei_suishin/index.html 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

前中期目

標期間最

終年度値 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度  

 

 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

メールマガジン

登録者数 
－ － 16,593 件 18,255 件     

 

決算額（千円） 802,174 1,176,783    
ひらめき☆とき

めきサイエンス

開催数 
－ 

205プログ

ラム 

（120 機

関） 

243プログ

ラム 

（136 機

関） 

267プログ

ラム 

（145 機

関） 

    

 

卓越研究成果公

開事業：参画学協

会数 

－ 8 学協会 8 学協会 11 学協会    

 

 

従事人員数 36 38    
(学術の社会的連

携・協力の推進：

産学協力総合研

究連絡会議開催

数 

－ 2 回 2 回 2 回    

注）決算額は支出額を記載。 



【26年度評価】項目別-123 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 (2) 広報と情報発

信の強化及び成果

の普及・活用 

振興会の活動状

況及び調査・研究

の成果を積極的に

情報発信すること

によって、国内外

の研究者、国民と

の相互理解を図

り、社会との効果

的な関係を構築す

るため、広報の体

制を強化する。 

また、調査・研

究の成果について

は、事業の企画立

案等に的確に活か

すとともに、ホー

ムページへの掲載

や出版等により、

研究者をはじめ社

会に積極的に提供

し、広く普及させ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 広報と情報発

信の強化及び成果

の普及・活用 

① 広報と情報発

信の強化 

振興会の活動内

容や調査・研究の

成果を、より広く

内外の研究者、関

係機関や国民に理

解してもらうた

め、魅力ある広報

誌等出版物やホー

ムページの内容充

実に努めるなど、

効果的な情報提供

が実施できるよ

う、広報体制を整

備し、その充実を

図る。 

また、振興会の

業務内容に関する

最新情報をホーム

ページで迅速に提

供する。掲載に当

たっては閲覧者側

からの視点を重視

し、見やすさ・分

かりやすさの確保

に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 広報と情報発

信の強化及び成果

の普及・活用 

① 広報と情報発信

の強化 

国民及び研究者

等に向けた広報の

在り方、実施方法に

ついての協議を行

い、その検討結果を

踏まえた適切な広

報に努める。 

また、各事業の実

施状況等、学術研究

に関わる情報につ

いて、以下の方法に

より公開し、普及に

努める。 

 

 

 

(i) ホームページ

の活用 

公募情報を中心

として、振興会の業

務内容に関する最

新情報をホームペ

ージで迅速に提供

し、一般国民や研究

者のニーズに応え

る的確かつ見やす

い情報提供に努め

る。 

 

(ii) ブローシャー

等の発行 

振興会の事業内

容について分かり

やすく編集したブ

＜主な定量的指標

＞ 

・メールマガジン

登録者数 

 

・ひらめき☆とき

めきサイエンス開

催数 

 

＜その他の指標＞ 

・着実かつ効率的

な運営により、中

期計画の項目（達

成すべき成果を除

く）に係る業務の

実績が得られてい

るか。 

 

・中期計画におけ

る「達成すべき成

果」に向けた取組

は適切か。 

外部評価におい

て 

＞調査研究の成果

の研究者を始め社

会への積極的な提

供 

＞「発見と発明の

デジタル博物館

（卓越研究データ

ベース）」の充実 

について質の高い

成果（内容）であ

るとの評価を得

る。 

 

＜評価の視点＞ 

・多種多様な出版

中期計画の項目（達成すべき成果を含む）について、

中期計画通りに着実に推進した。特に、以下の実績

を上げた。 

【広報と情報発信の強化】 

・現在の振興会の広報に関して以下のような課題を

整理し、新たな効果的な広報媒体について検討を行

った。 

＞各事業の概要や助成した研究の成果は冊子やデジ

タル等様々な媒体により従来情報発信してきている

が、受け手のニーズを踏まえ、かつより分かりやす

く伝えるための工夫 

＞学術（研究）の重要性に関する振興会としての明

確なメッセージの発信 

＞学術研究に対する国費投入の必要性についてより

広く国民に訴求するための方策 

 

・平成 26 年度は、本会が入居している麹町ビジネス

センターの 1 階ロビーや、各説明会の開始前や休憩

時などに広報映像を流したり、ブローシャー（法人

概要）を全国の国公私立大学等に配付したりするこ

とで、本会の普及に努めた。 

 

■ ホームページの活用 

・公募情報を中心に、最新の情報を速やかにホーム

ページにて告知し、内外の研究者や一般向けに広く

迅速な情報発信を行った。 

・既存の事業については、公募が終了した後の採択

に関する情報や事業報告についてもホームページで

の公開を積極的に行い、広く国民等へ情報発信を行

った。 

・英語版トップページの改修を進め、海外の研究者

が必要な情報を得やすいよう、レイアウトを変更し

た。 

 

 

■ ブローシャー等の発行 

・ブローシャー（法人概要）のほか、科学研究費助

成事業、各種国際交流事業、HOPE ミーティング等の

事業ごとにパンフレット等を分かりやすく作成・編

評定 Ｂ 評定 Ｂ 

＜根拠＞ 

・振興会の広報について課題を整理した

上で新たな実施方法の検討を行うとと

もに、法人としての視覚表現を整備して

おり評価できる。 

 

・広く一般国民に分かりやすいよう、ア

ニメーションを用いて学術研究等の重

要性や振興会との関係を示した新たな

試みは評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・研究者や国民から広く理解が得られる

よう、事業の実施状況や学術研究に関わ

る情報について、ホームページへの掲載

を積極的に進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ブローシャーのほか、科学研究費助成

事業、各種国際交流事業、HOPE ミーテ

ィング等の事業ごとにパンフレット等

＜評定に至った理由＞ 

 ソーシャルメディアの活用について、学術

研究の重要性や振興会との関係性などを、ア

ニメーションにより表現、広報映像として、

YouTube に公開していることや、公募、イベ

ント等の情報を Facebook により展開してい

ることなどは、研究者のみならず、広く一般

国民にも振興会業務の重要性を伝えるための

ツールとして機能しており、振興会メールマ

ガジン登録件数の着実な拡大（1,636 件増）

としてその効果が認められる。 

児童生徒等に対する科研費の成果を説明に

より、学術研究に対する理解を促進するひら

めき☆ときめきサイエンス事業によりについ

ては、その実施件数を昨年度より増加させて

おり（H25：243 件→H26：267 件）、積極的な

取組が認められる。 

 学術の社会的連携・協力の推進について、

学界と産業界の双方が会する場において、今

後、社会的発展が期待される分野やその推進

方策などについて検討がなされ、結果、電磁

波エネルギー利用分野に関する産学協力研究

委員会及び計測分析機器開発に関する研究開

発専門委員会の 2 委員会を設置したことは、

流動的な社会情勢に対応しているものと認め

られる。 

以上のことから、本項目は、中期計画にお

ける所期の目標を達成していると認められる

ため、評定をＢとする。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策

＞ 

 広報と情報発信の強化について、引き続き、

一般国民を含む受け手側のニーズを踏まえた

検討が期待される。 

 産学連携について、民間事業に転化したケ

ースのキャッチアップを実施することなどが

期待される。 



【26年度評価】項目別-124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ローシャーを作成

し、学術機関、行政

機関、海外の諸機関

に配布するほか、必

要に応じて事業ご

とにリーフレット

等を発行・配布す

る。また、英語版ニ

ューズレターを年

４回発行し、振興会

の事業により来日

経験のある外国人

研究者、海外の学術

振興機関、在日大使

館等に配布する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物の発行や極めて

充実し内容の豊富

なホームページ等

において、熱心か

つ丁寧な広報活動

が行われているこ

とに間違いは無い

が、結果として、

広報活動が効果的

に行われているか

否かという点に関

しては、まだ改善

の余地があるよう

に思われる。例え

ばホームページを

国民目線で見て分

かりやすいように

するなど、有効な

広報の方法を工夫

する必要がある。

【外部評価委員指

摘 25年度評価】 

 

・研究成果の公表

や社会還元につい

ては、学術研究の

有効性や重要性を

示すためにも、ま

た、社会に理解さ

れるためにも重要

であるが、社会で

の「見える化」に

ついてはまだ十分

とはいえない。振

興会の活動が広く

国民から指示され

るように、積極的

な広報活動が期待

される。【外部評価

委員指摘 25年度評

価】 

 

集し国内外の関係者に広く周知した。また、英文ニ

ューズレター（JSPS Quarterly）を年 4回（各回 16,000

部）発行し、国内外の外国人研究者や大学等研究機

関、海外の学術振興機関、在日大使館等に配布し、

国内外の研究者、国民への情報発信に努めた。作成

したパンフレット等は以下の振興会ホームページで

電子媒体でも公開した。 

日本語版： 

http://www.jsps.go.jp/pablications/index.html 

英語版： 

http://www.jsps.go.jp/english/pablications/ind

ex.html 

 

●パンフレット等作成実績 

標題または内容 発行時期 発行部数 

JSPS 2014-15（日本語版ブ

ローシャー） 

H27 年 1

月 
5,000 部 

JSPS 2014-15（英語版ブロ

ーシャー） 

H27 年 1

月 
8,000 部 

科研費パンフレット 2014

（和文） 

H26 年 9

月      

   

3,000 部 

科研費パンフレット 2014

（英文） 

H27 年 2

月 
1,000 部 

科研費 NEWS Vol.1 
H26 年 6

月 
33,900 部 

科研費 NEWS Vol.2 
H26 年 9

月 
29,900 部 

科研費 NEWS Vol.3 
H26 年 12

月 
30,600 部 

科研費 NEWS Vol.4 
H27 年 3

月 
29,800 部 

ひらめき☆ときめきサイ

エンス事業リーフレット 

H26 年 6

月 
18,900 部 

世界トップレベル研究拠

点プログラムパンフレッ

ト 

H27 年 1

月 

H27 年 2

月 

2,000 部 

世界トップレベル研究拠

点プログラム成果集 

H27 年 2

月 
4,500 部 

JSPS Quarterly No. 48 
H26 年 6

月 
16,000 部 

JSPS Quarterly No. 49 
H26 年 9

月 
16,000 部 

JSPS Quarterly No. 50 
H26 年 12

月 
16,000 部 

JSPS Quarterly No. 51 H27 年 3 16,000 部 

を分かりやすく作成・編集し国内外の関

係者に着実に周知できている。 

 

・英文ニューズレターを年 4 回（各回

16,000 部）発行し、国内外の外国人研

究者や大学等研究機関、海外の学術振興

機関、在日大使館等に配布したことは、

国内外の研究者、国民への情報発信に大

きく資するものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 
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月 

学術の国際交流 2014-15

（和文リーフレット） 

H26 年 9

月 
5,500 部 

International Collabora

tions 2013-14（英文リー

フレット） 

H26 年 9

月 
8,500 部 

二国間交流事業 共同研

究・セミナー オープンパ

ートナーシップ共同研

究・セミナー（チラシ） 

H26 年 6

月 
－※1 

JSPS Bilateral Joint Re

search Projects/Seminar

s 

Open Partnership Joint 

Projects/Seminars（チラ

シ） 

H26 年 6

月 
－※1 

HOPE ミーティング広報用

パンフレット 

H26 年 9

月 
7,000 部 

第 7 回 HOPE ミーティング

広報チラシ 

H26 年 7

月 
6,700 部 

第 7 回 HOPE ミーティング

広報リーフレット（和文） 

H27 年 1

月 
300 部 

第 7 回 HOPE ミーティング

広報リーフレット（英文） 

H27 年 1

月 
350 部 

ノーベル・プライズ・ダイ

アログ東 2015 広報チラシ

（和文） 

H27 年 2

月 

4800 部 

ノーベル・プライズ・ダイ

アログ東京 2015 広報チラ

シ（英文） 

H27 年 2

月 

800 部 

ノーベル・プライズ・ダイ

アログ東京 2015 プログラ

ム（日英） 

H27 年 2

月 

3000 部 

ノーベル・プライズ・ダイ

アログ東京 2015 報告書

（和文） 

H27 年 3

月 

600 部 

Fellowships for Researc

h in Japan 2015（和文） 

H27 年 2

月 
9,500 部 

Fellowships for Researc

h in Japan 2015（英文） 

H27 年 2

月 
22,000 部 

JSPS Summer Program 201

5（ちらし A4 版） 

H26 年 8

月 
9,000 部 

JSPS Science Dialogue P

rogram '14-'15 

H27 年 1

月 
5,500 部 

JSPS RONPAKU (Dissertat

ion Ph.D.) Program Abst

racts of Dissertation f

or FY2013 

H27 年 2

月 
－※1 

平成26年度特別研究員-RP

D 研究交流会パンフレット 

H26 年 6

月 
200 部 
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第 11 回日本学術振興会賞

パンフレット 

H27 年 2

月 
400 部 

第 5 回日本学術振興会 育

志賞リーフレット 

H27 年 2

月 
500 部 

H26 年度グローバル COE プ

ログラムパンフレット 

H27 年 3

月 
500 部 

H26 年度博士課程教育リー

ディングプログラムパン

フレット 

H27 年 3

月 
2,600 部 

産学協力（和文）パンフレ

ット 

H26 年 7

月 
2,000 部 

産学協力（英文）パンフレ

ット（University-Industr

y Research Cooperation） 

H26 年 7

月 
500 部 

第 30 回国際生物学賞授賞

式パンフレット 

H26 年 12

月 
350 部 

第 30 回国際生物学賞授賞

式記録 

H27 年 2

月 
1,200 部 

第 31 回国際生物学賞推薦

募集リーフレット 

H27 年 1

月 
1,500 部 

国際生物学賞 30 年の歩み 
H26 年 12

月 
3,000 部 

東日本大震災学術調査シ

ンポジウムパンフレット 

H26 年 2

月 
5,000 部 

※1 電子媒体にて作成・配布 

 

●ポスター作成実績 

標題または内容 作成時期 作成部数 

ひらめき☆ときめきサ

イエンス事業ポスター 
H26年 6月 450 部 

Nobel Prize Dialogue 

Tokyo2015 ポスター

（和文） 

H27年 2月 400 部 

Nobel Prize Dialogue 

Tokyo2015 ポスター

（英文） 

H27年 2月 100 部 

平成 28 年度リンダウ・

ノーベル賞受賞者会議

参加研究者募集ポスタ

ー 

H27年 3月 1,000 部 

第 7回 HOPE ミーティン

グポスター 
H26年 7月 1,450 部 

JSPS Summer Program 2

015 ポスター（A1 版） 
H26年 8月 100 部 

Fellowship for Resear

ch in Japan 2015 ポス

ター 

H27年 2月 7,200 部 

平成 28 年度分特別研究

員募集ポスター 
H27年 2月 －※2 
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(iii) メールマガ

ジンの発信 

 インターネット

を活用したメール

マガジンにより、公

募案内や行事予定

等の情報提供を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年度分特別研究

員－RPD 募集ポスター 
H27年 2月 －※2 

平成 28 年度分海外特別

研究員募集ポスター  
H27年 2月 －※2 

第 12 回日本学術振興会

賞受賞候補者の推薦募

集ポスター 

H27年 2月 8,400 部 

第 6 回日本学術振興会 

育志賞受賞候補者の推

薦募集ポスター 

H27年 3月 3,800 部 

※2 平成26年度分募集より各機関へのポスター郵送

は廃止し、作成したポスター電子データをホームペ

ージに掲載（JSPS Summer Program ポスター、

Fellowship for Research in Japan ポスターは、引

き続き各関係機関へ配送）。 

 

■ メールマガジンの発信 

・毎月およそ16,000名の登録者にメールマガジン「学

振便り（JSPS Monthly）」配信し、公募情報や行事予

定の紹介に加え、科研費関連ニュース等、事業内容

の周知に努め、情報発信の強化を図った。 

 

●月別登録件数実績 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

16,61

9 件 

16,80

5 件 

16,92

6 件 

16,95

7 件 

17,10

7 件 

17,15

5 件 

10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

17,21

3件 

17,27

0件 

18,18

9件 

18,14

8件 

18,18

5件 

18,25

5件 

 

●月別記事数 

月 ﾄﾋﾟｯ

ｸｽ 

公募

案内 

科研

費関

連ニ

ュー

ス 

海外

動向 

行事

予定 

お知

らせ 

4 月 4 13 - 3 1 4 

5 月 2 12 - 6 1 4 

6 月 2 8 - 7 3 1 

7 月 3 8 - 6 4 2 

8 月 2 9 - 8 4 1 

9 月 2 11 - 12 1 1 

10 月 3 5 - 6 2 4 

11 月 2 2 - 9 3 1 

12 月 2 6 - 7 3 2 

1 月 7 7 - 8 1 4 

2 月 2 3 3 8 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・毎月メールマガジンを配信し、公募情

報や行事予定の紹介、科研費関連ニュー

ス等、事業内容の周知に努め、情報発信

の強化を行っており、登録者数が着実に

伸びている。 
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② 成果の社会還

元・普及・活用 

(i) 我が国の将来

を担う児童・生徒

を主な対象とし

て、研究者が科研

費事業による研究

成果を分かりやす

く説明することな

どを通じて、学術

と日常生活との関

わりや学術がもつ

意味に対する理解

を深める機会を提

供する「ひらめき

☆ときめきサイエ

ンス～ようこそ大

学の研究室へ～

KAKENHI」を全国各

地の大学で幅広く

実施する。 

 

 

 

(ii) 学術システ

ム研究センター等

の調査・研究の成

果、海外研究連絡

 

(iv) ソーシャルメ

ディアの活用 

 公募や行事の情

報を迅速に発信す

るため、必要に応じ

てソーシャル・ネッ

トワーキング･サー

ビスを活用する。 

 

 

 

 

 

② 成果の社会還

元・普及・活用 

(i) ひらめき☆と

きめきサイエンス

事業 

我が国の将来を

担う児童・生徒を主

な対象として、研究

者が科研費による

研究成果を分かり

やすく説明するこ

となどを通じて、学

術と日常生活との

関わりや学術がも

つ意味に対する理

解を深める機会を

提供する「ひらめき

☆ときめきサイエ

ンス～ようこそ大

学の研究室へ～

KAKENHI」を全国各

地の大学等で幅広

く実施する。 

 

(ii) 学術システム

研究センターの調

査・研究の成果につ

いては、報告書に取

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 月 3 10 2 7 2 5 

 

■ ソーシャルメディアの活用 

・個別事業の紹介のみならず、振興会全体を視覚的

に幅広いターゲット層にアピールするためにアニメ

ーションによる広報映像を作成し YouTube で公開す

るほか、HOPE ミーティング事業や先端科学（FoS）シ

ンポジウム事業では、公募やイベントの情報を一元

的かつ迅速に発信するため、フェイスブック等を活

用している。 

https://www.facebook.com/jspskenkyo2 

https://www.facebook.com/pages/HOPE-Meetings/1

37055209682898?v=wall 

 

【成果の社会還元・普及・活用】 

■ ひらめき☆ときめきサイエンス事業 

・「ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の

研究室へ～KAKENHI」を全国各地の 145 機関で 267 プ

ログラムを実施した。平成 25年度実施分より、一機

関からの応募件数の制限（一機関当たり 10 件）を撤

廃したことで、応募件数が大幅に増加している。（平

成 26年度：295 件（145 機関）、平成 25 年度：298 件

（152 機関）、平成 24 年度：252 件（131 機関）） 

 

・平成 25 年度より、科研費による研究成果を積極的

に社会･国民に発信することを奨励するため、当事業

において継続的にプログラムを実施し、子ども達の

科学する心を育み知的好奇心の向上に大きく貢献し

た研究者を讃える「ひらめき☆ときめきサイエンス

推進賞」を創設した。平成 26 年度は平成 25 年度ま

でに実施代表者としてプログラムを 5 回以上実施し

た研究者の中から委員会による選定の上30名が受賞

した。 

 

 

 

 

 

■ 学術システム研究センターの調査・研究 

・平成 25 年度の委託契約に基づく調査研究成果が各

研究員から『調査研究実績報告書』として提出され、

それらを取りまとめ、未発表の研究情報や個人情報

 

 

 

・ソーシャルメディアを活用し、HOPE

ミーティング事業や先端科学シンポジ

ウム事業等 

について、公募やイベントの情報を一元

的かつ迅速に発信したことは、評価でき

る。 

 

 

 

 

 

＜課題と対応＞ 

・情報が分かりやすく迅速に提供できる

よう、さらなる検討と改善をしていきた

い。 

＜根拠＞ 

・全国 145 機関で 267 プログラムが実施

されており、研究者が科学研究費助成事

業の研究成果を分かりやすく説明する

ことなどを通じて、学術と日常生活との

関わり等に対する理解を深める機会を

積極的に提供するための取組を行って

いる。 

 

・平成 23 年度実施分からの応募対象機

関の拡大に続き、平成 25 年度実施分よ

り一機関からの応募件数の制限を撤廃

することで応募件数の増加を図ったこ

とは評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

・学術システム研究センターにおける調

査研究成果について、『調査研究実績報

告書』をもとに、審査システム、評定基
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(3) 学術の社会的

連携・協力の推進 

大学等の研究者

と産業界の研究者

等がそれぞれの発

センターの収集情

報、及び科研費事

業をはじめ振興会

が実施する各事業

において支援対象

者から提出された

実績報告書等につ

いては、知的所有

権等に配慮した上

で、事業の企画立

案等に活用すると

ともに、ホームペ

ージへの掲載や出

版等により、研究

者をはじめ社会に

積極的に提供し、

広く社会還元を目

指すとともに普及

を図る。 

 

(iii) 学術研究の

進展により生じた

卓越した研究成果

を広く一般に公開

することにより、

学術研究の成果・

普及及びその重要

性についての理解

促進に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 学術の社会的

連携・協力の推進 

大学等の研究の

シーズ及び産業界

の研究のニーズに

りまとめホームペ

ージ等において公

表するとともに、事

業の企画・立案等に

活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(iii) 学術の進展

により生じた卓越

した研究成果をデ

ータベースにより

広く一般に公開す

ることを目的とす

る「卓越研究成果公

開事業」を実施す

る。 

H26 年度は、委員

会を開催し、「発見

と発明のデジタル

博物館（卓越研究デ

ータベース）」の充

実方策について検

討し、実施する。 

 

(3) 学術の社会的

連携・協力の推進 

学界と産業界の

第一線の研究者等

からのボトムアッ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標

＞ 

産学協力総合研究

連絡会議開催数 

 

が含まれる場合には公開について個別に検討を行

い、ホームページで公開した。 

https://www.jsps.go.jp/j-center/chousa_houkoku

.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 卓越研究成果公開事業 

・事業委員会及び企画小委員会を開催し、新規参画

学会の拡充及びデータベース公開ページの改修等、

発見と発明のデジタル博物館（卓越研究データベー

ス）の充実方策について検討し、学協会との調整、

データベース公開ページの改修を実施した。また、

新たに 3学会が加わり、参画学協会を 11 とした。ま

た、新規参画により本事業の対象とする分野を新た

に開拓するとともに、本事業に参画している学協会

において新たに18件の卓越した研究成果をデータベ

ースに入力を行った。 

 

 

 

 

 

 

【学術の社会的連携・協力の推進】 

■ 産学協力総合研究連絡会議 

産学協力総合研究連絡会議を 2回実施した。 

・以下の通り産学協力研究委員会等諸事業の充実強

化を図った。 

準・評価方法などの業務の改善等に役立

ており評価できる。 

 

・平成 22 年度の委託研究契約分より、

各報告書の概要を公開するなど改善を

図ったことは評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・卓越研究成果公開事業において、事業

委員会及び企画小委員会を開催し、新規

参画学会の拡充及びトップページの改

修等、卓越研究データベースの充実方策

について検討を行ったのち、学協会との

調整、データベース公開ページの改修、

参画学会の拡充とともに新規分野の開

拓、既存の参画学会については新たなデ

ータベースの入力を行うなど着実に事

業を実施したことは評価できる。 

 

＜課題と対応＞ 

・学術システム研究センターの調査・研

究について、今後さらなる調査研究成果

の活用を検討する。 

 

 

＜根拠＞ 

・学術の社会的連携・協力の推進を図る

ため、「産学協力研究委員会」を設置し

ており、全 64 委員会が精力的に活動し
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意に基づいた相互

のインターフェイ

ス機能の充実を図

るため、情報交換

など研究交流を促

進する。 

 

応じた情報交換、

交流促進を図るた

めの場、また学界

と産業界の連携に

よる若手研究者の

人材育成の場とし

ての産学協力研究

委員会等を、研究

者の発意に基づい

て設置する。委員

会等の設置に当た

っては、学術の社

会的連携・協力の

立場から、学界と

産業界との連携に

よって発展が期待

される研究のシー

ズや分野及びその

推進の方法・体制

等について検討す

る総合研究連絡会

議を開催し、審議

結果を積極的に外

部に情報発信す

る。また、国内外

の研究者を集めて

のセミナー、シン

ポジウムを開催す

るとともに研究成

果の刊行を通じ

て、これら研究委

員会の研究成果を

発信する。 

 

プによる発意に基

づき、自由な研究発

表、情報交換を行う

場を提供し、産学協

力の橋渡しを行う。 

H26 年度は、以下の

会議等を開催する

とともに、産学協力

研究委員会等の活

動についての情報

発信、及び産学協力

総合研究連絡会議

の審議結果につい

ての情報発信に努

める。 

・産学協力総合研究

連絡会議 

産学協力研究委

員会等諸事業の充

実強化を図るとと

もに、学界と産業界

との学術の社会的

協力によって発展

が期待される分野

やその推進方策を

検討する。 

 

・産学協力研究委員

会 

産学の研究者の

要請や研究動向に

関し幅広い角度か

ら自由に情報・意見

交換を行うととも

に、蓄積された成果

発信の場として国

際シンポジウム等

の開催、活動成果の

刊行を行う。 

 

・研究開発専門委員

会 

＜その他の指標＞ 

・着実かつ効率的

な運営により、中

期計画の項目（達

成すべき成果を除

く）に係る業務の

実績が得られてい

るか。 

 

・中期計画におけ

る「達成すべき成

果」に向けた取組

は適切か。 

外部評価におい

て 

＞産学協力研究委

員会の活発な活動

と一層の活性化の

推進 

＞産業界のニーズ

を踏まえた事業展

開 

＞セミナー・シン

ポジウムの開催と

研究活動及び成果

にかかる情報発信 

について質の高い

成果（内容）であ

るとの評価を得

る。 

 

（設置継続審査に関する審議） 

＞全 64委員会を対象に 5年以内に実施するものであ

り、平成 26 年度は 12 件の設置継続審査を行い、継

続が認められた。 

＞活動の方向性や委員会メンバーの強化といった各

委員会の組織強化等につながる指摘を行った。 

（新規委員会設置に関する審議） 

＞学界と産業界との学術の社会的協力によって発展

が期待される分野やその推進方策について検討を行

い、平成 26年度は「産学協力研究委員会」及び「研

究開発専門委員会」に新たに下記の 2 委員会を設置

した。 

電磁波励起反応場第 188 委員会 

電磁波エネルギー利用という革新的なツールを武

器として、世界にさきがけ日本発の技術創成の推

進を目指す。 

 

イノベーション創出に向けた計測分析プラットフ

ォーム戦略の構築 

計測分析機器開発を共通展開するプラットフォー

ムと、生産現場での計測・分析ニーズにソルーシ

ョンを提供するプラットフォームの構築を目指

す。 

 

（国際シンポジウム開催の支援） 

＞産学協力によるシンポジウムを計 4件支援した。 

 

 

 

■ 産学協力研究委員会 

・大学、企業等の研究者・技術者が学界・産業界の

それぞれの要請や研究動向について情報交換等を行

い、学術の社会的連携・協力の推進を図る場を設け

るなど、産学協力の橋渡しを行った。なお、平成 27

年 3 月末現在、64 委員会が活動しており、計 789 回

の会議を開催した。 

・当委員会で蓄積された成果を、出版物の刊行（計 3

件）や産学協力によるシンポジウムを開催（計 10件）

することにより情報発信した。 

・ワイドギャップ半導体光・電子デバイス第 162 委

員会において、所属の赤﨑勇委員、天野浩委員がノ

ーベル物理学賞を受賞したことから、平成 27年 4月

に開催するノーベル物理学賞レクチャーのための企

画・準備を行った。 

ているといえ、評価できる。 

 

・産学協力総合研究連絡会議において、

産学協力研究委員会の設置継続等に関

する審議を行い、産学協力研究委員会等

諸事業の充実強化を図っている。フィジ

ビリティスタディ制度の活用が、委員会

の立ち上げに繋がっており、加えて、学

界と産業界との学術の社会的協力によ

って発展が期待される分野やその推進

方策の検討を行った結果、「産学協力研

究委員会」及び「研究開発専門委員会」

を新たに設置するなど着実に事業を運

営しており評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・産学協力研究委員会で蓄積された成果

発信として、出版物の刊行や産学協力に

よるシンポジウムを開催するなど情報

発信を着実に行っており評価できる。 
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将来発展が期待

される分野及び解

決すべき課題につ

いて、専門的な調査

審議を行う。 

 

 

■ 研究開発専門委員会 

・産学協力研究による研究開発を促進するため、将

来の発展が期待される分野から選定した課題につい

て専門的に調査審議を行い、3 委員会により計 14 回

の会議を開催した。 

 

 

 

 

■ 情報発信 

事業の概要 

http://www.jsps.go.jp/renkei_suishin/index.htm

l 

委員名簿 

http://www.jsps.go.jp/renkei_suishin/index2_1.

html 

産学研究協力委員会一覧 

http://www.jsps.go.jp/renkei_suishin/index2_2.

html 

研究開発専門委員会・先導的研究開発委員会一覧 

http://www.jsps.go.jp/renkei_suishin/index2_3.

html 

 

 

 

・研究開発専門委員会（4委員会）にお

いて流動的な社会情勢に対応すべく、今

後の発展を促すべき適切な研究課題や

ニーズの高まりが予想される先導的な

研究課題をについて専門的な調査審議

を行うなど、着実に事業を運営しており

評価できる 

 

 

・インターネットを利用し、随時更新し

た情報を発信していることは評価でき

る。 

 

 

４．その他参考情報 

－ 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―６－１ 

6 前各号に附帯する業務 

（1）国際生物学賞にかかる事務 

（2）学術関係国際会議開催にかかる募金事務 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人日本学術振興会法第１５条 

第９号 

業務に関連する

政策・施策 

8 基礎研究の充実及び研究の推進のため

の環境整備 

8-1 学術研究の振興 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート 事業番号

0176（仮） 

参考 URL 国際生物学賞 http://www.jsps.go.jp/j-biol/index.html 

学術関係国際会議開催にかかる募金事務 http://www.jsps.go.jp/j-donation/oversea.html 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

前中期目

標期間最

終年度値 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度  

 

 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

学術関係国際会

議の開催 
－ 1 件 2 件 0 件     

 

決算額（千円） 1,017,022 761,741    

学術関係国際会

議募金事務の受

託 

－ 1 件 1 件 2 件     

 

従事人員数 18 19    

注）決算額は支出額を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 学術研究を行う

研究者に対する各

種の支援など、前

各号に附帯する業

務を適切に実施す

る。 

学術研究の推進

に資する事業とし

て以下のとおり前

各号に附帯する業

務を毎年度着実に

実施する。 

 

① 国際生物学賞

委員会により運営

される生物学研究

に顕著な業績を挙

げた研究者を顕彰

する国際生物学賞

にかかる事務を担

当する。 

 

② 野口英世博士

記念アフリカの医

学研究・医療活動

分野における卓越

した業績に対する

賞（野口英世アフ

リカ賞）に係る医

学研究分野の審査

業務を担当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学術研究の推進

に資する事業とし

て以下のとおり前

各号に附帯する業

務を毎年度着実に

実施する。 

 

(1) 国際生物学賞

に係る事務 

国際生物学賞委員

会により運営され、

生物学研究に顕著

な業績を挙げた研

究者を顕彰するこ

とにより国際的に

も高い評価を受け

ている国際生物学

賞の第 30回顕彰に

係る事務を行うと

ともに、第 31回顕

彰に向けた準備・支

援の事務を積極的

に実施する。また、

募金趣意書を配布

するなど、国際生物

学賞基金への募金

活動に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標

＞ 

・国際生物学賞に

係る寄附金の収集

状況 

 

・学術関係国際会

議の開催 

 

 

＜その他の指標＞ 

・着実かつ効率的

な運営により、中

期計画の項目に係

る業務の実績が得

られているか。 

 

中期計画の項目について、中期計画通りに着実に

推進した。特に、以下の実績を上げた。 

【国際生物学賞に係る事務】 

・計 4 回の審査委員会（委員長：藤吉好則）を開催

し、最終審査では 4 名の著名な外国人審査委員を含

めて審議した。その結果、第 30 回国際生物学賞は、

54 の推薦状の中から選考されたイェール大学教授の

ピーター・クレイン博士に授与した。 

・授賞式は、平成 26 年 12 月 1 日に日本学士院にお

いて天皇皇后両陛下の御臨席を賜り挙行した。 

・授賞式後の 12 月 2 日、3 日には、振興会と国立科

学博物館の共催による国際生物学賞記念シンポジウ

ムを開催し、その中で受賞者による特別講演会を実

施し、約 300 名が参加した。 

・国際生物学賞が創設 30周年を迎えたことを記念し

て、記念誌「国際生物学賞 30 年の歩み」を発行し、

関係者に配布した。 

・国際生物学賞基金の募金趣意書を作成し、寄付金

の拡大に努め、3,850,422 円（9件）の寄付を収集し

た。 

・基金の管理・運用については、銀行預金のほか、

利付国債（2億円）により適切に運用した。 

・第 31 回国際生物学賞の審議は、平成 26年 11 月 11

日に基本方針を決定し、同日、第 1 回の審査委員会

を開催（授賞式は平成 27 年 11 月頃に実施予定）し

た。 

 

●第 30 回及び 31 回顕彰に係る事務 

開催日 内容 

H26 年 6

月 4 日 

第 30 回国際生物学賞審査委員会（第 3

回会議）（受賞候補者を10名程度に絞込） 

H26 年 7

月 14 日 

第 30 回国際生物学賞審査委員会（第 4

回会議）（受賞候補者の選定） 

H26 年 9

月 1 日 

第 31 回授賞分野に関する会議 

H26 年 9

月 1 日 

第 60 回国際生物学賞委員会（第 30回国

際生物学賞受賞者の決定） 

H26年 12

月 1 日 

第 30 回国際生物学賞授賞式 

H26年 11

月 11 日 

第 61 回国際生物学賞委員会（審査委員

長の選出等） 

評定 Ｂ 評定 Ｂ 

＜根拠＞ 

・有識者による国際生物学賞審査委員会

を複数回開催し、最終審査には 4名の著

名な外国人審査委員を含めて審議する

など、世界的に優れた業績を挙げ、世界

の学術の進歩に大きな貢献をした研究

者を授賞者として選考する事務を着実

に実施しており評価できる。 

 

・受賞者の決定及び天皇皇后両陛下に御

臨席賜る授賞式について積極的に広報

活動を行うと共に、授賞式後には振興会

と国立科学博物館の共催による国際生

物学賞記念シンポジウムを開催し、受賞

者による特別講演会を実施したことは、

国際生物学賞が国際的に著名な賞であ

ることを国内外にアピールするものと

捉えられ評価できる。 

 

・第 31 回国際生物学賞の実施に向けた

準備・支援の事務を着実に実施してい

る。また、創設 30 周年に際してこれま

でを振り返った記念誌を発行し、関係者

に配布したことは、賞の広報につながる

取り組みとして評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定に至った理由＞ 

 国際生物学賞について、賞創設 30周年の節

目に当たり、記念誌を作成し、内閣総理大臣

からのお祝いの言葉等をとおして、国際賞と

しての意義を改めて確認したことや、授賞式

後に開催した国際シンポジウムは、昨年度の

約 2 倍となる約 300 名の参加を得たことなど

は、本賞の国際的認知度を高めるものと認め

られる。 

 以上のことから、本項目は、中期計画にお

ける所期の目標を達成していると認められる

ため、評定をＢとする。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策

＞ 

 学術関係国際会議開催に係る募金事務につ

いて、引き続き、受託基準や事務手続の明確

化・周知に努め、円滑な会議開催に寄与する

ことが期待される。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 

 



【26年度評価】項目別-134 

 

 

 

 

 

 

 

③ 学術関係国際

会議の開催のた

め、免税措置を受

けられない主催者

に代わり、特定公

益増進法人として

の募金の事務を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 学術関係国際

会議開催に係る募

金事務 

学術関係国際会議

の開催のため、指定

寄付金による募金、

並びに特定公益増

進法人としての募

金の事務を行う。 

 

第 31 回国際生物学賞審査委員会（第 1

回会議）（審査委員の補充、幹事の選出

等） 

H27 年 1

月 16 日 

第 31 回国際生物学賞審査委員会（第 2

回会議）（審査委員会の日程、審査手順

の確認、受賞候補者推薦依頼状等） 

 

【学術関係国際会議開催に係る募金事務】 

・特定公益増進法人として以下の 2 件の募金事務を

受託した。（指定寄付金による募金事務の実績はな

い。） 

 

●開催予定の国際会議 

会議名 主催者 会期 会場 

第 40 回国

際 外 科 学

会 世 界 総

会  

国 際 外 科

学会/第 40

回 国 際 外

科 学 会 組

織委員会 

平成 28 年

10 月 23 日

～10 月 26

日 

国 立 京 都

国際会館 

2016 年国

際 ゴ ム 技

術会議 

一 般 社 団

法人 日本

ゴム協会 

平成 28 年

10 月 24 日

～10 月 28

日 

北 九 州 国

際会議場/

西 日 本 総

合展示場 

 

・平成 26年度には国際会議の開催実績はない。 

 

・平成 20 年 12 月に公益法人制度改革関連 3 法が施

行、並びに平成 24 年 4 月に改正後の特定非営利活動

促進法が施行された。これに伴い、指定寄付金によ

らない募金事務受託基準についても所定の見直しを

行い、法人格をもつ学術団体であっても税制上の優

遇措置の無い特定非営利活動法人（認定特定非営利

活動法人又は仮認定特定非営利活動法人を除く）、一

般社団法人及び一般財団法人の主催者が引き続き国

際会議募金事務受託の対象であることを明らかにし

た。また、募金事務にかかるホームページに掲載す

ることで、当該事業をより広く周知することに努め

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特定公益増進法人として募金事務を行

い、国際会議の円滑な開催に寄与してお

り評価できる。 

 

 

４．その他参考情報 

－ 

  



【26年度評価】項目別-135 

 

様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項）１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ 

業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 組織の編成及び運営 

２ 一般管理費等の効率化 

３ 人件費の効率化 

４ 業務・システムの合理化・効率化 

(1) 外部委託の促進 

(2) 随意契約の見直し 

(3) 情報インフラの整備 

(4) 業務運営の配慮事項 

当該項目の 

重要度、難易度 

－ 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート 事業番号

0176（仮） 

 

２．主要な経年データ 

 

評価対象となる指標 達成目標 

前中期目標

期間最終年

度値 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 
（参考情報） 

－ 

一般管理費等の削

減状況 

一般管理費 － 3.6％ 3.1% 3.5%     

その他事業

費 
－ 2.1％ 1.1% 1.0%     

ラスパイレス指数 － 110.6 109.8 109.2     

随意契約見直し状況 － 24 19 24     

  



【26年度評価】項目別-136 

 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 国の定めた法令

等を遵守し、事業

に対する研究者及

び国民の信頼性を

維持しつつ実施し

得る機能的・効率

的な体制整備や業

務運営の見直しを

図り、経費の効率

的執行を推進す

る。 

法人の行う業務

については、既存

事業の徹底した見

直し等により、効

率化を進める。そ

の際、国の基準を

踏まえた随意契約

の見直しや業務委

託の積極的な取組

を行う。 

また、適切な業

務運営を図るた

め、内部統制を充

実・強化させる。 

なお、効率化に

際しては、長期的

視点に立って推進

すべき学術研究を

担う振興会の事業

の特性に鑑み事業

の継続性に十分留

意する。 

一般管理費（人

件費を含む。）に関

しては、中期目標

期間中の初年度と

比して年率３％以

1 組織の編成及

び運営 

理事長のリーダ

ーシップにより、

中期目標を達成す

るため、組織編成

と資源配分につい

て機動的・弾力的

に運営を行い、業

務の効率化を推進

する。 

適切な業務運営

を図るため、管理

会計の活用、コン

プライアンス及び

リスクマネジメン

ト体制の整備、分

かりやすい情報開

示等の不断の見直

しを行い、内部統

制の充実・強化を

図る。 

また、会計監査

人による法定監査

のほか、監事によ

る監査を受けるこ

とにより、法人業

務全般について厳

格なチェックを受

ける。その際、国

民の理解と信頼が

得られるよう、監

査の結果をホーム

ページ等で公開す

る。 

 

 

 

1 組織の編成及び

運営 

理事長のリーダ

ーシップにより、組

織編成と資源配分

について機動的・弾

力的に運営を行い、

業務の効率化を推

進する。また、全体

の統括機能を強化

することで、ガバナ

ンス体制を整備す

る。 

適切な業務運営

の観点から、職員の

コンプライアンス

に対する意識の向

上に資するための

研修を実施する。ま

た、リスクマネジメ

ント委員会を開催

し、リスクの分析や

対応について検討

を行う。 

平成 25 年度の決

算については、事業

報告書（会計に関す

る部分のみに限

る）、財務諸表及び

決算報告書につい

て、監事の監査及び

会計監査人の法定

監査を受ける。ま

た、監事監査につい

ては、一般的な業

務・会計監査のほか

重点項目を引き続

き設ける。 

＜主な定量的指標

＞ 

・一般管理費の削

減状況 

・ラスパイレス指

数 

・随意契約見直し

状況 

 

＜その他の指標＞ 

・着実かつ効率的

な運営により、中

期計画の項目に係

る業務の実績が得

られているか。 

 

＜評価の視点＞ 

・組織全体で優先

的に対応すべき重

要な課題（リスク）

を把握したか。ま

た、そのリスクに

どのように対応し

たか。（二次評価） 

＜主要な業務実績＞ 

【法人の長のマネジメント体制】 

■役員会の設置 

・理事長及び理事で構成し、監事も出席。 

・理事長の職務の遂行を補佐するため、予算、事業

計画、規程の制定等、重要事項について審議。 

 

■評議員会の設置（P3参照） 

・学術界、産業界、大学等を代表する学識経験者 15

人により組織。 

・振興会の業務運営に関する重要事項について長期

的な視点から幅広く審議し、理事長へ助言。 

・年 2回開催。 

（平成 26年 6月 4日、平成 27年 3月 25 日） 

 

■その他 

・人事交流により文部科学省から 32 名、国立大学法

人等から 67 名の人材を確保しつつ、研究不正の防止

に関する取組を強化するため、新たに研究倫理推進

室を設けるなど、組織改編を行った。 

 

【適切な業務運営】 

■法令等の遵守 

・年度初め、年末・年始など、理事長による定期的

な訓辞を実施。また、その内容を組織内 web ページ

に掲載。 

・理事長を始めとした役員が職員と定期的にコミュ

ニケーションの場を持つことによる意識の共有。 

・「独立行政法人日本学術振興会行動規範」（平成 22

年 11 月策定）の遵守について職員に周知。 

・コンプライアンス研修の実施（平成 26 年 4 月 21

日）。 

 

■リスク管理 

・組織全体として機動的に対応することができる環

境を整備した下記の内部統制システムが効果を発揮

しており、組織全体で優先的に対応すべき重要な課

題は認められなかった。 

評定 Ｂ 評定 Ｂ 

＜評定と根拠＞ 

・理事長の職務の適正かつ円滑な執行を

図るため、役員会、評議員会を設置し、

重要事項について審議している。また、

監事は、独立行政法人通則法で振興会の

業務を監査し、理事長に意見を提出でき

るとされているところ、それに加えて

「役員会」に出席し必要な意見を述べる

こともでき、より適切に業務の監査を行

える体制となっている。 

 

・学識経験者の意見や助言により、研究

者のニーズが理事長のマネジメントに

活かされるような方策がとられており、

法人ガバナンスとして有効に機能して

いるといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・理事長は、定期的に全役職員に訓辞を

行うとともにその内容を組織内 web ペ

ージに掲載し、振興会の使命と社会的役

割を会内に周知している。また、法令や

規程の遵守、情報セキュリティ確保、健

全な職場環境の形成等に、全役職員が取

り組むよう指示している。 

 

・コンプライアンス研修を適切に実施し

ている。役職員が遵守すべき事項をまと

めた「行動規範」をホームページに掲載

し、振興会内外に対して周知を図り、遵

＜指摘に至った理由＞ 

 内部統制の推進について、改正独法通則法

第 28条第 2項の規定を受け、①業務の有効性

及び効率性、②事業活動に関わる法令等の遵

守、③資産の保全、④財務報告等の信頼性、

これらの確保を目的とした業務方法書の変更

が図られ、これに基づき、内部統制の推進に

係る基本方針、体制等の検討に向けた規程が

新たに整備されたことは、今後の内部統制充

実・強化に向けた取組として認められる。 

 一般管理費及び人件費の効率化について、

前者は計画に定める 3.0％を超える 3.5%の削

減が図られ、後者は対前年度からラスパイレ

ス指数 0.6 ポイントの改善が図られており、

着実に効率化が進捗しているものと認められ

る。 

 以上のことから、本項目は、中期計画にお

ける所期の目標を達成していると認められる

ため、評定をＢとする。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策

＞ 

 引き続き、改正通則法や内部統制システム

の整備及び監事機能の強化に係る総務省通知

（平成26年11月28日総務省行政管理局長通

知）などの趣旨を踏まえ、適切な組織の体制・

運営が確保・改善されることを期待する。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 



【26年度評価】項目別-137 

 

上の効率化に努め

ることとし、その

他の事業費（競争

的資金等を除く。）

については、中期

目標期間中、毎事

業年度、対前年度

比１％以上の業務

の効率化を図る。

また、寄付金事業

等についても業務

の効率化を図る。 

総人件費につい

ては、政府の方針

を踏まえ、厳しく

見直しをするもの

とする。給与水準

については、国家

公務員の給与水準

を十分考慮し、当

該給与水準につい

て検証を行い、適

正化に取り組むと

ともに、その検証

結果や取組状況を

公表する。 

また、職員の能

力と実績を適正か

つ厳格に評価し、

その結果を処遇に

反映させるととも

に、適材適所の人

事配置とし、職員

の能力の向上を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、監事及び会

計監査人による監

査の結果をホーム

ページ等で公開す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・理事長はじめ役員、部課長全員が出席している月 2

回開催の役員会及び毎週月曜日開催の連絡会議にお

いて、常時業務に係る情報共有及び意見交換を行い、

リスクの発生を事前に防ぐ体制を整えている。 

・平成 25 年度から部長以上による連絡会議を月 1回

開催し、各部所掌業務における中期目標・計画の達

成状況、リスク生起の可能性やその防止に向けた取

組等について情報を共有し、相互に確認する体制を

整備した。 

・リスクが生じた場合には、「独立行政法人日本学術

振興会リスクマネジメントに関する要項」に基づき、

対応すべきリスクの選定、対応方策の策定等を直ち

に行える体制にある。また、緊急時に備え、夜間休

日等の勤務時間外を含め、管理職以上及び海外研究

連絡センターで共有する緊急連絡網並びに課ごとに

職員で共有する連絡網を作成しており、迅速にリス

クに対応できる体制を整えている。 

・震度 5 強以上の地震その他の大災害発生時におい

ては、「防災マニュアル」（平成 24年 3月 5日）に基

づき組織全体として対応できる体制にある。 

・「情報システム運用継続計画」（平成 26 年 3 月 31

日）を策定し、非常時に備え情報システム復旧のた

めの計画と手段を整備した。 

 

■事業の実施等 

・各事業の実施に当たっては、適切・公正かつ効率

的に事業を実施できるよう、事業実施の手順・方法

を取扱要領等に規定している。 

 

■内部統制の推進 

・内部統制の推進に係る基本方針や体制の整備を検

討するための委員会を立ち上げるための規程を整備

した。 

 

【監事及び会計監査人による監査】 

■監事監査における改善点等の法人の長、関係役員

に対する報告状況 

・監事から理事長へ平成 25 年度の監事監査結果につ

いて報告を行った（平成 26 年 6 月 20 日）。 

 

■監事監査における改善事項への対応状況 

・平成 25 年度監事監査結果報告（平成 26 年 6 月 20

守している。さらに理事長ら役員と職員

とが定期的にコミュニケーションの場

を持つことにより、業務改善に向けた意

見を把握すると共に、問題の早期発見を

可能とするように努めている。 

 

・月 2回開催の役員会及び毎週月曜日開

催の連絡会議に、理事長はじめ役員、部

課長が全員出席する体制がとられてい

ること、部長以上による連絡会議を月 1

回開催していることから、リスクの発生

を防ぐと共に、リスクが生じた場合には

組織全体として直ちに把握・対応できる

体制にある。 

 

・「独立行政法人日本学術振興会リスク

マネジメントに関する要項」が整えら

れ、リスクの選定、リスクの発生時の要

因分析や対応の検討を可能とする体制

が適切に整備されている。また、緊急時、

大災害発生時に備えた体制も整えられ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成 25 年度の監事監査については、

監事より理事長へ報告（平成 26 年 6 月

20 日）を行い、改善すべき事項につい

て対応を検討し、措置を講じるなどの取

組を行っている。 

 

・平成 25 年度の財務諸表等について、
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2 一般管理費等

の効率化 

一般管理費（人

件費を含む。）に関

しては、中期目標

期間中の初年度と

比して年率 3％以

上の効率化を達成

するほか、その他

の事業費（競争的

資金等を除く。）に

ついては、中期目

標期間中、毎事業

年度、対前年度比

1％以上の業務の

効率化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 一般管理費等の

効率化 

 業務運営につい

ては、既存事業の徹

底した見直し、効率

化を図る。また、組

織体制、業務分担の

見直しについて検

討を行い、事務手

続、決裁方法など、

事務の簡素化・合理

化を促進する。これ

らにより一般管理

費（人件費を含む。）

については、中期目

標期間中の初年度

日）について対応を検討し、改善すべき事項につい

ては措置を講じるなどの取り組みを行った。 

・長期的な検討が必要な事項や振興会独自で対応で

きない事項等についても自己点検評価報告書に対応

状況等を明記した。 

 

■平成 25年度決算等の監査状況 

・平成 22 年度決算より、独立行政法人通則法第 40

条により文部科学大臣から選任された会計監査人に

よる法定監査を受けている。また、監事による財務

諸表及び決算報告書等の監査も受けている。 

・重点的に監査する項目として平成 26年度は以下の

項目を実施した。 

振興会の情報セキュリティ対策の実施状況につい

て：資金配分機関として適切な情報セキュリティ対

策がとられているか、状況を監査した。 

また、振興会の業務内容や財務内容をはじめ、入札・

契約の内容、更には給与水準の状況等についても監

査を行った。 

 

■情報の公開 

・平成 25 年度決算に関する監事監査結果及び会計監

査人の監査報告書をホームページに公開した。 

・平成 26 年度決算についても監事監査及び会計監査

人の監査を受け、適正であるとの意見を得た。 

 

 

【業務運営についての見直し、効率化】 

・先端研究助成基金及び研究者海外派遣基金の終了

に伴い、基金管理課及び最先端研究助成課を廃止し

た。また、既存の業務分担を見直しながら、科研費

等の広報及びアウトリーチ活動等の機能の強化、研

究不正の防止に関する取組をするため、企画調査課

及び研究倫理推進室を設置した。 

 

また、業務の合理的かつ効率的な執行に取り組ん

だ結果、平成 26年度においては、一般管理費につい

て平成 25 年度予算に対して 3.5％の削減を図ったほ

か、その他の事業費について、平成 25 年度予算に対

して 1.0％の削減を図った。 

 

●一般管理費、その他事業費の削減状況 

会計監査人の法定監査、監事監査を受け

ており、その結果はホームページに公開

されている。 

 

・監事監査においては、振興会の運営全

体の監査に加え、重点項目として、「研

究活動の公正性の確保及び適正な研究

費の使用について」、「運営費交付金事業

等の成果について」を設定して監査を実

施している。 

 

・平成 26 年度決算についても監事監査

及び会計監査人の監査を受け、適正であ

るとの意見を得ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・業務分担の見直しを行いつつ、研究不

正の防止に関する取組や科研費等のア

ウトリーチ活動等を強化するために必

要な組織体制を整備した。 

 

 

 

・一般管理費については、対前年度比3％

以上の削減を図るため、業務の合理的か

つ効率的な執行に取り組み、平成 26 年

度実績として平成 25 年度予算に対して

3.5％の削減を達成した。 

 

・その他事業費についても、対前年度比
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また、毎年の運

営費交付金額の算

定に向けては、運

営費交付金債務残

高の発生状況にも

留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 人件費の効率

化 

総人件費について

は、政府の方針を

踏まえ、厳しく見

直しをするものと

する。給与水準に

ついては、国家公

務員の給与水準を

十分考慮し、当該

給与水準について

検証を行い、適正

化に取り組むとと

もに、その検証結

果や取り組み状況

を公表する。 

 

 

 

 

 

 

と比して年率 3％

以上の効率化を達

成するための取組

を行う。その他の事

業費（競争的資金等

を除く。）について、

平成 25 年度予算に

対して 1％以上の

削減を図る。また寄

付金事業等につい

ても業務の効率化

を図るなど、中期計

画に従い業務の効

率化を図る。 

また、運営費交付

金額の算定に向け

ては、運営費交付金

債務残高の発生状

況にも留意する。 

 

3 人件費の効率化 

 給与水準につい

ては、国家公務員の

給与水準を十分考

慮し、当該給与水準

について検証を行

い、適正化に取り組

むとともに、その検

証結果や取り組み

状況を公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円） 

 25 年度予

算 

26 年度実績 削減割合 

一 般 管

理費 

440,841 425,432 3.5% 

そ の 他

事業費 

27,886,587 27,597,324 1.0% 

※予算、実績について特殊要因である退職手当を除

いている。 

※平成 25 年度予算は、平成 26 年度の予算編成にお

ける人件費調整係数及び業務政策係数による影響額

を含む。 

 

【運営費交付金額の算定と運営費交付金債務残高の

発生状況】 

・平成 26 年度決算における運営費交付金債務残高は

78 百万円であり、主に前払費用等で精算時に収益化

を行うもののため、平成 27 年度運営費交付金額の算

定においては留意を行っていない。 

 

 

 

【人件費の効率化】 

・国家公務員の給与水準を考慮し、当該給与水準に

ついて検証するためには、国家公務員との比較に基

づく評価が必要とされるが、従来の俸給表は国家公

務員の給与水準と比較しづらい部分があったため、

平成 26 年 12 月から国家公務員の給与支給基準を基

礎とする新たな俸給表を導入したことにより、給与

水準の検証や適正化に、より適切に取り組めるよう

になった。 

・平成 25 年度の給与水準については、主務大臣の検

証を受けた結果、進捗状況は適正な水準に見直され

ている旨の意見を受けており、検証結果はホームペ

ージで公表した。（平成 26 年度実績は、平成 27 年 6

月 30 日にホームページで公表。） 

 

●ラスパイレス指数（平成 25年度実績） 

対国家公務員指数 109.8 

（参考） 

地域勘案 97.8 

学歴勘案 107.9 

地域・学歴勘案 96.5 

・振興会は、①学術研究の助成、②若手研究者の養

1％以上の削減を図るため、四半期毎に

執行状況の把握・周知を行い、平成 26

年度実績として平成 25 年度予算に対し

て 1.0％の削減を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・振興会の事業を適切に実施するために

は、高度な専門性が求められることか

ら、優秀な人材を確保する必要があるこ

となどから、国に比べて、やや高い給与

水準となっているが、地域差を是正した

給与水準の比較では国家公務員の水準

未満となっていることから、給与水準は

適正であると評価する。 

 

・引き続き、国家公務員の給与改善に関

する取組を踏まえ、適正な水準の維持に

努めていくことが求められる。 
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4 業務・システム

の合理化・効率化 

事業の効率的な遂

行のため外部委託

について検討を行

い、実施する。 

調達案件につい

ては原則一般競争

によるものとし、

随意契約による場

合は、透明性を高

めるためその理由

等を公表する。 

また、情報化統

括責任者（CIO）の

指揮のもと、業務

プロセス全般につ

いて不断の見直し

を行い、業務・シ

ステムに係る最適

化の推進、調達に

ついての精査、人

材の全体的なレベ

ルアップを図るた

めの職員研修の検

討・実施を行う。 

なお、業務の効

率化、人件費の効

率化等の可能性を

検討する際、研究

者等へのサービス

低下を招かないよ

うに配慮する。ま

た、助成・支援業

 

 

 

 

 

 

 

 

4 業務・システム

の合理化・効率化 

(1) 外部委託の促

進 

事業の効率的な

遂行のための外部

委託については、効

率化が図られる業

務や分野、部門を調

査し、外部委託の有

効性を検討し、情報

セキュリティに配

慮した上で、外部委

託を促進する。 

業務の実施に当

たり委託等を行う

場合には、国におけ

る見直しの取組

（「公共調達の適正

化について」（平成

18年 8月 25日付け

財計第 2017 号。財

務大臣から各省各

庁の長あて。））等を

踏まえ、一般競争入

札の範囲の拡大や

随意契約の見直し

等を通じた業務運

営の一層の効率化

を図ることとする。 

 

 

 

 

成、③学術に関する国際交流の推進、④大学改革の

支援のための事業を行う我が国唯一の学術振興機関

であり、これらの事業を適切かつ着実に実施するた

めには、高度な専門性が求められる。例えば高い言

語能力を有する職員など優秀な人材を確保している

ことから、国に比べてやや高い給与水準となってい

る。 

 

【業務・システムの合理化･効率化】 

 

 

■外部委託の促進 

・新規事業の増加などに対応するため、各事業の業

務を精査し、合理的かつ効率的に事業が実施できる

よう検討を進め、業務の一部について外部委託を推

進した。 

また、平成 25年度以前に実施した外部委託のうち、

成果がえられた業務について、継続して外部委託を

行った。 

 

●平成 26年度 新規外部委託業務 

 科学研究費助成事業審査会に係るペーパーレス

化システム設計構築運用支援業務 

 Nobel Prize Dialogue Tokyo の開催に関する

運営等業務委託 

 平成２６年度世界トップレベル研究拠点プログ

ラム委員会の開催に係る会場借上げ・設営及び

運営業務 

 日仏先端科学(JFFoS)シンポジウム開催施設の

選定及び実施に伴う関連業務等 

 人事給与統合システム俸給表切り替えカスタマ

イズ 

 

●平成 26年度に実施した外部委託業務（継続分） 

 日本語研修、オリエンテーション 

 IT コンサルタント会社による電子申請システ

ム調達見積の評価 

 特別研究員年末調整に伴う書類不備確認、照

会・回答、書類提出催促及びデータ作成業務 

 ホームページ再構築にかかる業務 

 ニューズレター（JSPS Quarterly）作成業務 

 特別研究員就職状況調査に伴う調査票回収業務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新規事業の増加などへの対応、及び事

業の効率的な遂行のため、業務を合理的

かつ効率的にできるよう検討を進め、業

務の一部について外部委託を推進して

おり、評価できる。 

 

・業務効率化に向けて、研究者等へのサ

ービスの低下を招かないよう配慮した

上で、規則等の整備等を行っており、評

価できる。 

 

・随意契約の見直しについては、真にや

むを得ないものを除き、一般競争入札と

しており、適切であると認められる。 
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務において、研究

者への支援を確実

かつ効果的に行う

上で必要な審査・

評価経費について

は、適切に措置す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等 

 情報化統括責任者（CIO）補佐官及び最高情報セ

キュリティアドバイザー（CISO 補佐官）業務 

 情報セキュリティ監査及び情報セキュリティ対

策支援業務請負 

 

・一般競争入札の範囲の拡大 

調達契約の基準を国と同一にするなど独立行政法

人日本学術振興会契約規則等を整備しており、これ

らに則り適切に調達契約を実施した。 

 

・随意契約の見直し及び業務運営の効率化 

契約に当たっては、「随意契約等見直し計画」を踏

まえ、真にやむを得ないものを除き、一般競争入札

を実施した。なお、一般競争入札の実施件数増加に

よる業務量増加への対応に当たっては、サービスの

低下を招かないよう、適切な人員配置や、調達請求

課との連携を密にするなどの対応を行った。また、

一者応札・一者応募について見直すため、入札情報

の公開、十分な公告期間・実施期間の確保、競争参

加要件の見直しを実施し、競争性を高めるための取

組を実施した。 

 

【随意契約の見直し】 

・「随意契約等見直し計画」に基づき、随意契約につ

いて内容を精査し、真にやむを得ないものを除いて

随意契約から一般競争入札に移行すべく見直しを行

った。その結果、平成 26 年度における随意契約は 2

4 件となり、見直し計画における件数（31 件）を下

回った。 

 

・下記ホームページにおいて随意契約実績、契約監

視委員会開催実績、監事監査による点検･見直し状況

を公表した。 

●随意契約実績「随意契約の公表について」「随意契

約見直し計画のフォローアップ」等： 

http://www.jsps.go.jp/koukai/index3.html#id3_3 

●契約監視委員会： 

http://www.jsps.go.jp/koukai/contract_surveill

ance.html 

●監事監査による点検･見直し状況： 

http://www.jsps.go.jp/koukai/index4.html#id4_4 

●随意契約見直し計画の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成 26 年度は随意契約の件数が随意

契約見直し計画における件数を下回っ

ており、見直し計画が順調に進捗してい

ることは評価できる。 

 

・公告期間の確保等の見直しを実施する

などにより、より競争性を高めるための

取組に努めており、評価できる。 
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(3) 情報インフラ

の整備 

(i) 業務システム

の開発・改善 

会計システムに

ついては、伝票を電

子的に処理すると

ともに、会計帳簿に

ついても電子的に

管理し、独立行政法

人会計基準にのっ

とり効率的かつ適

正な会計処理を行

う。 

(ii) 情報管理シス

テムの構築 

業務に必要な振

興会内の諸手続き

については、情報共

 見 直 し 計

画（H22 年

4 月公表） 

平成 25 年

度 

実績 

平成 26 年

度 

実績 

 件

数 

金

額 

( 千

円) 

件

数 

金

額 

( 千

円) 

件

数 

金

額 

( 千

円) 

競 争 性 の

ある契約 

134 85

6,2

76 

58 80

1,9

16 

63 99

9,9

81 

 競 争 入

札 

134 85

6,2

76 

57 79

4,8

96 

63 99

9,9

81 

企 画 競

争、公募

等 

－ － 1 7,0

20 

－ － 

競 争 性 の

な い 随 意

契約 

31 68

0,0

83 

19 85

7,8

85 

24 96

6,2

23 

合計 165 1,5

36,

369 

77 1,6

59,

801 

87 1,9

66,

204 

 

【情報インフラの整備】 

■業務システムの開発・改善 

・会計システムについては、伝票を電子的に処理す

るとともに、会計帳簿についても電子的に管理し、

独立行政法人会計基準に則り効率的かつ適正な会計

処理を行った。 

・平成 24 年 10 月から本稼働した人事給与統合シス

テムを年度を通して運用することにより、人件費の

把握が容易になった。また財務会計システムと連携

することにより、給与支給の正確性が向上し、スム

ーズな給与支給につながった。 

 

 

 

 

■情報管理システムの構築 

・グループウェアにおけるワークフロー機能を整備

し、紙による申請の代替として過不足のない状態に

なるように推進を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・会計システムについては、伝票を電子

的に処理するとともに、会計帳簿につい

ても電子的に管理している。また、会計

システムにより、独立行政法人会計基準

に則り、効率的かつ適正な会計処理を行

っており、評価できる。 

 

・人事給与管理業務の合理化のため、新

たに導入した人事給与統合システムで

人事データを一括管理することにより、

業務の正確性・迅速性の向上に取り組ん

でいる。 

 

 

・グループウェアにおけるワークフロー

機能を整備し、利便性を更に向上させた

ことは評価できる。 
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有ソフト（グループ

ウェア）ワークフロ

ー機能により、効率

的な業務運営が実

施できるよう積極

的な活用を推進す

る。 

(iii) 情報共有化

システムの整備 

振興会事業全般の

情報共有をより一

層推進するため、新

たに導入したグル

ープウェアを積極

的に活用する。ま

た、振興会外の関係

者との情報共有に

係る時間やコスト

を削減するため、

WEB 会議システム

及びテレビ会議シ

ステムの活用を推

進する。 

(iv) 情報セキュリ

ティの確保 

 情報セキュリテ

ィポリシーの遵守

を徹底するため、ポ

リシー遵守のため

の実施手順書を引

き続き整備し、ポリ

シー遵守の手順を

明確にする。また、

ポリシーに基づく

セキュリティ対策

が行われているか

どうかを確認する

ため、ポリシー準拠

性監査を実施する。 

政府の情報セキ

ュリティ対策にお

ける方針を踏まえ、

 

 

 

 

 

 

 

 

■情報共有化システムの整備 

・振興会内で全職員が共有すべき情報については、

グループウェア内の掲示板及びポータルページを活

用し、必要な情報を振興会全体で共有した。 

・遠隔会議システムを利用するためのアカウント（利

用権限）の整備を行った。 

・海外研究連絡センターとの会議等で WEB 会議シス

テムを活用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■情報セキュリティの確保 

・「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基

準」に基づき、情報セキュリティポリシーを改正す

るとともに、それに倣ったポリシー遵守のための「技

術手順書」及び「情報取扱手順書」を改正し、職員

に周知した。 

・振興会の保有する情報システムについて、外部の

専門業者によるセキュリティ監査（「ポリシー準拠性

監査」を含む。）を実施し、その結果をもとに対策を

行った。 

・職員等を対象としてセキュリティ講習を 4 回開催

するとともに、ポリシーの遵守状況を確認するため、

全職員を対象とした自己点検を 1月に実施した。 

・CISO 補佐官業務については、外部の専門家を入札

により選定し、業務を委託した。 

・情報システムの運用継続計画（BCP）に基づきシス

テムを運用すると共に、規則の一部改定を行った。 

・平成 26 年度は情報漏洩などのセキュリティ事案は

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・情報の共有にあたっては、グループウ

ェアを利用した掲示板及び内部ポータ

ルページの活用が推進され、必要な情報

を振興会全体で共有されており、職員の

容易かつ安全な利用が可能となってい

る。 

 

・WEB 会議システム等を活用し、関係者

との情報共有を行ったことは評価でき

る。 

 

 

 

 

 

 

・情報セキュリティ委員会を開催し、「政

府機関の情報セキュリティ対策のため

の統一基準」に基づき、情報セキュリテ

ィポリシーを改正するとともに、それに

倣ったポリシー遵守のための「技術手順

書」および「情報取扱手順書」を改正し、

職員に周知したことは評価できる。 

 

・振興会の保有する情報システムについ

て、外部の専門業者によるセキュリティ

監査を実施し、その結果をもとに対策を

行うことにより、各情報システムのセキ

ュリティの確保を、より厳重に行ってい

る。 

 

・セキュリティ講習の実施、及び、全職

員を対象とした自己点検が適切に実施
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PDCA サイクルの構

築及び定着を図る

ため、ポリシーの遵

守状況についての

評価を行う。なお、

その結果を踏まえ、

必要に応じた改善

を行う。 

また、職員等に対

して情報セキュリ

ティに関する意識

を高めるために、実

施手順書を用いた

セキュリティ講習

及び自己点検を年

1回実施する。 

さらに、高度化す

る情報セキュリテ

ィ対策に対応する

ため、最高情報セキ

ュリティ責任者

（CISO）補佐官業務

を外部の専門家に

委託する。災害・事

故等の非常時に、情

報システムの停止

を原因として業務

の遂行ができなく

なることを避ける

ため、情報システム

を早期に復旧させ、

継続して利用する

ことを目的とした、

情報システム運用

継続計画に基づき

運用する。 

 

(4) 業務運営の配

慮事項 

業務の効率化、人

件費の効率化等の

可能性を検討する

発生していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【業務運営の配慮事項】 

・理事長のリーダーシップの下、科研費等の広報及

びアウトリーチ活動等の機能の強化、研究不正の防

止に関する取組をするため、企画調査課及び研究倫

されている。 

 

・CISO 補佐官業務を外部の専門家に委

託し、また、情報システムの運用継続計

画(BCP)を策定し適切に内部に公開して

いる。 

 

・これらの対策により、平成 26 年度に

情報漏洩などセキュリティ事案は発生

しなかった点で評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・研究者への支援を確実かつ効果的に行

えるよう組織体制を整備する際に、研究

者等へのサービスの低下を招かないよ
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際、研究者等へのサ

ービスの低下を招

かないよう配慮す

る。また、助成・支

援業務において、研

究者への支援を確

実かつ効果的に行

う上で必要な審

査・評価経費につい

ては、適切に措置す

る。 

 

理推進室を設置し、研究者への支援を確実かつ効果

的に行える組織体制を整備した。 

・審査及び評価が適切に行われるための経費を措置

した。 

 

う配慮している。また、必要な審査・評

価経費についても適切に措置している。 

 

 

４．その他参考情報 

－ 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（財務内容の改善に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ 予算、収支計画及び資金計画 

当該項目の 

重要度、難易度 

－ 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート 事業番号

0176（仮） 

 

２．主要な経年データ 

 

評価対象となる指標 達成目標 

前中期目標

期間最終年

度値 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 
（参考情報） 

－ 

 － － － － － － － －  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 寄付金等の外部

資金や自己収入の

確保、予算の効率

的な執行に努め、

適正な財務管理の

実現を図る。また、

毎年の運営費交付

金額の算定に向け

ては、運営費交付

金債務残高の発生

状況にも留意す

る。 

 

－ － ＜主な定量的指標

＞ 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

【収入】 

・法人の運営費交

付金や事業等収入

の適切な予算編成

がなされている

か。 

・法人の収入に関

わる決算は正しく

計算され報告され

ているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

【予算、収支計画及び資金計画】 

●平成 26年度収入状況 

（単位：百万円） 

収入 予算額 決算額 差引増

減額 

備

考 

運営費交付

金 

28,006 28,006 －  

国庫補助金

収入 

229,885 231,816 △1,931  

科学研究費

補助金 

129,249 130,087 △ 838  

研究拠点形

成費等補助

金 

105 105 －  

大学改革推

進等補助金 

20 25 △ 5  

国際化拠点

整備事業費

補助金 

114 114 －  

最先端研究

開発戦略的

強化費補助

金 

0 1,088 △1,088  

戦略的国際

研究交流推

進事業費補

助金 

2,030 2,030 －  

学術研究助

成基金補助

金 

98,367 98,367 －  

事業収入 140 522 △ 382  

寄附金事業

収入 

38 79 △ 41  

産学協力事

業収入 

253 258 △ 6  

学術図書出

版事業収入 

1 0 0  

受託事業収

入 

188 181 7  

計 258,510 260,862 △2,352  

※単位未満を四捨五入しているため合計が一致しな

い場合がある。 

評定 Ｂ 評定 Ｂ 

・収入は概ね計画どおりであり、増減額

の主な発生要因については、最先端研究

開発戦略的強化費補助金について、平成

25年度からの繰越額を平成 26年度に受

け入れたこと等によるものである。 

 

・支出は概ね計画通りであり、増減額の

主な理由については、最先端研究開発戦

略的強化費補助事業費について、平成

25年度からの繰越額を平成 26年度に受

け入れたこと等によるものである。 

 

・収支計画については、国の予算や実績

等に基づき適切に作成しており、実績額

については、個々の区分に従い適切に把

握しており、財務諸表等との整合性を図

っている。 

 

・収支の実績は概ね計画どおりであり、

増減額の主な発生要因については、最先

端研究開発戦略的強化費補助金収益に

ついて、平成 25 年度からの繰越額を平

成 26 年度に受け入れたこと等によるも

のである。・ 

 

・資金計画については、国の予算や実績

等に基づき適切に作成しており、実績額

については、個々の区分に従い適切に把

握しており、財務諸表等と整合性を図っ

ている。 

 

・資金の実績については概ね計画どおり

であり、増減額の主な発生要因について

は、科学研究費補助金及び最先端研究開

発戦略的強化費補助金について、平成

25年度からの繰越額を平成 26年度に受

け入れ、執行したこと等によるものであ

＜指摘に至った理由＞ 

 予算、収支計画及び資金計画について、い

ずれも実績額と計画額とを比較しておおむね

計画どおりであったと認められ、主な増減額

についても、自己評価のとおり、発生要因が

適切に特定・分析されているものと認められ

る。 

 また、その他事項についても、特段問題は

ないものと認められ、例えば、利益剰余金の

発生要因の特定など、個別事案についても適

切に分析されているものと認められる。 

以上のことから、本項目は、中期計画にお

ける所期の目標を達成していると認められる

ため、評定をＢとする。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策

＞ 

 引き続き、適切な財務運営・管理が実施さ

れることを期待する。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 
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【支出】 

・法人の支出は、

予算に従って計画

どおり実施されて

いるか。 

・実施された予算

は、適切に承認さ

れ適時に報告され

ているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【収支計画】 

・収支計画は、適

切に作成されてい

るか。決算との整

合性は図られてい

 

●平成 26年度支出状況 

（単位：百万円） 

支出 予算額 決算額 差引増

減額 

備

考 

一般管理費 945 935 9  

 うち人件費 320 297 23  

  物件費 625 639 △ 14  

事業費 27,608 27,672 △ 65  

 うち人件費 527 593 △ 66  

  物件費 27,081 27,080 1  

科学研究費

補助事業費 

129,249 129,760 △ 511  

研究拠点形

成費等補助

事業費 

105 93 12  

大学改革推

進等補助事

業費 

20 21 △ 1  

国際化拠点

整備事業費

補助事業費 

114 

 

89 25  

最先端研究

開発戦略的

強化費補助

事業費 

0 1,088 △1,088  

戦略的国際

研究交流推

進事業費補

助事業費 

2,030 2,027 3  

学術研究助

成事業費 

99,196 98,386 810  

寄附金事業

費 

45 71 △ 26  

産学協力事

業費 

253 236 17  

学術図書出

版事業費 

1 0 0  

受託事業費 191 169 22  

計 259,755 260,548 △ 793  

※単位未満を四捨五入しているため合計が一致しな

い場合がある。 

 

●平成 26年度収支計画 

（単位：百万円） 

区分 計画額 実績額 差引増

減額 

費用の部    

る。 
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るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資金計画】 

・法人の資金計画

は、承認された予

算及び決算を適切

に反映して作成さ

れ、差引増減額に

ついて、適切な理

経常経費 259,783 260,574 △790 

収益の部 259,783 260,660 △876 

運営費交付金収

益 

28,006 27,997 9 

科学研究費補助

金収益 

129,249 129,760 △511 

研究拠点形成費

等補助金収益 

105 93 12 

大学改革推進等

補助金収益 

20 21 △1 

 国際化拠点整備

事業費補助金収

益 

114 89 25 

最先端研究開発

戦略的強化費補

助金収益 

0 1,088 △1,088 

戦略的国際研究

交流推進事業費

補助金収益 

2,030 2,027 3 

先端研究助成業

務収益 

0 69 △69 

 学術研究助成基

金補助金収益 

99,602 98,477 1,126 

 業務収益 140 521 △381 

 寄附金事業収益 45 60 △15 

産学協力事業収

益 

253 258 △6 

 学術図書出版事

業収益 

1 0 0 

 受託事業収益 191 169 22 

 資産見返負債戻

入 

28 31 △3 

純損失 0 0 0 

総損失 0 0 0 

純利益 － 86 △86 

総利益 － 86 △86 

※単位未満を四捨五入しているため合計が一致しな

い場合がある。 

 

●平成 26年度資金計画 

（単位：百万円） 

区分 計画額 実績額 差引増

減額 

資金支出    

業務活動による

支出 

261,012 266,980 △5,969 

次期繰越金 80,677 86,419 △5,743 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【26年度評価】項目別-150 

 

由が開示されてい

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資金収入    

業務活動による

収入 

259,361 264,932 △5,571 

運営費交付金に

よる収入 

28,006 28,006 0 

科学研究費補助

金による収入 

129,249 133,984 △4,735 

研究拠点形成費

等補助金による

収入 

105 105 0 

大学改革推進等

補助金による収

入 

20 25 △5 

 国際化拠点整備

事業費補助金に

よる収入 

114 114 0 

最先端研究開発

戦略的強化費補

助金による収入 

0 1,088 △1,088 

戦略的国際研究

交流推進事業費

補助金による収

入 

2,030 2,030 0 

 学術研究助成基

金補助金による

収入 

98,367 98,367 0 

 寄附金事業によ

る収入 

38 77 △39 

産学協力事業に

よる収入 

253 258 △6 

 学術図書出版事

業による収入 

1 0 0 

 受託事業による

収入 

188 181 7 

その他の収入 991 697 294 

前期繰越金 82,327  

89,

168 

△ 

6,840 

※単位未満を四捨五入しているため合計が一致しな

い場合がある。 

 

■運営費交付金債務残高のうち過年度交付分の妥当

性 

運営費交付金債務残高のうち過年度交付分は

1,424,244 円で運営費交付金の収益化対象外のもの

（前払費用等）であり、精算時に収益化を行うもの

であるため、妥当である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【26年度評価】項目別-151 

 

 

【財務状況】 

（当期総利益（又

は当期総損失）） 

・当期総利益（又

は当期総損失）の

発生要因が明らか

にされているか。 

・当期総利益（又

は当期総損失）の

発生要因は法人の

業務運営に問題等

があることによる

ものか。 

 

（利益剰余金（又

は繰越欠損金）） 

・利益剰余金が計

上されている場

合、国民生活及び

社会経済の安定等

の公共上の見地か

ら実施されること

が必要な業務を遂

行するという法人

の性格に照らし過

大な利益となって

いないか。 

・繰越欠損金が計

上されている場

合、その解消計画

は妥当か。 

・当該計画が策定

されていない場

合、未策定の理由

の妥当性について

検証が行われてい

るか。さらに、当

該計画に従い解消

が進んでいるか。 

 

（運営費交付金債

 

【財務状況（当期総利益（又は当期総損失）】 

■当期総利益 

・平成 26年度は 86百万円 

 

■当期総利益（当期総損失）の発生要因 

・当期総利益については、やむを得ず執行できなか

った額等であり、経営努力による利益ではないため、

目的積立金の申請は行わない。 

 

■利益剰余金 

・平成 26 年度末利益剰余金は 142 百万円であり、そ

のうち 86 百万円は平成 27 年 3 月に生じた当期未処

分利益であり、残りは積立金である。当期未処分利

益 86百万円については、独立行政法人日本学術振興

会法第20条により中期計画終了後に国庫に納付予定

である。 

 

■繰越欠損金 

・該当無し。 

 

■運営費交付金債務の未執行率（％）と未執行の理

由 

・平成 26 年度に交付された運営費交付金は、28,006

百万円である。このうち平成 26 年度に収益化した額

は 27,929 百万円であり、未執行額及び未執行率は 78

百万円、0.3％である。未執行額は、主に、賃借ビル

の 4月分家賃の前払費用等である。 

 

■業務運営に与える影響の分析 

・運営費交付金の未執行額は、主に、賃借ビルの 4

月分家賃の前払費用等であり、平成 27 年度中での収

益化を予定している。 

 

■溜まり金 

・精査した結果、該当無し。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・財務状況について、当期総利益の発生

要因は、やむを得ず生じた未執行額や返

還金等であり、決算処理手続きにおいて

利益としているものである。このため、

法人運営において事業の実施に影響を

及ぼすものではないと認められる。 

 

・利益剰余金については、発生要因を的

確に把握しており、決算処理手続きも適

切に行っている。 

 

・運営費交付金債務の発生要因は、賃貸

ビルの 4月分家賃の前払費用等であり、

平成 27 年度中に収益化を行うものであ

る。このため、法人の業務運営において

事業の実施に影響を及ぼすものではな

いと認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【26年度評価】項目別-152 

 

務） 

・当該年度に交付

された運営費交付

金の当該年度にお

ける未執行率が高

い場合、運営費交

付金が未執行とな

っている理由が明

らかにされている

か。 

・運営費交付金債

務（運営費交付金

の未執行）と業務

運営との関係につ

いての分析が行わ

れているか。 

 

（溜まり金） 

・いわゆる溜まり

金の精査におい

て、運営費交付金

債務と欠損金等と

の相殺状況に着目

した洗い出しが行

われているか。 

 

【実物資産】 

（保有資産全般の

見直し） 

・ 実物資産につい

て、保有の必要性、

資産規模の適切

性、有効活用の可

能性等の観点から

の法人における見

直し状況及び結果

は適切か。 

・見直しの結果、

処分等又は有効活

用を行うものとな

った場合は、その

法人の取組状況や

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■実物資産の保有状況 

① 実物資産の名称と内容、規模 

車両：計 7 台（7 カ所の海外研究連絡センターにて

保有） 

※その他、保有する実物資産はない。 

② 保有の必要性（法人の任務・設置目的との整合性、

任務を遂行する手段としての有用性・有効性等） 

海外研究連絡センターにおける諸外国の学術振興機

関等への往来や訪問者の送迎などの際の、効率的な

移動に有用。 

③ 有効活用の可能性等の多寡 

センター所在地での市内移動や荷物の運搬、日本か

らの訪問者の送迎などのため、頻繁に利用されてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・実物資産について、海外研究連絡セン

ターでは複数台の車輌を保有している

が、必要最小限であると認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【26年度評価】項目別-153 

 

進捗状況等は適切

か。 

 

（実物資産の運

用・管理） 

・実物資産につい

て、利用状況が把

握され、必要性等

が検証されている

かどうか。 

・必要性のない実

物資産についての

売却・除却等の適

切な処分が検討さ

れているか。 

・実物資産の管理

の効率化及び自己

収入の向上に係る

法人の取組は適切

か。 

 

【金融資産】 

（保有資産全般の

見直し） 

・金融資産につい

て、保有の必要性、

事務・事業の目的

及び内容に照らし

た資産規模は適切

か。 

・資産の売却や国

庫納付等を行うも

のとなった場合

は、その法人の取

組状況や進捗状況

等は適切か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■金融資産の保有状況 

 

① 金融資産の名称と内容、規模 

・現金及び預金として、76,653 百万円、有価証券と

して、12,400 百万円、その他、投資有価証券（国債）

として 200 百万円である。 

 

（一般勘定） 

第 273 回利付き国債（10年） 

 券面総額 100,000 千円、取得価額 99,488 千円 

第 335 回利付き国債（10年） 

 券面総額 100,000 千円、取得価額 99,611 千円 

（学術研究助成業務勘定） 

譲渡性預金  19,300,000 千円 

 

② 保有の必要性（事業目的を遂行する手段としての

有用性・有効性） 

 

（一般勘定） 

・国際生物学賞に要する経費は、国際生物学賞基金

の運用益等をもってまかなうとしていることから、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・金融資産の保有状況は、適切に管理さ

れ、資産規模も適切であり、保有目的に

ついても明確にされていると認められ

る。 

 

・資産の運用について、国際生物学賞基

金については長期国債とし、運用益の使

途目的に従い、安全で効率的な運用を実

施していると評価できる。 

 

・学術研究助成基金については、その運

用益の効果的な確保を図るため、安全性

の確保を最優先としつつ、譲渡性預金等

により適切な管理・運用が行われてい

る。 

 

 

 



【26年度評価】項目別-154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資産の運用・管

理） 

・資金の運用状況

は適切か。 

・資金の運用体制

の整備状況は適切

か。 

・資金の性格、運

用方針等の設定主

体及び規定内容を

踏まえて、法人の

責任が十分に分析

されているか。 

 

（債権の管理等） 

・貸付金、未収金

等の債権につい

て、回収計画が策

定されているか。

回収計画が策定さ

れていない場合、

その理由は妥当

か。 

・回収計画の実施

状況は適切か。ⅰ）

貸倒懸念債権・破

産更生債権等の金

安全かつ効率的な運用の観点から長期国債として保

有している。 

 

(学術研究助成業務勘定) 

・学術研究助成基金から交付する助成金の支払計画

を踏まえ、支払い時期が到来するまでの間に資金を

運用し、生じた利子（平成 26 年度利息の受取額：

113,944 千円）を基金に充てることにより、有効に管

理している。 

・資金の保有方法については、日本学術振興会法第

十八条第 3 項、他の基金にあっては同法附則第二条

の二第 3 項に基づき、独立行政法人通則法第四十七

条に規定する金融機関への預金により保有してお

り、その管理は適切である。 

 

 

■資金の運用体制の整備状況 

・基金の運用責任者は理事長であり、運用業務は総

務企画部長が行い、運用業務に係る事務は経理課長

が行うことが基金管理委員会規程等で定められてお

り、適切な運用体制を構築している。 

・監事及び外部監査人による監査を受け適性である

旨の報告を受けている。 

 

■資金の運用に関する法人の責任の分析状況 

・上記運用体制から、責任は明確になっている。 

 

■貸付金・未収金等の債券と回収の実績 

・未収金の主なものは、科学研究費補助金等の繰越

しに伴う国庫返納のため、平成 25 年度に補助金等の

交付を受けた大学等に対し期限を定め返還を求め

た。これらについては、平成 26 年 4 月 17 日までに

全額の回収を終了した。 

 

■回収計画の有無とその内容（無い場合は、その理

由） 

・科学研究費補助金等の繰越に係る、大学等から振

興会への返還額の回収については、返還の期限を定

めるなど計画的に実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各基金の運用体制については、適切で

あると認められる。 

・運用体制の整備だけではなく、基金管

理委員会規程等により責任も明確にさ

れており、適切であると認められる。 

 

・監事監査及び外部監査により、実際に

適切に運用管理されていることが保証

されている。 

 

・未収金については、事業別に、債務者、

債権額、納付期限等を把握しており、未

納の者に対しては確認を行うなど、適切

に管理、回収していると評価できる。 

 



【26年度評価】項目別-155 

 

額やその貸付金等

残高に占める割合

が増加している場

合、ⅱ）計画と実

績に差がある場合

の要因分析が行わ

れているか。 

・回収状況等を踏

まえ回収計画の見

直しの必要性等の

検討が行われてい

るか。 

 

【知的財産等】 

（保有資産全般の

見直し） 

・特許権等の知的

財産について、法

人における保有の

必要性の検討状況

は適切か。 

・検討の結果、知

的財産の整理等を

行うことになった

場合には、その法

人の取組状況や進

捗状況等は適切

か。 

 

（資産の運用・管

理） 

・特許権等の知的

財産について、特

許出願や知的財産

活用に関する方針

の策定状況や体制

の整備状況は適切

か。 

・実施許諾に至っ

ていない知的財産

の活用を推進する

ための取組は適切

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■知的財産の保有の有無及びその保有の必要性の検

討状況 

・該当なし 

■知的財産の整理等を行うことになった場合には、

その法人の取組状況／進捗状況 

・該当なし 

■出願に関する方針の有無 

・該当なし 

■出願の是非を審査する体制整備状況 

・該当なし 

■活用に関する方針・目標の有無 

・該当なし 

■知的財産の活用・管理のための組織体制の整備状

況 

・該当なし 

■実施許諾に至っていない知的財産について、 

① 原因・理由、② 実施許諾の可能性、③ 維持経費

等を踏まえた保有の必要性、④ 保有の見直しの検

討・取組状況、⑤ 活用を推進するための取組 

・該当なし 

 



【26年度評価】項目別-156 

 

か。 

 

 

４．その他参考情報 

－ 

  



【26年度評価】項目別-157 

 

様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（財務内容の改善に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

当該項目の 

重要度、難易度 

－ 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート 事業番号

0176（仮） 

 

２．主要な経年データ 

 

評価対象となる指標 達成目標 

前中期目標

期間最終年

度値 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 
（参考情報） 

－ 

 － － － － － － － －  

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 寄付金等の外部

資金や自己収入の

確保、予算の効率

的な執行に努め、

適正な財務管理の

実現を図る。また、

毎年の運営費交付

金額の算定に向け

ては、運営費交付

金債務残高の発生

状況にも留意す

る。 

短期借入金の限

度額は75億円とす

る。短期借入が想

定される事態とし

ては、運営費交付

金の受入れに遅延

が生じた場合であ

る。 

短期借入金の限

度額は 75億円とす

る。短期借入が想定

される事態として

は、運営費交付金の

受入れに遅延が生

じた場合である。 

＜主な定量的指標

＞ 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

・短期借入金は有

るか。有る場合は、

その額及び必要性

は適切か。 

 

＜評価の視点＞ 

－ 

 

＜主要な業務実績＞ 

－ 

評定 － 評定 － 

＜評定と根拠＞ 

－ 

 

＜課題と対応＞ 

－ 

＜指摘に至った理由＞ 

－ 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策

＞ 

－ 

 

＜その他事項＞ 

－ 

 

 

４．その他参考情報 

－ 

  



【26年度評価】項目別-158 

 

様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（財務内容の改善に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅴ 重要な財産の処分等に関する計画 

当該項目の 

重要度、難易度 

－ 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート 事業番号

0176（仮） 

 

２．主要な経年データ 

 

評価対象となる指標 達成目標 

前中期目標

期間最終年

度値 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 
（参考情報） 

－ 

 － － － － － － － －  

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 寄付金等の外部

資金や自己収入の

確保、予算の効率

的な執行に努め、

適正な財務管理の

実現を図る。また、

毎年の運営費交付

金額の算定に向け

ては、運営費交付

金債務残高の発生

状況にも留意す

る。 

重要な財産を譲

渡、処分する計画

はない。 

重要な財産等を

譲渡、処分する計画

はない。 

＜主な定量的指標

＞ 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

・重要な財産の処

分に関する計画は

有るか。有る場合

は、計画に沿って

順調に手続きが進

められているか。 

 

＜評価の視点＞ 

－ 

 

＜主要な業務実績＞ 

－ 

評定 － 評定 － 

＜評定と根拠＞ 

－ 

 

＜課題と対応＞ 

－ 

＜指摘に至った理由＞ 

－ 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策

＞ 

－ 

 

＜その他事項＞ 

－ 

 

 

４．その他参考情報 

－ 

  



【26年度評価】項目別-159 

 

様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（財務内容の改善に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅵ 剰余金の使途 

当該項目の 

重要度、難易度 

－ 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート 事業番号

0176（仮） 

 

２．主要な経年データ 

 

評価対象となる指標 達成目標 

前中期目標

期間最終年

度値 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 
（参考情報） 

－ 

 － － － － － － － －  

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 － 振興会の決算に

おいて剰余金が発

生した時は、広

報・情報提供の充

実、調査・研究の

充実、情報化の促

進に充てる。 

振興会の決算に

おいて剰余金が発

生したときは、広

報・情報提供の充

実、調査研究の充

実、情報化の促進に

充てる。 

＜主な定量的指標

＞ 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

・利益剰余金は有

るか。有る場合は

その要因は適切

か。 

・目的積立金は有

るか。有る場合は、

活用計画等の活用

方策を定める等、

適切に活用されて

いるか。 

 

＜評価の視点＞ 

－ 

 

＜主要な業務実績＞ 

■利益剰余金の有無及びその内訳 

・平成 26年度末（平成 27 年 3月 31 日時点）におけ

る利益剰余金は 142 百万円である。その内訳として、

平成 26 年度当期未処分利益が 86 百万である。 

 

■利益剰余金が生じた理由 

・平成 26 年度当期未処分利益は、やむを得ず生じた

執行残によるものである。利益剰余金 142 百万円に

ついては、目的積立金ではなく積立金として、独立

行政法人日本学術振興会法第 20 条の規定により、次

期中期目標期間へ繰越す額を除いた額を、中期計画

終了後の翌年度に国庫に納付するものである。 

 

 

■目的積立金の有無及び活用状況 

・該当なし。 

 

評定 － 評定 Ｂ 

＜評定と根拠＞ 

・利益剰余金については、発生要因、金

額等が的確に把握されており、決算処理

手続きも適切に行っている。 

 

＜課題と対応＞ 

－ 

＜指摘に至った理由＞ 

 利益剰余金については、発生要因、金額等

が的確に把握されており、決算処理手続きも

適切に行われていることから、本項目は、中

期計画における所期の目標を達成していると

認められるため、評定をＢとする。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策

＞ 

 特になし。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 

 

 

４．その他参考情報 

－ 

  



【26年度評価】項目別-160 

 

様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（その他業務運営に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅶ―１ 
その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

１ 施設・設備に関する計画 

当該項目の 

重要度、難易度 

－ 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート 事業番号

0176（仮） 

 

２．主要な経年データ 

 

評価対象となる指標 達成目標 

前中期目標

期間最終年

度値 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 
（参考情報） 

－ 

 － － － － － － － －  

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 施設・設備の整

備については、長

期的視点に立って

推進する。 

1 施設・設備に関

する計画 

施設・設備に関

する計画はない。 

1 施設・設備に関

する計画 

施設・設備に関す

る計画はない。 

＜主な定量的指標

＞ 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

－ 

 

＜評価の視点＞ 

－ 

＜主要な業務実績＞ 

－ 

評定 － 評定 － 

＜評定と根拠＞ 

－ 

 

＜課題と対応＞ 

－ 

＜指摘に至った理由＞ 

－ 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策

＞ 

－ 

 

＜その他事項＞ 

－ 

 

 

４．その他参考情報 

－ 

  



【26年度評価】項目別-161 

 

様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（その他業務運営に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅶ―２ 

その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

２ 人事に関する計画 

（１）職員の研修計画 

（２）人事交流 

（３）人事評定 

当該項目の 

重要度、難易度 

－ 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート 事業番号

0176（仮） 

 

２．主要な経年データ 

 

評価対象となる指標 達成目標 

前中期目標

期間最終年

度値 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 
（参考情報） 

－ 

 研修受講人数（延べ） － － 106 名 103 名     

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 － 

 

2 人事に関する

計画 

（１）人事方針 

①職員の業績等の

人事評価を定期的

に実施し、その結

果を処遇、人事配

置等に適切かつ具

体的に反映するこ

とで、人材の効果

的活用や職員の職

務遂行能力・方法

の向上を図る。 

②大学をはじめ学

術振興に関連する

機関との人事交流

を促進して、質の

高い人材の確保・

育成を図り、職員

の意識や能力に応

じた適切な人事配

置を行う。 

③限られた人員で

2 人事に関する計

画 

（１）職員の研修計

画 

 職員の専門性及

び意識の向上を図

るため、下記の研修

を実施する。また、

資質の向上を図る

ため、外部で実施さ

れる研修に職員を

参加させる。 

①語学研修 

②海外の機関での

研修 

③情報セキュリテ

ィ研修 

④コンプライアン

ス研修 

 

（２）人事交流 

 国立大学法人等

との人事交流を行

＜主な定量的指標

＞ 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

・着実かつ効率的

な運営により、中

期計画の項目に係

る業務の実績が得

られているか。 

 

＜評価の視点＞ 

－ 

 

＜主要な業務実績＞ 

【職員の研修計画】 

・語学研修：4名が英会話研修を受講 

・海外機関研修：1名が英国の大学等での語学研修を

受講 

・情報セキュリティ研修：33名が受講 

・コンプライアンス研修：33名が受講 

・その他外部研修：32名が 8研修を受講 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【人事交流】 

・大学等学術研究機関の研究者を支援するに当たっ

ては、当該機関における業務経験を持つ人材を活用

評定 Ｂ 評定 Ｂ 

＜評定と根拠＞ 

・効率的かつ適切な業務運営のため、語

学研修をはじめとする国内外での研修

へ職員を参加させることにより、職員の

資質向上を図っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国立大学等における豊富な実務経験を

＜指摘に至った理由＞ 

 「その他外部研修」では、昨年度に比して

参加者数が 17名増えるなど、職員の意識向上

も進んでいるものと認められる。 

 また、国立大学法人等との人事交流では、

昨年度に比して受入者数が 8 名増えるなど、

振興会業務及び同業務を経験することの重要

性が、これら法人等に認知されているものと

認められる。 

以上のことから、本項目は、中期計画におけ

る所期の目標を達成していると認められるた

め、評定をＢとする。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策

＞ 

 引き続き、適切な人事が実施されることを

期待する。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 

 



【26年度評価】項目別-162 

 

の効率的・効果的

な業務の遂行を実

現するため、国内

及び国外研修等を

実施し、職員の専

門性を高めるとと

もに、意識向上を

図る。 

 

い、質の高い人材の

確保・育成を図り、

適切な人事配置を

行う。 

 

 

 

 

（３）人事評定 

職員の業務等の

勤務評定を実施し、

その結果を処遇、人

事配置等に適切か

つ具体的に反映す

ることで、人材の効

果的活用や職員の

職務遂行能力・方法

の向上を図る。 

 

することが業務の効果的・効率的な運営上有益であ

ることから、国立大学法人等から 67 名を人事交流と

して受け入れ、適切な人事配置を行った。 

・これらの者に振興会の業務を経験させることによ

り研究助成や国際交流等の経験を積ませ、将来、国

立大学等において業務を行うための有益なスキルを

身につけさせる等、育成することができた。 

 

【人事評定】 

・〈役員〉 文科省独立行政法人評価委員会が行う業

績評価を勘案し、期末手当の額を100分の80以上100

分の110以下の範囲内で増減できることとしている。 

・〈職員〉 複数の評定者による客観的かつ公平な勤

務評定を行い、その結果を勤勉手当や人事配置等へ

具体的に反映した。また、昇給については、平成 26

年 12月に国家公務員の給与基準を基礎とする新たな

俸給表導入した際に、併せて平成 27 年 1 月より国家

公務員の給与支給基準に準じたものとし適正に実施

した。 

 

有する人材を確保し、その経験を活かせ

る部署に配置し、業務を効率的・効果的

かつ機動的に実施できるようにしてい

る。 

 

 

 

 

 

 

・職員の勤務評定については、勤務成績

を職員の処遇に適切に反映させ、勤務評

定の実効性を上げるとともに複数の評

定者が関わることで、客観的かつ公平な

実施を行っている。 

 

 

４．その他参考情報 

－ 

  



【26年度評価】項目別-163 

 

様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（財務内容の改善に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅶ―３ 
その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

３ 中期目標期間を超える債務負担 

当該項目の 

重要度、難易度 

－ 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート 事業番号

0176（仮） 

 

２．主要な経年データ 

 

評価対象となる指標 達成目標 

前中期目標

期間最終年

度値 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 
（参考情報） 

－ 

 － － － － － － － －  

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 － 3 中期目標期間

を超える債務負担 

中期目標期間を

超える債務負担に

ついては、事業を

効率的に実施する

ため、当該期間が

中期目標期間を超

える場合で、当該

債務負担行為の必

要性及び資金計画

への影響を勘案し

合理的と判断され

るものについて行

う。 

3 中期目標期間を

超える債務負担 

中期目標期間中

の事業を効率的に

実施するために、次

期中期目標期間に

わたって債務負担

を行うことがある。 

＜主な定量的指標

＞ 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

・中期目標期間を

超える債務負担は

あるか。 

・ある場合、その

合理性について、

当該債務負担行為

の必要性及び資金

計画への影響を勘

案し、適切に判断

されているか。 

 

＜評価の視点＞ 

－ 

 

＜主要な業務実績＞ 

－ 

評定 － 評定 － 

＜評定と根拠＞ 

－ 

 

＜課題と対応＞ 

－ 

＜指摘に至った理由＞ 

－ 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策

＞ 

－ 

 

＜その他事項＞ 

－ 

 

 

４．その他参考情報 

－ 

  



【26年度評価】項目別-164 

 

様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（財務内容の改善に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅶ―４ 
その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

４ 積立金の処分に関する事項 

当該項目の 

重要度、難易度 

－ 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート 事業番号

0176（仮） 

 

２．主要な経年データ 

 

評価対象となる指標 達成目標 

前中期目標

期間最終年

度値 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 
（参考情報） 

－ 

 － － － － － － － －  

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 － 4 積立金の使途 

前期中期目標の

期間の最終事業年

度における積立金

残高のうち、文部

科学大臣の承認を

受けた金額につい

ては、独立行政法

人日本学術振興会

法に定める業務の

財源に充てる。 

－ ＜主な定量的指標

＞ 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

・積立金の支出は

有るか。有る場合

は、その使途は中

期計画と整合して

いるか。 

 

＜評価の視点＞ 

－ 

 

＜主要な業務実績＞ 

－ 

評定 － 評定 － 

＜評定と根拠＞ 

－ 

 

＜課題と対応＞ 

－ 

＜指摘に至った理由＞ 

－ 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策

＞ 

－ 

 

＜その他事項＞ 

－ 

 

 

４．その他参考情報 

－ 

 


